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表紙「脚下照顧」（きゃっかしょうこ）の意味 

 

この句はもともと禅の教えに基づく言葉である。 

脚下とは＜足もと＞の意で、転じて＜足もとの重大事＞、自己の依って立つ

根本を意味する。照顧とは＜照らし、明らかにする＞ことである。 

 したがって、「脚下照顧」とは、常に今ある自己を見つめ、在りようを検討し、

もって前向きに進みゆくことに資する姿勢を示す言葉である。 
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序 章 

 

 駒澤大学（以下「本学」という。）は、1592 年に仏教研究と漢学振興のために創設され

た僧侶の教育機関「学林」を前身とした大学であり、「仏教」の教えと「禅」の精神を建学

の理念として、これまで 24万人以上の卒業生を送り出している。2019年 5月 1日現在、7

学部 17学科 8研究科 15専攻を設置し、15,000人以上の学生が学んでいる。 

 

１．前回の大学評価受審結果及び努力課題への対応 

 本学は、2013年度に公益財団法人大学基準協会（以下「貴協会」という。）による大学

評価を受審し、「適合認定」を受けているが、その際、長所として特筆すべき事項 2点及び

努力課題 8点の提言が付された。 

 努力課題については、指摘を受けた当該組織のみならず大学全体で課題の意義を共有し、

全学的な改善を進める必要があることから、2014年度に策定した「学校法人駒澤大学施策

体系（平成 26年度～平成 29年度）」の中に努力課題に付された提言を反映させ、全学的に

その対応を進めた。また、同施策体系では、努力課題だけではなく大学評価時に指摘を受

けた様々な問題点・意見も参考に、大学全体の底上げを目指した発展的な改善・向上を可

能とする具体的な目標を設定した。その後、前述の施策体系に掲げた行動目標は、「中期事

業計画書」及び各年度「事業・業務計画書」に反映し、より具体化することにより、各年

度における達成目標を明確にし、計画の進捗を確認・評価しながら改善を進めた。 

2014年度以降、施策体系に基づく改善計画を推進し、2017年度に「改善報告書」を提出

している。2018年度に貴協会より受領した「改善報告書検討結果（駒澤大学）」では、本

学が努力課題を真摯に受け止め、意欲的に改善に取り組んでいることが確認できたという

評価を受け、再度報告を求められる事項はなかった。 

努力課題 8点の改善状況（概要）及び改善状況に対する貴協会からの意見は、以下のと

おりである。 

 

No.1  全研究科において、学位授与方針と教育課程の編成・実施方針を明確に定めていな

いので早急に策定し、公表することが望まれる。 

2014年に全研究科において学位授与方針と教育課程の編成・実施方針を策定し、大学ホ

ームページ等で公表しているが、一部研究科において、教育内容・方法などに関する基本

的な考え方が示されていない、修得すべき学習成果が示されていないとの意見が付された。

本件については、2019年度内に改善対応が図られた。 

No.2 全学部の学位授与方針と教育課程の編成・実施方針が、社会一般に広く公表してい

るとは言えないので外部から閲覧しやすい媒体・形式で公表することが望まれる。 

2014年より大学ホームページに公表している。大学ホームページのトップページに「3

つのポリシー」のリンクを設けるなど、閲覧のしやすさにも配慮している。 

No.3 1年間の履修単位数の上限について、一部の学部・学科において設定が高いので単位

制度の趣旨に則って改善が望まれる。 

年間履修制限単位数は、2017 年度以降、順次、各学部・学科において 49 単位以内で設
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定しているが、文学部（社会学科社会福祉学専攻除く。）では、1・2・3年次の年間履修制

限単位数の上限が 50 単位以内となっているので改善が望まれるとの意見が付された。本件

については、2018年度より 49単位以内に改善対応が図られた。 

No.4 一部の学部・研究科において、シラバスの記載に精粗があることから改善が望まれ

る。 

シラバスのチェック体制を強化し、全学統一の形式でシラバスを作成している。精粗が

目立つと指摘を受けた授業スケジュールについても、原則回数形式で記載するように改善

を図った。 

No.5 法曹養成研究科を除く各研究科において、学位論文審査基準が明文化されていない

ので、課程ごとに『大学院要覧』などに明記することが望まれる。 

学位論文審査基準を明文化し、2014年度より大学ホームページや大学院要覧に掲載して

いるが、人文科学研究科仏教学専攻（修士課程・博士課程）の審査基準が明確ではないの

で改善が望まれるとの意見が付された。本件については、2019年度に改善対応が図られた。 

No.6 過去 5年間の入学定員に対する入学者比率の平均が仏教学部仏教学科と文学部国文

学科で高くなっていることから、改善が望まれる。 

合格判定時の歩留まり状況を両学部・学科で検証がなされ、改善が図られている。 

No.7 編入学定員に対する編入学生数比率が一部の学部・学科において低いため、改善が

望まれる。 

編入学定員を見直し、2016年度より新たな編入学定員による入学試験を実施し、一部改

善がみられたが、依然として比率が低い状態が続いていることから、今後さらなる改善が

望まれるとの意見が付されている。編入学定員の充足に向け、指定校編入学の指定校数増

加や 2年次編入を新たに導入しているが、定員充足には至っていない。 

No.8 収容定員に対する在籍学生比率が、法学研究科（修士課程・博士課程）、法曹養成研

究科において比率が低いため、改善が望まれる。 

両研究科とも様々な改善計画を策定し改善に向けた努力を重ねているが、比率は依然と

して低いままである。また、他研究科についても 2013年度大学評価受審時より比率が低く

なっていることから改善が望まれるとの意見が付されている。大学院進学説明会での工夫、

ネット広告や授業料減免制度を新たに導入しているが、定員充足には至っていない。 

 

以上のとおり、一部の努力課題については、引き続き検討を重ね、より一層の改善に尽

力することが望まれるとの意見が付された。 

現在、本学では、「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤 2030』」及び「学校法人駒澤大

学施策体系（2018年度～2021年度）」に基づき、中期事業計画及び単年度事業計画等の詳

細な計画のもと、自己点検・評価結果（Check）を踏まえながら、本学の教育の質保証・質

向上に向けて、不断の改善・改革（Act/Action）に取り組んでいる所である。 
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本 章 

 

第１章 理念・目的 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、

学部・研究科の目的を適切に設定しているか。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科

又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設定とその

内容 

評価の視点２：大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性 

 

１．大学の理念・目的の適切な設定 

 本学は、1592年に仏教研究と漢学振興のために創設された僧侶の教育機関「学林」を前

身とした大学であり、1925年に大学令（1919年施行）による大学としての認可を受け、「駒

澤大学」と改称した。駒澤大学を設置する学校法人駒澤大学では、学校法人駒澤大学寄附

行為第 3条に「この法人は、教育基本法、学校教育法及び私立学校法に基づき学校を設置

し、仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神に則り、学校教育を行うことを目的とする」と不

変の目的を定めている（根拠 1-1、基礎要件確認シート 1）。つまり、本学は「仏教」の教

えと「禅」の精神を建学の理念とし、教育・研究を行う大学である（根拠 1-2【ウェブ】）。 

建学の理念を踏まえ、大学・大学院の目的は学則第 1条及び大学院学則第 1条に次のと

おり定めている（根拠 1-3、根拠 1-4）。 

（駒澤大学） 

 駒澤大学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、広く知識を授けるとと

もに、深く専門の学芸を教授研究し、仏教による人間教育を基礎として人格を陶冶するこ

とを目的とする。 

（駒澤大学大学院） 

 駒澤大学大学院は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、学部における一

般的並びに専門的教育の基礎の上に高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授、研究

し、その深奥を究めて文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

 

２．大学の理念・目的を踏まえた学部学科・研究科専攻の目的の設定と連関 

学部・学科における教育研究上の目的は、学則第 1条第 2項に、法曹養成研究科を除く

研究科専攻の目的は、大学院学則第 1条第 2項に修士課程及び博士後期課程ごとに定めて

いる（根拠 1-3（P.27）、根拠 1-4（P.19）、基礎要件確認シート 2）。法曹養成研究科の目

的については、大学院学則第 4条の 2に基づき定められた法曹養成研究科（法科大学院）

学則第 2条に「法曹実務における高度で、専門的かつ実践的な職業能力を有する人材の養

成を目的とする」と定めており（根拠 1-5（P.1）、基礎要件確認シート 2）、本学が設置す

るすべての学部・学科・研究科専攻が大学の理念・目的を踏まえた適切な教育研究上の目
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的をそれぞれ設定している。 

 本学が設置する学部の中で最も伝統のある仏教学部では、「仏教学部は、建学の理念であ

る『仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神』に則って教育を行う中心的学部であり、それら

を体系的に多角的視野から学び、仏教による人間教育を行う。それらをその後の多様な人

生の中に自ら活かし、広く社会に発信することができる人材を養成することを目的とする」

と目的を定めており、本学の理念・目的と極めて明瞭に連関し、具現化している代表的な

学部といえる（根拠 1-3（P.27））。 

一方、本学唯一の理系学部である医療健康科学部においても、大学の理念・目的を踏ま

え、「医療健康科学部は診療放射線技師を養成する学部である。仏教の教えと禅の精神に基

づいた幅広い教養をもとに、医用放射線分野の基礎学力とその専門知識・技術、さらに、

それを応用する力、主体的かつ協調的なコミュニケーション力、多様性を理解し他者と協

働する力、情報分析力・問題解決力を身につける教育を行い、豊かな人間性をそなえて医

療人としての強い責任感をもち医療技術の発展に寄与する人材の育成を行うこと」と目的

を定め、診療放射線技師という医療人の資質・能力形成に建学の理念である「仏教」の教

えと「禅」の精神を活かしていくという医療健康科学部独自の個性と特色を有している（根

拠 1-3）。他の学部・研究科の目的についても、それぞれの個性と特色を有しながらも、大

学の理念・目的を踏まえたものとなっており、適切に連関している。 

なお、本学の教養教育科目及び教職課程科目の教育を担っている総合教育研究部（文化

学部門、自然科学部門、日本文化部門、外国語第一部門、外国語第二部門、スポーツ・健

康科学部門、教職課程部門）の教育研究上の目的についても、「総合教育研究部・学士課

程教育の方針」において、「総合教育研究部は、自立した社会人として心身の健康維持が

でき、社会の動きに対する正確な洞察力・判断力を醸成するための幅広い教養を身につけ、

様々な問題に対して自分自身の考えを持ち、広い視野から公正かつ的確な分析と判断がで

きる人材の養成を目的とする」と定めている（根拠1-6）。 

 

点検・評価項目②：大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規

則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表し

ている。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科

又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適切な明示 

評価の視点２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理念・

目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表 

 

１．大学の理念・目的及び学部・研究科の目的の適切な明示 

大学・大学院の目的は、学則第 1条及び大学院学則第 1条に適切に明記し、それぞれ大

学ホームページにおいて公表している（根拠 1-3、1-4）。また、学部・学科、研究科専攻

の教育研究上の目的についても、学則第 1条第 2項、大学院学則第 1条第 2項及び法曹養

成研究科（法科大学院）学則第 2条に明記している（根拠 1-3、1-4、1-5、基礎要件確認

シート 2）。 
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２．大学の理念・目的及び学部・研究科の目的等の教職員や学生への周知、社会への公表 

 大学の理念・目的は、大学ホームページにおいて公表し、学生・教職員に対しては、入

学時及び新規採用に「学校法人駒澤大学『建学の理念』」のパンフレットを配付し、大学の

理念・目的の理解・共有を図っている（根拠 1-2【ウェブ】、1-3、1-7）。 

 受験生をはじめとする社会に対しては、大学案内や学部・学科案内パンフレットなどの

広報媒体紙等により広く公表している（根拠 1-8、1-9、1-10、1-11）。 

学生が建学の理念の理解を深めるための取り組みとして、2014年度より「駒澤大学教学

に関する施策体系」に基づき「仏教による人間教育」「建学理念教育」「自校教育」の推進

や年間を通しての仏教行事の開催など、学生が建学の理念に触れ、理解を深める機会・環

境を醸成している（根拠 1-12、1-13）。 

一方、教職員は、建学の理念に基づく研修の機会として、曹洞宗が開催する「宗門関係

学校教職員研修会」に参加している（根拠 1-14、1-15）。本研修会は、曹洞宗の大本山（永

平寺、總持寺）において他の宗門学校関係者とともに研修や坐禅等の体験を通して曹洞宗

の歴史や建学の理念について再考し、教育研究活動に活かしていくことを目的に実施され、

教職員が「仏教」の教えと「禅」の精神を体現できる貴重な研修の場となっている。また、

2016年度に文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業 (タイプ B 世界展開型)」に、

本学が申請した「『禅と心』研究の学際的国際的拠点づくりとブランド化事業」が採択され

たことにより、学部横断的かつ教職協働による禅（ZEN）の研究活動が開始し、研究活動及

び研究成果の発信を通して、建学の理念である「仏教」の教えと「禅」の精神の理解を深

める活動となっている（根拠 1-16【ウェブ】、1-17【ウェブ】）。 

各学部・研究科の目的は、学則・大学院学則をはじめ、大学院要覧及び法科大学院履修

要項に明示し、大学ホームページにおいて公開している。（根拠 1-18【ウェブ】、1-19、1-20）。 

 

点検・評価項目③：大学の理念・目的、各学部・研究科における目的等を実現していくた

め、大学として将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定

しているか。 

 

評価の視点１：将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定 

 

１．将来を見据えた中・長期計画、その他諸施策の設定 

本学の理念・目的の実現に向け、将来を見据えた中・長期的な方針として、2016年度に

「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤 2030』」及び「5つの改革大方針」を策定し、大学

ホームページにおいて公表している（根拠 1-21【ウェブ】）。長期ビジョンでは、繋がりを

大切にし、ともに社会変化を乗り越えるために、自己研鑽し続ける人材の育成を「自他協

創」という一語で表している。「自他協創」は、建学の理念である「仏教」の教えと「禅」

の精神に基づく「自利・利他」を一言にまとめた「自他」と、「人」と「人」とを繋げるネ

ットワークを活用し革新的なアイディアを生み出す力を表現したビジネス用語である「協

創」を繋げた造語として、本法人の学生・生徒の特性を表現している。そして、長期ビジ

ョンの実現に向けた「5つの改革大方針」として、「人類・世界に貢献する精神を早期に涵

養」、「生涯を通じた成長の基盤となる教育を体系化」、「禅を中心に据えた新しい知の枠組
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みを研究し世界に発信」、「多様な関係者とともに社会課題解決に直接貢献」、「迅速な改革

の実現に向けた経営基盤の強化」を明示している。 

さらに、駒澤大学及び法人諸学校が長期ビジョンに示す方向性をより具体化させるため、

「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021年度）」及び「学校法人駒澤大学中期事業

計画（2018年度～2021 年度）」を策定し、4年間の行動目標を定めている（根拠 1-13）。「学

校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021年度）」は、「駒澤大学教学に関する施策体系」

と「法人・駒澤大学組織運営に関する施策体系」の 2つの体系で構成されている。「駒澤大

学教学に関する施策体系」は、教学に関する 7 つの改革方針（「大学教育改革」「学生支援

改革」「大学入試改革」「研究・大学院改革」「社会連携・貢献活動改革（教学）」「グローバ

ル化推進改革」「教学組織・運営基盤改革」を掲げ、「法人・駒澤大学組織運営に関する施

策体系」では 6つの改革方針（「社会連携・貢献活動改革（法人）」「人材・職場環境改革」

「組織・運営基盤改革」「広報改革」「施設環境改革」「法人諸学校改革」）を掲げ、それぞ

れの改革に繋がる行動目標を定めている。 

なお、これらの施策体系及び中期事業計画を策定する際は、2013年度に受審した第 2期

認証評価結果において付された努力課題及び様々な提言・意見を踏まえた行動目標・改善

計画を盛り込み、改善に向けた取り組みを全学的に進めることを目的としている（根拠

1-12、1-13）。 

事務部署においては中期事業計画と連動する形で単年度の「事業・業務計画書」を作成

し、年度の中間点においてその進捗状況を確認しているが、学部等・研究科においては、

中期事業計画等を踏まえた将来計画が策定されていないため、本学の内部質保証を推進す

る「駒澤大学教学運営会議」において策定に向けた検討が進められている（根拠 1-22、1-23）。 

なお、「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021年度）」及び「学校法人駒澤大学中

期事業計画（2018年度～2021年度）」は学内グループウェアで公開し、専任教職員はいつ

でも閲覧可能となっているが、大学ホームページには公表していないことから、今後は理

事会の小委員会として設置されている「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」（委員長：

理事長）において検討し、社会に対する公表に向けた準備を進める予定である。 

また、今後の中・長期計画の発展的な取り組みとして、2018年度より長期ビジョンに基

づく「駒澤大学ブランディング計画」を開始している（根拠 1-24）。本計画は、本学の「強

み」や「特色」を活かし、将来に向けた本学のあるべき姿を構築することを目的とし、2019

年度には「駒澤大学ブランディング計画」の基盤となる「駒澤大学ブランドコンセプト」

を以下のとおり定義し、学内及び社会に対して公表している（根拠 1-25【ウェブ】、1-26）。 

今後は、「駒澤大学ブランドコンセプト」を起点とし、教職員がその意義や内容を理解・

共有し、共通認識を持ちながら事業計画及び取り組みを展開していくことになる。 

 

駒澤大学ブランドコンセプト 

（提供価値） 

駒澤大学は、自分の道を見つけ出すための“よりどころ”としてこころ・まなび・つなが

りを提供します。 

（ミッション） 

駒澤大学は、ともによりよい明日を築くことを使命とします。 
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（パーソナリティ） 

駒澤大学は、寛大で堂々としたしなやかで芯のある前向きでいきいきとしたブランドです。 

 

（２）長所・特色 

 本学は、137年におよぶ長い歴史と伝統を有する総合大学として、今日まで発展し続け

てきた。長い歴史の中で、本学は時代の大きな変化や社会からの様々な要請をしっかりと

受け止めつつ、建学の理念との調和を図りながら柔軟に対応し、どの時代においても、本

学ならではの教育・研究活動を実践してきたことは特筆すべき事項として挙げられる。 

 

【1】建学の理念に基づく教育活動 

点検・評価項目②に既述したとおり、建学の理念に基づく学士課程教育（駒澤人教育）

の一層の充実を図るため、「駒澤大学教学に関する施策体系（2014年度～2017年度）」及び

「駒澤大学教学に関する施策体系（2018年度～2021年度）」を踏まえ、「仏教による人間教

育」・「建学理念教育」・「自校教育」を３つの柱とした教育課程の見直しや仏教行事への参

加促進に向けた具体的な検討・取り組みを進めている（根拠 1-13）。 

特に、全学部の 1年次必修科目となっている「仏教と人間」は、学生が建学の理念であ

る「仏教」の教えと「禅」の精神についての理解を深め、宗教に対する正しい認識を身に

つけることを目的として、長年にわたり開講している科目である。全学部の学生が「授業

概要」「到達目標」「参考書」「成績評価の方法」の 4項目について共通した内容のシラバス

のもとで授業が行われるよう、シラバスの共通化計画が進められた。 

本計画により、必修科目「仏教と人間」は、年間の授業スケジュールは各教員の専門性

を活かした内容で進められるものの、「授業概要」「到達目標」「参考書」「成績評価の方法」

の 4項目については全学部において共通化され、かつ授業内では駒沢キャンパス内にある

坐禅堂を利用して必ず「坐禅」の実習を取り入れるなど、本学に入学したすべての学生が

建学の理念を体得できるカリキュラムに改善が図られた（根拠 1-27、1-28）。 

また、「自校教育」の強化に向けては、教養教育科目として新たに「駒澤大学の歴史」の

開講や従前より学生の受講希望者の多かった宗教教育科目「坐禅」の授業数を 2コマ増加

するなど、学生に本学の理念・目的、歴史等を教授し、本学学生としてのアイデンティテ

ィを培うカリキュラム編成に努めている（根拠 1-29、1-30）。 

さらに、授業以外においても、年間を通して全学的な仏教行事を開催し、建学の理念に

触れる機会を多く提供している。本学の入学式・卒業式は、仏教儀礼で実施しており、近

年の入学式は、お釈迦様が生誕したと言われる 4月 8日に挙行している。入学式当日は式

典と併せて「花まつり」を開催し入学者や保護者等に甘茶を振舞うなどすることで、本学

が仏教を起源とする大学であることを認識してもらう機会にもなっている。また、祝祷法

要（毎月 1日開催）、祝祷音楽法要と文化講演（毎月 15日開催）等の各種法要を毎月（8

月除く）営むとともに、「ふれあい七夕まつり」や「駒沢ふれあい広場夏祭り」を毎年開催

し、仏教を由来とするお盆行事に親しむ機会を設けている。 

なお、2019 年 3 月の卒業生を対象とした「駒澤大学卒業時アンケート」では、「仏教の

教えと禅の精神に触れることができた」という設問に対し、「とても実感している」「やや

実感している」と 51.6%の学生が回答しており、建学の理念がある程度浸透していると判
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断できる（根拠 1-31）。 

 このように、本学の学生は、正課・正課外、所属する学部・学科にかかわらず、卒業ま

での 4年間で建学の理念に触れられる機会が設けられており、建学の理念に基づく教育活

動が実践されていると言えよう。 

 

【2】建学の理念に基づく研究活動 

 点検・評価項目②に既述したとおり、2016年度文部科学省の「私立大学研究ブランディ

ング事業 タイプ B（世界展開型）」に、本学が申請した「『禅と心』研究の学際的国際的拠

点づくりとブランド化事業」が採択された（1-16【ウェブ】）。 

本事業は、現代社会が直面している「心の問題」について、禅（ZEN）の立場から新たな

提言を行うため、禅（ZEN）研究を超領域的に行うことを通し、新たな視座を獲得すること、

また研究により得られた成果を広く国内外に還元・発信していくことを目的としている（根

拠 1-17【ウェブ】）。 

研究活動は、本学が設置する 8学部等 1研究科が学部横断的連携による 4つの研究チー

ム（「曹洞禅とその源流チーム」「禅の受容と展開研究チーム」「禅による人の体と心研究チ

ーム」「禅と現代社会研究チーム」）を編成し、2016 年度から 2020 年度までの 5 年計画で

進められている。2018年度からは、禅文化歴史博物館内の事務部署に「禅ブランディング

推進係」を設置することにより、教職協働体制による事業展開、連携体制及び情報発信を

強化し、全学的体制による研究活動の推進を図っている（根拠 1-32（P.15））。 

本事業により得られた研究成果は、「禅ブランディング発信事業チーム」が大学ホームペ

ージ内にある禅ブランディング専用 WEBサイトやインスタグラム、各研究チーム主催又は

合同の講演会・イベントを開催し、積極的かつ定期的な情報発信に努めている（根拠 1-33）

【ウェブ】）。特に、禅ブランディング専用ウェブサイトは、禅（ZEN）研究の学際的国際的

拠点づくりという目的に鑑み、日本語版と英語版の両サイトを設置し、世界的な広がりを

呈している禅（ZEN）に関する情報や研究成果を国内外に発信する情報発信拠点としての役

割も果たしている（根拠 1-34【ウェブ】）。 

 このように、本事業は、建学の理念である「仏教」の教えと「禅」の精神に基づき、本

学が長年にわたり蓄積してきた研究成果を十分に活かしながら、本学に所属する教員の多

様な専門領域と禅（ZEN）を融合した研究により、本学の特色と独自性がより明確化され、

より一層の発展を可能とする研究活動と言えよう。 

 

（３）問題点 

 点検・評価項目③に既述したとおり、本学では、長期ビジョン『駒澤 2030』に基づき、

「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021 年度）」及び「学校法人駒澤大学中期事業

計画（2018年度～2021 年度）」を策定し、中長期的な将来計画に基づき事業を展開してい

る。 

しかしながら、学部・研究科においては、「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤 2030』」、

「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021 年度）」及び「学校法人駒澤大学中期事業

計画（2018年度～2021 年度）」などと連動した将来計画を策定しているとは必ずしも言え

ず、また学部・研究科における将来計画策定に際し、大学全体として明確な全学的な方針



9 

の明示もされていなかった。今後は、中期事業計画等を踏まえた学部・研究科の将来計画

の策定に向けた検討が行われるよう整備していく必要があり、今後の重点課題として位置

付けている。 

本課題の改善に向けては、2019年 5月より本学の内部質保証を推進する組織である「駒

澤大学教学運営会議」において検討が進められ、全学的な教学運営上の単年度・中長期事

業計画策定における基盤となる「教学運営基本指針」を 2019年 9月に策定した。この指針

に基づき、2020年度に中期・単年度計画を策定し、2021年度から中期計画を順次進める予

定で検討している。 

 中期事業計画と連動した学部・研究科及び事務組織における単年度計画の策定・実行に

より、教職員が将来計画や課題・問題点を共有しながら、より組織的な教学運営体制を構

築できるよう体制を整備していく予定である。 

（４）全体のまとめ 

本学は、建学の理念を踏まえ大学・大学院の目的を適切に設定し、学部・学科、研究科

専攻の教育研究上の目的も学則に明示している。  

また、これら理念・目的は、大学ホームページや大学案内、学部・学科案内、履修要

項などの様々な刊行物通して、公表・周知も十分に行われている。 

さらに、建学の理念に基づく「長期ビジョン」並びに「5 つの改革大方針」を策定する

ことにより、本法人及び本学が 2030年までに目指すべき姿・取り組みを明確に示すととも

に、ビジョンの実現に向けた具体的な行動目標・行動計画である「学校法人駒澤大学施策

体系（2018 年度～2021 年度）」及び「学校法人駒澤大学中期事業計画（2018 年度～2021

年度）」を策定し、その具体化に向けて取り組んでいるところである。 

今後は、2020年度が中期事業計画の折り返し地点となることから、中期事業計画全体の

進捗状況の確認を行い、また学部・研究科も含めた次期中期事業計画の検討を進めること

により、長期ビジョンの着実な具体化を図っていく。 

以上のことから、「第 1章 理念・目的」については、大学基準を満たしているといえる。 
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第２章 内部質保証 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

評価の視点１：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続きの設定

とその明示 

       ・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

       ・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限と役割、当該組織

と内部質保証に関わる学部・研究科その他の組織との役割分担 

       ・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCAサイクル

の運用プロセスなど） 

 

本学では、内部質保証における基本的な考え方を示す方針として「駒澤大学内部質保証

の方針」を制定している（根拠 2-1【ウェブ】）。本方針は、大学の理念・目的を基づき、

本学の教学諸活動の質的充実と向上及び社会貢献を持続的に推進することを目的とし、学

長を中心とした教学運営上の恒常的検証・改善サイクルを構築することを明示している。 

内部質保証システムの在り方については、「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・

実施の方針」及び「入学者の受け入れ方針」の 3つの方針について定めた「駒澤大学学士

課程教育の方針」（以下「3 つの方針」という。）の見直しとともに、教育研究の基本方針

に関する事項を審議する全学教授会において 2016年 10月より検討が行われた（根拠 2-2、

2-3）。全学教授会では、新たに設置される内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の

権限及び責任と既存の教学関連組織との役割分担を中心に検討が行われた。とりわけ、本

学では、教育研究に関する基本的な事項については、各学部等教授会や学部長等の会、全

学教授会による意見聴取・審議等の手続きを経て意思決定が行われてきたことから、内部

質保証システムの基本的な考え方や体制のあり方を構築するまでには長期間の審議を要す

ることとなった。 

2017年 3月には「駒澤大学教学に関する施策体系（2018年度～2021年度）」における行

動目標として「内部質保証システム構築（PDCA サイクルが回る体制構築）」が掲げられ、

全学教授会から各教育研究組織への意見聴取を踏まえ、学長による内部質保証システム再

提案の手続きがなされた（根拠 1-13、2-4）。 

 その後、2018年 4月開催の全学教授会において、第 3期認証評価基準による大学評価受

審に向けた体制整備として、学長より内部質保証サイクルの構築の手順が示された（根拠

2-5）。大学・大学院の各学則に内部質保証推進に関する条文追加の改正を始めとして、「駒

澤大学内部質保証の方針」、「駒澤大学教学運営会議規程」、「駒澤大学学長補佐に関する規

程」などの制定が提案され、2018 年 12 月開催の全学教授会において内部質保証システム

の構築が承認された（根拠 1-3（P.2）、1-4（P.2）、1-5（P.2）、2-1【ウェブ】、2-6、2-7、

2-8）。 

 本学の内部質保証の方針は、「全体方針」及び「実施体制」により構成されている。 

全体方針においては、（１）内部質保証推進体制、（２）内部質保証を推進強化するため

の仕組み、（３）内部質保証推進状況の情報公開についてそれぞれ定めている。 
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（１）内部質保証推進体制では、①教学運営上の重点方針、これに基づく各種方針並び

に各取組計画等の策定、②重点方針等に基づく内部質保証の推進、③自己点検・評価によ

る内部質保証の検証、④内部質保証の検証結果を踏まえた改善取り組み計画等の策定及び

実施について示し、全学的な PDCAサイクルの仕組みを明示している。（２）内部質保証を

推進強化するための仕組みとしては、IRに基づく分析結果の活用及び外部有識者による専

門的知見の活用を整備することを示し、（３）内部質保証推進状況の情報公開として、内部

質保証によって創出された教学諸活動等の成果等を社会に対し積極的に公開し、社会への

説明責任を果たすことを明示している。 

 次に、本学における内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織は、「駒澤大学教学運営

会議」（以下「教学運営会議」という。）と定めている。教学運営会議は、大学全体の教育

の企画・設計にあたる教学運営上の重点方針等や各種取組方針・計画等を策定する。実施

決定にあたっては、教育研究の基本方針に関する事項等を審議する全学教授会に学長が意

見を聴く手続きを経て、各組織に対し実施の指示がなされる。各組織においては、大学全

体の重点方針等や 3つの方針等に則った教学諸活動に関する事業計画を策定・実行し、各

組織が内部質保証を推進し責任を負うことを定めている。さらに、各組織は自らの事業計

画等が着実に実施しているか毎年度実施する自己点検・評価活動を通して検証を行い、各

組織の検証結果を全学自己点検・評価委員会が全学的観点から検証・評価し、学長に報告

する（根拠 2-9、2-10）。教学運営会議の議長である学長は、上述の報告結果に基づき、大

学全体の教学運営の観点から改めて検証・評価を行ったうえで改善取組計画等を策定し、

各組織の教学諸活動における改善を促すこととしている。 

 また、「駒澤大学内部質保証の方針」は、大学ホームページ及び学内グループウェアへの

公表により全教職員に共有している（根拠 2-1【ウェブ】）。教学運営会議の会議資料及び

議事録についても、学内グループウェアに公表し、審議過程の透明性を高め、学内教職員

が状況を把握できるよう整備している。 

なお、各組織の役割分担及び実施体制に係る体制図を、以下のとおり明確にしている。 
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点検・評価項目②：内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

評価の視点１：内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の整備 

評価の視点２：内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメンバー構成 

 

前述のとおり、本学における内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織として 2019

年 1月に教学運営会議を設置し、教学運営会議と各組織の密な連携のもと「駒澤大学内部

質保証の方針」に基づく大学全体の教学運営を推進するため、「駒澤大学教学運営会議規程」

を定めている（根拠 2-6）。 

 「駒澤大学教学運営会議規程」第 2条では、教学運営会議設置の目的について、「本学に

おける教育・研究の質的充実と向上及び社会貢献を持続的に推進するため、教学運営上の

重点方針等、これに基づく各種方針、予算計画を含む中期及び単年度の各取組計画等、並

びにこれらの実施状況の評価・検証を踏まえた改善取組計画等を策定し、本学の内部質保

証の推進に責任を負うこと」と定め、同会議の目的と責任について明確に示している。 

教学運営会議の構成員は、「駒澤大学教学運営会議規程」第 5条のとおり、学長、副学長、

局長をはじめ、学部長等及び審議事項に関連する主たる事務部署の部長等で構成され、教

職協働の会議体として内部質保証推進に責任を負う適切な運営体制を整えている。 

教学運営会議の審議事項としては、教学運営上の重点方針等（長期ビジョン、施策体系

等）に関すること、教学運営に係る各種方針・取組計画に関することを検討すると定め、

各種方針・取組計画の策定に際しては、「駒澤大学教学運営会議規程」第 4条に、学長が各

組織横断型の検討体制の編成が指示できると定めている。組織横断型の検討体制の構築に
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際しては、学長より任命された教職員が大学運営方針を具体化する施策等に関しての企画

立案に参画している。 

また、教学の内部質保証などの大学基準に関連する全学的な重要事項並びに学長の大学

運営方針を具体化する施策等に関して、企画・立案に参画し、学長を補佐することを目的

に、「駒澤大学学長補佐に関する規程」を定めている（根拠 2-7）。学長より任命された学

長補佐（本学教職員）は、「駒澤大学学長補佐に関する規程」に基づき、学長より指示を受

けた職務を担当するとともに、オブザーバーとして教学運営会議に参加している。さらに、

学長の指示のもと教学運営会議の審議事項に係るワーキング・グループ等を設置・検討を

行い、検討結果を教学運営会議に適宜報告することを定めている。  

例えば、2019年度に教学運営会議の審議事項として策定が進められた「駒澤大学学生支

援に関する基本方針」や「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」等の各種方針

の検討においては、検討に係るワーキング・グループが設置され、学長補佐 2名がワーキ

ング・グループの長となり方針の策定が進められた（根拠 2-11）。現在は、「駒澤大学学生

支援に関する基本方針」及び「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」が策定さ

れたことに伴い、「学修・学生支援センター（仮称）設置準備ワーキンググループ」及び「社

会連携センター（仮称）設置準備ワーキンググループ」を設置し、学長補佐をメンバーに

含め、各センターの設置準備に向けた検討が行われている（根拠 2-12）。 

さらに、2016年 4 月に設置した事務組織の「大学改革推進室」を、2019年 4月より「学

長室」に組織改編した。学長室は、「学長企画課」の下に「内部質保証推進係」と「大学

IR 係」の 2係が設けられ、事務職員を 1人増員して 7人体制とし、室長を教育・研究担当

の副学長が兼務することで、内部質保証システムの運営体制強化を図っている（根拠 1-32

（P.8）。 

教学運営会議は、2019年 3月に初めて開催されて以降、月に 1回定期的に開催し、2020

年 3 月までに合計 13 回開催されている。2019 年度における重点的な審議事項としては、

内部質保証の基盤構築を目的とする教学運営上の重点方針の一つである「教学運営基本指

針」や各種方針・規程等の策定が行われた。また、各組織の PDCAサイクルの推進を機能さ

せる取り組みとして、教学諸活動の事業計画等や 3つの方針の見直しについて審議を進め

ている（根拠 2-13）。 

 しかしながら、教学運営会議は 2018年度に設置されたこともあり、実働期間が短く、現

状では内部質保証の推進に係る実績がまだ少ない。また、「2018 年度全学自己点検・評価

結果報告書」の優先検討課題に挙げられているように、各組織に対して教学運営会議によ

る適切な運営・支援が十分に行われているとは言えないため、今後は大学全体の教学諸活

動の取組状況を把握し、その結果を踏まえて改善取組計画等の策定・実施を推進していく

役割が求められる（根拠 2-14）。 
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点検・評価項目③：方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能している

か。 

評価の視点１：学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策

定のための全学として基本的な考え方の設定 

評価の視点２：内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織による学部・研究科その他

の組織における教育の PDCAサイクルを機能させる取り組み 

 評価の視点３：学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施 

 評価の視点４：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上

の計画的な実施 

 評価の視点５：行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）

に対する適切な対応 

 評価の視点６：点検・評価における客観性、妥当性の確保 

 

【1】学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策定のための

全学としての基本的な考え方の設定 

 本学における全学的な 3 つの方針は、2016 年 3 月 31 日に中央教育審議会大学分科会大

学教育部会より、「3つの方針の策定及び運用に関するガイドライン」が示されたことを受

け、学長の諮問機関である駒澤大学教育改革検討委員会及び全学教授会において既存の 3

つの方針を見直す審議を経て、2017 年 1 月に策定された（根拠 2-15、2-16、2-17、2-18

【ウェブ】）。 

 全学的な 3つの方針の基本的な考え方を本学では「教育の理念」として掲げ、次のとお

り定めている（根拠 2-19）。 

 

駒澤大学学士課程教育の方針（3つのポリシー） 

（教育の理念） 

駒澤大学は、仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神に則り、学校教育を行うことを目的と

して設置された大学である。この教育とは、時代に流されることなく、その動きを正確に

洞察し、自分の進むべき道を自分の力で適切に判断できる素養と、将来その道を歩むのに

不可欠な知識・技能・資格を身につけることである。こうした建学の理念を実現するため、

幅広い教養と専門分野の体系的な知識、それらを応用する技能、主体的かつ協調的なコミ

ュニケーション能力、多様性を理解し他者と協働する力、情報分析力と問題解決力を身に

つける「丁寧な教育」、「厚みのある教育」を行う。それにより、十分な基礎力・実践力を

身につけ、多様な経験を踏まえ主体的に行動できる力を備え、しなやかで折れない心を持

ち、持続可能な社会の発展に寄与する人材の育成を行うことを本学の教育の理念とする。 

※2020年 3月現在の内容。 

 

「教育の理念」において掲げる各能力は、3 つの方針それぞれに関連付けられ、一貫性が

確保されている。 

 大学全体の「教育の理念」及び 3つの方針は、すべての学部学科等の教員及び教学関連

部署の職員が参画のうえ、後に策定される学部・学科等における 3つの方針との整合に配
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慮した審議を経て策定された。また、3つの方針の見直しにおける要点等を共有するため、

教職員を対象とした SD研修会を 2016年 6月に開催した（根拠 2-20）。 

また、学部学科等の 3つの方針は、「学部・学科の 3つのポリシー策定チェックリスト」

による確認の下で策定された。同チェックリストは、「大学の教育理念と整合性が取れてい

ますか。」「大学全体（および学部）の DPと整合性が取れていますか。」等、29項目が列記

されており、教育理念や全学的な 3つの方針との整合性が図られているか確認を行ってい

る（根拠 2-21）。 

【2】内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織による学部・研究科その他の組織にお

ける教育のＰＤＣＡサイクルを機能させる取り組み 

 「駒澤大学内部質保証の方針」では、教学運営会議は全学自己点検・評価委員会による

全学的観点からの点検・評価結果をもとに、改善取組計画等を策定し、学長より各組織に

改善を指示することが示されている。 

 全学自己点検・評価委員会は、2017 年度自己点検・評価結果等の内容を踏まえ、2018

年 10月に「2020年度大学評価受審に向けた検討課題への対応について（依頼）」を取りま

とめ、学長に提出した（根拠 2-22）。当依頼では「優先的に対応すべき課題」として、「1.

内部質保証体制の整備」、「2.方針の明確化」並びに「3.学修成果の測定とその結果に基づ

く教育の改善・向上」の 3点が挙げられ、学長は、「1.内部質保証体制の整備」については

全学教授会による審議を進め、2019年 1月に教学運営会議の設置を実現した。その他の課

題についても、内部質保証システム構築後に、教学運営会議において検討を指示し、取り

組みを進めている。 

 特に、教育活動の PDCAサイクルの推進にあたる「3.学修成果の測定とその結果に基づく

教育の改善・向上」の課題に対して、教学運営会議では「駒澤大学内部質保証の方針」に

基づき、2019 年 9 月に大学全体の重点方針である「教学運営基本指針」を策定し、2020

年度より同課題に対応した各教育研究組織の計画策定を進める方向性が確認されている

（根拠 2-23、2-24）。 

（教学運営基本指針） 

教学運営基本指針１ 

テーマ：こころの育成 

基本指針 主文： しなやかな、折れない心を育成する。 

基本指針 副文： 駒澤大学は、変化が激しく先が見通せない時代の只中でも、 

しなやかに生き抜く力を育むことができる場所です。 

様々な価値観に触れ合うことのできる、多様性あふれる場の 

創出を通して、しなやかな、折れない心を育てます。 

教学運営基本指針２ 

テーマ：まなびの強化 

基本指針 主文： 主体性を身に付ける教育に注力する。 

基本指針 副文： 駒澤大学は、一人ひとりの何かをしようとする思い＝意思を尊重し、 

自分の道を見つけ出すための、よりどころとなる場所です。 

情報化・デジタル化が急速に進む世の中で、 

流されず、惑わされずに自分の道を進んでいくために、 
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全学のあらゆるカリキュラムを通して、基礎的な知識や 

技能だけでなく、自ら考え模索することができる学びを提供し、 

自主的に行動できる力を育て、主体性を養う教育を実現します。 

教学運営基本指針３ 

テーマ：つながりの提供 

基本指針 主文： 可能性を広げるつながりを提供する。 

基本指針 副文： 駒澤大学は、多彩な人々とつながることのできる場所です。 

学部を超えたつながりに留まらず、国内外の学生や、 

社会で活躍する OBOG との交流、地域社会とのつながりなど、 

異なる環境における豊かな経験機会の提供を通して、 

学生の可能性を広げます。 

 

 「教学運営基本指針」の策定に際しては、2018年度より実施する学長のリーダーシップ

体制の確立を中期事業計画の行動目標とした事業である「駒澤大学ブランディング計画（以

下「ブランディング計画」という。）」に関連して検討された（根拠 1-24、1-25、1-26）。

ブランディング計画は、本学の強み・特色を明確化した人材育成像の構築を目的とした取

り組みであり、ブランディング計画において策定されたブランドコンセプトを実体化する

ため、教学運営会議委員が中心となり教学諸活動における課題や解決策等のアイディア抽

出及び集約に取り組み、その検討結果を基に学長が「教学運営基本指針（案）」を取りまと

め、2019年 9月の教学運営会議において承認された。並行して、2019年 6月以降の教学運

営会議では、「学部等の PDCAサイクルの実質化（計画策定）について」が学長より報告さ

れ、「教学運営基本指針」に則った学修成果を重視した学部等の計画策定の在り方について

検討が進められている（根拠 2-25）。 

 また、「駒澤大学内部質保証の方針」においては、「IRに基づく分析結果の活用」を掲げ

ているが、本学の 3つのポリシー「教育課程編成・実施の方針」の「3.評価」には、学修

成果の評価・測定にかかわる指標として、機関レベル（大学全体）、教育課程レベル（学部・

学科）、科目レベル（個々の科目）の 3段階により示されている。各指標の学部学科別の集

計データを大学ホームページの教職員専用ページ「データカタログ」内に集約・掲載し、

全学的に情報共有できる環境を構築している（根拠 2-26）。データカタログとは、学長の

全学的な IRの推進により学内外から収集したデータを総覧化し、専任教職員へ共有するこ

とを目的としたデータベースである。「学習成果の可視化と教育の充実」のための検証プロ

セスとして、学部・学科等や学内委員会等における活用を進めている。このほか、2019年

11 月の教学運営会議において、アセスメントテストを入学時から卒業まで 4年間実施して

学生の各種能力伸長を測定するとともに、学修成果の可視化として全学的に活用すること

を決定し、各教育研究組織における PDCAサイクルの実質化に向けた検討を進めている（根

拠 2-27、2-28）。 

 

【3】学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施 

 「全学自己点検・評価に関する規程施行細則」第 4条において、全学自己点検・評価委

員会の下に、部門別自己点検・評価運営委員会（学部等自己点検・評価運営委員会、大学
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院自己点検・評価運営委員会、附属研究所自己点検・評価運営委員会、大学事務自己点検・

評価運営委員会）を置き、同規程施行細則第 9 条において、部門別運営委員会に個別機関

自己点検・評価作業部会を設けることを規定している（根拠 2-10）。 

 また、「全学自己点検・評価に関する規程」第 5条第 2号において、「教育・研究活動及

び管理運営等、本学の諸活動の改善・改革に資する恒常的な自己点検・評価」を行うこと、

同規程第 6条において、「自己点検・評価を原則として毎年度実施する」ことが規定されて

おり、この規定に従い、2013年度より毎年度自己点検・評価を実施している（根拠 2-9）。 

 なお、2018年度より第 3期認証評価が開始されたことに伴い、2013年度より開始した恒

常的な自己点検・評価体制について、第 3期認証評価に対応した体制・実施方法等に見直

しを図り、より実効性・有効性の高い点検・評価に向けた改善を行うため、「全学自己点検・

評価に関する規程」及び「全学自己点検・評価に関する規程施行細則」を改正し、2019年

4 月より施行している。規程の見直しにより、自己点検・評価に係る委員会構成や実施方

法を大幅に見直し、「自己点検・評価チェックシート」や「ピアレビュー」といった新たな

試みが取り入れられ、2018年度の自己点検・評価より導入している（根拠 2-29）。 

 

【4】学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上の計画的な

実施 

 「全学自己点検・評価に関する規程施行細則」第 5条及び第 10条に基づき、個別機関自

己点検・評価作業部会が作成する「自己点検・評価チェックシート」は、部門別自己点検・

評価運営委員会により「ピアレビュー」が実施され、「自己点検・評価ピアレビュー実施報

告書」を作成している。同報告書が個別機関自己点検・評価作業部会に返却され、他組織

による客観的視点を取り入れることで、自己点検・評価活動の実質化に繋げている（根拠

2-30）。 

 全学自己点検・評価委員会は、部門別自己点検・評価運営委員会のピアレビューを経た

各組織の自己点検・評価結果を全学的な観点から検証し、総合的かつ体系的な点検・評価

を加えた「全学自己点検・評価結果報告書」を作成している（根拠 2-31）。 

 以上のように、本学における自己点検・評価活動は、各個別機関自己点検・評価作業部

会によるチェックシートの作成、他組織によるピアレビューの実施、全学的な観点による

検証を経て行われているが、自己点検・評価結果で明らかとなった詳細な課題・問題点に

ついては、各組織の主体的な自己改善に向けた活用に期待されるに留まっている現状にあ

る。 

 2019年度に策定された「駒澤大学内部質保証の方針」では、自己点検・評価結果に基づ

く改善・向上の計画的な実施に向けて、全学自己点検・評価委員会より課題として提示さ

れた事項について、学長が教学運営会議へ報告を行い、大学全体の教学運営上の重点方針

等に関する改善取組計画等を新たに策定し、そして、各組織は、個別の改善取組計画等を

策定し、教学諸活動の事業計画等に反映させ、計画的に実施することにより、内部質保証

を推進することを定めている。この方針に則り、今後は学部・研究科等の事業計画の策定

に向けて、教学運営会議における検討が進められることにより、点検・評価結果に基づく

改善・向上の計画的な実施が行われるよう準備が進められている。 
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【5】行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に対する

適切な対応 

 文部科学省からの設置計画履行状況等調査への対応は、2014年度に文学部歴史学科考古

学専攻の入学定員超過について改善意見を受け、「改善意見等に対する改善状況等報告書」

を文部科学省へ提出し、適切に対応を行った。この結果、2015年度の設置計画履行状況等

調査では指摘はなく、改善が図られた（根拠 2-32（P.26）、根拠 2-33）。 

 第 2期認証評価結果においては、必要となる改善計画や改善状況を全学自己点検・評価

委員会で毎年度確認のうえ、2017年度に「改善報告書」を大学基準協会に提出した（根拠

2-34）。「改善報告書」は、学内グループウェア上に公開し、専任教職員がいつでも確認で

きるようにしている。 

 

【6】点検・評価における客観性、妥当性の確保 

 2018 年度に教学運営会議を設置したことに伴い、全学自己点検・評価委員会の委員長を

学長から教育・研究担当の副学長に変更し、全学的な観点で点検・評価を実施する全学自

己点検・評価委員会と、点検評価・結果を改善に反映し、改善に向けた取組計画を策定す

る教学運営会議の役割を明確化した（根拠 2-10）。これにより、「駒澤大学内部質保証の方

針」に定める各組織の連携体制が構築され、自己点検・評価の客観性・妥当性が向上した。 

 また、2016年度からは外部有識者による「駒澤大学自己点検・評価に関する外部評価委

員会」を毎年開催し、前年度の「全学自己点検・評価結果報告書」の内容に基づく検証・

評価を受け、今後の大学全体における諸活動並びに自己点検・評価活動等の改善に向けた

様々な提言を受けている（根拠 2-35）。外部評価委員は、他大学関係者（教学）1人、（事

務職員）1 人、高等学校関係者１人、経済・産業界関係者１人、本学の所在する地方自治

体関係者１人の計 5人で構成され、検証・評価における客観性・妥当性の確保に努めてい

る（根拠 2-36）。外部評価では、外部評価委員と学部等長によるヒアリング（意見交換）

を実施することにより、外部評価の有効性を高めている。2017年度全学自己点検・評価報

告書に係る外部評価報告書は、2019年 7月の教学運営会議において学長より報告され、各

提言を内部質保証推進に活用することを確認している（根拠 2-37、2-38）。 

 このほか、前述のとおり「駒澤大学内部質保証の方針」において、「IR に基づく分析結

果の活用」を明示し、教学諸活動の計画的な実施、評価・検証及び改善を円滑に推進する

ため、内外の各種情報やデータを把握し、分析結果を活用することを定めている。また、

「教育課程編成・実施の方針」において、学修成果の評価・測定にかかる全学的な指標を

定めており、関連する指標の学部・学科別集計値を掲載した「データカタログ」を大学ホ

ームページ教職員専用ページ内に開設し、全学的に情報共有できるように環境を構築する

ことで、点検・評価における客観性、妥当性を確保している。 
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点検・評価項目④：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況

等を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。  

評価の視点１：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の

公表 

評価の視点２：公表する情報の正確性、信頼性 

評価の視点３：公表する情報の適切な更新 

 

大学全体の教育研究活動に関しては、大学ホームページ「情報公開」において、教職員

数、学生数、卒業者数・入学者数、3つの方針等、「学校教育法施行規則」第 172条の 2に

示された「教育研究活動等の状況についての情報」を公表している。（根拠 2-39【ウェブ】）。 

 また、全専任教員の研究テーマ、専門分野、学歴、著書、論文、所属学会等の教育・研

究業績は、「駒澤大学研究者情報データベース」を大学ホームページに公開し、各教員が随

時更新する体制を整えている（根拠 2-40【ウェブ】）。 

 自己点検・評価結果については、2006 年度及び 2013 年度の認証評価結果及び点検・評

価報告書を大学ホームページに公表している。（根拠 2-41【ウェブ】）。2013年度から毎年

度全学自己点検・評価委員会において「全学自己点検・評価結果報告書」を作成し、学内

グループウェアに公表することにより専任教職員間で共有できるようにしている。このほ

か、外部評価委員会における検証・評価結果をとりまとめた「外部評価報告書」も学内グ

ループウェアに公表している。 

 財務情報は、予算書、決算書、財産目録、監査報告書、事業計画書及び事業報告書を過

去 6年間にわたり学校法人駒澤大学ホームページに公表している（根拠 2-42【ウェブ】）。 

 その他諸活動の状況として、生涯学習や地域・社会連携に関する情報を、大学ホームペ

ージに公開している（根拠 2-43【ウェブ】、2-44【ウェブ】）。日本私立学校振興・共済事

業団が運営する「大学ポートレート（私学版）」については、情報の公開にあたり大学ポー

トレートプロジェクトチームを設置し、情報の公開内容等について検討のうえ 2014年度よ

り公開し、定期的な情報の更新が行われている。（根拠 2-45【ウェブ】）。また、2017 年 8

月より、情報公開の一環として、本学に関する様々な指標の経年推移や割合を動的なグラ

フで可視化した「ファクトブック」を大学ホームページ内に開設した（根拠 2-46【ウェブ】） 

 以上のとおり、「駒澤大学内部質保証の方針」に定める教学諸活動等については、積極的

な公表を行い、社会への説明責任及び透明性の確保に努めている。 

 

点検・評価項目⑤：内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行

っているか。 

評価の視点１：全学的な PDCAサイクルの適切性、有効性 

評価の視点２：適切な根拠（資料、情報）に基づく内部質保証システムの点検・評価 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

2013年度より大学基準に沿った自己点検・評価を毎年度実施し、全学自己点検・評価結

果報告書を作成している。内部質保証については、第 2期認証評価及び第 3期認証評価に
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おいて示された大学基準及び点検・評価項目に準拠した点検・評価を実施し、各組織から

の点検・評価結果に基づき、全学自己点検・評価委員会においてその適切性・有効性につ

いて確認している。 

既述のとおり（点検・評価項目③の【2】）、全学自己点検・評価委員会では、2018年 10

月に「2020 年度大学評価受審に向けた検討課題への対応について（依頼）」を学長に提出

し、優先課題の一つとして、「1.内部質保証体制の整備」を挙げている。学長は課題への対

応として、全学教授会における審議を経て、内部質保証の方針及び駒澤大学教学運営会議

の設置、関連諸規程を制定し、本学における内部質保証推進の基盤構築がなされた。これ

により、従前は自己点検・評価結果を各組織が改善活用するのみに留まっていたが、教学

運営会議を中心とする恒常的検証・改善サイクルの仕組みが構築されたことにより、点検・

評価結果に基づく改善・向上を図るプロセスが明確となった。 

「駒澤大学内部質保証の方針」に示している内部質保証プロセスの適切性・有効性の検

証は、2018年度自己点検・評価より検証を行っているが、2018年度は内部質保証の基盤と

なる教学運営会議が設置されたばかりであることから、「駒澤大学内部質保証の方針」のも

と、大学全体の重点方針に則った各教育研究組織・事務組織の事業計画策定及び実施を通

して、恒常的な検証・改善サイクルの構築に向けた体制整備を進めている段階にある。 

 また、既述のとおり（点検・評価項目③の【6】）、2016 年度より外部評価委員会を毎年

度開催し、前年度の全学自己点検・評価結果報告書に基づく、検証・評価が行われている。

2018年度に実施した外部評価では、教育課程・学習成果、学生の受け入れ、学生支援等の

取り組みを中心に評価が行われ、改善・向上に向けた提言が付された外部評価報告書が学

長に提出されている。外部評価報告書においては、教育活動に関する提言のみならず、本

学の自己点検・評価の実施体制や実施方法の改善に向けた提言も付されたことから、第 3

期認証評価への対応とともに、自己点検・評価に関する規程の改正を行い、実施方法の見

直しを図った（根拠 2-9、2-10）。 

2019年度に実施した外部評価では、2018年度の教学運営会議の設置に伴い、内部質保証

システムの構築体制及び運営状況について重点的に確認が行われ、教学運営会議の今後の

あり方に対する提言が付されている（根拠 2-47）。例えば、教学運営会議が各学部長等や

事務組織の部長による教職協働で構成されている同会議の性質を活かし、各組織を横断す

る横串のような役割を果たすべきであること、また、教学運営会議を運営するにあたり必

要となる事務局あるいは職員の人数や専門性について十分な配慮が必要なことなどが提言

として付されている。 

 

（２）長所・特色 

 点検・評価項目①及び②に既述したとおり、2018年度に本学の内部質保証に関する基本

的な考え方を「駒澤大学内部質保証の方針」として明示し、その推進に責任を負う組織と

して「駒澤大学教学運営会議」を設置した（根拠 2-1【ウェブ】、2-6）。同会議の設置に向

けては、2016年より検討が進められてきたが、「駒澤大学教学に関する施策体系（2018年

度から 2021年度）」の具体的な行動目標として「内部質保証システム構築（PDCAサイクル

が回る体制構築）」が掲げられ、内部質保証システムの構築とその推進組織の設置に向けた

検討を喫急に進められた（根拠 1-13）。 
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内部質保証の方針の明示及び教学運営会議の設置により、同会議と各組織の役割分担及

び責任が明確化し、本学における内部質保証推進のプロセスが整備されるとともに、全学

的な教学マネジメントについて審議・決定し、恒常的・継続的に教育の質保証及び向上に

繋げる教職協働による教学運営体制が整備された。 

 また、教学運営会議の審議事項には、教育・研究に関する事項のみならず、広報活動や

社会連携・貢献（産官学連携含む）に関する事項も含まれるなど、審議事項に掲げる取組

計画や改善計画の策定に向けては同会議が主導し、スピード感を持った意思決定が行える

環境となった。例えば、2019年度に制定した「駒澤大学学生支援に関する基本方針」や「駒

澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」等は、同会議がワーキング・グループを設

置し、教職協働という会議の性質を活かしながら検討を進めるなど、機動的に対応を行っ

た（根拠 2-48）。 

 

（３）問題点 

点検・評価項目②に既述したとおり、教学運営会議は 2019年 3月に初めて同会議が開催

されたが、その運営プロセスはまだ手探り状態である。また、同会議が設置されて間もな

いことから実働期間が短く、各学部等・研究科の自己点検・評価結果を踏まえた改善支援

に関する実績に乏しいことが、今後の課題として挙げられる。 

また、「駒澤大学内部質保証の方針」に定める重点方針等や 3つのポリシーに基づく各教

育研究組織による事業計画策定プロセスはまだ確立できていないことから、大学全体及び

各組織に対する教育の PDCAサイクルの推進に向けた支援が十分に機能していない現状も

ある。 

こうした課題は、2018年 10月に全学自己点検・評価委員会が学長に提出した「2020年

度大学評価受審に向けた検討課題への対応について（依頼）」において、「3.学修成果の測

定とその結果に基づく教育の改善・向上」として優先課題に挙げられており、2019年 9月

に策定した「教学運営基本指針」を踏まえ、同課題に対応した各学部等・研究科における

計画策定を 2020年度内に策定できるよう準備が進められている（根拠 2-25）。 

 

（４）全体のまとめ 

本学では、2018年度に「駒澤大学内部質保証の方針」を制定し、内部質保証の推進に責

任を負う組織として「駒澤大学教学運営会議」を設置した。教学運営会議の実質的な運営

初年度にあたる 2019 年度を内部質保証の基盤構築の年と位置付け、全学自己点検・評価委

員会が自己点検・評価結果を踏まえ整理した様々な検討課題に関連した審議・報告が行わ

れた。  

特に、教学運営会議の検討のもと、学長が掲げる各種方針について、学長補佐を中心と

した組織横断型ワーキング・グループによって具体化を進めるプロセスが確立しつつある。 

既述のとおり、教学運営会議において、「基準 7 学生支援」、「基準 8 教育研究等環境」、「基

準 9 社会連携・社会貢献」、「基準 10 大学運営・財務」に関する基本方針を策定した。中

でも、「駒澤大学学生支援に関する基本方針」及び「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する

基本方針」に関しては、方針策定の検討段階において、学生支援及び社会連携・社会貢献

に係る新組織の必要性が議論されたことから、「学修・学生支援センター（仮称）設置準備
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ワーキング・グループ」と「社会連携センター（仮称）設置準備ワーキング・グループ」

を新たに設置し、各方針の具体化に向けた検討が進められている。 

 「教学運営基本指針」は、本学の各種方針の見直し及び事業計画等策定の基盤となる指

針と位置付けており、内部質保証推進への活用が同会議において確認されている。 

一方で、各教育研究組織による 3つの方針に基づく教育活動及び検証改善のプロセスに

ついては、教学運営会議による適切な運営・支援の在り方を検討している段階であり、教

学運営会議による各学部等・研究科への支援体制についてはまだ十分に機能している状態

にあるとはいえず課題であると考えられる。しかし、大学全体の教学運営に関する改善プ

ロセスとしては、教学運営会議と全学自己点検・評価委員会の連携により優先検討課題の

取り組みなど一定の成果が実績として表れている点は評価に値するといえよう。 

以上のことから、「基準 2  内部質保証」については、今後さらなる努力が必要であるも

のの、概ね大学基準を満たしているといえる。 
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第３章 教育研究組織 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センタ

ーその他の組織の設置状況は適切であるか。 

評価の視点１：大学の理念・目的と学部（学科または課程）構成及び研究科（研究科ま

たは専攻）構成との適合性 

評価の視点２：大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性 

評価の視点３：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等

への配慮 

 

１ 大学の理念・目的と学部（学科または課程）構成及び研究科（研究科または専攻）構

成との適合性 

【1】学部及び研究科の構成 

本学は、2019年 5月 1日現在、7学部 17学科及び 8研究科を設置しており、東京都世田

谷区に所在する「駒沢キャンパス」を中心に、同区内の「深沢キャンパス」、「玉川キャン

パス」の 3キャンパスにおいて、教育研究活動を展開している。 

1949年の学制改革により新制大学に移行し、仏教学部、文学部、商経学部（現：経済学

部）の 3学部を設置した。その後、時代の変化や社会の要請に応える形で学部を新設して

いる。現在、仏教学部（1949年開設、禅学科・仏教学科）、文学部（1949年開設、国文学

科・英米文学科・地理学科・歴史学科・社会学科・心理学科）、経済学部（1949年開設、

経済学科・商学科・現代応用経済学科）、法学部（1964年開設、法律学科・政治学科）、経

営学部（1969年開設、経営学科・市場戦略学科）、医療健康科学部（2003年開設、診療放

射線技術科学科）、グローバル・メディア・スタディーズ学部（2006年開設、グローバル・

メディア学科）の 7学部 17学科を設置し、文学部では、学科の専門性を高めるため、地理

学科に地域文化研究専攻及び地域環境研究専攻、歴史学科に日本史学専攻、外国史学専攻、

考古学専攻、社会学科に社会学専攻及び社会福祉学専攻とそれぞれ専攻を設置し、きめ細

かな専門教育に対応している（根拠 3-1【ウェブ】、3-2【ウェブ】、大学基礎データ 表 1）。 

大学院は、人文科学研究科（1952年開設、仏教学専攻・国文学専攻・英米文学専攻・地

理学専攻・歴史学専攻・社会学専攻・心理学専攻）、経済学研究科（1967年開設、経済学

専攻）、商学研究科（1966年開設、商学専攻）、法学研究科（1968年開設、公法学専攻・私

法学専攻）、経営学研究科（1973年開設、経営学専攻）、医療健康科学研究科（2007年開設、

診療放射線学専攻）、グローバル・メディア研究科（2013年開設、グローバル・メディア

専攻）に法曹養成研究科（2004年開設、法曹養成専攻）を加えた 8研究科を設置している

（根拠 3-1【ウェブ】、3-2【ウェブ】、大学基礎データ 表 1）。 

また、本学の教養教育科目及び教職課程科目を担当する教員により組織された総合教育

研究部を 2006年 4月に設置し、幅広い教育に対応する構成となっている（根拠 3-3【ウェ

ブ】）。  
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【2】建学の理念との適合性 

第１章において既述のとおり、本学の建学の理念は、「「仏教」の教えと「禅」の精神に

基づき教育・研究を行うこと」と定めている（根拠 1-2【ウェブ】）。設置している各学部

等、各研究科及び各研究所（ラボラトリ含む）の目的にも、それぞれ建学の理念・精神、

または仏教の教えや禅の精神に基づいて教育・研究することが掲げられており、建学の理

念と適合しているといえる（根拠 1-3、1-4、3-4～3-14）。また、建学の理念に基づいて 2008

年に制定された「学校法人駒澤大学憲章」及び「学校法人駒澤大学行動規範」を基盤とし

て教育・研究の諸活動が行われている（根拠 3-15【ウェブ】、3-16【ウェブ】）。 

【3】教育研究組織の改組状況 

従来、仏教学部を基盤とする人文科学研究科仏教学専攻は、文学部を基盤とした人文科

学研究科の一専攻として設置されており、仏教学専攻は人文科学第一研究科、仏教学専攻

以外の専攻は人文科学第二研究科として運営が行われてきた。 

しかし、このような 2つの研究科として組織運営されている実態は、学則上の組織と齟

齬があると 2013年に受審した大学評価結果において指摘を受けて以降、この問題の改善に

向けて、大学院改革委員会等で検討を積み重ねてきた（根拠 3-17（P.2））。 

大学院改革委員会等の審議を経て、2018年 6月開催の人文科学第一研究科委員会におい

て仏教学研究科新設の提案がなされ、7月開催の人文科学第二研究科委員会においても仏

教学研究科の新設が承認された（根拠 3-18、3-19）。さらに、同年 7月開催の理事会にお

いて、人文科学研究科改組準備委員会の設置が認められ、改組準備委員会において仏教学

研究科の新設に向けて準備が進められてきた（根拠 3-20、3-21）。 

その結果、2019年 4月に文部科学省へ仏教学研究科の設置届出書を提出し、2020年度に

仏教学研究科を開設することが決定した。今回の改組により、これまで以上に大学と大学

院における仏教教育の一貫性を高めることが可能となった（根拠 3-22（P.9）、3-23【ウェ

ブ】）。 

 

２ 大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性 

本学に設置される研究所は、禅研究所（1968年開設）、仏教経済研究所（1966年開設）、

仏教文学研究所（1996 年開設）、応用地理研究所（1973 年開設）、経理研究所（1989 年開

設）、ジャーナリズム・政策研究所（1975年開設）、法学研究所（1972年開設）、司法研究

所（2008年開設）、医療健康科学研究所（2017年開設）の 9組織である（根拠 3-24【ウェ

ブ】）。 

このうち、仏教系 3研究所（禅研究所、仏教経済研究所、仏教文学研究所）は、建学の

理念に基づいて、仏教を学際的に研究するために設置されている。その他の研究所につい

ても、前述の「学校法人駒澤大学憲章」及び「学校法人駒澤大学行動規範」に則りつつ、

公認会計士及び税理士受験への対応、マスメディアへの情報発信、法律相談など、それぞ

れの研究分野の社会的展開を意図した活動を行っている。 

2017年 4月に設置された医療健康科学研究所は、2016年度で終了した文部科学省がんプ

ロフェッショナル養成基盤推進プラン『都市型がん医療連携を担う人材の実践的教育プロ

グラム』の活動を継続する基盤として、診療放射線技術及び医療健康、プライマリケア、

社会福祉、臨床心理、医療安全支援、医療経済に関連する研究を地域・産学等と連携して
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行い、医療分野における駒澤大学ブランドの向上を図ることを目的として活動している（根

拠 3-12、3-25【ウェブ】）。関連して、2016年 11月に、株式会社バリアンメディカルシス

テムズとの産学連携事業として「放射線治療人材教育センター」を設立した。これは、癌

治療の 3つの柱の一つである放射線治療の専門技術者の人材育成のため、共同で人材教育

センターを設立し、癌治療のための高度な放射線治療の実施を支援する医療従事者と学生

のための教育コースを提供することを目的としている（根拠 3-26）。 

また、2017年 4月には、メディア状況の変化に対応し、併せて研究所の活動実態と今後

の新しい展開を図ることを目指し、「駒澤大学マス・コミュニケーション研究所」を「駒澤

大学ジャーナリズム・政策研究所」に名称変更した（根拠 3-10、3-27【ウェブ】）。 

各研究所の所属委員の構成は、本学の専任教員が中心となっているが、外部所員及び研

究員の制度を設け、積極的に学生や学外の人材との連携を図っている。その制度は研究所

の活動内容によって、個々に設定されているが、学部・学科及び大学院研究科の枠組みを

越えた活動が意識されていることは同様である。 

 また、研究のみならず、人材育成にも力を注ぐ研究所が多い。禅研究所、法学研究所、

司法研究所、経理研究所及びジャーナリズム・政策研究所等は、研修員あるいは研修生の

制度を持ち、本学所属学生のみならず広く人材を募集している。経理研究所やジャーナリ

ズム・政策研究所は育成プログラムも実施している（根拠 3-24【ウェブ】）。 

 このほか、研究所以外にも、産学官の連携等による学外研究の協力・推進のため、グロ

ーバル・メディア・スタディーズ・ラボラトリ及び経済学部現代応用経済学科ラボラトリ

も設置されている。これらの組織も、本学の専任教員が中心となり、建学の理念に則り、

学外組織と連携して活動を行っている（根拠 3-28【ウェブ】、3-29【ウェブ】）。 

 

３ 教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への配慮 

 各学部等、各研究科及び各研究所（ラボラトリ含む）は、それぞれ学問の動向や社会的

要請、または大学を取り巻く国際的環境等の変化を踏まえ、教育研究組織のあり方を検証

し、対応している。 

例えば、仏教学部は 2014年度入学試験より学部単位で学生募集を行っており、2年次ま

では禅学科と仏教学科の区別はないことから、仏教の歴史・思想・文化に関する教養や、

文献読解に必要となる語学など、仏教を研究する上で必要となる基礎を学び、3 年次より

本人の学問的関心や興味に応じて学科選択を行えるように配慮している（根拠 1-9

（P.16.17））。 

経済学部、法学部政治学科、経営学部においては、広範で多様な科目の中から、学生が

より明確に自身の目的を捉えて効果的に科目履修を行うことができるよう、コース制を設

けている。例えば、経済学部経済学科では、経済学の主要な分野別に 5つのコース（経済

学、金融・財政、産業情報、国際経済、生活・環境）を設けており、各分野の体系的な学

修に必要な科目が配置されている（根拠 1-9（P.45））。 

法学部法律学科では、フレックス制（昼夜開講制）を導入しており、昼間主コースのフ

レックス Aと夜間主コースのフレックス Bに分かれている。いずれも入学対象となる学生

を限定しているわけではないものの、フレックス Bについては、社会人等のリカレント教

育の要望に応えうる教育研究組織となっている（根拠 3-30【ウェブ】）。 
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総合教育研究部においては、各学部等の学生に対し、一部の分野においてコース制（教

養特別履修）を設けており、その科目区分において一定の学修成果を満たしたことを「コ

ース修了証」の発行により証明している。こうした取り組みにより、教養教育科目の履修

に対する学生の学習意欲の向上に繋げている（根拠 3-31）。 

社会的要請や国際環境等への対応としての全学的な社会活動については、その詳細は第

9 章に委ねるが、各学部等、各研究科、各研究所、各ラボラトリによるシンポジウム・講

演会・セミナーが開催されている。（根拠 3-32【ウェブ】）。 

 

点検・評価項目②：教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

全学自己点検・評価委員会において、2013 年度より毎年度点検・評価が行われており、

大学基準に則り、各組織において教育研究組織の適切性についての点検・評価が行われて

いる。教育研究組織の適切性については、専任教員の採用・昇任、非常勤講師の委嘱、カ

リキュラムの定期的な見直し等とともに各学部等教授会、学科委員会及び大学院研究科委

員会において、定期的に検討が行われている。 

また、毎年度の自己点検・評価活動に加え、大学院では、2014年に学長の諮問機関とし

て「駒澤大学大学院改革委員会」を設置し、大学院の教育・研究の発展のために必要な事

項について、調査・検討及び調整等を行い、学長に対し答申を行っている（根拠 3-33）。

同委員会に対しては学長より、「駒澤大学教学に関する施策体系（2014年度～2017年度）」

に基づく「大学院改革計画の策定」及び「大学評価指摘事項への対応実施」について諮問

がなされ、2016 年に「大学院改革プラン（案）」を策定し、学長に報告が行われた（根拠

1-12、3-34、3-35）。大学院改革プランでは、人文科学研究科の実質的な運営体制の整備と

仏教学研究科の設置に関する改善計画が盛り込まれ、これにより改組に向けた手続きが進

められた。 

各研究所等については、それぞれの活動内容について、各研究所の運営委員会において

審議決定している。ただし、研究所によっては委員会の開催頻度が十分ではない組織も見

られることから、改善が必要である（根拠 3-36～3-46）。 

このように、各教育研究組織において点検・評価は行われているものの、各教育研究組

織において出された課題・問題点について、全学的に共有し検討する体制が十分に機能し

ているとはいえない。このため、2019年に設置された教学運営会議では、各教育研究組織

の点検・評価結果に基づく改善・向上の実質化に向けた検討を行い、改善取組計画を策定

する役割を担っていることから、同会議の実質的な機能化が求められる（根拠 2-1【ウェ

ブ】、2-6）。 

 

（２）長所・特色 

点検・評価項目①に既述したとおり、本学の教育組織の特長としては、学部と大学院と

の組織的連携が強固であることが挙げられる。それは、教員個人の負担が大きくなるとい
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う一面も有するが、建学の理念の下に、一貫した教育研究を供与しえているものといえる。

2020年度の仏教学研究科開設も、その強化の一環といえる。 

また、各学部等、研究科、研究所及びラボラトリが、それぞれの特長を活かしつつ、個

性的な活動を維持展開する基盤が構築されており、公開講演会等の場によって研究成果が

社会に積極的に公開されていることも長所といえる。2019年度は、経済学部創設 70周年、

経営学部創設 50周年にちなんだ行事や講演会も数多く実施されたが、それらは、卒業生も

含めた伝統の再確認と、学外有識者との交流によってさらなる展開が意識されていた（根

拠 3-47【ウェブ】、3-48【ウェブ】）。かかる伝統の保持と、そこからの積極的展開は、ま

さに本学の建学の理念の具体的実践ということができる。 

産学官連携の実施については、主要な一例として 2018年に提携された医療健康科学部と

株式会社バリアンメディカルシステムズとの産学連携事業が挙げられる。2019年度以降も

継続して共同研究は続けられており、今後の放射線医療における発展への寄与が期待でき

る。その他、地方自治体との事業協力等が積極的に行われている。 

 

（３）問題点 

 点検・評価項目①に既述したとおり、教育研究組織の問題点としては、教育研究組織の

あり方について、全学的視野に立って継続的に点検し、検証する体制が十分に機能してい

ないことが挙げられる。学部学科及び研究科においては、教育研究組織の検証について、

定期的に開催される教授会及び研究科委員会において審議することは可能である。それは

専門教育の立場からは最も適切な方法であるものの、全学的視野に立った議論が必要不可

欠であるとは論を俟たない。 

 さらに、研究所においては、かかる問題を議する各研究所の運営委員会の開催が年に数

回のみである場合が少なくない。このような状況では、個別の検証も困難である。 

 2019年 1月に内部質保証を推進する組織として設置された駒澤大学教学運営会議と全学

自己点検・評価委員会とが連携し、全学的な立場からこうした問題の改善を図ってゆくこ

とが期待されている。 

しかし、教学運営会議は 2019 年度より実質的な運営が開始されたことから、2019 年度

に実施した自己点検・評価の結果においては、同会議による改善に向けた支援に期待する

という評価結果が示されている（根拠 2-31（P.109））。この問題点の改善に向けて、早急

に教学運営会議の組織的位置づけを明確化しながら、各学部・学科等との連携を強化し、

実質的かつ継続的な検証体制の構築が必要となっている。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学では、2019年 5月 1日現在、7学部 17学科 8研究科を設置し、建学の理念に基づく

教育研究活動を実践している。また、教養教育科目及び教職課程科目を担当する教員によ

り組織された総合教育研究部を設置し、幅広い教養教育に対応している。さらに、教員及

び学生の専門的かつ高度な研究に対応するため、9 つの研究所と 2 つのラボラトリも設置

し、各組織において積極的な活動が行われている。なお、各組織においては、建学の理念

や各組織の目的を踏まえ、「学校法人駒澤大学憲章」及び「学校法人駒澤大学行動規範」を

遵守し活動が行われている。 
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各教育研究組織では、専門教育及び研究の連続性が維持され、かつ、時代の変化や社会

の要請等への対応に向け、各学部等の教授会及び大学院研究科委員会において定期的な検

討が行われている。その成果の一例としては、人文科学研究科の改組による仏教学研究科

設置が挙げられ、各組織における PDCAサイクルが徐々に構築されつつあることが窺える。 

その一方で、各組織活動を統括し、全学的視野で検証するシステムについては、教学運

営会議が整備されたものの、現時点ではいまだ実質的な支援が十分ではないという問題点

について指摘しなければならない。さらに、各研究所においては、研究所の検証母体とな

るそれぞれの運営委員会の開催頻度が不足している組織も少なからず存在していた。 

今後、本学の組織的充実及びその継続的検証を実質化するには、教学運営会議と各学部

学科、研究科及び研究所等とが密接に連携するシステムの構築をさらに強化していくこと

が不可欠である。むろんそれには、まず、各組織内における検証の活性化が行われなけれ

ばならない。その上に立って、個々の組織の独自の活動を阻害することなく、全学的な方

向性を明確化することが、最も強固な組織の構築へと繋がると思われる。 

以上のことから、「第 3章 教育研究組織」については、大学基準を満たしているといえ

る。 
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第４章 教育課程・学習成果 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

評価の視点１：課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態

度等、当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な

設定及び公表 

 

１ 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の見直しの経緯 

本学では従来、各学部・学科、各研究科等において学問内容の専門性を尊重した独自の

学位授与方針が定められてきたが、2015年に文部科学省が発表した「高大接続改革実行プ

ラン」、2016年に中央教育審議会より示された「『卒業認定・学位授与の方針』」（ディプロ

マ・ポリシー）、『教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受

入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」及び

2017年 4月より学校教育法施行規則の改正が行われること等を受けて、2016 年にディプロ

マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー（以下「3 つの方

針」という。）の一体的な見直しと策定に向けた検討が行われた。学長より、駒澤大学教育

改革検討委員会に対して大学の 3つの方針の見直し等について諮問され、その答申内容に

基づき全学教授会において審議が行われ、前述のガイドラインを踏まえた 3つの方針に改

訂され、大学ホームページにおいて公表が行われた（根拠 4-1、4-2、4-3、2-18【ウェブ】）。 

大学院については、2016年度の大学院改革委員会において「大学院改革プラン」が提示

された（3-35）。大学院全体で養成する人材像としては、各研究科・専攻の分野・特色に応

じた人材育成方針に基づき、学士課程段階とは一線を画す、高度な研究能力・知識を身に

つけ、大学院生自身の価値、及び本大学院の社会的な評価を高められるような人材を養成

することが確認された。特に博士後期課程、修士課程ともに、ビジョンを示す学位の実質

化に基づき、特定の専門分野に特化した「問題探求型人材」から、さらに汎用性も有する

「問題解決型人材」の輩出を目指すこととした。なお、ここでいう研究能力とは、成果と

しての「学位論文」の内容に留まらず、修得した知識に裏打ちされ、論文作成プロセスを

通じて身につけられる方法論・思考、すなわち調査能力、分析能力、執筆能力、コンプラ

イアンス意識なども含む。 

 

２ 学士課程のディプロマ・ポリシーの構成について 

学士課程のディプロマ・ポリシーは、学士課程全体の方針、学部別の方針、学科・専攻

別の方針の 3階層で構成されており、それぞれが連関するようにディプロマ・ポリシーを

策定している。学士課程全体の方針に基づき学部別の方針が策定され、学部別の方針に基

づき学科・専攻別の方針が策定されている。また、3つの方針の策定に伴い、「教育の理念」

も見直され、以下のように定めている（根拠 2-19）。 

駒澤大学は、仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神に則り、学校教育を行うことを目的と

して設置されている大学である。この教育とは、時代に流されることなく、その動きを正
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確に洞察し、自分の進むべき道を自分の力で適切に判断できる素養と、将来その道を歩む

のに不可欠な知識・技能・資格を身につけることである。こうした建学の理念を実現する

ため、幅広い教養と専門分野の体系的な知識、それらを応用する技能、主体的かつ協調的

なコミュニケーション能力、多様性を理解し他者と協働する力、情報分析力と問題解決力

を身につける「丁寧な教育」「厚みのある教育」を行う。それにより、十分な基礎力・実践

力を身につけ、多様な経験を踏まえ主体的に行動できる力を備え、しなやかで折れない心

を持ち、持続可能な社会の発展に寄与する人材の育成を行うことを本学の教育の理念とす

る。 

※2020年 3月現在の内容。 

 

 この「教育の理念」を踏まえ、学士課程全体のディプロマ・ポリシーは、以下のように

定めている（根拠 4-3）。 

駒澤大学は、教育の理念に基づいて定められた下記の 5 つの能力を身につけ、所定の期

間在学し、各学部学科が定める所定の単位を修めた学生に対して卒業を認定し、学位を授

与する。 

(DP1) 建学の理念を実践する力〔理解、関心、意欲、態度、主体性〕 

仏教の教えと禅の精神に基づき、自分をより高める自己形成と学問研究を密接に関連し

て行うことができる駒澤大学の学生としてのアイデンティティを備えている。 

 

(DP2) 幅広い教養、多様性の理解と尊重〔知識、理解、関心、意欲、態度、主体性、多様

性、協働性〕 

人文、社会、自然、ライフデザイン、様々な異言語・異文化に関する多角的な知識と深

い教養と専門分野の知識を体系的に身につけ、国内外の多様な文化・価値観の違いを理解

し、他者を尊重することができる。 

 

(DP3) 情報分析力と問題解決力〔技能、思考力、判断力、表現力〕 

多様な情報を収集・分析して適正に判断・思考する力を身につけ、状況に応じて ICT（情

報通信技術）をモラルに則り効果的に活用し、問題発見や問題解決に繋がるアイデアを出

すことができる。 

 

(DP4) コミュニケーション能力〔技能、思考力、表現力、主体性、多様性、協働性〕 

レポートや論文等の文章読解・作成能力およびプレゼンテーション技術を身につけ、自

らの考えを論理的かつ明確に伝えて、他者と主体的に協働することができる。また、英語

を中心とした外国語の 4 技能（聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと）について社会

人に求められる十分なレベルを修得している。 

 

(DP5) 専門分野の知識・技能の活用力〔知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体性、

多様性、協働性〕 

体系的に修得した専門分野の知識・技能・技術を、実際に直面する状況・課題に対して



 

31 

 

臨機応変に活用し、新たな価値を創造するとともに、地域社会、国際社会、産業界の発展

へ主体的に貢献することができる。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

３ 大学院のディプロマ・ポリシーについて 

修士課程においては、「広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究能力

又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする」、博士後期課程に

おいては、「専門分野について、研究者として自立して活動を行い、又はその他の高度に専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うもの

とする」と駒澤大学大学院学則において定めている（根拠 1-4（P.2））。 

また、専門職学位課程においては、「高度の専門性が求められる職業を担うための深い学

識及び卓越した能力を培うことを目的として、特定の分野について理論的教育と実務的教

育の有機的連携を図る教育を行うものとする」と駒澤大学大学院学則において定めている

（根拠 1-4（P.2））。 

これらの学士課程、修士課程、博士後期課程、専門職学位課程単位のディプロマ・ポリ

シーに則し、2017年度には、各学部・学科、各研究科等におけるディプロマ・ポリシーの

改訂を進めた。これにより、従来は学位授与にふさわしい学修成果が不明瞭となっていた

ものを明確化することができた（根拠 2-18【ウェブ】）。 

 

４ ディプロマ・ポリシーと学修成果の対応関係について 

学士課程全体のディプロマ・ポリシーの特長としては、5 つのディプロマ・ポリシーと

学力の三要素及び学習指導要領に基づく 12の学習評価の観点について、マトリクス表を用

いて表すことにより、それぞれがどのような対応関係にあるのかをわかりやすく示してい

る（図 4-1参照）。 

 

図 4-1：卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と学習評価の観点のマトリ

クス表 
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関連して、2018年度より、シラバス作成依頼時に教員に配付している「シラバス作成ガ

イドブック」において、本学のディプロマ・ポリシー等との関連性を踏まえて担当科目の

「到達目標（ねらい）」の記述をしてもらうよう指示し、受講生にどのような学修成果が身

につくのかわかりやすいよう明示した（根拠 4-4（P.7））。 

 

５ 学士課程におけるディプロマ・ポリシーの事例 

各学部・学科・専攻におけるディプロマ・ポリシーは、学士課程全体のディプロマ・ポ

リシーを踏まえて、学部全体のディプロマ・ポリシーを策定しており、さらに学部全体の

ディプロマ・ポリシーを踏まえて各学科・専攻のディプロマ・ポリシーをそれぞれ策定し

ている。 

例えば、文学部では、学部全体のディプロマ・ポリシーを以下のように定めている（根

拠 4-5）。 

文学部は、教育の理念に基づいて定められた下記の５つの力を身につけ、所定の期間在

学し、各学科が定める所定の単位を修めた学生に対して卒業を認定し、学位を授与する。 

(DP1)建学の理念を実践する力〔理解、関心、意欲、態度、主体性〕 

建学の理念を踏まえ、広範で多様な人文学領域の基礎的知識を積極的に修得し、問題の

発見と問題解決の能力を有している。 

 

(DP2)幅広い教養、多様性の理解と尊重〔知識、理解、関心、意欲、態度、主体性、多様性、

協働性〕 

各学科が求める専門的知識と幅広い教養を身につけ、現代社会が抱える諸問題に多角的

な観点から的確に対応できる。その際、国内外の多様な文化・価値観の違いを理解しよう

と試み、他者を尊重することができる。 

 

 (DP3)情報分析力と問題解決力〔技能、思考力、判断力、表現力〕 

多様な情報を収集・分析して適正に判断・思考する力を身につけるとともに、問題の発

見や問題の解決の前提となる効果的な表現力・発信力を身につけている。また、国内外の

多様な資料やデータを解析し、解釈や評価を下す能力がある。 

 

(DP4)コミュニケーション能力〔技能、思考力、表現力、主体性、多様性、協働性〕 

レポートや論文等の作成能力およびプレゼンテーション技術を身につけ、自らの考えを

論理的かつ明確に伝えて、他者と主体的に協働することができる。 

 

(DP5)専門分野の知識・技能の活用力〔知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体性、多

様性、協働性〕 

体系的に修得した各専門分野の知識・技能を活用し、豊かな創造力と表現力を持って社

会の発展に貢献することができる。また、国際的視野に立って、直面する現実社会の中で、

知識・技能を活かすことができる。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 
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 この文学部全体のディプロマ・ポリシーを踏まえ、歴史学科では以下のようにディプロ

マ・ポリシーを定めている（根拠 4-6）。 

文学部歴史学科では、教育の理念にもとづいて定められた下記の 5つの能力を身につけ、

4 年間在学し、 必要な科目を 124単位以上修得した学生に対して、卒業を認定し、学士（歴

史学）の学位を授与する。 

(DP1) 建学の理念を実践する力〔理解、関心・意欲、態度、主体性〕 

駒澤大学の建学の理念に基づき、自己形成と学問研究を密接に関連して行う態度や能力

を修得していること。また、宗教に対する理解と寛容な態度を修得していること。 

 

(DP2) 幅広い教養、多様性の理解と尊重〔知識、理解、関心、意欲、態度、主体性、多

様性、協働性〕 

人文、社会、自然に対する豊かな教養を修得し、外国語の確かな運用能力と異文化を理

解する力を 身につけていること。歴史についての幅広い知識や理解力を修得し、様々な現

象に対する歴史的洞察 力を修得していること。異文化として歴史を理解し、現代社会を客

観的に理解する能力を身につけて いること。 

 

(DP3) 情報分析力と問題解決力〔技能、思考力、判断力、表現力〕 

研究の素材となる史資料の所在を調査し、それらを収集する能力を備えていること。史

資料の性格 を的確に理解して正確に読み解く能力を修得していること。既存の研究の弱点

や問題点を発見する批 判能力を修得していること。幅広い教養や歴史の理解を通じて問題

発見能力を修得していること。 

 

(DP4) コミュニケーション能力〔技能、思考力、表現力、主体性、多様性、協働性〕 

討論を通じて、他者を理解し、自己の研究を客観化する能力を身につけていること。み

ずからの調 査・研究の結果から自分なりの仮説を構築し、その内容を論理的かつ明確に表

現する能力を身につけ、 卒業論文として公開すること。 

 

(DP5) 専門分野の知識・技能の活用力〔知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体性、

多様性、協働性〕 

自ら設定した問題意識に従って史資料との対峙・対話を行い、そこに内在する問題を掘

り起こし、 批判的な検討と客観的な分析を通じて、歴史を論理的かつ体系的に理解する能

力を身につけていること。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

６ 修士課程におけるディプロマ・ポリシーの事例 

人文科学研究科歴史学専攻の修士課程におけるディプロマ・ポリシーは、2020年 3月現

在、以下のように定めている（根拠 4-7）。 

【修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

歴史学専攻修士課程は、教育の理念に基づいて定められた下記 3 つの能力を身につけ、
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所定の期間在学し、「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った開

講科目を 30 単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文を提出して

その審査および最終試験に合格した院生に対して修了を認定し、修士（歴史学）の学位を

授与する。 

 

(DP1) 専門分野の知識や技能の活用力 

日本史学・東洋史学・西洋史学・考古学の各専門分野に関する高度専門的な学識と、幅

広い知見を身につけている。また、本専攻の伝統である史資料に依拠した実証的な研究能

力を修得することによって、専門分野における先導者として、教育界や博物館・文書館等

で歴史学の成果を社会に還元していくことができる。 

(DP2) 情報分析、課題設定および問題解決能力 

基礎的な知識や先行研究を踏まえ、自ら主体的に課題を設定する力と、研究の素材とな

る史資料の所在を調査し、それら史資料を収集・解読・分析して適正に判断・思考しなが

ら、問題解決までの道筋を論理的に展開できる実行力や新たな知見を見出す能力を兼ね備

えている。 

(DP3)コミュニケーション能力 

史資料の調査やフィールドワーク、学会運営、学会発表、論文作成等を通じて、自らの

考えを論理的かつ明確に伝えると同時に、他者の考えと価値観を尊重しつつ、専門的な知

見から論理的に意見を述べるなど、主体的に協働することができる。また、研究倫理を踏

まえ、適切な方法やツールを用いて研究活動を進め、世界に向けて自らの考えを発信する

ことができる。 

 

７ 博士後期課程におけるディプロマ・ポリシーの事例 

人文科学研究科歴史学専攻の博士後期課程におけるディプロマ・ポリシーは、2020年 3

月現在、以下のように定めている（根拠 4-8）。 

【修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

歴史学専攻博士後期課程は、教育の理念に基づいて定められた下記の 3 つの能力を身に

つけ、所定の期間在学し、「教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」に

沿った開講科目を 12 単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、完成度が高

く独創的で、学界の水準に達した博士論文を提出して、その審査および最終試験に合格し

た院生に対して修了を認定し、博士（歴史学）の学位を授与する。 

 

(DP1) 高度な専門分野の知識や技能の活用力 

歴史学分野に関する高度な学識と、幅広い知見を身につけている。また、それらを総合

的に活用する汎用性を発揮し、専門分野における先導者として、歴史学の学問領域を中心

に、広く社会に向けて新たな知見や価値を創造・提案し、還元していくことができる。 

(DP2) 情報分析、課題設定および問題解決能力 

自立した研究者として、独創的な観点から課題を設定し、専門的な学識や技能を用いな

がら継続的な研究遂行と研究結果の蓄積・収れんを行うことができる。また、最先端のツ
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ールや手法を駆使し、専門情報を収集するだけでなく、それらの分析によって、今までに

ない知見を導き出すことのできる高度な判断力を有する。 

(DP3) コミュニケーション能力 

学術論文執筆や学会発表などを通じて、自らの独創的な研究結果や新たな知見を国内外

の学界に発信すると同時に、他者の考えと価値観を尊重しつつ、専門的な知見から論理的

に意見を述べるなど、主体的に協働することができる。また、研究倫理を踏まえ、適切な

方法やツールを用いて自らの研究業績を発信し、自ら導き出した新知見の社会的な活用や

定着を模索することができる。 

 

８ 専門職大学院のディプロマ・ポリシーの事例 

 法科大学院（法曹養成研究科）のディプロマ・ポリシーは、2019年 5月 1日現在、以下

のとおり定めている（根拠 4-9【ウェブ】）。 

本研究科は、所定の年限を在籍し所定のカリキュラムに沿った教育を受けて、必要修得

単位を含む所定の単位を修得し、駒澤法曹の資質として必要な駒澤大学の建学の理念及び

本研究科の教育の理念を体現し、次に掲げる知識・能力を備えた者に、法務博士（専門職）

の学位を授与する。 

１．基本的な法分野に加え、法律実務の基礎的知識、基礎法学や法律に隣接する分野、及

び展開・先端的な法分野に関して必要かつ十分な知識を有するとともに、社会に生起す

る様々な事象に対して問題を発見し、法的知識を活用して解決する能力、及び法律実務

において必要とされる分析力、表現力、コミュニケーション力を身につけている。 

２．仏教の高い倫理観に基づき「人に寄り添い、社会と繋がる法曹＝駒澤法曹」として、

多様な分野において社会に貢献する活動を通じて、不断の自己研鑽に努め、人や社会に

対する共感能力、洞察能力を高めることができる。 

 

９ ディプロマ・ポリシーの公表について 

ディプロマ・ポリシーを含む 3つの方針は、大学ホームページにおいて公表している（根

拠 2-18【ウェブ】）。このほか、学部は『履修要項』、大学院は『大学院要覧』、法科大学院

は『法科大学院履修要項』に記載し、学生に周知している（根拠 4-10～4-16、1-19、1-20）。

受験生に対しては、大学案内『KOMANABI2020』に 3つの方針を掲載すると共に、詳細情報

が掲載されている大学ホームページのアドレスの QRコードを付し、スマートフォン等から

アクセスしやすいよう配慮している（根拠 1-9）。新入生に対しては、入学後に各学部にお

いて個別の学部・学科オリエンテーションを実施し、カリキュラムや履修方法等について

適切に指導している（根拠 4-17）。 

 

点検・評価項目②：授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表して

いるか。 

評価の視点１：下記の内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定及び公表 

       ・教育課程の体系、教育内容 

       ・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 
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評価の視点２：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 

 

１ 学士課程のカリキュラム・ポリシーの構成について 

学士課程のカリキュラム・ポリシーは、「教育内容」、「教育方法」、「評価」の 3項目から

構成されており、また、ディプロマ・ポリシーと同様に、学士課程全体、学部別、学科・

専攻別の 3階層から成り立ち、それぞれが連関するようにカリキュラム・ポリシーを策定

している。学士課程全体のカリキュラム・ポリシーには、全学共通科目と専門教育科目等

の全ての教育課程を踏まえた教育内容・教育方法について記述しているが、学部別、学科・

専攻別のカリキュラム・ポリシーには、それぞれの学部・学科の特色に応じて、特に専門

教育科目の内容に焦点を当てた教育内容・教育方法の記述が行われている。 

また、各科目群で身につく能力とディプロマ・ポリシーとの対応関係をわかりやすく示

すため、「卒業認定・学位授与方針と教育課程編成・実施のマトリクス表」（図 4-2参照）

を作成し、学修計画が立てやすくなるように配慮している。例えば、全学共通科目「仏教

と人間」については、ディプロマ・ポリシーの DP1（建学の理念を実践する力）に特に重

点を置く科目であること、「新入生セミナー」は DP4（コミュニケーション能力）を特に重

視しつつ、DP1（建学の理念を実践する力）、DP2（多様性の理解と尊重）についても身につ

けられる科目であることが示されている。専門教育科目の演習科目については、DP3（情報

分析力と問題解決）、DP4（コミュニケーション能力）、DP5（専門分野の知識・技能の活用

力）が身につく科目であることが示されている。 

 以上を踏まえ、学士課程全体のカリキュラム・ポリシーは、以下のとおり定めている（根

拠 4-3）。 

駒澤大学は、「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」に掲げた 5 つの能

力を身につけるために、全ての学士課程の基盤となる教育の質向上を目指す「駒澤人育成

基礎プログラム」を構築し、各学部・学科の専門教育科目とシームレスに接続させ、有機

的に結びつけた 4 年間の教育課程を編成する。教育課程の体系性をわかりやすく明示する

ために、科目間の関連性や学修順序を示すナンバリングや履修系統図（カリキュラム・マ

ップ）を作成する。また、アセスメント・ポリシー（評価の方針）を策定し、これに基づ

き学生の学修成果の可視化を行い、そこで得られた評価結果を検証し、全学的に教育課程

や教育方法の改善を図る。 

教育内容、教育方法、評価については下記に定める内容に従う。 

 

1．教育内容 

1)仏教の教えと禅の精神について理解を深め、宗教に対する正しい認識を身につけること

を目的とした「仏教と人間」を必修科目として開講する。 

2)高校までの学びから大学の学びへの転換を図り、自立的で自主的な学習態度を身につけ

ることを目的とした科目「新入生セミナー」を初年次に開講する。 

3)実用スキル教育として「キャリア教育」と「実用英語教育」に関する科目を開講する。「キ

ャリア教育」では、社会的・職業的自立、社会・職業への円滑な移行に必要な力を身に

つけるための教育を行う。「実用英語教育」では、課題がある「話すこと」「書くこと」
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に重点を置いた英語教育を行う。このほか、日本語の「読むこと」「書くこと」について

社会人としての基礎的レベルを身につける「日本語リテラシー教育」、ICT スキルおよび 

ICT リテラシーを身につける「ICT 教育」に関する科目を開講する。 

4)人文、社会、自然、ライフデザイン、外国語、健康・スポーツの分野において、多角的

な知識と深い教養を体系的に身につけられるように科目を配置する。 

5)専門教育科目では、各学部・学科（専攻）で学ぶ上での基礎・基本となる導入教育科目

を初年次に配置し、そこから専門分野の知識を体系的に理解する講義科目、自らの知的

好奇心を追求し、これまでに修得した知識を実践する演習科目、修得した知識を実践す

る実験・実習科目を配置し、卒業年次に学びの集大成として卒業論文（ゼミ論）、卒業研

究の作成または資格試験の受験を行う。 

 

2．教育方法 

1)「仏教と人間」は、共通のシラバスに基づいて講義が行われ、その中に「坐禅」の実習

を含めることで、禅の精神に触れる機会を設ける。 

2）演習・実習科目、及び新入生セミナーにおいては、アクティブ・ラーニングを取り入れ

た教育を行う。大人数になりやすい講義科目においても、可能な限りアクティブ・ラー

ニングを取り入れた授業を行う。 

3）演習科目（ゼミ）では、事前に募集説明会や担当教員による選抜を実施し、原則として

少人数制の下、担当教員による手厚い指導を行う。 

4）eラーニングシステム等のWebシステムを活用することで、学生が授業時間以外に主体的

に学修する時間を増やし、担当教員と学生の密接なコミュニケーションを促し、学んだ

知識の理解を深め、単位の実質化を図る。 

5）基礎的な必修科目や複数開講されている同一名称の科目（演習を除く）では、ルーブリ

ックを用いて成績評価の観点と成績評価基準を明確にし、教員と学生との間で評価内

容・評価方法の認識を共有し、科目の成績評価基準の標準化を行うことで、成績評価の

公平性、客観性、厳格性を高める。 

6）学生調査・アンケートや学修成果を測定するアセスメント・テストの結果に基づく客観

的な評価指標によって全学的な検証を行い、検証結果を教育内容や教育方法の改善へ積

極的に活用し、学生へのフィードバックを行う。 

 

3．評価 

駒澤大学では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

の 3 つのポリシーに基づき、学生の入学時から卒業後までの成長を視野に入れ、機関レベ

ル（大学）、教育課程レベル（学部・学科）、科目レベル（個々の科目）の 3 段階のレベル

で学修成果の評価・測定を行う。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

なお、「3.評価」の概要については、後述の点検・評価項目⑥において説明する。 
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図 4-2：学士課程大学全体の卒業認定・学位授与方針と教育課程の編成・実施のマトリク

ス表 

 

２ 学士課程のカリキュラム・ポリシーの事例 

例えば、文学部歴史学科では、カリキュラム・ポリシーを以下のように定めている（根

拠 4-6）。 

1．教育内容 

1）「仏教と人間」を必修科目とするとともに、「日本仏教史」および「仏教史」を専門科

目として開講する。(DP1) 

2）「教養教育科目」と「外国語科目」の履修により幅広い教養の修得を目指す。また、

異文化理解力を高めるために、英語以外の外国語も必修とする。1 年次には専攻別の

「新入生セミナー」と「基礎演習」を同一の教員が担当し、大学生としての基礎能力

の育成から専門教育への導入までをシームレスに実施できるようにする。概説科目、

史学概論を置いて専門教育への導入教育とし、各専攻に応じた歴史への興味を深める

ような教育を行う。さらに専門教育への橋渡しとして、日本史学専攻では史学史、考

古学専攻では考古学史を必修とする。(DP2) 

3）日本史学専攻では「史料講読」、「古文書研究」、「記録史料学」により、外国史学専攻

では「研究法」と「文献史料講読」により、史資料を調査し、読解・分析する能力を
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養う。考古学専攻では「考古学発掘実習」と「考古学実習」により、考古遺物や遺構、

遺跡を調査・分析する能力を養う。(DP3) 

4）「時代史」、「各説」、「特講」などの講義科目により、歴史を広く深く研究していく専

門的知識や歴史把握の方法を修得する。歴史に対する幅広い理解や知識を修得するこ

とを目的とし、これらの科目は専攻の枠を超えて受講できるように配慮する。 (DP4) 

5）3 年次の｢演習Ⅰ｣、4 年次の｢演習Ⅱ｣により、史資料の読解方法を学ぶとともに、広

い視野から洞察できる歴史的感覚、思考力、応用力を養い、自身の問題設定にもとづ

いて卒業論文を執筆する準備を行う。演習での個人発表により、自己の考えを的確に

表現する能力、討論からは異なる意見を理解し、真の歴史像を構築していく能力を養

う。最終段階の｢卒業論文｣では、自ら設定した問題の解答を導き出し、それを的確に

表現する能力を身につける。なお、考古学専攻では「考古学発掘実習」において、協

働性を発揮して報告書を作成する能力を養う。(DP5) 

 

2．教育方法 

1）入学年度の 4 月に新入生研修旅行を実施し、教員・学生間の親睦を深めるとともに、

実際に史資料に触れることを通じて、歴史学科での学びへの円滑な導入を図る。 

2）「新入生セミナー」、「基礎演習」、「研究法」、「演習」は、原則として少人数制のもと

で、アクティブ・ラーニングを取り入れた教育を行う。 

3）外国史学専攻と考古学専攻においては、１年次から４年次まで専任教員が担当するク

ラス制の授業や実習を設け、学生に対する手厚い指導や学修状況の経常的な把握を行

う。 

4）卒業時に卒業年次生よりアンケートを実施し、その内容を教育課程や教育方法の改善

に活用する。 

 

3．評価 

歴史学科では，卒業認定・学位授業の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

に基づき、学生の入学時から卒業後の成長を見据えた教育を行うために、全学的に取り組

む機関レベルの評価・測定（全学の該当部分を参照）と同時に、歴史学科三専攻の教育課

程レベルと科目レベルでも学習成果の評価・測定を行う。 

 

※2019年 5月 1日現在の内容。 
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３ 修士課程・博士後期課程のカリキュラム・ポリシーの事例 

例えば、人文科学研究科歴史学専攻では、修士課程及び博士後期課程のカリキュラム・

ポリシーを以下のように定めている（根拠 4-7、4-8）。 

【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

歴史学専攻修士課程では、「修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」に掲

げた 3 つの能力を養成するために、歴史学専攻 4 コースの学問分野・領域の特性に応じ

た 2 年間の教育課程を提供する。その課程には、単位互換協定校（歴史学分野 10 大学、

考古学分野 2 大学）との単位互換制度も設けている。教育課程は、歴史学分野・学問領域

における学術研究の最新の成果を踏まえながら、常に自己点検・評価を行い、不断の改善

に努める。そして、課程を通じた学習成果として提出される、学位論文の審査基準をコー

ス毎に明確にし、そこから得られた評価結果を基に、コース毎にコースワーク・リサーチ

ワークの改善を図る。 

さらに、情報化社会の無限に溢れる情報から論文盗用等が行われないよう、カリキュラ

ムの全ての要素の中で研究倫理に関する意識の醸成を図る。 

教育内容、教育方法、評価については下記に定める内容に従う。 

 

1．教育内容 

1）講義科目は、広い領域にわたる学術研究の基礎を培い、社会の基本的要請、たとえば

教育機関あるいは研究機関への要請に応え得るよう高度の能力を養うために開講する。 

2）演習科目は、本専攻の伝統的実証史学の追究を指導し、広い視野に立ちながら多様な

史資料を駆使した修士論文作成のための研究能力養成の指導を行う。 

3）その他、課外授業（実習）として日本史学コースでは古文書調査・整理、考古学コー

スでは国内外で発掘調査を行い、より実践的な技能・能力の修得を目指す。 

4）1～3 の集大成として提出される修士論文を完成させ、それについて、審査および最

終試験を実施する。 

 

2．教育方法 

1）講義科目では、史料批判・解釈・操作等の基礎的な研究手法や研究能力を体得し、少

人数での個別・グループ形式で授業を行う。 

2）演習科目を中心とする、修士論文の作成においては、学界の研究動向を考慮しながら、

教員と学生の間で「学位授与の方針」および「学位論文審査基準」を共有し、密接なコミ

ュニケーションを取りながら指導する。 

3）課外授業（実習）においては、調査・実践の計画の立案、報告書の作成、事後の検証

について、指導を行う。 

4）それぞれの授業科目を、組織的に履修することにより、専門性を追求しながらも狭量

な思考に偏らないよう、指導教員を中心に指導を行う。 

5）修士論文の審査にあたっては、主査 1 名と副査 2 名以上で構成される審査委員によ

り、「学位論文審査基準」に則り厳格な審査がなされる。最終試験においては、「学位授与

の方針」に基づき、学位授与に必要とされる専門的な学識、技能、研究能力を身につけて

いることを詳細に確認する。 
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6）研究倫理教育は、専攻に拠らない一般的な内容については、e ラーニングなどの方法

を用いて広く提供し、歴史学分野特有の研究倫理については、研究指導を通じて指導する

ことにより補完する。 

7）学生調査・アンケート等の結果に基づく客観的な評価指標によって全学的な検証を行

い、検証結果を教育内容や教育方法の改善へ積極的に活用し、学生へのフィードバックを

行う。 

 

3．評価 

修士課程では、修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

の 3 つのポリシーに基づき、学生の入学時から修了後までの成長を視野に入れ、歴史学専

攻 4 コースにおいて、教育課程レベル・科目レベルで修士論文を考慮しながら学修成果の

評価・測定を行う。 

 

4．修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程の編成・実施のマトリ

クス表 

 

 

【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

歴史学専攻博士後期課程では、「修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」

に掲げた 3 つの能力を養成するために、日本史学・東洋史学・西洋史学・考古学の学問分

野・領域の特性に応じた 3 年の教育課程を提供する。そして、各「特殊研究」の科目や各

教員の「研究指導」を通じて自らの研究計画を作り、博士論文執筆の構想を練っていく。

研究発表や学術誌への投稿を行いながら研鑽を積み、高度で独創的な博士論文の完成を目

指す。 

また、課程を通じた研究の成果として提出される、博士論文の審査基準を明確にし、博

士論文の評価結果を基に、学位を授与された者がさらなる研究の向上・進展を図ることが

できるように指導を行う。同時に、歴史学専攻博士後期課程のリサーチワークのあり方や

社会的責任について改善を図る。 

さらに、情報化社会の無限に溢れる情報から論文盗用等が行われないよう、カリキュラ

ムの全ての要素の中 
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で研究倫理に関する意識の醸成を図る。 

教育内容、教育方法、評価については下記に定める内容に従う。 

 

1．教育内容 

1）講義科目は、豊かな専門知識と研究能力のさらなる向上を目的として、文献講読、研

究史の整理、先行研究の批判的検討、史資料の収集・解釈・分析、論文作成等に関わる教

授と指導を行う。 

2）研究指導科目は、専門領域・研究課題に応じて、博士論文作成上必要とされる指導や

議論を繰り返すことにより、緻密な研究指導を行う。 

 

2．教育方法 

1）講義科目では、豊かな専門知識と発展的な研究能力を深化させ、少人数での個別・グ

ループ形式で授業を行う。 

2）研究指導では、課題設定の独創性、研究計画の妥当性や実現性について客観的に評価・

助言し、学術論文作成や学会発表の指導を行い、博士論文作成に向けての研究業績を積み

上げる。 

3）研究指導を中心とする博士論文の作成指導においては、教員と学生の間で「提出要件」、

「学位授与の方針」および「学位論文審査基準」を共有し、密接なコミュニケーションを

取りながら実施する。 

4）講義科目と研究指導科目は単独のものではなく、有機的な関連をもって各学生の研究

活動を支える。 

5）博士論文の提出については、指導教員が進捗状況だけでなく、歴史学専攻で定める「提

出要件」を満たしていることを確認する。提出された博士論文の審査にあっては、主査１

名と副査２名以上で構成される審査委員により「学位論文審査基準」に則り厳格な審査が

なされる。最終試験においては、「学位授与の方針」に基づき、学位授与に必要とされる専

門的な学識、技能、研究能力、語学力を身につけていることを詳細に確認する。 

6）研究倫理教育は、研究科・専攻に拠らない一般的な内容については e ラーニングな

どの方法を用いて広く提供し、歴史学分野特有の研究倫理については、研究者として自立

して研究を遂行できるよう、研究指導を通じて補完する。 

7）学生調査・アンケート等の結果に基づく客観的な評価指標によって全学的な検証を行

い、検証結果を教育内容や教育方法の改善へ積極的に活用し、学生へのフィードバックを

行う。 

 

3．評価 

博士後期課程では、修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・

実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）の 3 つのポリシーに基づき、学生の入学時から修了後までの成長を視野に入れ、研究

計画書の内容、学会発表数、論文投稿数などを考慮しながら学修成果の評価・測定を行う。 

 

4．修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程の編成・実施のマト
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リクス表 

 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

４ 専門職大学院のカリキュラム・ポリシーの事例 

 法科大学院（法曹養成研究科）のカリキュラム・ポリシーは、以下のとおり定めている

（根拠 4-9【ウェブ】）。 

駒澤大学の建学の理念及び本研究科の教育の理念を具体化したものとして、本研究科の

学位授与の方針に掲げる知識・能力、及び資質を涵養するために必要な科目を、法律基本

科目群、法律実務基礎科目群、基礎法学科目・隣接科目群、及び展開・先端科目群の 4 つ

の科目群に分け、学年進行に合わせて、基礎的分野から応用・発展的分野へ、個別的分野

から総合的・横断的分野へ、理論領域から実務領域へと段階的・体系的に配置した教育課

程を編成し、実施する。 

 

[1] 法律基本科目群 

法律実務基礎科目及び展開・先端科目を履修する上でその理解と修得が必要な科目群で

あり、公法（憲法、行政法）、民事法（民法、民事訴訟法、商法）、刑事法（刑法、刑事訴

訟法）の基本 3 分野 7 科目について、段階的ないし総合的・横断的に学修することを通じ

て、各分野の法理論に関する基礎的かつ汎用的な理解、及び法運用能力・実務への応用力

を涵養し、駒澤法曹として必要な総合的な事案解決能力を涵養することを目的とする。 

 

[2] 法律実務基礎科目 

法律基本科目で学修した法理論の実務への展開として理論と実務の架橋を強く意識した

科目及び実務教育の導入部分にあたる科目からなる科目群であり、実務家教員によって演

習形式や実習形式を中心に展開される実践的・臨床的科目を配置し、法曹としての倫理観・

責任感・使命感、法的分析・推論能力、及び法情報へのアクセス能力・プレゼンテーショ

ン能力、法律実務において必要とされる事実調査・分析・認定能力、表現力・説得力、コ

ミュニケーション力など、駒澤法曹として必要なマインドとスキルを涵養することを目的

とする。 
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[3] 基礎法学及び隣接科目 

人・社会と法の関わり、社会と法制度の関わりと成り立ち、外国の法制度を学修するこ

とを通じて法に対する理解を深化するとともに、法に隣接する科目を学修することを通じ

て法に対する理解を学際的に広げ、駒澤法曹として必要な多元的・複眼的な視野の広がり

に対する根本的な知見と理解とを獲得することを目的とする。 

 

[4] 展開・先端科目 

法律基本科目の応用となる展開科目、より高度で専門的な先端科目を学修することを通

じて、駒澤法曹として必要な専門的法分野を確立するための基礎力を獲得すること、さら

には大学院博士後期課程入学に必要な能力を獲得し、法科大学院研究者教員の養成や渉外

事務所への就職など、多様な職域で活動するための基礎力を涵養し、高度専門職業人を養

成することを目的とする。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

５ カリキュラム・ポリシーの公表について 

前述のディプロマ・ポリシーと同様に、カリキュラム・ポリシーは大学ホームページに

公表している。また、各学部の『履修要項』、大学院の『大学院要覧』、法科大学院の『法

科大学院履修要項』に記載されており、教員や学生に周知されている（根拠 4-10～4-16、

1-19、1-20）。受験生には、大学案内「KOMANABI2020」や大学ホームページによって周知し

ている（根拠 1-9、2-18【ウェブ】）。新入生に対しては、入学後に各学部において個別の

学部・学科オリエンテーションを実施し、カリキュラムや履修方法等について適切に指導

している（根拠 4-17）。 

 

点検・評価項目③：教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科

目を開設し、教育課程を体系的に編成しているか。 

評価の視点１：各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

評価の視点２：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の

適切な実施 

 

１ 学部等 

【1】全学共通科目 

本学における教育課程は、全学共通科目と専門教育科目とに大別される。このうち全学

共通科目について、教養教育科目、外国語科目、保健体育科目は主に総合教育研究部教員

が担当し、宗教教育科目については主に仏教学部教員及び総合教育研究部文化学部門教員

が担当している。教養教育科目では、2014年度よりライフデザイン分野を新設し、初年次

教育やキャリア教育などの充実を図った。（根拠 4-18【ウェブ】、4-19）専門教育科目は、

主に各学部・学科の教員が担当している。 

全学共通科目の教育課程について、全学的な見地からカリキュラム編成がされるよう、

教育・研究担当の副学長を委員長とし、教務部長、総合教育研究部各部門と各学部から選

出された代表者の教員を構成員とする全学共通科目教育運営委員会を年数回開催しており、
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各学部・学科等の専門教育科目との適切かつシームレスな接続がとられるよう、定期的な

検証が行われている。具体的な成果としては、高大接続等の観点から、習熟度別クラス編

成による「英語科目」、建学の理念を学ぶ「仏教と人間」、及び 2014年度より開始された初

年次教育科目「新入生セミナー」の共通シラバス化が挙げられる。「新入生セミナー」では、

導入開始年度に担当者アンケートを取り、実施内容の検証を行った（根拠 4-20）。その結

果に即してワーキンググループを結成し、シラバスの見直し等を図った（根拠 4-21）。 

全学共通科目教育運営委員会での審議結果は、総合教育研究部にフィードバックされ、

2018年度総合教育研究部教授会においては、総じて毎回「教養教育の充実と改善について」

を議題とし、議論・意見交換が行われている（根拠 4-22）。また、総合教育研究部では、

2021年度より、新しい時代に即した教養教育の実現のために、全学共通科目の新カリキュ

ラムの開始を目指して準備を進めている。 

以下、全学共通科目の概要について記述する。 

ア 駒澤人育成基礎プログラム 

全学共通科目には「駒澤人育成基礎プログラム」として位置づけられている科目が多く

開設されている（根拠 1-9（P.8）。本プログラムは、2016年に 3つの方針の見直しに併せ

て構築されたものであり、現代社会で求められる教養や課題解決能力を体系的に身につけ

るための基礎として、主に(1)初年次教育、(2)実用英語教育、(3)キャリア教育、(4)ICT

教育、(5)日本語リテラシー教育と幅広い教養教育科目から成り、それぞれに対応する科目

を開講し、原則として全学部生が履修できるようにカリキュラムの整備が進められている。 

(1)初年次教育としては、「新入生セミナー」を開設し、1 年次生の前期に全員が履修で

きる体制を取り、高校までの学びから大学での学びへの展開を図り、問題意識をもって世

界に向き合う中でテーマや課題を自ら探し出し、必要な資料や文献等の調査を行い、レポ

ートや発表によって自分の考えを他者に的確に伝え、他者の意見に真摯に耳を傾ける、「自

立的」かつ「主体的」な学習態度を身につけることを目標としている。本科目ではディプ

ロマ・ポリシー（DP4）で示されたコミュニケーション能力の養成が重視され、グループワ

ークを行い、他者との交流を通じて自己を磨き、誇りある大学生としての自覚を養う機会

を提供している（根拠 4-23）。 

(2)実用英語教育としては、2017 年度より、新入生全員に対し入学時と年度末に英語習

熟度を測る英語能力テストとして「CASEC」を導入し、試験結果を踏まえて上級、中級、初

級のレベル別にクラス編成を行って授業運営が行われている（根拠 4-24【ウェブ】、4-25

【ウェブ】）。2018年度より、3号館（種月館）の供用を開始し、少人数教育に対応した教

室数が増加したことに伴い、従来の 1クラス 45 人編成から 30人の少人数クラス編成に改

善を図っている。また、一部の上級クラスではテレビ会議システムを用い、外国人話者と

の交流を行っており、英語学力の優秀な学生への意欲向上を図っている。1 年次の年度末

にも英語能力テストを実施し、テスト結果は 2 年次のレベル分けに活用している。英語ク

ラス 2系列のうち、発信力を養成する A系列では、英語による授業実践を推進し、ディプ

ロマ・ポリシー（DP4）に定めるコミュニケーション能力の養成を図っている。このほか、

継続的かつ実践的な学修を促進するため、2021 年度より国際センター主催で駒澤大学の協

定校にて実施されている短期語学セミナーを受講した学生に対して、外国語選択科目「英

語（海外演習）」「ドイツ語（海外演習）」「フランス語（海外演習）」「中国語（海外演習）」
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「スペイン語（海外演習）」「朝鮮語（海外演習）」として単位認定を行う準備を進めている

（根拠 4-26）。これらの取り組みにより、本学のディプロマ・ポリシー（DP2）で示された

多様性理解と尊重の能力の養成を図っている。 

(3)キャリア教育としては、社会的・職業的自立・社会・職業への円滑な移行に必要な力

を身につけることを目的とするキャリア教育科目群として、１年次後期に「キャリアデザ

イン A」、2年次前期に「キャリアデザイン B」、2年次後期に「キャリアデザイン C」、そし

て 3年次前期に「ライフデザイン考える」を開設し、順次性をもつ一貫したキャリア教育

を行っている（根拠 4-27、4-28）。本学のディプロマ・ポリシー（DP3）で示された情報分

析力と問題解決力の向上を重視している。 

(4)ICT教育としては、在学中にレポート作成やプレゼンテーション等を行うとき、ある

いは社会に出たときに最低限必要となるコンピュータスキルや情報リテラシー、情報倫理

を身につけるなど、ICT の基礎レベルの修得を目的として、「コンピュータ基礎」「コンピ

ュータ応用Ⅰ・Ⅱ」を開設している。文学部（社会学科・心理学科）、経済学部、経営学部、

グローバル・メディア・スタディーズ学部では、専門教育科目において ICTの基礎科目を

開設している。なお、医療健康科学部では教養教育科目の選択必修科目として ICTの基礎

科目を開設している（根拠 4-29、4-30）。本学のディプロマ・ポリシー（DP3）で示された

情報分析力と問題解決力の向上を重視している。 

(5)日本語リテラシー教育としては、社会人としての基礎的な読み書きのレベルを身につ

けることをねらいとしており、「日本語リテラシーA・B」を開設し、文章読解・作成能力を

高めるための教育を行っている（根拠 4-31）。本学のディプロマ・ポリシー（DP4）で示さ

れたコミュニケーション能力の向上を重視している。 

イ 宗教教育科目 

宗教教育科目では、全学部の必修科目として「仏教と人間」を開設し、仏教の教えと禅

の精神に基づき、自分をより高める自己形成と学問研究を密接に関連して行うことができ

る本学の学生としてのアイデンティティを備えることを目的としている。このほか、選択

科目として「坐禅」を開設し、駒沢キャンパス内に設置されている坐禅堂において仏教学

部の教員による教育が行われている（根拠 1-28、1-30）。 

ウ 外国語科目 

 外国語科目では、外国語について社会人に求められる十分なレベルを身につけ、異言語・

異文化に対する多角的な理解と教養を深めることを目的とし、英語のほかに、ドイツ語、

フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語等を選択科目として配置している。 

 外国語科目の教育内容等については、点検・評価項目④において記述する。 

エ 保健体育科目 

保健体育科目は、スポーツの実技能力や健康に関する理論を身につけることを目的とし

て設置され、ディプロマ・ポリシー（DP2）で示された多様性理解と尊重を重視している。

「健康・スポーツ実習」や「生涯スポーツ実習」等の実技科目の大半は玉川キャンパスの

スポーツ施設・設備を利用して行われているが、一部は駒沢キャンパスにおいて開講され

ている。このほか、学外での合宿授業が行われる「生涯スポーツ演習Ⅰ・Ⅱ」では、ゴル

フ、スキー、スノーボードの実技教育が行われており、受講希望者には事前に行われるオ

リエンテーションへの出席を義務付け、より安全性に配慮した授業運営が行われている（根
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拠 4-32【ウェブ】）。 

オ 教養教育科目 

人文分野、社会分野、自然分野、ライフデザイン分野を設け、社会の動きに対する正確

な洞察力・判断力を醸成するための幅広い教養を身につけ、様々な問題に対して自分自身

の考えを持ち、広い視野から公正かつ的確な分析と判断ができる人材の養成を目指してい

る。また、自然科学、日本文化等において、教養特別履修制度を設け、高度な教養教育の

機会を提供している（根拠 3-31）。 

 

【2】専門教育科目 

専門教育科目については、各学部の責任において設置・運営が行われている。特定の専

門領域に留まることなく、関連分野を含めた幅広い講義・演習・実習科目を配置し、研究

指導とのバランスに配慮した体系的なカリキュラム編成を行っている。 

 1 年次入学時に各学部・学科専攻の履修系統図を学生に公開し、卒業までの学修計画を

視野に履修する科目を選択するよう指導を行っている（根拠 4-33【ウェブ】、4-34）。その

効果については、履修系統図公開後の学生の卒業時アンケート等により検証が行えるよう

整備を進めている（根拠 4-35）。 

各学部・学科においては、専門分野や将来の進路等に考慮した、順次性をもった体系的

な学修ができるよう整備されている。2018年度には学部教育課程の編成変更に際し、各学

部・学科等で授業科目の学問分野領域と学修段階（レベル）を示す履修系統図モデルを変

更し、2019年度からは履修系統図にナンバリングを追記し、科目の分野と当該学科におけ

る科目の学修レベルを学生に開示した（根拠 4-36）。これにより、順次的かつ体系的な学

修への導きやディプロマ・ポリシーで提示された｢5 つの能力｣と配当科目の関連性がわか

るように工夫を施している。 

各学部における授業科目の適切性を確保するため、学科・専攻・部門主任と教務部との

間でカリキュラム相談会が毎年度実施され、適切な教室配置や時間割の設定について調整

を図り、教育課程・編成の変更に対する適切な対応がとれるよう体制を整備している（根

拠 4-37）。 

【3】学部学科の教育課程の事例 

各学部においては、教育課程の編成について、学修の順次性に配慮して科目を体系的に

配置している。以下、一例を挙げる。 

仏教学部では、高大接続、専門知識の基礎固めを念頭に、1年次に「新入生セミナー」「仏

教漢文入門」「仏教学セミナー」などを設け、3・4 年次の必修科目である「演習」との接

続を考え、2 年次に「基礎演習」を導入している。さらに学生には 3 年次の「演習Ⅰ」で

専門性を深め、4 年次の「演習Ⅱ」と「卒業論文」において学びの集大成を図られるよう

に、切れ目のないよう授業科目の配置に工夫を重ねている。これらは『履修要項』に明記

され、新入生オリエンテーションでも説明を行っている。 

文学部歴史学科日本史学専攻では、1年次に歴史学の基礎として「日本史学基礎演習」「日

本史概説」「日本史学史」を必修科目として学び、2・3 年次には史料講読、古文書研究や

各時代史（古代史・中世史・近世史・近現代史）の科目を通じて専門性を高めながら実証

と解釈を学び、物事の本質を捉える目をじっくりと育てる教育を行っている。4 年次には



 

48 

 

自らの歴史像を構築しながら卒業論文を執筆し、論理的な思考力を身につけられるように

している。なお、選択科目として、歴史学科外国史学専攻及び考古学専攻が開設している

一部の科目を履修することができ、専攻を横断した学びが可能となるよう配慮されている。 

経済学部現代応用経済学科では基幹的科目を選択必修科目とし、ビジネス経済コースと

コミュニティ経済コースの 2つのコースに関連する科目を指定科目としてバランスよく配

置している。必要な授業科目については、教授会での教員数の見通しや教員採用人事に関

する審議を通じて適切に確保されている。また企業や税理士会による寄付講座を開設し、

多様な人材による実社会に即した学習の機会を実現している。 

因みに、2018年度にコース登録を行った学生数は全学で 1,256人である。そのうち登録

者数が多いのは経済学部 489人、法学部 96人、経営学部 573人など、大人数授業の多い学

部であり、新入生ガイダンスや『履修要項』、学生ポータルサイト「KONECO」、学部開設 Web

ページ等での案内を通じて、体系的な学修を行える体制づくりができていると考えられる。

2014年度の全学でのコース登録者数は 922人であり、年々増加傾向にある（根拠 4-38）。 

【4】単位の実質化に向けた取り組み 

本学では、講義及び演習については、15時間又は 30時間の授業をもって 1単位、実験・

実習及び実技については、30 時間又は 45 時間の授業をもって 1 時間とすることを学則に

定めている。また、これにかかわらず卒業論文は 8単位とすることを定めている。 

前回の認証評価結果において努力課題と指摘された「学士課程の年間履修制限単位数」

について、以前は 60 単位を上限とする学科も存在していたが、2018 年度までに医療健康

科学部を除き 50単位未満にまで調整し、単位制度の実質化を図っている（根拠 4-10～4-16、

基礎要件確認シート 8）。医療健康科学部については 50単位を超えているが、「診療放射線

技師学校養成所指定規則」に則り適切に教育課程を設定している（医療健康科学部履修要

項）。なお、仏教学部及び文学部の「卒業論文」、経済学部の「IT研究Ⅰ～Ⅴ」「ITインタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」「会計研究Ａ（1）～（8）」「会計研究Ｂ（1）～（6）」、グローバル・メ

ディア・スタディーズ学部の「海外演習Ⅰ～Ⅹ」「海外演習実践講座Ⅰ～Ⅲ」は、年間履修

制限単位数に含まれない科目と位置づけている。また、卒業に必要な単位数に含まれない

教職課程科目、資格講座科目及び随意科目についても、年間履修制限単位数に含まれない

科目と位置づけている。 

1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含めて、年間 35週にわたることを原則

とすることを学則に定めている（根拠 1-3（P.6）。これを踏まえ、授業回数については、

対面授業は半期 15回を原則としているが、授業回数を確保できない場合には、課題授業と

して eラーニングシステムを活用した講義やレポート課題等を課すことによって授業回数

を補完するよう教員に周知している（根拠 4-39（P.16））。 

シラバスには、学修に必要な分量を考慮すべく、事前・事後に学修しておくべき内容と

学修時間数など、授業時間外でどのような学修を求めるのかについて「準備学習」欄に明

記させており、2020年度には学習時間数を授業 1回ごとに記述するよう準備を進めている

（根拠 4-4（P.8））。 

また、講義科目は 1授業あたりの学生数、受講環境を適切に保持するために、原則教室

の収容定員内に履修登録者数を抑制する受講予約制度を導入している。また、9 号館の取

り壊しに伴い、2017年度をもって 500人定員規模の大教室を廃止したため、1授業あたり
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の最大の履修人数をおおよそ 400人以下となるよう抑制している。 

 

２ 大学院 

学部を基礎として高度な教育研究を行うための大学院では、各課程の段階に応じて効果

的な教育を行うため、研究指導教員の指導のもと、修士課程では必要となる知識の修得も

含めた講義科目と演習科目、すなわちコースワークとリサーチワークの両面から、博士後

期課程では博士論文の完成を目指し、研究指導を通じたリサーチワークを中心に取り組ん

でいる。その授業科目の開設及び教育課程の編成については、各研究科の独自性を保持し

ながら行われている。 

各研究科専攻ともに、カリキュラム・ポリシーを踏まえ、特定の専門領域に留まること

なく、関連分野を含めた幅広い講義・演習・実習科目を配置し、研究指導とのバランスに

配慮した体系的な編成を行っている。各研究科に共通して、修士課程に関しては講義科目

を重視することで様々な知識を修得し、その上で指導教官を中心とした演習科目で修士論

文を完成させるというカリキュラムが組まれている。また、博士後期課程については演習

科目に重点を置き、高度な博士論文の完成を目指している。単位の実質化については、修

士課程及び博士後期課程の科目を適切に配置しており、『大学院要覧』で上限単位数の確認

や科目ごとの準備学修について明記されている（根拠 1-19）。 

大学院は、駒澤大学大学院改革委員会の答申結果を受け、各研究科では 2016 年度から

2017年度にかけて通年科目の半期化を推進し、また長期的に休講されており、開講の見通

しの立たない科目を廃止するなどカリキュラムの精査を行った（根拠 3-35）。 

法曹養成研究科の教育課程については、カリキュラム・ポリシーに定めた 4つの科目群

のうち、(1)法律基本科目群では基本 3分野 7科目について段階的ないし総合的・横断的に

学習することを通じて、法理論に関する基礎的・汎用的な理解と実務への応用力を涵養す

る。(2)法律実務基礎科目群では、実務家教員による実践的・臨床的科目を配置し、法曹と

しての倫理観・責任感・使命感、法的分析・推論能力、表現力・説得力など、「駒澤法曹」

として必要なマインドやスキルを涵養する。(3)基礎法学及び隣接科目群では、外国の法制

度を学習することを通じて法に対する理解を学際的に広げ、「駒澤法曹」として必要な多元

的・複眼的な視野の広がりに対する根本的な知見と理解とを獲得する。(4)展開・先端科目

群では「駒澤法曹」として必要な専門法分野を確立するための基礎力を獲得すること、大

学院博士後期課程入学に必要な能力を獲得し、研究者養成や渉外事務所への就職など、多

様な領域で活動するための基礎力を涵養し、高度な専門職業人を養成することなどを目的

とする（根拠 4-9）。このほか、前・後期のいずれかに履修が過度に集中しないよう、前期

に履修できる単位数は年間履修制限数の 60％を上限としている。 
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点検・評価項目④：学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講

じているか。 

評価の視点１：各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育

を行うための措置 

 

１ 学部等 

【1】シラバスの内容 

全ての授業科目の教育方法については、カリキュラム・ポリシーに基づいて展開されて

おり、シラバスに記載された１年間の授業計画に沿って授業が実施されている。本学のシ

ラバスは、受講生の学修指導書としての活用などの役割を持つものとして参照する資料と

位置づけ、学士課程教育の質保証という観点から全学的なフォーマットに基づき作成して

いる。各教員には、シラバス作成時に「駒澤大学シラバス作成ガイド」を配付し、ガイド

ラインや記入例を提示することで統一的な記述ができるよう、配慮している（根拠 4-4）。 

シラバス記載の必須項目として、「授業概要」については、当該科目の内容を簡潔に記載し

ている。また、学生が検索しやすいようにキーワードを盛り込んでいる。「到達目標（ねら

い）」については、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーとの関連性を踏まえ

つつ、当該科目において修得できる知識・技術等について記載している。「授業スケジュー

ル」については、一部の演習科目や集中授業等を除いて回数形式で記述し、各回の授業テ

ーマを記載している。「準備学習」では、事前・事後に学修しておくべき内容と学修時間数

の目安を明記している。「履修上の注意点」では、体系的な学修を促進すべく、履修にあた

り前提にしておくべき知識や関連科目等を記述している。「成績評価の方法」では、試験・

レポート・小テスト・平常点等の評価項目に配点割合を記載し、合計 100％になるように

記載している。「教科書／テキスト」では、授業で使用する教科書を記載し、書籍の場合は

購入が必要な書籍名を記載している。「参考書」では、受講にあたり参考とすべき図書等に

ついて記載され、また図書館蔵書検索のリンクが併設されており、図書館利用を促す工夫

がされている。「学生による授業アンケート結果等による授業内容・方法の改善について」

欄では、前年度に実施した授業アンケート結果を踏まえた改善策が記載されている。この

ほか、「関連リンク」には授業と関連する Webサイトの記載、「実務経験がある教員による

授業科目」には、当該科目に関連した実務経験を有する教員による授業であるかについて

記載している。2020 年度より、「アクティブ・ラーニング型の授業科目」欄を新設し、ア

クティブ・ラーニングを実施する場合は、ディスカッションやグループワーク等の実施形

態を明記する予定である。なお、作成したシラバスは、学生ポータルサイト「KONECO」に

おいて閲覧・検索ができる（根拠 4-40【ウェブ】）。 

シラバスの記載内容のチェックは、各学部等の学科主任、専攻主任、部門主任が行い教

員間のばらつきが出ないよう配慮している。「学生による授業アンケート」結果によると、

講義科目において「授業にはおおむねシラバスの内容が反映されていましたか」という設

問の平均値が、各学部等で 5 段階評価の 4.0（４．そう思う）を例年超えており、授業内

容・方法とシラバスの整合性が取られていると評価できる（根拠 4-41）。とりわけ、特に

非常勤講師数の多い総合教育研究部外国語第一部門では、シラバス上の「準備学習」につ

いて必ず記載するよう、「2019年度非常勤講師用 Booklet」やカリキュラム説明会を通し非
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常勤講師に対して注意を促した（根拠 4-42（P.8））。また、授業開始時にあたり、教員が

授業の到達目標を周知するよう徹底を図っている。2018年度の必修科目、選択必修科目の

単位修得率は、全学平均で 82.43％に達し、毎年度 80％台を維持していることからも、シ

ラバスに依拠した授業運営が反映されていると考えられる（根拠 4-43）。 

【2】FD活動 

本学では、学長を委員長とし、各副学長、各学部長等、及び各学部等からの選出委員を

主たる構成員とする駒澤大学FD推進委員会が設置されている（根拠4-44）。FD活動として、

FD 研修会の開催、学生による授業アンケート、公開授業、学生が選ぶベスト・ティーチン

グ賞など様々な取り組みを行っており、効果的な教育を行うための教員の相互研鑽が行わ

れている。 

FD活動に関する詳細な説明については、後述の「第６章 教員・教員組織」の点検・評

価項目④において記述する。 

【3】ｅラーニングシステムの活用 

本学では、Web上の授業支援システムとして、「YeStudy（イエスタディ）」と「C-Learning

（シーラーニング）」の二つの eラーニングシステムを授業の特性に応じて使い分けができ

るように環境整備をしている。 

「YeStudy」は、総合情報センターが独自開発して 2008年より運用しているシステムで

あり、授業スケジュールの提示、教材ファイルの共有や授業に関連する Webページのリン

ク提示などが容易であるほか、教員と受講者の間のフォーラム機能やルーブリック機能な

どを備え、授業の予復習や到達度の確認などが行える機能を有している（根拠 4-45）。学

生、教員に対しては eコンシェルと呼ぶサポート体制を構築しており、「YeStudy」の運用

にあたり、eコンシェル及び委託 SEと毎月定例研究会を開催し、現状の把握と問題点につ

いて情報共有を行い、利用マニュアルの改訂などに役立てている。2014年度の「YeStudy」

の利用教員数は 261人であったが、2018年度には 318人に増加している（根拠 4-46）。 

一方の「C-Learning」は、2014年度に教務部が導入したクラウドサービスであり、従来

紙で実施していた学生による授業アンケートを電子化することをきっかけに導入しており、

大部分の教員が利用するシステムとなっている（根拠 4-47）。授業支援機能としては、出

席のとりやすさ、連絡・相談機能などがあり、スマートフォンによる操作が可能であるた

め、迅速な学生対応が行いやすい点が特徴である。また、アンケート機能も充実しており、

双方向的な授業運営が行いやすくなる特徴を持っており、在学期間中の継続的な運用が可

能であり、学修ポートフォリオ的な利用も可能となっている。2014 年度の「C-Learning」

を授業で利用する教員数は 51人であったが、2019年度には 94人に増加した（根拠 4-48）。

また、前述の学生による授業アンケートやベスト・ティーチング賞の投票にも本システム

が利用されている。「YeStudy」と「C-Learning」の特徴・利用方法、それぞれのシステム

の長所を活用したアクティブ・ラーニングでの実践例などを紹介する FD 研修会を 2018年

度と 2019年度に 1回ずつ行った（根拠 4-49【ウェブ】）。 

なお、グローバル・メディア・スタディーズ学部では、大学院グローバル・メディア研

究科と合同で独自の授業支援システムを開設しており、本学の「YeStudy」が 1授業 1コー

ス設定となるのに対し、「英語科目」「前期科目」「後期科目」「新入生セミナー」「演習・卒

業研究」「大学院科目」「留学・海外演習実践講座関連」のコース設定が行われ、2 年次以
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降の必修科目のクラス分け、演習の募集、海外研修の単位認定科目「海外演習実践講座」

の認定資料の配布や提出、TA・SA募集など、助手を中心とした授業支援を行っている（根

拠 4-50【ウェブ】）。 

しかしながら、複数の eラーニングシステムを異なる部署がそれぞれ管理運用している

状態は利用者である学生に負担をかけている側面もあるため、e ラーニングシステムの集

約に向けた検討が必要であると考えられる。 

【4】アクティブ・ラーニングや自学自習を促進する取り組み 

前述の eラーニングシステムの活用に伴い、双方向的な授業運営が増加しつつある。ア

クティブ・ラーニングについては演習、新入生セミナーなどの少人数科目のほかにも、一

部の授業科目でも取り入れられており、実施される場合はシラバスに明記されている。専

任教員に対するアンケート調査結果によれば、教員の 99.1％がアクティブ・ラーニング形

式の授業を実施していると回答している（根拠 4-51）。 

初年次科目の「新入生セミナー」では、自己紹介やグループワークなどのアクティブ・

ラーニング形式の授業が実施され、授業内の図書館ガイダンスでは、図書館グループ学修

室等の施設を案内し、グループワークでの利用を促している。利用状況については、グル

ープ学修室について 2017年度に集計した結果、延べ 870グループであった（根拠 4-52）。 

【5】英語による教育・リメディアル教育・オフィスアワー等の取り組み 

選択科目に英語による授業科目を増やし、英語力が高い学生や海外留学生に対して満足

度が高いクラスを提供できるよう試みている。全て英語で行う授業のうち、外国語科目に

現在開講している「英語で学ぶ教養」の一部を、2020年度より教養教育科目に移行し、全

学の学生や留学生が受講できる体制を整えた（根拠 4-53、4-54）。この全て英語で行う授

業には、海外 30ヶ国の人々と国際情勢や文化・社会について語り合うテレビ会議が導入さ

れている。2019年からは、一部の教員が実験的に導入する eラーニングを取り入れた授業

についての検討も開始された。 

また、英会話力の向上に向けて、外国語科目で開設している英会話の授業のほかに、正

課外講座として「毎日学べる英会話」を 2015年度より開設し、経験豊富なネイティブスピ

ーカー講師による 40 分のレッスンを年間 100回受講できるようにしており、通学日に英語

で話す機会を提供している。なお、2019年度の受講者数は 234人であり、授業時間外でも

日常的に英語を話せる環境づくりを推進している。 

英語以外の科目に関しては、総合教育研究部外国語第二部門が担当する外国語の授業に

おいて、専任教員がいない朝鮮語を除き、履修人数の上限を 45 人としていたが、2019 年

度より 30人とし、さらに少人数教育を行えるように改善を図った。 

なお、リメディアル教育（補修教育）を実施している教員は、アンケート回答者の 25％

であり、具体例としては高校の授業内容を授業内で復習・補修、理解不足の演習履修者へ

の補習、成績不振者に対する補講の実施、意欲の高い学生を対象にした学習会の設定、課

題の再提出、留学生向けの日本語表現の補習などを行っている（根拠 4-55）。 

各学部等では各教員がオフィスアワーを実施しており、実施曜日時間帯一覧を学生ポー

タルサイト「KONECO」に公開しており、100％の教員がオフィスアワーに応じている（根拠

4-56）。 

演習科目など、受講許可を必要とする科目では、学生の受講に関して担当教員による面



 

53 

 

談等を通じた選抜を行っている。また、各科目の履修者数を原則として教室定員を上限と

する受講予約制度を実施し、授業実施に適正な環境を確保している。 

【6】キャリア教育等に関する取り組み 

総合教育研究部では、日本文化部門において、全学共通科目ライフデザイン分野「キャ

リアを考えるⅠ・Ⅱ」「ライフデザイン入門」の担当者として、ビジネス実務の現場で活躍

する非常勤講師を採用し、内容を充実させている。教職課程部門では、本学の建学の理念、

及び教育職員免許法等との関連性を考慮し、「複雑化する現代社会の教育課題に対応できる

力量を自ら培っていけるような資質をもった人材の育成」を教育目標としている。教職課

程部門においては、本法人が設置する駒澤大学高等学校の指導教諭との教育懇談会を通じ

て、学生の学びの様子を把握し、以後の指導に生かしている。また、学生が自由に使用で

きる自主学習の場として資料室を整備し、過去の教育実習生の学習指導案、教科用図書や

教員採用試験に関する各種情報を提供している。 

このほか、各学部・学科において、各種資格取得に向けた教育が行われている。取得で

きる資格に関しては、第 7章の点検・評価項目②において説明する。 

【7】各学部学科による学修成果を高めるための取り組み事例 

例えば、仏教学部では、少人数教育体制を生かした講義・演習科目が開講されており、

必修科目の大半は履修者数が均等になるようにクラス指定されている。2014 年度より 2年

次までは学科分けをせず、各地域の仏教史や、禅籍・仏典を講読する科目が開講され、多

様な専門領域を学ぶ上での汎用的な基礎知識の習得に中心が置かれている。同学部ではク

ラス制を敷き、1年次生は「新入生セミナー」「仏教学セミナー」、2年次生は「基礎演習」、

3・4 年次生は「演習」の担当教員がクラス主任となり、学修相談に当たっている。また、

毎月開催している仏教行事である祝祷音楽法要と文化講演会への参加を推奨し、仏教以外

の経済や法律、文学や健康などに広く興味を持ってもらうよう促している。入学前教育と

して、指定校推薦、自己推薦、スポーツ推薦入試合格者に対しては、課題図書を指定し読

書感想文を提出させている（根拠 4-57）。 

法学部では、新入生歓迎行事として駒澤大学法学部の卒業生を講師として招き、講演会

を行い、新入生の学修の動機づけとなるように配慮している。また、入学時にクラス分け

を行い、専任教員が専門科目の履修について履修系統図等を用いて説明し、体系的な学修

が可能になるように指導するとともに、1年間の相談相手となるようにしている。その際、

法学研究所やジャーナリズム・政策研究所の紹介も行い、学修意欲の向上やキャリア形成

の一助としている。また、政治学科では、演習同士が対抗する政治学科ディベート大会を

開催し、専門知識を深め、ディベート能力を研鑽する場としており、2016年度からは、論

文コンクールを実施して優秀者を表彰している（根拠 4-58）。 

 

２ 大学院 

本学の各研究科・専攻では、各課程の段階に応じたコースワーク、リサーチワークが展

開され、各研究科の項目で示すような教育・学修指導を行っている。各研究科の博士後期

課程においては「駒澤大学大学院博士後期課程学生に関する規程」に定められた「研究計

画書」の提出を義務付けており、研究指導教員は各大学院生の研究の進捗状況の把握に努

めている（根拠 4-59）。なお、カリキュラム・ポリシーと実際の教育方法に一部不整合な
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点があったため、2019年度に見直しを図り、カリキュラム・ポリシーの改正を行った。 

オフィスアワーは学部に準じて各研究科でも実施され、学生にとって学修に関する相談

がしやすい環境が整備されている（根拠 4-60）。主体的な学修意欲の向上策として、各研

究科では「大学院教育研究に関する院生アンケート」を実施し、その結果を踏まえ、大学

院生にノートパソコン購入時の補助金制度や学会参加旅費の補助、執筆した論集の印刷料

補助制度を設けた。また、大学院生に研究室を付与し、研究の促進を図っている（根拠 4-61）。 

経済学研究科、商学研究科、グローバル・メディア研究科では、大学院生の研究指導に

おける複数指導制を採用しており、教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果に応

じた教育方法を実践している（根拠 1-19（P.110、132、216））。また、経済学研究科、経

営学研究科等では修士論文の中間報告会を行い、主査・副査以外の教員や院生からも質疑

がなされ、多角的な視野に基づく論文作成を行うための指導体制をとっている（根拠 4-62、

4-63）。 

 経済学研究科では、他系統学部出身者に対し、学修の前提として学部の授業の受講が必

要かどうかを指導教員が判断し、必要な場合には特別履修（学部授業の聴講）を課してい

る（根拠 1-19（P.110））。 

商学研究科では、留学生入学者の増加に伴う態勢づくりとして、2016 年度より、留学生

の日本語教育を含めた指導体制を充実させるため、修士課程の論文作成の副指導は 1年次

から履修できるようにしたほか、論文技術指導等の科目開設を行った（根拠 1-19（P.132、

P.134））。 

医療健康科学研究科では、修士論文が体系的に作成できるよう、各年次で「特別研究Ⅰ・

Ⅱ」を開設し、論文審査会では主査 1人、副査 2人をおいて客観性、厳格性を確保するた

めの指導体制がとられている（根拠 1-19（P.198））。また、医学物理士試験対策として医

学物理士コースの学生は、医学物理士学会認定の医学物理士資格試験を受験するにあたっ

て、医学物理士試験講習会に積極的に参加させており、2018 年度には 3 人が受験し 2 人

が合格している。 

法曹養成研究科では、推奨履修モデルに即した履修計画を、在校生・新入生オリエンテ

ーションで説明している。専任教員が大学院生を受け持つ「クラス担任制」により、履修

確定前に必ず履修相談を行うよう、強く勧めている。また、本法科大学院出身法曹による

アドバイザー弁護士制度も履修計画に活用されている。なお、全ての科目において中間テ

スト又は中間レポートが実施され、情報調査能力、問題分析能力、検討能力、事実認定能

力、解決能力、表現・説得能力を涵養している。法曹養成研究科では、TKC 教育システム

を導入しており、各教員は随時、電子シラバスを更新し、必要なレジュメの掲示や、事前

課題や事後の課題の掲示等を行っている。電子シラバスは最新の判例に伴う授業内容の変

更など、事前に『法科大学院履修要項』で提示された内容からの変更にも逐次対応を行っ

ている。 

大学院全体では、駒澤大学大学院 FD推進委員会を設置し、授業及び研究指導の内容並び

に方法の改善を図るための、組織的な研修と研究を実施している（根拠 4-64）。具体的な

取り組みとして、「大学院教育研究に関する院生アンケート調査」を実施し、集計結果を各

研究科にフィードバックしている。その結果を踏まえ、各研究科においては、研究科委員

会等を通じ、教育課程や教育内容・方法の改善に取り組んでいる。なお、大学院で授業ア
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ンケートを実施する際は、個人が特定される恐れもあるため、授業を含め大学院の教育研

究全般に関する内容も網羅していることが、本アンケートの特徴といえる。 

大学院生の学修状況の測定手法として、これまで図書館書庫への大学院生入庫者数を検

証しているが、2015年度には延べ 417件（修士 345件、博士後期 72件）であったものが、

2018年度には 398件（修士 241件、博士後期 156件）に減少している。修士課程院生の入

庫者数は減少傾向にあるが、その要因としては、人文科学系大学院生の比率の減少と、社

会科学・自然科学系論文や雑誌のオンライン化の進行等が考えられる（根拠 4-65）。 

 

点検・評価項目⑤：成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

評価の視点１：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

評価の視点２：学位授与を適切に行うための措置 

 

１ 学部等 

【1】成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

各科目の成績評価については、シラバスに成績評価の割合を表記する「成績評価の方法」

欄を設置し、必須入力項目としており、合計 100％となるように表記させている（根拠 4-4

（P.8））。授業科目の評価は大学で定めた「GPA 制度の成績評価基準ガイドライン」に即し

て適切に行われている（根拠 4-66）。 

本学の GPA 制度は、S（100 点～90 点）、A（89 点～80 点）、B（79 点～70 点）、C（69 点

～60点）・F（59点未満）の評価に対し、それぞれ 4.0・3.0・2.0・1.0・0点のグレードポ

イントを与え、これに各科目の単位数を掛け合わせ、その総計数を総修得単位数で割った

値を GPA の数値としている（根拠 4-67【ウェブ】）。なお、不合格（F）・履修放棄（空欄）

の科目を、翌年度以降に再履修し合格点を取得した場合には、先の 0ポイントは削除され

合格点のポイントが加算される運用を行っている。また、単位修得放棄をした目は、GPA

の算出に加算されない運用を行っている。 

授業科目の評価は基本的に絶対評価で行われるが、少人数科目や科目の性質上不適合と

みなされる GPA評価ガイドライン対象外科目を除いて、S評価は全履修者の 5％程度、A評

価は S評価と合わせて 30％程度を目安としており、教員による採点入力時に「GPA評価ガ

イドライン」に沿った成績入力がなされているか、Web 入力画面上で確認できるようにし

ている。 

 成績に関する調査については、各学部の『履修要項』に明示し、学生ポータルサイト

「KONECO」で成績が通知される際に申込期間が周知される。2016年度より、従来の窓口申

請から学生ポータルサイト「KONECO」のページ上での申請が可能となり、窓口申請時の 2015

年度の申請件数は 474 件であったが、Webページの申請が開始された 2016年度は 1,372件

にまで増加した。なお、2018年度の申請件数は 1,423件であった（根拠 4-68）。 

編入学生、転部・転科学生等の既修得単位の上限単位数は、学則に基づき各学部・学科

ともに 60単位までとし、その認定については申請書や成績証明書、シラバス、外部試験等

の証明書を提出させ、教務部による精査を経て各学部教授会にて審議されている（根拠 1-3

（P.10）、4-69、4-70）。 

医療健康科学部では、臨床実習に直接関わる「臨床医療人間学Ⅰ」や実質的な卒業試験
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となる「放射線学総合演習」等の単位認定について、学科委員会において専任教員全員が

参加して評価を行い、客観性、厳格性を保持している（根拠 4-71）。 

 

【2】学位授与を適切に行うための措置 

本学においては、駒澤大学学則第 22条に「卒業及び学位の授与」を明示し、学位の授与

に必要となる卒業要件は各学部の『履修要項』に明示している（根拠 1-3、根拠 4-10～16）。

また、各学部の卒業（成績）判定については駒澤大学学則及び駒澤大学学位規程に基づき、

年 2回の（9月・3月）学部教授会において卒業（成績）判定会議が行われ、学位の授与が

行われる（根拠 4-72）。 

卒業要件は各学部の『履修要項』に明示し大学ホームページに公開のうえ、入学時のオ

リエンテーションで『履修要項』の説明を行うことで、事前に確認・理解ができるよう学

生に周知している。また、KONECOを利用した Web履修登録システムでは、学生の所属学部・

学科・専攻の卒業要件やこれまでの単位修得状況に応じて、年間履修制限単位数や卒業不

足単位数等の計算処理が自動的に行われるため、学生が誤った履修登録をしないように配

慮されている。2018 年度における卒業判定の全学平均合格率は 82.07％、2017 年度は

81.84％となっており、毎年度約 80％程度で推移している（根拠 4-73）。2018 年度におけ

る学部別合格率は、仏教学部 73.66％、文学部 87.4％、経済学部 84.61％、法学部 74.91％、

経営学部 83.31％、医療健康科学部 77.65％、グローバル・メディア・スタディーズ学部

82.46％であり、大きなばらつきは見られなない。各学部における厳格な卒業判定を通じた、

適切な学位授与が行われていると判断できる。 

 

２ 大学院 

【1】成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

各科目の成績評価方法については『大学院要覧』において明示している。成績発表後に

は、大学院生からの成績調査願を受け付け、成績評価に対する質問や異議申し立てに際し

担当教員が回答に応じる体制がとられている。2018年度の成績調査件数は 0件であったた

め、大学院生にとって概ね納得のいく評価であったものと推測される。 

 既修得単位については、各研究科委員会の審議を経て適切に認定されており、法曹養成

研究科以外の研究科では上限は 10単位を超えない範囲としている（根拠 1-4）。 

 法曹養成研究科における成績評価は、授業における質問・発言（オーラル）評価（10％）、

提出レポート等の評価（20％）、定期試験の成績（70％）とする総合評価とし、成績評価の

区分、表示方法については学部に準じている。法曹養成研究科既修者コース入学者につい

ては、憲法、民法、刑法につき、未修者コースが履修する科目（12科目、24単位）を修得

したとみなすほか、行政法、商法、民法、刑事訴訟法について入学後に単位認定試験を実

施し、合格（100点満点中 70点以上）した科目について、最大 5科目、10単位までを既修

得科目として認定している（根拠 1-20）。認定しうる単位については、担当教員・関連分

野教員等が授業内容等をシラバス等で確認し、教授会の審議を経て 30単位を超えない範囲

で許可されている（根拠 1-5（P.7））。 
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【2】学位授与を適切に行うための措置 

大学院の学位授与に関しては、駒澤大学大学院学則第 3章「試験・課程修了の認定・学

位の授与」に、学位論文の審査等については「駒澤大学学位規程」に定められている（根

拠 1-4、4-72）。大学院生は、『大学院要覧』や指導教員からの指導を通じ、その修了要件

等を確認する。ただし、学部と大きく異なるのは、論文審査に際し審査委員会が設置され

る点にあり、主査 1人副査 2人以上を置き、透明性・客観性を確保している。学位論文の

審査基準は『大学院要覧』に明示している（根拠 1-19）。 

修士課程における 2018年度の学位授与数については、全学で 64人であった（根拠 4-74）。

博士号の授与については、大学院委員会で審議事項とされ、各研究科長の責任で博士論文

の内容が紹介された後、大学院委員会での承認が行われている。2018年度における博士学

位請求論文の審査は 8件あり、いずれも適切に学位授与が行われた（根拠 4-75）。 

  

点検・評価項目⑥：学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価して

いるか。 

評価の視点１：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切

な設定 

評価の視点２：学習成果を把握及び評価するための方法の開発 

 

１ 学部等 

【1】各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定 

学士課程では、「学士課程教育の方針（3 つのポリシー）」の「3.評価」において、ディ

プロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーに基づき、学生

の入学から卒業までの成長を視野に入れ、機関レベル（大学）、教育課程レベル（学部・学

科）、科目レベル（個々の科目）の 3段階のレベルで学習成果の評価・測定を行うことをア

セスメント・ポリシー（評価の方針）として定めている（図 4-3 参照）（根拠 4-3）。入学

時には入試結果、アセスメントテスト、英語能力テスト等による調査を行い、各学年では

成績（GPA）や進級状況等を把握し、卒業時には卒業時調査アンケート、就職率、卒業率等

の調査を行い、4年間の学生の成長を経年推移による測定ができる仕組みを整備している。 
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図 4-3：学士課程教育の方針（3つのポリシー）におけるアセスメント・ポリシー 

【2】学士課程における評価指標の事例 

 例えば、経営学部経営学科では、下図のとおり、学修成果の評価・測定を行っている（図

4-4参照）。基本的には学士課程全体のものをベースとしているが、経営学科では、卒業時

に「コース修了状況調査」を行っており、専門教育科目に設置している 3つのコース（企

業経営コース、企業会計コース、経済分析コース）の修了状況を調査しており、教育課程

の検証に活用している。 

 

図 4-4：経営学部のアセスメント・ポリシー 

 

【3】学習成果を把握及び評価するための方法の開発 

2017年度より、アセスメントテストとして、全 1年次生対象に英語能力と思考力等を測

定する「学修効果測定テスト」を実施し、入学時と後期末に 1回ずつ受検することで到達

度を可視化できるようにしており、英語能力の測定結果に基づき、習熟度クラス編成に利

用している（根拠 4-25【ウェブ】。 

「英語能力テスト」は「CASEC」を利用して実施し、受検率は 2017 年度（入学時 96.7％、

後期 82.8％）、2018年度（入学時 94.9％、後期 80.3％）、2019年年度（入学時 98.6％）で

あった（根拠 4-26（P.6））。2018年度後期より、2年次も受検できるようにし、1年ごとに

測定結果を確認できるようにしたが、受検率は 41.0％となり大幅に下がった。思考力等を

測定するテストは、2017年度・2018年度は「大学生基礎力レポートⅠ（前期）･Ⅱ（後期）」
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を利用して実施し、受検率は、2017 年度（前期 96.9％、後期 71.8％）、2018 年度（前期

96.5％、後期.61.6％）であった。2019年度からは思考力等の測定を強化した「GPS-Academic」

にアセスメントテストの種類を変更し、前期の受検率は 91.4％であった。いずれの効果測

定についても、入学時の受検率は高いが、学年が進むに連れて次第に低下する傾向があり、

継続的に学修成果を測定することの意義を学生に伝える必要があると考えられる。 

なお、テストの実施結果については、学生自身にフィードバックされるほか、学長室に

よる学内報告会が教員を対象に開催されている（根拠 4-76）。学部長等、学科主任、教育

九役（教務部長、学生部長、図書館長、禅文化歴史博物館長、総合情報センター所長、保

健管理センター所長、入学センター所長、国際センター所長、コミュニティ・ケアセンタ

ー所長）の中で学内報告会の欠席者がいる場合は、報告会資料を配付して活用を促してい

る。 

ただし、学修成果の測定にあたり、各評価指標の数値目標までは設定されていないため、

数値目標に基づく教育課程の評価の実現には至っていない。専任教員対象のアンケート調

査結果によれば、各教員におけるアセスメントテストの活用状況は 4％と低く、授業の難

易度の調整や英語科目の習熟度別のクラス編成に活用に留まっている（根拠 4-55）。また、

学生に対する学修効果測定の全体報告会を 2019 年度に開催したが、出席者が 10人と少な

かったため、受検時の告知や、1 年次配当の科目で告知するなど周知方法を検討する必要

があると考えられる。 

大学の学びへの転換を図る準備としては入学前教育を実施しており、附属高校推薦入試

の合格者全員と推薦入試合格者の一部を対象に、高校で学んできた教科についてビデオ教

材を視聴したうえで課題を提出する入学前プログラムを導入しており、各学部・学科専攻

が指定したプログラムを学習するよう課している。また、既述（点検・評価項目④）のと

おり、一部の学部・学科では指定図書や新聞等を読んだうえでレポートや感想文の提出を

課している（根拠 4-77）。 

在学生に対しては、学修時間等を把握するための学修行動調査や、大学での学びや学生

生活の総合満足度についての卒業時調査アンケートを実施し、調査結果はデータカタログ

により学内で情報共有している。卒業時調査アンケートでは、ディプロマ・ポリシーに定

める 5つの能力について、学生自身が 4年間で身についたと実感しているか確認を行うこ

とにより、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材育成がどの程度実現できているのか検証で

きるようにしている。調査結果からは、授業時間外学修の多い学生ほど、GPA 値が高いこ

とが示された（根拠 4-78）。さらに、在学生の多くが専門分野に関する知識や一般的な教

養については、成長実感が得られているのに対し、科学的数量的思考に関する能力、プレ

ゼンテーション力等には否定的な回答をしている（根拠 4-79）。 

また、卒業生に対しては、2015 年度卒業生を対象として、卒業生調査を 2017 年度に実

施した。このアンケート結果によれば、「あなたは駒澤大学が今後どのような活動に力を入

れるべきだと思いますか。」との問いに対し、「とても必要」という回答が最も多かったの

は「実用英語教育に力を入れる」(53％)であり、「とても必要」と「ある程度必要」を合計

して最も多かった回答は「専門教育に力を入れる」(90％)であった（根拠 4-80）。 

しかしながら、いずれのアンケート調査においても回答率が 10％程度に留まっており、

実施時期や回収方法の改善が必要である。また、アンケート結果を反映した教育課程の編
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成のあり方、単位の実質化に向けた取り組み等について、本学の内部質保証推進機関であ

る駒澤大学教学運営会議を中心に検討する必要があると考えられる。 

 

【4】学習成果を把握するための学部等による独自の取り組み 

 医療健康科学部では、入学時に数学・物理学・化学についての学力試験を実施し、リ

メディアル教育である「数学序論」「物理学序論」「化学序論」の履修、指導に活用してい

る。また、4 年次の臨床実習を履修するために単位修得が必要な 3 年次前期の「臨床人間

学Ⅰ」では、学修到達度が外部医療施設での実習を行うのに十分であるかを評価している。

また、診療放射線技師国家試験の結果は、学修到達度を検証する重要な指標となっている。 

グローバル・メディア・スタディーズ学部では、1 年次より外国人教員による少人数制

授業を英語で行い、2 年次には海外留学や海外インターンシップが実施されるため、学生

に TOEIC®を定期的に受験させて効果測定を行っている。測定結果は、習熟度に大きく左右

される英語科目における内容の変更に反映させ、学生の実力に即した授業が行われるよう

に配慮している。 

総合教育研究部では、2019年度駒澤大学特別研究助成を受けている共同研究「反復可能

な授業のための多様性に富んだ授業運営手法の確立をめざして」の試みの一つとして、専

任・非常勤教員計 5名が英語の担当授業で実験的に eラーニング教材を活用し、履修者の

主体的な学修とその効果について検証を進めている。その成果は、ブックレットとしてま

とめられ、ルーブリックにも反映される予定である（根拠 4-81）。 

総合教育研究部教職課程部門では、教職課程履修学生に対し、「教職課程履修カルテ」を

配付し、学生自身が科目の履修や成績を記録して、学びのプロセスを確認した後、教員に

提出している（根拠 4-82）。教員は提出された履修カルテにコメントを付して、学生に返

却している。同部門では、各教員が毎年度、教育実習ノート、介護等体験日誌、各種レポ

ート、教育実習校が記載する教育実習生評価表、4 年次後期の「教員採用試験並びに教育

実習に関する調査」を数量的・質的な面から、学修成果を把握するための指標を設定して

いる（根拠 4-83～4-85）。各専任教員は、それらの結果を個別指導等の教育活動の改善に

役立てている。 

 

【5】ルーブリック及び学修ポートフォリオについて 

ルーブリックについては全学的な導入は行われていないが、2018年度に学内 eラーニン

グシステム「YeStudy」などを活用した研修会を 2回実施した（大学 HP「FD活動報告書（平

成 30年度 FD活動報告書）」）。専任教員に実施したアンケート結果によれば、ルーブリック

を個別に設定し活用している教員は 11％であり、平常点・レポート・プレゼンテーション

の評価基準を明示し、成績評価や到達度の確認等に活用されている。 

また、学修ポートフォリオについても全学的・組織的な取り組みは行われていないが、

個別に作成して活用している教員は 6％にすぎない。学生個々人の学修履歴の統一的な提

供方法を検討する必要があると考えられる（根拠 4-55）。 

なお、アセスメント・ポリシーでは学修ポートフォリオを指標の 1つとして定めている

ことから、全学的な導入に向けた検討を進める必要がある。 

２ 大学院 
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大学院各研究科修士課程では、研究計画書に基づく修士論文の作成にあたり、中間報告

会や論文作成準備のための研究指導科目において中途の学修成果の確認を図りつつ、提出

された修士論文について審査基準に基づき、総合的な測定が行われている。各研究科が定

める学位論文の審査基準については『大学院要覧』に明記されており、2019 年度には、中

間発表・公聴会、論文文字数、提出要件、審査員、論文評価の基準についてより詳細な内

容の見直しに向けた検討が行われ、2020年度大学院要覧において改訂が行われる。 

経済学研究科では、多様な教育研究ニーズに対応できるようキャリアアップコースを設

置し、必修・選択の履修単位数を増加する代わりに、修士論文に代わる課題研究提出で修

了可能とする方法を導入している（根拠 1-19（P.109））。 

商学研究科においても、「課題研究」を選択した者については、履修単位数を増加する代

わりに、修士論文に代わる課題研究提出で修了可能としている（大学院要覧（P.131）。 

 医療健康科学研究科では、系列ごとに到達目標を掲げ、学修成果を評価している。十分

な学修成果が上がっていない大学院生に対しては、基礎的な科目を理解したうえで応用的

な科目を履修するように配慮している。学修成果測定の検証については医療健康科学研究

科委員会において審議され、必要に応じて見直しを行っている。 

 法曹養成研究科では、教員及び大学院生に対し、到達目標に関する到達度分析用ルーブ

リックを公表し、教員が学生の理解度を測る指標にするとともに、学生が自学自習につい

て自己分析できるようにしている（根拠 4-86）。 

 大学院各研究科博士後期課程においては、毎年度研究計画書を提出させ、指導教員が研

究指導科目においてその到達度を確認している。 

大学院全体での学修成果を測定する調査については、各年度の課程修了者数及び未修了

者数が大学院委員会で報告される程度であり、課程修了後にどのような進路に進んだかに

ついても各研究科では把握しているが、大学院全体を通じてその結果を PDCAサイクルの中

での活用は行われていない。 

また、大学院においては、以前は学士課程のような全学共通の学修成果を測定するため

の評価指標の策定は行われていなかったが、その後検討を進め、2019年度に「駒澤大学大

学院教育の方針（3つのポリシー）」を策定し、大学院全体の学修成果を測定するための評

価指標を策定・公表した（点検・評価項目②参照）。今後は、評価指標に関する調査・分析

を行い、大学院のディプロマ・ポリシーに掲げる人材育成の状況の検証に役立てていく。 

 

点検・評価項目⑦：教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を

行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組み

を行っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１ 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

 既述（点検・評価項目⑥）のとおり、学士課程においては、カリキュラム・ポリシーに

学修成果の評価・測定の基準となるアセスメント・ポリシーを策定し、評価指標を定めて

いる。さらに、学士課程全体のアセスメント・ポリシーに基づき、学部・学科別のアセス
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メント・ポリシーを策定し、公表している（駒澤大学学士課程教育の方針（3 つのポリシ

ー）。アセスメント・ポリシーに掲げる各指標のデータについては、データカタログに学部

別の集計データを掲載し、全ての専任教職員が閲覧できるように整備している。総合教育

研究部外国語第一部門では、「英語能力テスト」の結果を受けて、英語科目 4技能のバラン

ス良い指導を徹底する必要があると考え、シラバスに記載する成績評価方法について記述

の見直しを行った。例えば、A系列（発話力と聴解力養成中心）の授業で、「発話力を測る

テスト」「聴解力を測るテスト」の成績に占める割合を別個に提示するよう各担当教員に要

請し、偏らず両方の技能を育てる授業になるようにした（根拠 4-87）。 

また、既述（第 2章 点検・評価項目③）のとおり、毎年度実施している全学自己点検・

評価において、大学基準に沿った点検・評価が行われており、教育課程・教育内容・教育

方法等の適切性について、各学部等・研究科・大学事務における現状説明を「自己点検・

評価チェックシート」に取りまとめ、現状説明を裏付ける根拠資料についても併記してい

る。「自己点検・評価チェックシート」のピアレビューを相互に実施することで、チェック

シートの記載内容に対する客観性を高める工夫をしている。全学自己点検・評価委員会で

は、各組織の自己点検・評価結果に基づき「全学自己点検・評価結果報告書」を作成し、

当該年度の教育課程・教育内容・教育方法等の点検・評価結果を取りまとめ、学内グルー

プウェアに掲載することで、全学的に情報共有を行っている。「全学自己点検・評価結果報

告書」は、内部質保証推進組織である駒澤大学教学運営会議に報告され、各大学基準にお

ける問題点が報告され、優先検討課題や各学部等・研究科の自己点検・評価結果により明

らかとなった諸課題について改善方策が検討・実行に移されることで、PDCA サイクルの実

質化を図る体制を整備している（根拠 2-1【ウェブ】）。 

 さらに、2015 年度からは毎年 10 月頃に各学部等教授会においてディプロマ・ポリシー

及びカリキュラム・ポリシーの適切性について検証を行い、その結果に応じて、翌々年度

の教育目標、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを見直す検証サイクルを

確立している。学部等及び大学院各研究科のカリキュラムについては、それぞれの教授会

及び研究科委員会で検証を行っており、検証の結果、カリキュラム変更を申し出る際には、

「教育課程変更計画書」においてディプロマ・ポリシーとの関連性を必ず記述するように

しており、大学として当該学部等が適切なカリキュラム変更を行っているか把握できるよ

うにしている（根拠 4-88）。また、既述（点検・評価項目①）のとおり、2016年度には教

育改革検討委員会を 4回開催し、大学全体の学士課程教育のあり方について検討し、全学

的な教育課程の再検証がなされた（根拠 4-89）。 

 駒澤大学 FD推進委員会の取り組みの詳細は第 6章において記述するが、同委員会では年

度末に『FD活動報告書』を作成し、「総評」頁において次年度への引き継ぎ事項を掲載し、

教育方法等の改善・向上の PDCAサイクルがまわるよう配慮している（根拠 4-41【ウェブ】）。

例えば、『平成 30年度 FD活動報告書』には、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業の

拡大、ルーブリックの策定、学修ポートフォリオの導入と活用等について検討課題として

記載されており、令和元年度第 1回 FD研修会において、授業支援システムのデモンストレ

ーションを行い、その中でルーブリックの利用方法について取り扱われた（根拠 4-90【ウ

ェブ】）。 
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 法曹養成研究科については、「駒澤大学 FD推進委員会規程」第 7条に基づいて制定され

た「駒澤大学法科大学院 FD推進委員会規程」に則り、同規程第 6条によって設置された「法

科大学院 FD小委員会」、その下部組織として同規程第 7条により設置された「法科大学院

分野別 FD部会」（公法系 FD部会、民事法系 FD部会、刑事法系 FD部会）により、カリキュ

ラムの適切性について定期的に検証しており、日弁連法務研究財団による分野別認証評価

において「FDの体制は整っており、FD小委員会及び分野別小委員会の下で企画運営される

各種の取り組みはいずれも、ほとんどの教員が参加し、機能している」と評価されている

（根拠 4-91（P.58））。 

医療健康科学部では、診療放射線技師学校養成所指定規則の見直しがあるため、学修成

果の測定結果と合わせて、学科委員会やカリキュラム委員会などで審議し、検証結果に基

づき、教育課程・編成の見直し、改善を継続的に行っている。 

 このほか、総合教育研究部教職課程部門では、教育課程の編成について教育職員免許法

に準拠し、法改正に伴って実施される文部科学省の教職課程再課程認定において点検がな

され、外部評価を受けながら、改善・向上が行われている（根拠 4-92）。 

 

２ 点検・評価結果に基づく改善・向上 

本学では、当該年度の自己点検・評価の基本方針を確認したうえで、全学自己点検・評

価委員会の活動を行い、教育研究諸活動の改善と向上を図っている（根拠 4-93）。 

2013年度の大学評価受審結果において、大学基準協会より努力課題として「全研究科に

おいて、学位授与方針と教育課程の編成・実施方針を明確に定めていないので、早急に策

定し、公表することが望まれる。」という指摘を受けた。そこで、2013 年 11 月 25 日開催

の第 7回大学院委員会において、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを、

各研究科において早急に策定することが確認された。これを受け、各研究科委員会で具体

的な審議・検討を行い、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを策定した。

その後、2014 年 2 月 24 日開催の第 9 回大学院委員会において、各研究科のディプロマ・

ポリシー及びカリキュラム・ポリシーが報告された。新たに策定されたディプロマ・ポリ

シーとカリキュラム・ポリシーは、『2014 年度大学院要覧』の別冊に統一した用語で記載

され、学生、教職員及び社会一般に向けて公開された。また、現在、大学ホームページ上

では、トップページに「3 つのポリシー」のリンクを設け、見つけやすいように掲載して

いる（根拠 2-34）。 

次に、本学の教育課程において、全学共通科目教育運営委員会における検証プロセスが

明らかでないという指摘に対しては、「駒澤人育成基礎プログラム」の確立、とりわけ「新

入生セミナー」の科目設置や実施初年度のアンケート結果の検証による科目内容の見直し

にみられように、全学共通科目教育運営委員会における検証プロセスの有効性が示された

と考えられる（根拠 4-20）。 

また、本学の教育方法に関して、e-ラーニングシステム「YeStudy」の検証プロセス及び

検証結果について不明確であるとの指摘を受けたが、その検証結果からは「Moodle」シス

テムをベースとする長所を活用した FD研修会の開催、短所を補足するために「C-Learning」

を導入したこと等が挙げられる。 

また、学修成果に対して、大学院の学位論文審査基準が周知されていないという指摘に
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対して、自己点検・評価活動の結果、大学院委員会にて直ちに対応が図られ、2014年 2月

までに全ての研究科で学位論文の審査基準を策定し、現在は『大学院要覧』に掲載されて

いる（根拠 1-19）。 

 

３ 外部評価委員会からの指摘への対応 

自己点検・評価活動について、本学では駒澤大学自己点検・評価に関する外部評価委員

会を設置しており、基準 4（教育課程・学習成果）の内容については、2018年度に外部評

価を依頼した。外部評価委員会では 2017年度の『駒澤大学自己点検・評価報告書』に基づ

き、学部長等に対するヒアリングを実施し、各学部等の取り組み状況を確認したうえで『外

部評価報告書』が作成され、学長に提出している（根拠 2-37）。評価結果からは、「(1)履

修系統図の見直しを図ることによりどのような発展・成果があるのか、その理由が記載さ

れていない。(2)教養教育科目ライフデザイン分野の諸科目を設けたことにより、どのよう

な効果があったかを具体的に記載すべきである。(3)アンケート等の実施にあたっては、実

施することが目的化してしまい、その後の検証・分析が疎かになってしまうことがあるの

で、アンケート実施後の検証にも力を入れてほしい。(4)学生 FDスタッフ数は、第 1期生

（2016年度）13名、第 2期生（2017年度）11名、第 3期生（2018年度）14名で構成され

活動している。学生の FD活動への参加前後におけるその検証がなされていないことは、今

後の課題であろう。」との指摘があった。 

以上の指摘事項のうち、(1)については、ナンバリングを行って履修系統図へ追記するこ

とで、科目の分野と当該学科における科目の学修レベルを学生に開示できる点で改善が図

られた。(2)については、前述のとおり、入学時からの順次性を意識した教育課程をとりつ

つディプロマ・ポリシーとの関連性を示すことで、学生が次第にキャリア意識を高められ

るような編成となっている。(3)については、駒澤大学 FD推進委員会が実施する「学生に

よる授業アンケート」の結果に対し、教員が次年度シラバスにフィードバックを行うなど

そのつど検証を行い、改善に役立てている。(4)については、学生 FDスタッフは単年度の

活動に終わることなく、継続的な活動ができるよう 2018年度に「学生 FDスタッフ制度に

関する内規」の改正を行い、継続する学生 FDスタッフが新規スタッフの指導を行い、学生

に対し本学の教育活動に関心を高めてもらう主導的な役割をもつことが期待される（根拠

4-94）。 

 

点検・評価項目⑧：教育課程連携協議会を設置し、適切に機能させているか。 

評価の視点１：メンバー構成の適切性（【学専】【院専】） 

評価の視点２：教育課程の編成及びその改善における意見の活用（【学専】【院専】） 

 

2017年 9月 21日付で文部科学省より通知された「専門職大学及び専門職短期大学の制

度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の公布について（通知）」において、専門

職大学院設置基準の改正が行われ、教育課程連携協議会を設置することが規定された。本

学の法科大学院では、研究科教授会において教育課程連携協議会の設置について検討が行

われているが、まだ教育課程連携協議会の設置が完了していないため、速やかに設置に向

けて体制整備を進める必要があると考えられる（根拠 4-95）。 
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（２）長所・特色 

【1】ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関連性の可視化 

点検・評価項目①に既述したとおり、本学の教育課程の特長としては、ディプロマ・ポ

リシーとカリキュラム・ポリシーのマトリクス表を作成し、履修科目と身につく能力との

関連性が学生にわかりやすく示されることで学修計画を立てやすくしている点に特長があ

る。とりわけ、全学共通科目の科目群がわかりやすく体系化され、社会で活躍していける

教養と、本学で学ぶことのアイデンティティを持った人材を育成する「駒澤人育成基礎プ

ログラム」を提示することで、どの学部の学生であっても、駒澤大学の学生として誇りを

持ち、学びの基礎力を身につけることで共通の思考基盤を持つことができる点において、4

年間ワンキャンパスで学べる本学の強みを生かした能力形成が可能であると考えられる。

各学部・学科のディプロマ・ポリシーは、大学全体のディプロマ・ポリシーを踏まえて作

成されており、大学全体の方針と学部・学科の方針との連携が図られている。 

【2】学生の主体的な学修を促すための環境整備 

 点検・評価項目④に既述したとおり、自学自習を促進するため、アクティブ・ラーニン

グのためのグループワーク用のスペースを図書館、教務部、総合情報センターの各エリア

に配置し、これらの設備の利用率が上昇傾向にあることから、学生の主体的な学びの環境

は充実しており、単位の実質化に向けた本学の取り組みは順調に進捗しているものと考え

られる。加えて、高度な目標を持つ学部生・大学院生に向けて、各学部と各研究所等が連

携して学びの活性化を行うしくみが用意され、そこから将来の進路を意識した資格講座の

充実などが図られている。学生のキャリア形成への対応や学問の新たな動向に即した科目

の設置に関しては、教養教育科目ライフデザイン分野の設置をはじめとして、各学部等で

の教育課程の編成・実施体制に関する検証サイクルが構築され、学生各自が歩もうとする

進路に向けた適切な支援体制がとられている。 

 

（３）問題点 

【1】学修成果測定のための評価指標（数値目標）の策定 

 点検・評価項目⑥に既述したとおり、本学では、学修成果の評価・測定の基準となるア

セスメント・ポリシー（評価の方針）を学士課程全体及び学部・学科別に公表しており、

入学から卒業までの学生の成長を測定するための評価指標が設けられている点は評価でき

るものと考えているが、各評価指標における数値目標が定められていないため、ディプロ

マ・ポリシーに定める 5つの能力を学生に身に着けさせることがどれだけ達成できたのか、

客観的に提示することができていないことは問題であると考えられる。 

 2018年度全学自己点検・評価結果報告書の優先検討課題において、DPに明示された学修

成果測定のための評価指標を作成することを挙げており、今後は教学運営会議において改

善に向けた検討が進められる予定である。 

【2】学修ポートフォリオの導入 

点検・評価項目⑥に既述したとおり、前述のアセスメント・ポリシーには、学修ポート

フォリオによる学修成果測定が想定されているが、現状は全学的な学修ポートフォリオの

導入は整備が遅れている。学修ポートフォリオによる学生の学修記録の蓄積をしていかな

ければ、学生一人ひとりの学修成果に応じた適切な指導体制の構築が困難になると考えら
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れる。オフィスアワーの利用学生のうち、演習科目の履修者など実情を把握している学生

に対しては適切な指導が行えたとしても、それ以外の学生に対しては実情を踏まえたうえ

で丁寧な指導を行うことは困難な状況である。また、学修到達度テストの受検状況をみて

も入学前の受検率に比べて、1 年次後期以降の受検率が低下しており、測定した学修成果

を踏まえて学生が自身の学生生活の PDCA サイクルをまわすことの重要性を十分に理解さ

せられていない点も問題である。 

今後の対応策としては、問題点【3】に記述した eラーニングシステムの集約の検討と併

せて、授業支援システムを活用した学修ポートフォリオの運用方法について検討すること

などが考えられる。 

【3】eラーニングシステムの集約 

点検・評価項目④に既述したとおり、本学の eラーニングシステムは、総合情報センタ

ーが所管する YeStudy と、教務部が所管する C-Learningの 2種類のシステムが運用されて

おり、現状ではそれぞれのシステムの特徴に基づき各教員の判断により両方利用されてい

る状態である。しかし、学生など利用者にとっては履修科目によって 2種類のシステムを

使い分けなければならない状況は負担であり、大学事務対応としてもシステムの種類によ

って相談に訪れた学生を 2部署に行き来させることは非効率であり問題である。また、財

政的にも二重投資となっている点も問題である。何より eラーニングシステムを活用して

学生の主体的な学修を促すことが重要であるため、今後システムの一本化を検討するなど、

早急な見直しが必要であると考えられる。 

【4】内部質保証推進組織による支援 

 点検・評価項目③・④・⑥に既述したとおり、本学では 2019年 1月に内部質保証推進組

織である駒澤大学教学運営会議が設置されたばかりであるため、本章に関連する学修成果

の可視化に向けた取り組みはこれから徐々に本格化していくものと考えられる。本章内で

挙げられた問題点等について、駒澤大学教学運営会議の構成員である各学部長等や大学事

務組織の長による精査が行われ、各組織に対し適切な支援が行われるよう取り組むことが

必要であると考えられる。 

【5】教育課程連携協議会の設置（法曹養成研究科） 

 点検・評価項目⑧に既述したとおり、2017 年 9 月 21 日付で文部科学省より通知された

「専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の

公布について（通知）」において、専門職大学院設置基準の改正が行われ、教育課程連携協

議会の設置することが規定された。本学の法科大学院では、まだ教育課程連携協議会の設

置が完了していないため、速やかに設置に向けて体制整備を進める必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学では、大学全体と各学部・学科、各研究科のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・

ポリシーとの連携を図りつつ、学生や受験生、一般社会に対し広く公表している。また、

ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーによって編成された各科目群とのマトリ

クス表で学生にわかりやすく示すことで学修計画を立てやすくしている点に特長がある。 

 ディプロマ・ポリシーでは、身につけるべき 5つの能力を示し、カリキュラム・ポリシ

ーでは、順次性・体系性をもつよう配慮している。大学教育の学びの基礎となる「駒澤人
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育成基礎プログラム」を含む全学共通科目においては、全学共通科目教育運営委員会、あ

るいは総合教育研究部教授会による審議・検証によって適切に運営されている。専門教育

科目は主に各学部教授会において検証され、適切に実施されている。修士課程及び博士後

期課程については、各研究科委員会等による審議・検証によって順次性や体系性について

適切に考慮している。 

 教育方法については、学生の主体的な参加意欲を高めるために eラーニングシステムの

活用やアクティブ・ラーニングを推進するための環境を整備し、各学部・研究科、大学事

務（教務部、図書館、総合情報センター等）及び附属研究所が連携して取り組んでいる。

キャリア教育・資格教育やより高度な教育を実践するために総合教育研究部の教職課程部

門、附属研究所及びキャリアセンター等との連携が図られ、全学的なサポート体制を構築

している。ただし、2 つの e ラーニングシステムを運用している実態があり、システムの

集約に向けた検討が必要である。 

 成績評価、卒業判定、学位授与に関しては、シラバスにおける評価基準の明示、進級基

準、GPA 制度、成績調査制度、学位論文審査基準の明示等の取り組みによって、厳格かつ

適切に実施されている。 

 学修成果の評価や把握については、マトリクス表を用いた分かりやすい方針を示すこと

で、高校との連続性をもたせて学修意欲を向上させている。入学時より、継続的に英語能

力テスト、アセスメントテストを受検させ、入学時調査アンケート、卒業時調査アンケー

ト等の各種調査を実施して学修成果の検証を行うなど、新たな取り組みにも着手している。

ただし、評価指標の数値目標を策定する必要性がある点や、学修ポートフォリオの導入が

遅れている点は問題である。 

 教育課程及びその教育内容・教育方法については、全学自己点検・評価委員会を中心と

する取り組みによって、各学部・研究科等において毎年度定期的に点検・評価を行う体制

が確立されている。また、中期事業計画に基づく教学関連の事業の具体化が進められてい

る。今後は内部質保証推進組織である駒澤大学教学運営会議による教育課程・学修成果の

取り組みにおける問題点への支援が行われ、改善に向けた検証サイクルをより充実させて

いくことが求められている。 

 このほか、法科大学院では、2017年の専門職大学院設置基準の改正に伴い、教職課程連

携協議会の設置が規定されていることから、設置に向けて速やかに取り組む必要がある。 

 以上の点からみて、本学の「教育課程・学修成果」については大学基準を満たしている

といえる。 
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第５章 学生の受け入れ 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ

方針の適切な設定及び公表 

評価の視点２：下記の内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

       ・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

       ・入学希望者に求める水準等の判定方法 

 

１．入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）の設定と公表 

本学では、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成・実施方針（カ

リキュラム・ポリシー）を踏まえ、大学全体の入学者受け入れ方針（アドミッション・ポ

リシー）を、以下のとおり定めている（根拠 4-3）。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

駒澤大学は、これまでの学習経験や関心のある分野について知識・能力を深めていくこ

と、自らの将来の目標に向けて知識能力を高めていくことなど、駒澤大学に入学して何を

学びたいか何をするかなどの目標や意欲を持った入学者を求めている。また、入学希望者

に対しては、幅広い教養と専門分野の体系的な知識、それらを応用する技能、主体的かつ

協調的なコミュニケーション能力、多様性を理解し他者と協働する力、情報分析力と問題

解決力を身につける「丁寧な教育」「厚みのある教育」を行い、絶えざる自己形成と社会の

発展に寄与する人材の育成を行うとする、駒澤大学の教育の理念を理解した上で出願する

ことが望まれる。本学では、こうした理解を持った受験生を適正かつ公正に選抜するため

に、多面的・総合的な視点による多様な入学者選抜を行う。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

アドミッション・ポリシーは、大学ホームページ、駒澤大学学部学科案内「KOMANABI」、

大学ポートレート（私学版）等において、受験生に対し広く公開している（根拠 2-18【ウ

ェブ】、1-9、2-45【ウェブ】、基礎要件確認シート 12）。 

 

２．求める学生像の明示 

上記の大学全体のアドミッション・ポリシーを踏まえ、「駒澤大学の求める学生像」を、

以下のとおり定めている（根拠 4-3）。 

駒澤大学の求める学生像 

（AP1）高等学校の教育課程を幅広く修得し、大学での学修に必要な基礎学力を有している。

〔知識、理解、技能〕 

（AP2）本学は仏教の教えと禅の精神を建学の理念とする大学であることを理解し、入学を

希望する学部・学科で学んだ知識や技能を社会で実践する意欲と目的意識を持つ。 
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〔意欲、関心、態度〕 

（AP3）地域社会、国際社会、産業界の出来事について問題意識を持ち、様々な情報に基づ

き考察を行い、その結果を他者にわかりやすく説明することができる。 

〔思考力、判断力、表現力〕 

（AP4）国内外の多様な文化・価値観の違いを認識し、他者を尊重し、主体的に協働する意

欲を持つ。 

〔主体性、多様性、協働性〕 

求める学生像に掲げる能力は、ディプロマ・ポリシーに定めた学位授与にあたって求め

る 5つの能力と関連付けており、それらはカリキュラム・ポリシーに定めた教育方法によ

って能力の向上を図ることとなっていることから、アドミッション・ポリシーがディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーと整合していることが分かる。また、各学部・

学科でも、大学全体のアドミッション・ポリシーや各学部・学科の特徴・特色を踏まえ、

入学希望者に求める学習歴、学力水準・能力等の求める学生像を明示している。 

 例えば、経営学部では、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ、

アドミッション・ポリシーを、以下のとおり定めている（根拠 5-1）。 

入学者受け入れの方針（経営学部） 

経営学部では、企業経営や社会、経済に対する幅広い関心と知的好奇心をもち、高等学

校の教育課程を幅広く修得し、大学での学修に必要な基礎学力を身につけた入学者を求め

ている。また、駒澤大学の教育理念では、主体的かつ協調的なコミュニケーション能力、

多様性を理解し他者と協働する力、情報分析力と問題解決力を身につける「丁寧な教育」・

「厚みのある教育」を行い、絶えざる自己形成と社会の発展に寄与する人材の育成を行う

としている。入学希望者に対しては、この教育理念を理解した上で出願することが望まれ

る。本学部では、こうした理解をもった受験生から入学者を適正かつ公正に選抜するため

に、多面的・総合的な視点による入学者選抜を行う。 

経営学部の求める学生像 

（AP1）高等学校の教育課程を幅広く修得し、大学での学修に必要な基礎学力を有している。

〔知識、理解、技能〕 

（AP2）本学が仏教の教えと禅の精神を建学の理念とする大学であることを理解している。

また、企業経営や社会、経済に対する幅広い関心と知的好奇心を有し、本学部で学んだ知

識や技能を社会で実践する意欲と目的意識を持つ。〔意欲、関心、態度〕 

（AP3）地域社会、国際社会、産業界の出来事について問題意識をもち、様々な情報に基づ

き考察を行い、その結果を他者にわかりやすく説明することができる。〔思考力、判断力、

表現力〕 

（AP4）国内外の多様な文化・価値観の違いを認識し、他者を尊重し、主体的に協働する意

欲を持つ。〔主体性、多様性、協働性〕 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

アドミッション・ポリシーで明示した求める学生像を選抜するため、どのような入学試

験を実施し、各入学試験において「求める学生像」のどのような知識・能力を重視してい

るかを分かりやすく表記するため、「求める学生像と入学者選抜方法のマトリクス表」を大
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学全体及び学部・学科ごとに策定・公表し、受験生が理解しやすいよう工夫している（根

拠 2-18【ウェブ】）。 

 大学院においても、各研究科専攻の特徴や特色を踏まえ、アドミッション・ポリシーを

策定し、大学ホームページ、大学院案内、入学試験要項、大学ポートレート（私学版）に

おいて公表を行っている（根拠 2-18【ウェブ】、1-10、1-11、2-45【ウェブ】）。なお、ア

ドミッション・ポリシーが、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーと整合し

ているか確認するため、「大学院各研究科・専攻の 3つのポリシー策定チェックリスト」を

作成し、整合性の確認を行っている（根拠 5-2）。 

例えば、医療健康科学研究科では、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー

を踏まえ、アドミッション・ポリシーを、以下のとおり定めている（根拠 5-3、5-4）。 

入学者受け入れ方針（医療健康科学研究科） 

（修士課程） 

【入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）】 

高度に発展する医療に対応するためには、最新の知識と技術のみならず、医療環境を取

り巻く社会的状況に対する知識と高い人間性を備える必要がある。本修士課程は、このよ

うな状況に対応でき得るように診療放射線技師の資質をより発展させると共に、保健衛生、

医療等の分野、理工学分野の出身者で放射線技術科学分野の学修に強い関心と意欲をもつ

者に対し、この分野の専門性を付与することを目的としている。そのため、医療技術およ

び自然科学領域についての十分な基礎学力を有し、医療技術科学への貢献・寄与に強い熱

意をもち、日本国内にとどまらず海外も含めたこの分野の先進的な研究に対しての学修意

欲及び研究意欲の高い学生を適正かつ公正に選抜するため、多面的、総合的な視点による

入学者選抜を行う。 

 

1．求める学生像 

（AP1）放射線技術分野に関わる知識や技能を幅広く修得し、大学院での学修に必要な基

礎学力を有している。〔知識、理解、技能〕 

（AP2）入学を希望する本研究科または専攻で継続する研究の成果を専門的知識や技能を

社会に還元し、貢献しようする強い意欲と目的意識を持つ。〔意欲、関心、態度〕 

（AP3）地域社会、国際社会、産業界の事象について主体的に課題を設定し、様々な情報

に基づき考察を行い、その結果を他者にわかりやすく根拠をもって独創的な論理を展開す

ることができる。〔思考力、判断力、表現力〕 

（AP4）多様な他者の考えや価値観を尊重して協働しつつ、自らの研究業績を適切なツー

ルを用いて発信する意欲を持つ。〔主体性、多様性、協働性〕 

 

2．求める学生像と入学者選抜方法のマトリクス表 

 



 

71 

 

 

 

（博士後期課程） 

【入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）】 

医療健康科学研究科博士後期課程では、単なる技術や知識の教授に終わらず、医療環境

を取り巻く社会的状況に対応できる高度な知識と高い人間性に裏打ちされた秀でた研究能

力を有する自立した研究者の育成を目指している。そのため、医療技術及びその基礎とな

る自然科学領域における十分な研究能力と基礎学力を有し、医療技術科学への貢献・寄与

に強い熱意をもち、日本国内にとどまらず海外も含めたこの分野の先進的な研究に対して

の学修意欲及び向上意欲の高い学生を適正かつ公正に選抜するため、多面的、総合的な視

点による入学者選抜を行う。 

 

1．求める学生像 

（AP1）専門分野に関わる知識や技能を幅広く修得し、大学院での学修に必要な基礎学力

を有している。〔知識、理解、技能〕 

（AP2）入学を希望する研究科・専攻で継続する研究の成果を専門的知識や技能を社会に

還元し、貢献しようする強い意欲と目的意識を持つ。〔意欲、関心、態度〕 

（AP3）地域社会、国際社会、産業界の事象について主体的に課題を設定し、様々な情報

に基づき考察を行い、その結果を他者にわかりやすく根拠をもって独創的な論理を展開す

ることができる。〔思考力、判断力、表現力〕 

（AP4）多様な他者の考えや価値観を尊重して協働しつつ、自らの研究業績を適切なツー

ルを用いて発信する意欲を持つ。〔主体性、多様性、協働性〕 

 

2．求める学生像と入学者選抜方法のマトリクス表 
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※2020年 3月現在の内容。 

 

なお、大学院全体及び各研究科・専攻のアドミッション・ポリシーは、2019年度に大学

院委員会及び各研究科委員会において見直しを進め、改定したポリシーを大学ホームペー

ジにおいて公表している（根拠 5-5、2-18【ウェブ】）。今回の見直しでは、求める学生像

がより明確になるよう改善し、また、各研究科専攻における求める学生像及び入学者選抜

方法のマトリクス表を作成することにより、各入学試験がどのような「求める学生像」に

重点をおいているのか分かりやすく明示している。 

 

点検・評価項目②：学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営

体制を適切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

 

評価の視点１：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な 

設定 

評価の視点２：入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切

な整備 

評価の視点３：公正な入学者選抜の実施 

評価の視点４：入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

 

１．入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に基づく学生募集及び入学者選

抜制度の設定 

【1】学部 

 アドミッション・ポリシーに基づき、様々な能力を有する多様な学生を受け入れるため、

学生募集及び入学試験を適切に実施している。 

現在、学部の入学試験としては、一般入学試験（全学部統一日程入試・一般入試 T方式・

一般入試 S方式）、大学入試センター試験利用入学試験（前期日程・中期日程・後期日程）、

自己推薦入学試験（総合評価型・特性評価型）、スポーツ推薦入学試験、外国人留学生入学

試験、帰国生特別入学試験、社会人特別入学試験、フレックス B社会人入学試験、フレッ

クス B勤労学生・有職者特別入学試験、指定校推薦入学試験、全国商業高等学校長協会特

別推薦入学試験、附属高等学校推薦入学試験を実施している（根拠 5-6～5-13）。各入学試

験の出願資格、試験内容等については、入学試験要項及び大学ホームページにおいて適切

に公表している（根拠 5-14【ウェブ】）。 

また、アドミッション・ポリシーに基づく多様な学生を確保するため、年間を通し様々

な広報活動を展開している（根拠 5-15【ウェブ】）。 

特に、夏と春に開催するオープンキャンパスには、例年 2万人以上の受験生が参加し、

様々なプログラムへの参加を通して、大学全体及び各学部・学科の教育理念、求める学生

像、入学試験方法について理解を深める機会となっており、広報活動の中でも重要な位置

づけとしているイベントのひとつである。オープンキャンパスは、これまで予約不要とし

ていたが、2018年度より予約制を導入した。予約制の導入によって来場者数が大幅に減少

することもなく、また、来場者情報やニーズの分析が可能となったことから、広報活動や
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各種イベントの企画立案や内容見直しに活用している。 

 

【2】大学院 

大学院の修士課程及び博士後期課程では、アドミッション・ポリシーに基づいた学生募

集及び入学試験を適切に実施している。大学院学則第 35 条第 3 項第 1 号において、大

学院の学生の入学に関する事項は大学院委員会で審議すると定め、同第 43 条第 2 項にお

いて、入学試験の実施方法は研究科ごとに定めるものと規定している（根拠 1-4）。法科大

学院（法曹養成研究科）においても、法科大学院学則第 20条に入学試験について定めてい

る（根拠 1-5）。 

大学院修士課程及び博士後期課程の入学者選抜方法としては、一般入学試験（一般、学

内推薦、飛び入学、早期卒業）、社会人特別入学試験、外国人留学生入学試験に区分され、

研究科専攻ごとに、それぞれが求める学生を判定するための入学試験方法を採用している

（根拠 5-16、5-17【ウェブ】）。入学試験は、9 月及び 2月に実施している。 

法科大学院（法曹養成研究科）の入学者選抜方法は、第 1期から第 4期の入学試験試験

を未修者コース及び既修者コースのそれぞれで実施している（根拠 5-18、5-19【ウェブ】）。 

大学院においても、アドミッション・ポリシーを踏まえた多様な学生を獲得するため、

大学院進学説明会の開催や同系統学部を持つ大学に対する大学院案内の送付、ネット広告

の導入など、幅広い学生募集活動を展開している。 

 

２．入学者選抜実施のための運営体制 

【1】学部 

駒澤大学学則第 25条に基づき、本学における入学者選抜を公正かつ円滑に運営するため

に、駒澤大学入学者選抜規程を定め、適切に運営している（根拠 5-20）。駒澤大学入学者

選抜規程では、入学試験の円滑な実施を図るため、学長のもとに「入学試験本部」を置く

こと、また、入学試験に関する事項を審議するため「駒澤大学入学試験委員会」を置くこ

とを明確に定め、入学者選抜のための適切な体制を構築している。入学試験に関する各般

の事項は、学長を委員長とする駒澤大学入学試験委員会において審議され、各学部・学科

及び学生の受け入れに関する実務的な事項を取り扱う入学センターと連携を図りながら、

審議・調整を行っている（根拠 5-21、5-22）。また、駒澤大学入学試験委員会規程第 6 条

において、入学試験に関する諸問題を検討するために駒澤大学入学試験委員会に入学セン

ター所長の諮問機関として「入学センター委員会」の設置を定めており、相互に連携しな

がら両委員会の運営が行われている（根拠 5-23）。 

入学試験を実施する際は、駒澤大学入学試験本部規程に基づき、学長を本部長とする入

試本部を設置し、入学試験の円滑な実施及び入学試験における緊急かつ重大な案件につい

ての審議を行っている（根拠 5-24）。 

入学試験の合否判定は、各教授会における審議を経た後に、合格者を決定している。ま

た、一般入学試験においては、各学部に対する合否判定に関する説明会を実施し、合否判

定に係る確認事項や注意点を確認している。 

【2】大学院 

 駒澤大学大学院学則第 43条に基づき、大学院における学生募集及び入学者選抜等に関す
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る事項は、学長を委員長とする大学院委員会及び大学院に関する実務を取り扱う教務部教

務 2係が、各研究科専攻と連携を図りながら、適切な運営体制を構築している（根拠 5-25）。 

 入学試験の実施に関しては、「大学院入学試験実施要領」に則り、入試本部を設置し、本

部長に学長、構成員に副学長、研究科委員長（専攻主任）、教務部長を置き、入学試験を公

正かつ円滑に実施している（根拠 5-26）。 

入学試験の合否判定は、各研究科委員会の審議を経て、合格者を決定している。 

 

３．公正な入学者選抜の実施 

【1】一般入学試験（学部） 

過年度の各入学試験における志願者数、受験者数、合格者数、合格最低点・科目ごとの

平均点などの基本的なデータは大学ホームページや入試データブックにおいて公開し、一

般入学試験の過去問題、解答・解説は、株式会社旺文社の運営する「パスナビ」において

公開している（根拠 5-27【ウェブ】、5-28、5-29【ウェブ】）。 

公正かつ公平な入学試験の実施のため、監督業務に係る基本的な業務内容や地震等の不

測の事態への対応方法について「一般入学試験監督要領」を作成し、試験当日にも監督者

説明会を行うなど、周知・理解を徹底している（根拠 5-30）。 

障がいを持つ受験生や試験当日の電車の遅延に対応するため、特定試験室及び予備試験

室を設置している（根拠 5-30、5-31）。障がいのある受験生に対しては、各入学試験要項

において特別措置に関する周知を行い、事前に病名、症状、希望する措置内容等、受験生

より提出された診断書に基づき、試験問題・解答用紙の拡大や試験時間の延長、車イス専

用机の設置、症状別に受験室を準備するなどの対応を行い、すべての受験生が公正・公平

に受験できるよう配慮している。 

合否判定方法に関する情報は、一般入学試験要項に掲載している。2020 年度一般入学試

験要項からは、一般入学試験（全学部統一日程入試、T方式、S方式）における合計得点の

同点内判定方法についても記載し、合計得点が同点の場合に各学部・学科で合否判定に用

いる試験科目名を明示している（根拠 5-6(P.9)）。 

合格発表及び入学手続に関しては、合格発表日及び発表方法、入学手続きに関するスケ

ジュールをあらかじめ入学試験要項に明記している。2020 年度一般入学試験要項からは、

「令和 2（2020）年度一般入学試験における補欠合格発表とその手続き日程について」と

して、第 1次から第 3次補欠合格発表日及び入学手続日程に関する情報も明記し、受験生

が事前に補欠合格に関する情報を理解したうえで、円滑に入学手続きが進められるよう配

慮している（根拠 5-6(P.28)）。 

【2】特別入学試験（学部） 

 特別入学試験の志願者数・受験者数・合格者数に関する情報は、大学ホームページ及び

入試データブックにおいて公開している（根拠 5-27【ウェブ】、5-28）。過去問題は、自己

推薦入学試験については株式会社旺文社の運営する「パスナビ」、その他の特別入試につい

ては、入学試験要項に前年度の過去問題を同封し送付している（根拠 5-29【ウェブ】、5-32）。

また、自己推薦入学試験は、合格者アンケートを大学ホームページにおいて公表し、受験

生の入学試験対策にも配慮している（根拠 5-33【ウェブ】、5-34【ウェブ】）。 

 合否判定方法については、各入学試験要項に掲載している。例えば、自己推薦入学試験
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（総合評価型）法学部政治学科においては、出願書類（書類審査）50 点、小論文 100 点、

面接口試（グループ討論）100 点といったように、配点区分を記載し、合否判定の透明性

を確保している。 

特別入学試験の実施にあたっては、「実施要領」及び「面接口試実施要領」を入学試験ご

とに作成し、監督業務に係る基本的な業務内容及び不測の事態への対応を周知するため、

事前説明会を行っている（根拠 5-35）。 

なお、障がいを持つ受験生に対しては、一般入学試験と同様に、症状に応じた適切な措

置を行い、各入学試験要項において事前に入学センターへ連絡をするように周知している。 

また、特別入学試験において実施する小論文等の解答用紙は、受験生の名前が特定でき

ない措置がとられている。面接口試を実施する学部・学科においては、受験生に対し教員

複数名の面接官もしくはグループ面接を実施することにより、公平性・客観性を担保して

いる。 

【3】大学院入試 

過年度の入学試験に関する様々なデータは、大学ホームページ及び大学院案内に公開し、

入学センターにおいて過去問題を配付するなど、入学試験の透明性・信頼性の確保に努め

ている（根拠 5-17【ウェブ】、1-10）。 

入学試験の実施においては、「筆記試験監督要領」「面接試験呼出要領」を作成し、事前

に監督者業務に関する説明会を開催し、円滑な入学試験の運営に努めている（根拠 5-36）。 

このほか、公正な入学試験実施の観点から、筆記試験（専門・外国語）の採点の際には、

指導（予定）教員による意図的な採点を避けるため、受験者の氏名が特定されないよう、

解答用紙には任意の番号が付され、受験番号からであっても個人名を推測できないように

工夫されている。また、学部同様、面接試験を実施する入学試験においては、複数の教員

を当てることで公平性を維持している。このような取り組みにより、大学院入学試験の実

施における透明性・公平性を保持している。 

 

４．受験生に対する学費及び奨学金等の経済的支援に関する情報提供 

 授業料等の学費及び奨学金に関する情報は、大学ホームページをはじめ、学部学科案内

「KOMANABI」、大学院案内、各入学試験要項において公表を行っている（根拠 5-37【ウェ

ブ】）。また、学部の受験生を対象とした駒澤大学受験生サイト「think!」においても、学

費及び奨学金制度のページを設けることにより利便性に配慮している（根拠 5-38【ウェブ】、

5-39【ウェブ】）。なお、オープンキャンパスでは、保護者向け企画として「駒澤の就職力！

と奨学金」を開催し、本学の奨学金制度について情報提供し、理解を深める機会を設けて

いる（根拠 5-40）。 

大学院では、2019年度から大学院（法曹養成研究科を除く）受験者のうち、本学卒業（飛

び入学する者を含む）又は本学大学院修了者の中から、特に優秀な学生に対し、授業料減

免の措置を講じることにより勉学を奨励し、各研究科専攻の目的や特性に即した人材の育

成を図ることを目的に授業料減免を行っている（根拠 5-41）。授業料減免に関する情報提

供は、大学ホームページ及び学内の掲示により周知している。（大根拠 5-42【ウェブ】）。 

 

点検・評価項目③：適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を
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収容定員に基づき適正に管理しているか。  

 

評価の視点１：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

      ＜学士課程＞ 

       ・入学定員に対する入学者数比率 

       ・編入学定員に対する編入学生数比率 

       ・収容定員に対する在籍学生数比率 

       ・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

      ＜修士課程、博士課程、専門職学位課程＞ 

       ・収容定員に対する在籍学生数比率 

 

 入学定員及び収容定員については、駒澤大学学則、駒澤大学大学院学則及び駒澤大学大

学院法曹養成研究科（法科大学院）学則に明確に定め、適切に定員を管理している（根拠

1-3、1-4、1-5）。学生数、入学定員充足率、収容定員充足率に関する情報は、大学ホーム

ページにおいて公表している（根拠 5-43【ウェブ】）。 

 各学部・学科・専攻における入学定員及び収容定員は、駒澤大学学則第 3条に定めてい

る。学部の入学者選抜に関しては、駒澤大学入学試験委員会の決定に基づき、「当該学部教

授会の議を経て学長が決定する」と駒澤大学入学者選抜規程第 4条に規定されていること

から、同規程に基づき、各学部教授会では、過去の合格者の歩留まり率や入学辞退者数の

傾向等を勘案し、慎重な審議を経て、合格者を決定している（根拠 5-20）。 

2019年 5月 1日現在の入学定員に対する入学者数比率は、0.99であり、過去 5年間（2015

年度～2019年度）の入学者数比率の平均は、1.10である（大学基礎データ 表 2（学部））。 

入学定員の適正な管理は、学部・学科の定員が極めて少ないところもあり、さらに、年

度や学部・学科によって画一的な傾向がないことから、適正数を維持することは極めて難

しい。 

特に、2016年度より入学定員超過による私立大学経常費補助金の不交付基準や学部等設

置認可申請不認可基準が厳格化されたため、本要件も加味しながら合格者数を決定しなけ

ればならない。2019 年度の一般入学試験、・センター試験利用入学試験の合否判定に際し

ては、平成 30年度第 3回入学試験委員会において、各入試の合格者数の上限を設定したが

（根拠 5-44）、入学定員を充足しない学部・学科も一部見込まれたことから第 3 次補欠合

格を実施して入学者の確保に努めた。 

なお、2015年度～2019 年度における各学部・学科の入学定員比率の状況は、大学基礎デ

ータ表 2のとおりである（大学基礎データ（表 2））。 

編入学試験に関しては、学部・学科や年度によるばらつきは見られるが、経営学部、医

療健康科学部（4年編入）、グローバル・メディア・スタディーズ学部における充足率は高

く、文学部の各学科においては、総じて充足率の低い状態が続いている（大学基礎データ

表 2（編入学））。編入学定員の未充足については、第 2 期認証評価においても努力課題と

して指摘を受けたことから、全学的な課題と位置づけ、改善に向け様々な取り組みを実施

しているが、学生の安定した確保には至っていない（根拠 2-34）。 

しかしながら、編入学定員の充足に向けては、駒澤大学入学試験委員会及び各学部教授
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会において定期的に検討が行われ、2018年 10 月には学長から各学部長に対し、「編入学定

員の充足率改善について」として文書も提示され、編入学定員充足率改善に向け、各学部

に対し改めて協力依頼がなされた（根拠 5-45）。また、2018年 10月 16日開催の第 2回入

学試験委員会においては、「「高大接続プラン」に伴う駒澤大学の入試制度改革について」

として編入学試験に関する改善の方向性が示され、編入学指定校の校数増加や 2020年度編

入学試験より一部の学部・学科において 2年次編入学試験を導入するなど、様々な改善策

を講じている（根拠 5-8、5-46）。今後も引き続き様々な改善策を検討・実施しながら、編

入学者の確保に努めていく。 

大学院の各研究科専攻の入学定員及び収容定員は、駒澤大学大学院学則第 7条、駒澤大

学大学院法曹養成研究科（法科大学院）学則第 4条に定めている（根拠 1-4、1-5）。 

研究科専攻によって状況は異なるが、入学定員及び収容定員が充足できない状況が続い

ており、定員充足比率も非常に低い。（大学基礎データ 表 2）。 

2019年 5月 1日現在の修士課程、博士課程、専門職大学院（法曹養成研究科）における

入学者数比率、収容定員比率、は、以下のとおりである（大学基礎データ・表 2（学部））。 

 

 入学定員比率 

（2019 年 5月 1日） 

入学定員平均比率 

（2015～2019） 

収容定員充足率 

（2019年 5月 1日） 

修士課程 0.60 0.54 0.68 

博士後期課程 0.30 0.24 0.34 

法曹養成研究科 0.31 0.35 0.31 

 

入学定員及び収容定員の充足状況は、大学院委員会において充足状況に関する報告を行

い、各研究科委員会においてその課題について定期的に検討を行っている（根拠 5-47）。 

入学定員及び収容定員は未充足の状況は続いているものの、各研究科においては適切な

入学試験を実施し、入学者の質を担保しながら、充実した研究環境のもと、学生に対しき

め細かな指導体制を整備している。 

 

点検・評価項目④：学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１．入学者の受け入れに関する適切性の検証 

 入学者の受け入れに関する適切性については、毎年度の入試結果、入学者の追跡調査及

び他大学の入試動向等を踏まえながら、駒澤大学入学試験委員会を中心に全学的な検証を

実施している。入学センター及び学長室大学 IR 係において前年度入試結果を踏まえた入試

動向の分析・検証を行い、入学試験委員会において報告することにより情報共有を図って

いる（根拠 5-48）。特に、学長室大学 IR係では、入学者追跡調査による選抜方法の妥当性
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の検証を行い、入学から卒業までの追跡調査として、各種データ（初年次 GPA、初年次修

得単位数など）を入試区分別に集計し、入学選抜方法の妥当性について検証している（根

拠 5-49）。 

また、毎年、各学部教授会や学部内に独自に設置した入試に関する委員会等が、各種分

析資料や自己点検・評価結果等を活用し、定期的に入学者の受け入れに関する検討・審議

を行っており、審議結果は必要に応じて駒澤大学入学試験委員会に報告されている。 

さらに、大手予備校による入試動向に関する調査・分析報告会を毎年開催し、入学試験

の社会的動向や各学部・学科の志願状況、競合大学との競争分析、受験者層を比較分析し

た結果等について報告を受けている（根拠 5-50）。 

このように、学内外による調査分析結果を複合的に活用しながら、入学者選抜の妥当性

及び適切性の検証を適切に行っている。 

 

２．点検・評価結果に基づく改善・向上 

 点検・評価結果等を踏まえ、各学部・研究科そして大学全体の改善・向上に繋がる取り

組みを行っている。 

 改善・向上の取り組みの事例として、学部において実施する外国人留学生の合否判定の

明確化が挙げられる。外国人留学生入学試験では、出願書類（書類審査）を合否判定資料

として取り扱っているが、出願書類のうちどの書類を判定資料として使用しているのか受

験生に明確に示しておらず、また、出願書類に含まれる「日本留学試験」の結果について

も、その結果をどのように取り扱うのか基準を設けていなかった。そのため、出願書類が

合否判定においてどの程度の比重を占めるのか、受験生にとって不明瞭な状況であったこ

とから、駒澤大学入学試験委員会では出願書類における合否判定の在り方について検討を

進め、2020年度の外国人留学生入学試験より、出願書類に志望理由書を加え書類審査の対

象とするとともに、「日本留学生試験」の結果については、出願書類と項目を別に設定する

こととした。これにより、合否判定の透明性がより確保され、入学試験要項において受験

生に対する正確な情報の提供が可能となり、改善が図られた（根拠 5-51、5-10）。 

また、大学院の商学研究科では、点検・評価結果に基づき、商学研究科委員会で留学生

の受入拡大に向けた議論を進め、研究科内に改革作業チームを設置するなど、外国人留学

生の受け入れ拡大に向けた様々な取り組みを実施している。具体的な取組事例として、研

究科独自のリーフレットを作成し日本語学校等へ配付を行い、また、外国人留学生入試に

おける試験科目の一部を外部試験によるものにするなど、研究適性の評価を多様化し、外

国人留学生が受験しやすい入学試験制度・環境を整えている（根拠 5-16、5-52、5-53）。 

各学部や研究科・専攻においては、各種分析資料や点検・評価結果を踏まえた、入学者

の受け入れの改善・向上に向けた取り組みが行われているが、点検・評価結果が大学及び

大学院全体の課題の改善に向け、十分に活用出来ているとは言えない。各組織の自己点検・

評価結果を集約しながら、大学全体の諸活動を見渡しつつ、最優先に取り組むべき課題を

抽出し、課題に応じて各組織を支援するなど、駒澤大学入学試験委員会及び教学運営会議

が連携しながら学生の受け入れに関する取り組みを進めていくことが重要になってくるだ

ろう。 
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（２）長所・特色 

【1】受験生情報の分析・検証 

 点検・評価項目②に既述したとおり、本学ではオープンキャンパスをはじめ、入学セン

ターが開催する受験生を対象とする各種イベントにおいて予約制を導入している。特に、

夏と春に開催するオープンキャンパスは例年 2 万人以上が来場する非常に大きなイベント

であるが、2018年度より予約制を導入した（根拠 5-54）。導入のメリットとして、予約に

より来場者情報の確実な取得が可能となったことが挙げられる。導入以前は、来場者アン

ケートから受験生に関する情報を取得し分析・検証を行っていたが、アンケートの提出が

任意であったことから、来場者情報の取得が十分ではなかった。予約制の導入により、来

場者情報を確実に取得することが可能となり、来場者の属性に応じたイベントの開催や企

画内容の見直しが可能となった。例えば、2018 年度のオープンキャンパスの来場者情報を

もとに、2019年度のオープンキャンパスでは、保護者向けプログラム数を増加するなど企

画の見直しを行っている。（根拠 5-55）。 

【2】入学者選抜における責任体制の明確化と柔軟性 

 点検・評価項目②に既述したとおり、本学の入学者選抜に係る様々な事項は、駒澤大学

入学者選抜規程に定め、入学試験の公正かつ円滑な運営が行われている。入学試験に関す

る様々な事項は、「駒澤大学入学試験委員会」において審議し、決定している。駒澤大学入

学試験委員会の決定に基づきながらも、入学者選抜に関しては、駒澤大学入学者選抜規程

第 4条において「入学者選抜については、当該学部教授会の議を経て学長が決定する」と

定めており、各学部教授会の自治に委ねられている。これにより、各学部の現状に合わせ

柔軟に対応できる体制が構築されるため、各学部のアドミッション・ポリシーを踏まえた

学生の確保を可能としている。 

【3】入学試験における公正性及び透明性の確保 

 点検・評価項目②に既述したとおり、本学では各種入学試験の入試結果や過去問題の公

表、一般入試対策講座や自己推薦入試対策講座を実施するなど、入学試験に関する情報を

積極的に公表している。入試データブックには、一般入学試験の学部別・入試方式別の合

格最低点とともに、受験者及び合格者の科目別の平均点も公開し、透明性を確保している。

2020年度一般入学試験要項においては、一般入学試験における補欠合格の発表方法と手続

き日程について明示し、補欠合格に関する情報を公開し、受験生の入学手続きに関する情

報取得に配慮している。 

 また、多様な受験生の獲得と利便性の向上を目的として、一般入学試験（全学部統一日

程入試）は全国 12会場で実施しているが、駒沢キャンパスを除く 11会場の各試験室にお

ける主任監督は、各学部等から選出された教員が務め、事務部署から選出した職員も現地

に帯同し、仮受験票の発行や答案整理等の業務に当たるなど、公正性・公平性を確保して

いる。 

 

（３）問題点 

 点検・評価項目③に既述したとおり、学部においては編入学定員の充足、大学院の各研

究科専攻においては入学定員及び収容定員の未充足が課題として認識している。 

編入学定員については、第 2期認証評価において努力課題として指摘されたことを受け、
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「駒澤大学教学に関する施策体系（2014年度～2017年度）」において、編入学試験の在り

方について検討することを盛り込み、全学的な課題として検討を続け、2016 年度から新た

な編入学定員で編入学試験を実施するなど対応を行ってきたが、未だ充足には至っていな

い。現在も、編入学定員の充足に向けては、駒澤大学入学試験委員会と各学部が連携し検

討を続けており、2020 年度編入学試験より一部の学部学科において新たに 2年次編入を導

入している。また、指定校編入学に関しても、毎年見直しを行い、指定校数を増やしてい

る。今後も編入学試験に関する様々な改善策を検討しつつ、その検証を進めていきたい。 

研究科専攻に関しては、入学定員及び収容定員ともに未充足の状況が続いているが、各

研究科委員会では定期的に検証を行い、検証結果により、入試制度改革や学生募集活動の

強化を図っている。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、アドミッション・ポリシーを大学全体、各学部・学科、大学院全体、研究科専

攻ごとに明確に定め、大学ホームページや学部・学科案内、各種入学試験要項等において

公表している。アドミッション・ポリシーは、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・

ポリシーを踏まえて策定されており、定期的に各学部教授会や研究科委員会において確認

を行い、適宜、見直しを行っている。 

 入学者選抜を公正かつ円滑に実施するために、「駒澤大学入学者選抜規程」を定めている。

入学試験に関する様々な事項は、学長を委員長とした駒澤大学入学試験委員会において審

議し、同委員会と各学部教授会、入学センターが相互に連携しながら、適切な運営がなさ

れている。大学院では、入学者選抜に関する事項は、学長を委員長とする大学院委員会に

おいて審議が行われている。大学院の入学試験は、9月と 2月それぞれ、一般入学試験（一

般、学内推薦、飛び入学、早期卒業）、社会人特別入学試験、外国人留学生入学試験に区分

し、研究科専攻ごとに、それぞれが求める学生像を判定できる入学試験方式を採用してい

る。公正・公平な入学試験の実施に向け、各入学試験要項や過去問題において、受験に関

する様々な情報を積極的に公表している。入学試験の実施の際は、入学試験本部を設置し、

監督者要領に基づき各試験室が同一の環境・内容により試験が運営されている。障がいの

ある受験生に対しても、症状に応じ適切な措置を講じるなど、学部及び大学院ともに公平・

公正な試験を実施している。 

 入学定員及び収容定員に係る在籍学生数の適切な管理に向けて、各学部・学科及び入学

センターの連携により、大学全体として入学定員の大幅な超過・未充足はなく、適切に定

員管理が行われていると判断できるが、入学定員の管理は年々難しさを増していることか

ら、引き続き注視していく必要がある。大学院の各研究科専攻における入学定員及び収容

定員に関しては、その充足率が依然として厳しい状況にあるため、今後も学生募集活動及

び入学試験に関する継続的な検討が必要である。 

入学者の受け入れに関する自己点検・評価は、各学部・学科、大学院、事務組織におい

て毎年行われている。点検・評価結果は、入学者選抜に係る様々な事項の改善・向上に活

用されているが、今後は、各組織における個々の結果を集約しながら、大学全体として、

入学者の受け入れに関する全学的な方針の決定に活用していく必要がある。特に、2018年

度に設置した駒澤大学教学運営会議において、自己点検・評価の結果を踏まえ、全学的な
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取組計画を策定していく役割を果たしていくことも重要となってくる。 

以上のことから、「第 5章 学生の受け入れ」については、大学基準を満たしているとい

える。 

  



 

82 

 

第６章 教員・教員組織 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部・   

研究科等の教員組織の編制に関する方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学として求める教員像の設定 

評価の視点２：各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（各教員の役割、連携

のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 

 

１．大学として求める教員像及び教員組織の編制に関する方針の設定 

 本学は「仏教」の教えと「禅」の精神を建学の理念、つまり教育・研究の基本とする大

学である。この建学の理念は、駒澤大学学則第 1条、駒澤大学大学院学則第 1条及び「駒

澤大学学士課程教育の方針（3つのポリシー）」において明示している（根拠 1-2【ウェブ】、

1-3、1-4）。これらの理念・目的を理解し、教育研究活動が実践できる教員を求めるため、

2017年度に「大学の求める教員像及び教員組織の編制方針」を制定した（根拠 6-1【ウェ

ブ】）。本方針は、各学部等教授会及び研究科委員会の意見を踏まえながら検討を進め、教

員人事委員会及び全学教授会での審議を経て策定し、大学ホームページで公開することに

より、教職員間で内容を共有している（根拠 6-2、6-3）。 

 本学の求める教員像及び教員組織の編制方針は、以下の通りである。 

大学の求める教員像 

 本学の求める教員像は、本学の建学の理念を理解しその現代的展開を踏まえつつ、教

員としての職務と責任を真摯に自覚し実践する教員である。具体的には、以下に掲げる

項目についての能力及び資質を有すると同時に、日々これらの能力向上のための改善努

力を惜しまないことが求められる。 

１．大学及び各学部等並びに各研究科の教育の理念と 3 つのポリシー（ディプロマ・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）に基づき、学生の

能力向上を目的とし、学生のために真摯で慈悲に満ちた取組みを考え実践すること。 

２．学問の自由を享受しその保持に努める研究者として、専攻ないし研究する分野にお

ける研究活動を真摯にかつ継続的に実践し、その研究成果を学界の内外に公表するに

とどまらず、学生に教授しまた広く一般にも発信することによって、社会に積極的に

貢献すること。 

３．大学の構成員として、大学並びに所属組織の状況を客観的に理解し、大学並びに所

属組織における自らの役割及び職務を正しく認識し、自ら率先しさらには他の教職

員と協力して、本学の目的を達成するために尽力し、かつ円滑な大学運営に寄与す

ること。 
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教員組織の編制方針 

 本学の建学の理念の具現化を目指し、以下の点に留意して教員組織を編制する。 

１．教員数 

大学設置基準における必要数を踏まえ、各学部等の教育の理念を実現するために、  

適切な数の教員を配置する。 

２．構成 

教育研究水準の維持向上及び活性化を目的に、教員組織の多様性（ダイバーシティ）

と包括（インクルージョン）に留意して、国籍、性別、信条等による差別を行わない。

ただし、組織としての教員構成であるために、年齢や性別に著しい偏りがないように

積極的に配慮する。 

３．科目担当 

教育上主要と認められる科目については、専任教員が担当するように配置する。 

４．人事 

法令、学内規程並びに理事会決定等の範囲内において、各学部等・研究科が自律的か

つ公正に定める基準に則り、適切な手続きに従い透明性を担保すると同時に説明責任

を果たせる適切な人事を行う。 

５．教員の資質の向上 

各教員は、自らの教育の質の保証を行うため、PDCA サイクルに従い、自律的に授業評

価及び不断の改善を行う責任を持つ。また、各学部等・研究科は大学の機関としての

立場から、自らの機関としての自己点検・評価並びに改善を積極的に行う。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

上記のとおり、大学の求める教員像及び教員組織の編制方針は、大学ホームページにお

いて公表しているものの、より一層の周知・理解を深めるため、今後は大学ホームページ

以外の媒体への明示、客員教授や非常勤講師への周知方法についてさらなる検討が必要で

ある。 

 

２．各学部・各研究科等の教員組織の編制に関する方針  

 2017 年度に制定した「大学の求める教員像及び教員組織の編制方針」を踏まえ、2018

年度には「各学部等・研究科の求める教員像及び教員組織の編制方針」を制定した（根拠

6-4）。本方針は、建学の理念の具現化を目指し、「大学の求める教員像及び教員組織の編制

方針」を踏まえ、各学部等・研究科が求める教員像並びに教員組織の編成方針として、教

員数、構成、科目担当、人事、教員の資質の向上に留意した教員組織の編制について明示

している（根拠 6-5、6-6、6-7、6-8）。 

 例えば、法学部における求める教員像及び教員組織の編制方針は、以下のとおり、定め

ている。 
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求める教員像（法学部） 

法学部の求める教員像は、大学の求める教員像を前提として、本学の建学の理念を理

解しその現代的展開を踏まえつつ、教員としての職務と責任を真摯に自覚し実践する教

員である。 

教員組織の編制方針（法学部） 

法学部は、大学の教員組織の編制方針を前提として、大学の建学の理念の具現化を目

指し、以下の点に留意して教員組織を編制する。 

１．教員数 

 大学設置基準における必要教員数を踏まえ、法学部の教育の理念を実現するために、

適切な数の専任教員を配置する。 

２．構成 

 教育研究水準の維持向上及び活性化を目的に、教員組織の多様性（ダイバーシティ）

と包括（インクルージョン）に留意して、国籍、性別、信条等による差別を行わない。

ただし、組織としての教員構成であるために、年齢や性別に著しい偏りがないよう積極

的に配慮する。 

３．科目担当 

 教育上主要と認められる科目については、専任教員が担当するよう配置する。 

４．人事 

 法令、学内規程並びに理事会決定等の範囲内において、法学部が自律的かつ公正に定

める基準に則り、適切な手続きに従い透明性を担保すると同時に説明責任を果たせる適

切な人事を行う。 

５．教員の資質の向上 

 法学部の各教員は、自らの教育の質の保証を行うため、PDCA サイクルに従い、自律的

に授業評価及び不断の改善を行う責任を持つ。また、法学部は大学の機関としての立場

から、自らの機関としての自己点検・評価並びに改善を積極的に行う。 

※2019年 5月 1日現在の内容。 

 

「大学の求める教員像や教員組織の編制方針」と同様に、「各学部等・研究科の求める教

員像及び教員組織の編制方針」は、大学ホームページにおいて公表している（根拠 6-9【ウ

ェブ】）。 

 教員組織の連携体制としては、駒澤大学学則第 53 条において各学部等に教授会を、第

53 条の 2において全学教授会を設置することを定めている（根拠 1-3）。全学教授会の運営

については、全学教授会規程に定め、全学にわたる教育研究に関する重要な事項及び学長

がつかさどる全学にわたる教育及び研究に関する基本的事項並びに各学部等間の連絡調整

について審議を行い、学長の求めに応じて各学部等が意見を述べることになっている（根

拠 2-2）。 

 大学院においては、駒澤大学大学院学則第 35 条において各研究科に研究科委員会を設置

し、第 34条において大学院委員会を設置することを定め、大学院委員会は学長の求めに応

じ、意見を述べることになっている（根拠 1-4、5-25）。 

 



 

85 

 

点検・評価項目②：教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、

適切に教員組織を編成しているか。 

 

評価の視点１：大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

評価の視点３：学士課程における教養教育の運営体制 

 

１．大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数 

 本学の専任教育職員（以下「専任教員」という。）は、教授、准教授、講師、助教と定め

られている（根拠 6-10）。さらに、駒澤大学学則第 49条に基づき「専任助手に関する規程」

を定め、実験・実習又は実技を伴う学部・学科においては、専任助手（以下「助手」とい

う。）を任用することができると定めている（根拠 1-3（P.12）、根拠 6-11）。 

2019 年 5 月 1 日時点における学士課程に関わる専任教員数は 315 人、助手 3 人であり、

大学設置基準上必要な専任教員数（200人）を満たしている。職位による内訳は、教授 218

人、准教授 66人、講師 29人、助教 2人であり、全ての学部において大学設置基準上必要

な専任教員数を満たしている（大学基礎データ 表 1）。なお、医療健康科学部においては、

大学設置基準のみならず、診療放射線技師学校養成所指定規則も踏まえ必要な教員数を配

置している。 

大学院課程に関わる専任教員数は、修士課程、博士後期課程を合わせて 383人であり、

すべての研究科において大学院設置基準上必要な専任教員数（102人）を満たしている（大

学基礎データ 表 1）。また、専門職学位課程（法曹養成研究科）に関わる教員は 15人であ

り、法科大学院設置基準上必要な専任教員数（12人）を満たしている（大学基礎データ 表

1）。   

なお、専門職大学院設置基準に依拠した分野別認証評価基準に従った日弁連法務研究財

団の法科大学院認証評価において、「専任教員の必要数及び適格性」につき「法科大学院の

教育に必要な能力を有する専任教員が必要数配置されている」と評価されている（大学基

礎データ表 1、根拠 4-91）。 

以上のように、すべての学部・研究科において、大学設置基準等で定められた専任教員

数を満たしている。 

 

２．適切な教員組織編制のための措置 

 本学における専任教員の就業に関する様々な事項は、「駒澤大学教員就業規則」に定め、

本規則の第 27 条において、専任教員の担当授業時間は、1 時限 90 分を基準とし 1 週 4 時

限以上と定めている（根拠 6-12）。非常勤講師の就業についても「駒澤大学非常勤講師就

業規則」において定めている（根拠 6-13）。 

大学設置基準によれば、教育上主要と認める授業科目については、原則として専任教員

に担当させるものとしている。本学では、具体的な授業科目担当者の選任は、各教授会及

び研究科委員会で担当科目を審議し、各学部・学科の教育課程に沿った専任教員を揃え担

当している。それぞれの分野・科目で高い専門性を有する教員が科目を担当することで、

教育の質を担保している。学士課程における主要授業科目の担当状況は、大学基礎データ
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表 4（主要授業科目の担当状況（学士課程））の通りである。学部における専門教育におけ

る専任担当率は、50.3％（文学部心理学科）～75.7％（経営学部市場戦略学科）となって

おり、大学設置基準及び本学の教員組織の編制方針も踏まえた、適切な組織編制がなされ

ていると判断できる（大学基礎データ 表 4）。 

本学の大学院担当教員は、学部等に所属する専任教員の多くが大学院も担当し、「大学院

担当教員の委嘱に関する規程」、「法科大学院担当教員の委嘱に関する規程」並びに各研究

科において定める選考基準の内規に基づき、資格審査を適切に行っている（根拠 6-14、

6-15）。 

 教員組織における年齢構成は、大学基礎データ表 5（専任教員年齢構成）に記載のとお

りである（大学基礎データ 表 5）。一部の学部の年齢構成に若干の偏りもみられるが、概

ねバランスの良い構成となっている。年齢構成は、退職者等の補充として行われる新規教

員採用により、徐々に改善している。例えば、医療健康科学部においては、教員採用人事

においては若手研究者の積極的採用に配慮し、採用条件等を学部教授会で審議している。 

教員組織の多様性に関しては、教員の男女比の改善がある。従来は男性教員比率が高か

ったが、近年は女性教員比率が高くなっており、女性専任教員比率をみると、2019年度は

19％であり、2013年度の 16％よりも上昇している（根拠 6-16）。大学教員というプロフェ

ッショナルの採用においては、その自由度には制約があるが、そのなかにおいても女性教

員比率が年々増加していることは特長である。なお、学部別では、4％（仏教学部）～30％

（総合教育研究部）となっている。 

民間企業等出身者及び外国人教員の受け入れは、学問分野やその特殊性によって異なっ

ている。民間企業等出身者の専任教員としての任用は、2019年度の全学の比率では 16％と

なっており、多くの学部で研究業績を中心とする採用方法をとっているために、特に積極

的な採用がなされているわけではない（根拠 6-17）。ただし、経済学部現代応用経済学科

33％、グローバル・メディア・スタディーズ学部では 52％であり、一部の学部・学科では

その教育研究上の特性を踏まえた高い比率となっている。 

本学の 2019年度の外国籍の専任教員比率は 5％であり、外国語教育科目のほか、専門教

育科目にも配置している。特に、実践的な英語教育に力を入れているグローバル・メディ

ア・スタディーズ学部では、外国籍専任教員比率が 26％となっており、教育研究上の特性

を踏まえた高い比率となっている（根拠 6-18）。 

 

３．学士課程における教養教育の運営体制 

 学士課程における教養教育科目及び教職課程に関する科目の授業は主に、総合教育研究

部が担っている。総合教育研究部は、文化学部門 7人（うち哲学系 3人、宗教学・人類学

系 4人）、自然科学部門 6人、日本文化部門 6人、スポーツ・健康科学部門 11人、外国語

第一部門 12人、外国語第二部門 15人（うちドイツ語 3人、フランス語 4人、スペイン語

3 人、中国語 4人、ロシア語 1人）、教職課程部門 7人から構成されている。総合教育研究

部に所属する教員の組織的な連携体制の仕組みとして、駒澤大学学則第 53条に基づいた総

合教育研究部教授会を設置し、総合教育研究部長及び各部門の主任を総合教育研究部教授

会規程により明確に定め、連携した運営が行われている（根拠 6-19）。 
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点検・評価項目③：教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関す

る基準及び手続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 

 

 専任教員の任用・昇任に関しては、「専任教育職員の選考基準に関する規程」に基づき、

各学部等教授会及び教員人事委員会の審議を踏まえて、適切に行われている（根拠 6-10、

6-20）。専任教員の選考は、教授、准教授、講師、助教の職位に応じて選考条件を定め、人

格・学歴・職歴及び教育研究上の業績等に基づいて行う。その場合の選考基準は、原則と

して、大学設置基準第 4章「教員の資格」の規程を準用している。 

大学院の担当教員は、基本的に学部等教員の委嘱となる場合が多く、大学院担当教員の

委嘱に関する規程に基づき、各研究科委員会に設置した審査委員会において、能力及び資

格の審査を行う。審査結果に基づき、各研究科委員会及び大学院人事委員会の議を経て、

学長が委嘱している（根拠 6-14、6-21、6-22）。大学院の担当教員の委嘱においては、大

学院科目を担当可能な高度な教育研究指導能力があると認められる教員の採用を重視し、

委嘱を行っている。 

法曹養成研究科では、法科大学院教員の特性に応じた教員の新規採用及び昇任を判断す

る際の指針となる基準として「専任教員（研究者教員）の採用及び昇格に関する内規」及

び「専任教員（実務家教員）の採用及び昇格に関する内規」を定めている（根拠 6-23、6-24）

特任教員については「駒澤大学法科大学院特任教員に関する規程」により定めている（根

拠 6-25）。 

非常勤講師については、「駒澤大学非常勤講師就業規則」の第 4条及び第 5条に任用及び

解雇、任用の基準について定め、規程に基づき適切な任用等が行われている（根拠 6-13）。 

専任教員の募集においては、募集科目、募集人数、職名、採用予定日、応募資格、応募

期限、提出書類、選考日程、審査結果の通知等の要領を記載したいわゆる一般公募を実施

し、紙媒体及び大学ホームページのみならず、JREC-IN Portalへ登録することにより広く

告知し、国籍、性別、年齢を問わず公平・公正な募集が行われている。 

なお、大学ホームページの教職員の公募ページには、「大学の求める教員像や教員組織の

編制に関する方針」及び「各学部・研究科求める教員像や教員組織の編制に関する方針」

を併せて掲載し、応募者に対し、本学の求める教員像及び編制方針に対する理解を求めて

いる（根拠 6-26）。応募者に対しては、各学部に設置した業績評価委員会等で選考を行い、

研究と教育の両面において書類審査とともに面接等を行い、最終的に各学部等教授会での

審議により採用予定者を確定している。そして、採用予定者は、教員人事委員会での審議

を経て、学長より委嘱される（根拠 6-20）。 

 

 

点検・評価項目④：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に

実施し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 
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評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 

 

１．FD活動の組織的な実施 

本学では、教員の授業内容や授業方法の改善、質向上を目指し、全学的かつ組織的なフ

ァカルティ・ディベロップメント（FD）を推進している。 

大学全体の活動として、学長を委員長とする「駒澤大学 FD推進委員会」を設置し、「駒

澤大学 FD憲章」に基づいて、授業評価や授業方法の改善、研修会等について定期的に審議

している（根拠 4-44、6-27【ウェブ】、6-28）。また、「駒澤大学 FD推進委員会」の下部組

織として、各学部等の代表委員から組織する「FD 推進委員会小委員会」（2018 年度：7 回

開催）、さらにテーマごとに課題に取り組む複数の「ワーキンググループ」（2018 年度：7

回開催）を設置している。 

各学部等単位による FD活動については、駒澤大学 FD推進委員会規程第 7条において学

部長等を部会長とした「FD推進部会」を設置することを定められ、大学全体の活動と並行

し学部等による組織的な FD活動も実施している。 

なお、2016 年からは教員による FD 活動をさらに発展させ、学生の目線を直接取り入れ

ることを目的に、「学生 FDスタッフ」が編成され、FD推進委員会と協力して授業等の改善

に取り組んでいる（根拠 6-29【ウェブ】）。 

大学院の FD活動については、「駒澤大学大学院 FD推進委員会」を設置し、学長を委員長、

副学長を副委員長として、大学院各研究科委員長、大学院各専攻から選出された者、教務

部長を委員構成員としている（根拠 4-64、6-30）。審議内容として、①大学院全体の FD実

施に係る基本的事項に関すること、②教員の教授方法等の改善のための支援に関すること、

③授業評価の実施に係る企画・運営に関すること、④各研究科が行う FDの支援に関するこ

と、⑤その他 FDの推進に必要な事項に関することについて、定期的に審議が行われている。

大学院 FD推進委員会を通じて「大学院研究教育に関する院生アンケート調査」を実施し、

調査結果について大学院 FD推進委員会において検証・改善に向けた取り組みを行っている

（根拠 4-61）。 

法曹養成研究科においては、「法科大学院 FD推進委員会」を設置している（根拠 6-31）。

教員の教育に必要な能力を維持・向上するための取り組みとして、FD 活動の一環として 

①授業アンケート、②教員の授業参観を実施している。①②の結果は、自ら反省して授業

内容・方法等の改善に努め、また相互に授業を評価し意見を述べるため、法科大学院 FD

小委員会で審議している（根拠 6-32）。また、法科大学院協会等が主催する法科大学院教

育に関連する各種研修やシンポジウムに教員を派遣し、派遣された教員は、教授会におい

てその概要を報告し、その報告に基づいて教員間の意見交換を行っている。 

以上のとおり、全学的かつ組織的な FD活動を推進しているが、主な FD活動として以下

の活動が挙げられる（根拠 6-33【ウェブ】）。 

【1】FD研修会 

近年の高等教育施策の中心に挙げられる「教育の質保証」に焦点を当て、その必要性を

教職員間で広く共有するとともに、本学における今後の方向性を探る FD研修会を開催して
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いる（根拠 6-34【ウェブ】）。2018年度の FD研修会は 5回開催し、参加人数は 152人であ

った。FD 研修会では毎回テーマが設定されており、2019 年度第 1 回は授業支援システム

（C-Learning・YeStudy）の活用促進をテーマに、第 2 回は「FD 活動の意義と現状」をテ

ーマに外部講師による講演やパネルディスカッション、後援である世田谷プラットフォー

ム加盟校の教員も参加し、教職員共に今後に期待する FD活動の在り方や教職協働について

考え、本学が取り組むべき大学の質保証に関して意見交換を行い有意義な研修会となった。 

【2】公開授業 

例年 11 月～12 月にかけて、全学部において公開授業を行っている。公開授業は、授業

改善のための教員による相互研鑽を目的に、工夫に富んだ授業に接し、その体験による発

見を通して、今後の授業改善のためのヒントを得ることを目的に実施している。公開授業

の実施後には「公開授業実施結果の報告」として公開授業の報告書が取りまとめられ、教

員間で共有を図っている（根拠 4-41（P.13））。また、一部の学部・学科では、公開授業の

振り返り会を独自に実施し、公開授業の実施結果を通じて、授業方法の改善にフィードバ

ックしている。 

【3】学生による授業アンケート 

 例年、6 月と 11 月の 2 回、各教員の授業改善を目的として、「学生による授業アンケー

ト」を実施している。アンケートの集計結果は、各教員にフィードバックされ、以後の授

業改善に活用している。また、各教員はアンケート結果を踏まえ、担当する授業の次年度

シラバスに今後の授業内容・方法の改善点を明記することにより、アンケート結果に対す

る学生に向けたフィードバックを行っている（根拠 4-4（P.9））。 

【4】学生 FDスタッフ 

 本学では、全教員による様々な FD活動をさらに発展させ、学生の目線を直接取り入れる

ため、学生 FD スタッフを 2016 年から毎年募集している。2019 年度は 14 人のスタッフに

より活動が行われている（根拠 6-29【ウェブ】）。 

 学生 FDスタッフの主な活動として、「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」が挙げられ

る。本取り組みは、学生から見て効果的な教育方法を実践する教員を表彰し、その教育方

法を全学的に共有することで、駒澤大学全体の教育の質を向上させることを目的として、

2016 年度より開始した。学生 FD スタッフによる運営により、全学生による投票を基に当

該の受賞科目を決定し、受賞教員が実践している取り組みの内容を、授賞式のほか FD研修

会等で共有を図っている（根拠 6-35【ウェブ】）。 

また、2018、2019 年度には、学生 FD スタッフと学長との意見交換会を開催し、カリキ

ュラムやキャリアイベント、学生食堂、施設・設備に関することなど、様々な意見交換を

行っている（根拠 6-36【ウェブ】）。 

以上の FD 活動における取り組み内容は『FD NEWSLETTER』を年 4 回、『FD 活動報告書』

を年度末に発行し、学内で共有するとともに、大学ホームページにおいて社会に対する公

表も行っている（根拠 6-37【ウェブ】、根拠 6-38【ウェブ】）。このように、本学の FD活動

は全学的かつ組織的に実施され、さらには、各組織においても様々な活動が行われている

と言える。しかしながら、このような FD活動が教員及び全学的な教育の質向上にどの程度

繋がっているかについては、十分な検証ができていないという実態があるため、今後は FD

活動により得られた成果・質向上の事例等を確認・検証できる体制を構築していく必要が
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あると考えられる。 

 

２．教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 

教員の教育活動の評価とその結果の活用に関しては、既述のとおり、学生 FDスタッフを

中心に実施している「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」を通じて、各教員の教育活動

の評価を行っている（根拠 6-35【ウェブ】）。「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」は、

学生から見て効果的な教育方法を実践する教員を表彰し、その教育方法を全学的に共有す

ることにより、大学全体の教育の質向上を目的として実施している。全学生による投票を

基に受賞科目を決定し、2019年度の受賞教員数は 8人であった。受賞者の取り組みの内容

は、授賞式のほか FD 研修会（毎年 2月に実施）などで発表する機会を設け、共有を図って

いる。 

教員の研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用に関しては、教員業績管理システ

ム及び researchmap（教員業績管理システムと自動連携）に、各教員が業績を入力し、大

学ホームページにおいて公表しているが、その業績の評価までは行っていない（根拠 2-40

【ウェブ】）。研究論文等の教員の研究成果を発表する場として、学内の論集や研究紀要が

あり、これらは大学ホームページでも公開している（根拠 6-39【ウェブ】）。なお、これら

教育研究活動における業績は、昇任の際の評価対象にもなっている。 

大学院では、大学院 FD推進委員会を通じて「大学院研究教育に関する院生アンケート調

査」を実施し優良授業に関する紹介はなされているものの、教育活動、研究活動、社会活

動等に関する評価とその結果の活用までには至っていない。 

このほか、曹洞宗の教学及び本学の学術の振興をはかることを目的に、「駒澤大学学術褒

賞」を設け、教員の研究活動について評価している（根拠 6-40）。学術褒賞は、駒澤大学

学術褒賞規程に基づき、「曹洞宗特別奨励賞」及び「駒澤大学学術文化賞」が設けられ、専

門分野において学術上顕著な業績を発表した者に対して褒賞を行っている。曹洞宗特別奨

励賞は、「仏教学・禅学・宗学」及び「教化学」の 2 部門から各 1 件に対し、賞状及び賞

金を授与するもので、仏教学・禅学・宗学・教化学の分野で顕著な業績を有する者とし、

対象者は学内・学外を問わない。駒澤大学学術文化賞は、1 件又は 2 件とし、それぞれに

賞状及び賞金を授与するもので、学校法人駒澤大学の設置する大学に所属する専任教員を

対象としている。2019年度まで継続的に応募者・受賞者が出ている。 

 

点検・評価項目⑤：教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１．教員組織の適切性の定期的な点検・評価 

大学の理念・目的に基づき、本学の教育活動の質的充実と向上及び社会貢献を持続的に

推進することを目的とし、学長を中心とした大学全体の教学運営による、恒常的検証・改

善サイクルの仕組みを構築している。本学では、この恒常的検証・改善サイクルの仕組み
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を「内部質保証」と定義し、大学全体の内部質保証を推進している(根拠 2-1【ウェブ】）。

内部質保証推進体制として、自己点検・評価による内部質保証の検証、内部質保証の検証

結果を踏まえた改善取組計画等の策定及び実施を踏まえた、点検・評価を実施している。 

教員組織の適切性については、「全学自己点検・評価に関する規程」及び「全学自己点検・

評価に関する規程施行細則」に基づき、全学自己点検・評価委員会を中心に毎年度の点検・

評価において実施している（根拠 2-9、2-10）。各学部等・研究科に設置された個別機関自

己点検・評価作業部会（以下「作業部会」という。）において、教授会・研究科委員会にお

ける審議・確認を踏まえた点検・評価を行っている）。作業部会による点検・評価結果は、

学部等自己点検・評価運営委員会及び大学院自己点検・評価運営委員会が実施するピアレ

ビューにより、教員組織の適切性について相互チェックを行い、最終的に、作業部会の点

検・評価結果を踏まえ、全学自己点検・評価委員会が全学的観点から点検・評価を行って

いる（根拠 2-31）。 

さらに、点検・評価結果は学長を議長とする駒澤大学教学運営会議に報告が行われ、点

検・評価結果に対する適切な対応を行うこととなっている。 

  

２．点検・評価結果に基づく改善・向上 

教員組織の適切性についての定期的な点検・評価結果を踏まえた改善・向上については、

各学部等教授会及び各研究科委員会において新規採用科目や補充人事の検討やカリキュラ

ムの見直しに有益なものとなっている。例えば、各学部等・研究科ではカリキュラム関連

の委員会等において定期的な検証を行い、各教員の担当科目との適合性をチェックし、教

員の担当科目数の平準化を検討する際等に点検・評価結果を活用している。 

各学部等・研究科の点検・評価結果をそれぞれの組織が改善・向上に活用する体制・プ

ロセスは構築されているが、全学的な点検・評価結果を改善・向上に活用しているとは言

い難い状態であることから、今後は、点検・評価結果に基づく全学的な課題の改善・向上

に向け、本学の内部質保証を推進する教学運営会議による改善・向上に向けた取り組み計

画の立案や各学部等・研究科に対する適切な運営・支援が必要であると考えられる。 

 

（２）長所・特色 

点検・評価項目④に既述したとおり、特に、FD 活動において特色をみることができる。

組織的かつ多面的な FD活動を推進するために、学長を委員長とする「駒澤大学 FD推進委

員会」を設置し、FD憲章に基づいて、授業評価や授業方法の改善、研修会を実施するなど

年間を通じた活動を行っている。年間の FD 活動の内容を全学的に周知するため、『FD 

NEWSLETTER』を年 4 回、『FD 活動報告書』を年度末に発行し、教職員間で共有を図り大学

ホームページにて公表も行っている。 

2016 年度には「学生 FD スタッフ」を組織化し、2019 年度は 14 人の学生が参画し、FD

推進委員会と協力して教育の質向上・改善に取り組んでいる。特に、学生 FDスタッフを中

心に実施している「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」では、大学全体の教育の質の向

上に資する取り組みになっているとともに、各教員の教育活動の評価にも繋がっている。

2019年度は8人の教員が受賞し、FD研究会において受賞教員による実践実例紹介を実施し、

教育方法等について他の教員との情報共有を図り、教育の質向上に努めている。 
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（３）問題点 

【1】求める教員像及び教員組織の編制方針の周知 

 点検・評価項目①に既述したとおり、本学の理念・目的に基づき、「大学の求める教員像

及び教員組織の編制方針」及び「各学部等・研究科の求める教員像及び教員組織の編制に

関する方針」を制定し、大学ホームページにおいて公表している。方針の制定に際しては、

各教授会等及び研究科委員会における審議を経て制定したが、今後は、より一層の周知・

理解を深めるため、大学ホームページ以外の媒体への明示や客員教授や非常勤講師への周

知方法について検討していく必要があると考えられる。例えば、毎年 4月初旬に実施して

いる新規採用教員オリエンテーションにおいて、上記方針について説明を行うこと等が必

要であると考えられる。 

【2】FD活動への教員の積極的な参加と検証体制の構築 

点検・評価項目④に既述したとおり、FD活動を組織的かつ多面的に実施しているが、教

員の参加状況にばらつきがあること、また、FD活動による取り組みが、実質的な教員の資

質向上・改善にどの程度繋がっているか検証できていないという問題点がある。 

FD活動に関する様々な取り組み等への教員の参加は必須ではなく任意となっており、全

ての教員が FD活動に積極的に参加している状況とは言えない。このため、教員が参加しや

すい環境や時間帯、取り組みのテーマを設定し、教員の積極的な参加を促していくための

工夫が必要であると考えられる。 

また、FD活動における様々な取り組みが、教員の資質向上、授業方法の開発・改善にど

のくらい寄与しているのか客観的に把握できていないことから、今後は、FD推進委員会に

おいて検証を行い、検証結果を今後の FD活動における取り組みに反映していく必要がある。

なお、検証結果については、全学自己点検・評価委員会においても注視し、点検・評価結

果に基づく改善・向上に役立てていく必要があると考えられる。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学の理念・目的を理解し、教育研究活動が実践できる教員を求めるために、「大学の求

める教員像及び教員組織の編制方針」及び「各学部等・研究科の求める教員像及び教員組

織の編制方針」を策定し、大学ホームページで公開している。 

学士課程及び大学院課程に関わる専任教員数は設置基準数を満たし、教育研究上必要な

規模の教員組織を編制している。科目担当については、各教授会及び研究科委員会で審議

し、各学部・学科及び大学院研究科の教育課程に沿った専任教員を揃え、それぞれの分野・

科目で高い専門性を有する教員が科目を担当することにより、教育の質を担保している。

教員の年齢構成については、一部偏りが見られる学部もあるが、定年退職者の補充として

行われる新規教員募集により徐々に若手研究者を採用し、改善を図っている。教員組織の

多様性については、女性の専任教員比率が年々上昇している。 

教員の任用・昇任に関しては、「専任教育職員の選考基準に関する規程」に基づき、各学

部等教授会及び教員人事委員会の審議を踏まえて、適切に行われている。専任教員の選考

は、人格・学歴・職歴及び教育研究上の業績等に基づいて行う。専任教員の募集において

は、募集科目、募集人数、職名、採用予定日、応募資格、応募期限、提出書類、選考日程、

審査結果の通知等の要領を記載したいわゆる一般公募を実施し、紙媒体のみならず
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JREC-IN Portal への登録や大学ホームページに掲載することによって広く告知し、国籍、

性別、年齢を問わず公平な募集が行われている。 

 FD 活動については、学長を委員長とする FD 推進委員会を設置し、主導的な役割を担っ

ている。さらに、FD推進委員会小委員会で活動報告書『FD NEWSLETTER』『FD活動報告書』

の作成を行い、ワーキングループではさまざまな課題について検討し、教員による教育活

動・研究活動等の資質向上を図る取り組みを行っている。「教育の質保証」に焦点を当て、

教員のスキル・能力向上のために FD 研修会も定期的に開催し、また、PDCA サイクルに基

づく授業改善として、学生による授業アンケート、公開授業、公開授業に関する振り返り

会を実施している。また、FD活動には学生も参加し、学生スタッフが学生の立場からの提

言や「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」を実施している。その受賞者は大学から表彰

され、受賞者が FD研修会で自身の授業法などを講演し、情報共有を図っている。 

教員組織の適切性については、各学部等・研究科における自己点検・評価活動を通して

定期的に検証し、検証結果を新規採用科目や補充人事、カリキュラム編成等に活用してい

るが、全学的な点検・評価結果を改善・向上に十分活用しているとは言えないため、2018

年度に設置した本学の内部質保証を推進する教学運営会議による全学的な課題の改善に向

けた計画の策定及び各学部等・研究科に対する支援が必要であると考えられる。 

以上のことから、「第 6章 教員・教員組織」については、大学基準を満たしているといえ

る。 
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第７章 学生支援 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、

学生支援に関する大学としての方針を明示しているか。  

評価の視点１：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学と

しての方針の適切な明示 

 

１ 大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学としての方針の

適切な明示 

2019年度に「駒澤大学学生支援に関する基本方針」を制定し、大学ホームページに公表

している（根拠 7-1【ウェブ】）。「駒澤大学学生支援に関する基本方針」は、2018年度第 4

回全学自己点検・評価委員会において、学生支援に関する方針が明示されていないことが

課題として提起されたことに伴い、2019年 5月開催の駒澤大学教学運営会議において「各

種方針策定のためのワーキンググループの設置案」が学長より提案され、「駒澤大学学生支

援に関する基本方針策定ワーキンググループ」を設置する運びとなった。ワーキンググル

ープには、大学事務からは教務部、学生部、キャリアセンター、保健管理センターの職員、

学部等からは仏教学部、グローバル・メディア・スタディーズ学部の教員がメンバーとし

て委嘱され、教職協働による検討が行われた。ワーキンググループでは、貴協会が定める

大学基準 7「学生支援」の内容を踏まえつつ、修学支援の方針、生活支援の方針、進路支

援の方針、正課外活動に関する方針の 4 つの観点に沿って方針の策定が行われた（根拠

2-48）。4つの観点に沿った学生支援の取り組みについては、以下の点検・評価項目②にお

いて記述する。 

 

点検・評価項目②：学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整

備されているか。また、学生支援は適切に行われているか。 

評価の視点１：学生支援体制の適切な整備 

評価の視点２：学生の修学に関する適切な支援の実施 

評価の視点３：学生の生活に関する適切な支援の実施 

 評価の視点４：学生の進路に関する適切な支援の実施 

 評価の視点５：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

 評価の視点６：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 

１ 学生支援体制の適切な整備 

 学生支援体制は、以下のとおり適切に整備している（根拠 7-2、1-32）。 

【1】修学支援 

修学支援については、教務部、学生部、図書館及び総合情報センターが主たる役割を担

っている。 

教務部では、履修、定期試験及び追試験、卒業論文、成績管理、学籍管理、証明書発行、

教職課程・資格講座、編入学・転部転科、科目等履修生、聴講生、他大学との単位互換、
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休講や教室変更等の掲示連絡、補習・補充教育などに関する学生支援業務、授業アンケー

ト機能等も含めた学修支援システム（C-Learning）の運用管理が行われている。学生部で

は、障がい学生支援、授業料の減免、奨学金対応などに関する業務を行っている。図書館

では、図書館学修支援員（ライブラリー・アドバイザー）、「新入生セミナー」における図

書館利用ガイダンス、レポート対策ガイダンスなどに関する業務が行われている。総合情

報センターでは、学内ネットワーク（KOMAnet（コマネット））の運用管理、PC教室・情報

グループ学習室、情報自習室の管理、PC利用に関わる技術的サポート窓口の運営、eラー

ニングシステム（YeStudy（イエスタデイ））の運用管理などに関する業務が行われている。 

【2】生活支援 

生活支援については、学生部、国際センター及び保健管理センターが主たる役割を担っ

ている。学生部では、新入生オリエンテーションの企画と実施、学生生活の手引き発信（根

拠 7-3【ウェブ】）、障がい学生支援、カウンセラーの配置と弁護士による法律相談、厚生

施設の申込受付、学生教育災害傷害保険（学研災）、学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）、

奨学金制度の運用、学生アルバイト紹介などに関する業務が行われている。国際センター

では、交換留学の派遣・受入、認定校留学の派遣、短期語学セミナーの派遣、課外語学講

座の開講、来日プログラム（オーストラリアのクィーンズランド大学との国際交流）の運

営、トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラムへの対応、グローバルサロンの運営及びラ

ンチ de英会話（交換留学生との交流や外国語での会話の場）の運営、海外危機管理、海外

旅行保険、大学案内（英語版）の発行などに関する業務を行っている。保健管理センター

では、健康診断、応急手当（AED）講習会、環境衛生及びインフルエンザや麻疹等の感染症

対応、栄養管理講習会などに関する業務が行われている。 

【3】進路支援 

進路支援については、キャリアセンターが主たる役割を担い、就職活動の支援・指導、

就職相談、就職支援システム「キャリナビ」の運用、求職登録、求人票管理、『キャリアガ

イドブック』の発行、キャリア支援プログラム（就職ガイダンス、合同企業説明会、業界

研究講座、キャリア講座等）、インターンシップ紹介、キャリアサポート制度（卒業生によ

る在学生支援）、内定者による学生支援（クルーセイル）などに関する業務が行われている。

なお、駒澤大学大学院及び駒澤大学法科大学院への進学相談は、教務部において対応して

いる。 

【4】正課外活動支援 

 正課外活動支援については、学生部が主たる役割を担い、体育会やサークル等の学生団

体の運営支援などに関する業務が行われている。各学生団体の活躍、学生の成長の場とし

て地域貢献事業も展開している。 

 

２ 学生の修学に関する適切な支援の実施 

【1】学生の能力に応じた補習教育・補充教育 

ア 補習教育 

 補習教育は、学部の新入生に対して入学前教育を実施している。入学前教育は、一般入

試以外の合格者を対象に実施されており、実施内容については各学部の教授会において検

討され、学科別・入試区分別に実施方法が細かく決められている（根拠 7-4）。全ての学部
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において、外部業者による通信教育教材やオンライン講座を利用し、学科の特性に応じて

国語、小論文、数学等が指定され基礎的な学習が行われており、2018年度は全学部で 705

人の受講者となった（根拠 7-5）。また、一部の学科・入試区分では、課題図書の提出や英

会話教育への参加が指定されている。 

学生からの学業に関する相談に対応する体制として、学生相談室に各学部から専任教員

を 1人ずつアドバイザーとして配置している（根拠 7-6【ウェブ】）。医療健康科学部では、

全学共通科目において数学、物理学、化学の基礎科目を開設し、より高度な専門教育科目

の受講に必要な基礎知識の習得が図られるようカリキュラムを整備している。法科大学院

では、本学を修了した弁護士によるアドバイザー弁護士制度による学修相談・指導が受け

られる（根拠 7-7）。また、司法研究所において、研究会や特別授業等の各種プログラムを

開講しており、法科大学院生も受講することができる（根拠 7-8【ウェブ】）。 

イ 補充教育 

 補充教育は、図書館では、独自の学修支援制度であるライブラリー・アドバイザー（略

称「LA」）を設け、大学院博士課程の学生、本学名誉教授及び退職した専任教職員等による

学生の修学支援を行っている（根拠 7-9）。LAの主な活動として、図書館資料を利用した学

修活動支援、卒業論文、修士論文を作成する学生の研究支援、図書館行事の企画等におけ

る教職員との連携などを行っている。このほか、図書館では、初年次教育科目「新入生セ

ミナー」において、科目担当教員からの希望に応じ、図書館の活用方法に関するガイダン

スを実施している（根拠 7-10）。 

 総合情報センターでは、2018年度より供用を開始した 3号館（種月館」に、従来 4号館

にあった総合情報センター事務室を移転したことに伴い、新たに情報グループ学習室「PAO

（パオ）」を設置した（根拠 7-11）。PAOとは、Project Area for Active Organizationを

略した造語であり、ICT機器を活用したグループ学習やプレゼンテーションが行える環境

として整備され、学生の主体的・協働的な学びの場となることを目指して運用されている。

PAOでは、「PAOPAL（パオパル）」と呼ばれる学生サポーターを組織し、2019年度は 21人の

学生によるピアサポート活動が行われている（根拠 7-12）。2019年度には PAOPALが企画し

た「学生が教えるスキルアップセミナー」が開催され、合計 52人の参加者が集まった（根

拠 7-13）。このほか、総合情報センターでは、「Microsoft Office セミナー基礎・応用」「Adobe 

Photoshopセミナー」「ミニ講習会（Gsuiteの使い方）」「夏休み集中セミナー 2日でわか

る Excel統計」などのイベントを開催している（根拠 7-14）。 

これらのセミナーに対する学生の満足度調査において、「大変満足（とても参考になった）」

「やや満足（まあまあ参考になった）」と回答した合計は、「Microsoft Office セミナー基

礎（98.9％）・応用（100％）」「Adobe Photoshopセミナー（92％）」「ミニ講習会（Gsuite

の使い方）（91.7％）」「夏休み集中セミナー 2 日でわかる Excel統計（※教職員参加者 2

人含む）（100％）」であった（根拠 7-15）。また、PAOに関する満足度調査では、「満足」と

回答した学生は 2018 年度 42.7％、2019年度 47.2％となり、運用開始初年度からの向上が

見られる（根拠 7-16）。 

 教務部では、2020 年度より、大学院生、本学名誉教授及び本学を退職した専任教職員に

よる「学修支援員（ラーニングサポーター、略称「LS」）」を配置する。LSは、主に学部生

への支援を対象としており、学生が主体的・自律的な学修を継続的に進められるような環
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境を提供することで、社会人として必要な資質を育成する学修支援を行う活動を予定して

いる（根拠 7-17）。 

【2】資格取得及び学生の自主的な学習を促進するための支援・取り組み 

 資格取得のための支援・取り組みとして、教務部に教職課程及び資格講座の専門窓口を

設置している。これに加え、教職課程については、総合教育研究部教職課程部門及び各学

部等と連携し、教員免許状（中学校 1種免許状、高等学校第 1種免許状）の取得に向けた

支援を行っている。教職課程以外では、学校図書館司書教諭講座、博物館学講座、社会教

育主事講座、社会福祉主事講座の資格取得に向けた支援を行っている。学科・専攻別では、

文学部地理学科では、測量士補、GIS学術士（日本地理学会）の資格取得支援を行ってい

る。文学部社会学科社会学専攻では社会調査士、文学部社会学科社会福祉学専攻では社会

福祉士、精神保健福祉士の資格取得支援を行っている。文学部社会学科及び文学部心理学

科では、児童指導員の資格取得支援を行っている。文学部心理学科では、公認心理師、認

定心理士の資格取得支援を行っている。医療健康科学部では、診療放射線技師の資格取得

支援を行っている。大学院の人文科学研究科心理学専攻臨床心理学コースでは、専用実習

施設であるコミュニティ・ケアセンターを有し、公認心理師及び臨床心理士の養成を行っ

ている（根拠 7-18【ウェブ】）。 

学生の自主的な学習を促進するための支援・取り組みとしては、法学研究所では、研究

者や実務者を講師として招き、司法書士・行政書士などの資格試験や法科大学院への進学

を目指す学生に向けて各種講座や講演会を開催している（根拠 7-19【ウェブ】）。経理研究

所では、日本商工会議所が行う日商簿記検定の試験対策講座や専門学校と提携した会計

士・税理士入門コースを開講している（根拠 7-20【ウェブ】）。ジャーナリズム・政策研究

所では、マスコミ業界への就職を希望する学生に向けて、研究者や実務者によるマスメデ

ィアに関する総合的研究を行い、『駒大スポーツ新聞（通称「コマスポ」）』の発行、ディベ

ート大会やプレゼンテーション活動などの各種取り組みを行っている（根拠 7-21【ウェ

ブ】）。 

【3】新入生に対する修学支援・サポート 

新入生に対する修学支援として、1年次生の前期に初年次教育科目「新入生セミナー」

を全ての学部において開設し、全学共通科目の卒業必要単位として認定している（根拠

4-23）。「新入生セミナー」は、原則として 1クラス 60人以下の少人数教育により行われ、

専任教員が担当し、シラバスの統一を図っている。授業の方針として、①駒澤大学におい

て誇りある大学生としての自覚を養う、②学びの態度を「学習」から「学問」へと深化さ

せる、③他者との交流を通じて自己を磨く、④たえず流動する社会のなかで自己を方向づ

け位置づけることを掲げている。また、グループディスカッション等によるアクティブ・

ラーニングを取り入れている。 

 このほか、新入生に学修効果測定（アセスメントテスト）を実施し、「英語能力」及び「思

考力、姿勢・態度、経験」を測定し、客観的な評価指標によって学修成果を可視化して学

生一人ひとりに受検結果のフィードバックを行うと共に、全学的な受検結果の検証を行い、

教育内容や教育方法等の改善に活用している。 

英語能力測定テストは「CASEC」を導入し（グローバル・メディア・スタディーズ学部は

「TOEIC® IP(Listening & Reading)」）、入学時にインターネットによる受検を行い、テス
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トスコアに応じて入学後の英語科目のクラス編成を行うことにより、学生の能力に合わせ

た授業を実施している。また、1年次と 2年次の終了時にも受検し、英語能力の伸長を測

定している。2019年度新入生による CASECの受検者数は 3,237人、受検率は 98.6％となっ

た。（根拠 7-22）。 

【4】障がいのある学生に対する支援・サポート体制 

 障がい学生支援については、2016年に「駒澤大学障がい学生支援方針」を定め、その方

針に従って障がい学生支援コーディネーターを配置した学生部学生支援相談課が事務局と

なり、「障がい学生支援委員会」で支援に関する事項を決定し、学生支援に携わる関連部署

及び各学部等との情報共有を行い、適切な支援の実施に努めている（根拠 7-23【ウェブ】）。

2018年度は、申請のあった学生 20人全員に対し合理的配慮に基づく支援を実施した。そ

の内、聴覚障がいのある学生においては、支援を希望する科目すべてにピアサポート学生

による PCテイクの支援を行った。2019年度はピアサポートへの協力に登録した学生が 37

人おり、増加傾向にある（根拠 7-24、7-25【ウェブ】）。 

【5】留年者、成績不審者、退学希望者の情報把握と対応 

 学部では、「駒澤大学進級規程」を定め、進級基準単位を設定している（根拠 7-26）。2

年次終了までに、卒業に必要な単位のうち 40単位以上修得した場合は、3年次に進級する

ことができる。また、「駒澤大学進級規程」に定める修学指導の対象となる条件に応じ、各

学部の教員との個別面談による修学指導を行うとともに、保証人に対して文書で当該学生

が学業に奨励するよう促している。修学指導は、毎年度 3月から 4月上旬にかけて学業不

振者に対し実施している（根拠 7-27）。例えば、経営学部では修得単位数に応じて 3つの

レベルに区分し、グループ Aは調査書の提出と今後の対策についてのガイダンス、グルー

プ Bは調査書の提出と 5分程度の面談、グループ Cは調査書の提出と 10分以上の面談を実

施した。対象者にはセルフ・チェックシートを記入させ、個別にきめ細かな対応を取るよ

うにした（2019年 4 月経営学部教授会議事録）。学業不振者の多くは、生活面での乱れか

らスクーリングが疎かになる傾向が見受けられるので、履修登録前の指導によって、進級

基準の到達と修業年限での卒業を奨励している。なお、2018年度に修学指導を行った全学

部・全学年の学生数は合計 581人である（根拠 7-28）。 

退学勧告については、進級規程の第 4条に定め、学生が在学可能期間 4年未満となった

次の学年始めに、3年次への進級ができない場合、教授会の議を経て行われる。留年者、

成績不振者、退学希望者等に関する情報は、教務部から各学部教授会に情報提供され、共

有している。 

このほか、法曹養成研究科においても「法科大学院進級基準」を定め、これに従い適切

に修学指導を行っている（根拠 7-29）。また、学生一人ひとりに担当教員が付き、学修方

法や生活について相談に応じるサポート体制を取っている（根拠 1-20）。 

【6】留学生に対する支援・サポート 

 外国人留学生の受入れに関する必要な事項は「外国人留学生に関する規程」に定めてい

る（根拠 7-30）。 

私費留学生については、教務部に担当窓口を設け、年度初めには留学生オリエンテーシ

ョンを実施し、学生生活や履修に関する説明や、警視庁担当者による犯罪抑止のガイダン

スも実施している。このほか、教務部前のロビーにメッセージボックスを設置し、授業期
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間中の 2ヶ月に 1回程度『留学生通信」を作成・投函し、学生生活に役立つ情報提供を行

っている（根拠 7-31）。 

 交換留学生については、学習資金（奨学金）の支給、指導教授推薦の学生チューターに

よる学習支援の実施、留学生寮（国際交流館、国際交流館アネックス）の提供と生活指導

を行っている（根拠 7-32、7-33、7-34）。また、2018年度より学研災インバウンド付帯学

総への加入を義務付け（本人負担）、日本滞在中の疾病・傷害・賠償への対応に備えている。

また、外部ボランティア団体である「三井ボランティアネットワーク事業団」による支援

を受けて、日本文化体験等の取り組みによる文化交流を行い、2018年度には約 15回イベ

ントが開催され、各回につき 10人程度の留学生が参加した（根拠 7-35）。 

【7】授業料減免、奨学金等の経済的支援制度 

ア 授業料減免 

在学生の家計支持者である保証人が、大規模自然災害（地震・台風・豪雨・噴火等）に

より被災した場合に、修学にかかる負担の軽減を図るため、被害状況に応じて授業料減免、

経済的支援の措置を講じている。授業料減免の可否及び減免額については理事会において

決定している。「大規模自然災害被災学生の授業料減免に関する規程」の対象とならない場

合は「大規模自然災害被災者の取扱いに関する内規」に基づき経済的支援を講じている（根

拠 7-36、7-37）。災害発生後直ちに大学ホームページ並びに学内掲示等を通して公示し、

保証人へ文書による案内を送付している。大規模自然災害被災学生の 2018年度授業料減免

については、6名に対し半額減免とした。なお、経済的支援の申請者はいなかった。 

 大学院生への授業料減免は、「駒澤大学大学院授業料減免に関する規程」に基づき、駒澤

大学卒業又は本学大学院修了者の中から、特に優秀な学生に対し、授業料減免の措置を講

じることにより勉学を奨励し、各研究科・専攻の目的や特性に即した人材の育成を図って

いる（根拠 5-41）。卒業時の GPAや前年度の成績に応じて減免率が規定されている。 

 私費外国人留学生への授業料減免は、「私費外国人留学生の授業料減免に関する規程」に

基づき、経済的理由により修学が困難な外国人留学生の負担を軽減し、勉学を奨励するた

め、私費外国人留学生の授業料減免を行っている（根拠 7-38）。学部・大学院の違いや GPA

の値に応じて減免率が規定されている。 

イ 奨学金による経済的支援 

 学部生への経済的支援を行う奨学金は、「日本学生支援機構」の奨学金制度を基本とし、

学部生約 4,600人が受給している（根拠 1-9(P.84)）。さらに大学独自の奨学金制度として

「駒澤大学百周年記念奨学金」（経済的理由により修学が困難ながら成業する向上心をもつ

者に月額 2万円（年額 24万円）を給付）、「駒澤大学教育後援会奨学金（家計）」（人物・学

業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生に年額 20万円を給付）、「駒澤大学同窓

会教育研究活動奨学金」（人物・学業ともに優れ、経済的困窮度の高い者を支援し、有用な

人材を育成することを目的に、年額 10万円を給付）を運用しており、約 230人の採用枠に

より奨学生を決定している。2018年度の学部生及び大学院生に対する大学独自の給付奨学

金給付額合計は、284,958千円となった（根拠 7-39）。 

 なお、日本学生支援機構給付奨学金が給付されている学部生に対して「奨給思（しょう

きゅうし）」と称した、1人 15分程度の個別面談を実施している。日本学生支援機構の給

付奨学金は、「学業不振等の場合や学修意欲に欠ける場合には、給付奨学金の支給を廃止（打
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ち切り）又は一定期間停止とするほか、支給済みの給付奨学金の返還を求めることがある

など、『適格認定』は貸与奨学金より厳しい基準」により行われている。このため、給付奨

学生との面談を通じて学習意欲の維持・向上を図り、健全な大学生活を送ることで、4年

間給付奨学金を受給し最短修業年数で卒業することを目的として実施している。 

 大学院生への経済的支援を行う奨学金は、「日本学生支援機構」の奨学金制度を基本とし、

大学院生約 50人が受給している（根拠 1-9(P.84)）。さらに大学独自の奨学金制度として

「駒澤大学百周年記念奨学金」、「駒澤大学教育後援会奨学金」、「駒澤大学同窓会教育研究

活動奨学金」を運用しており、20人の採用枠により奨学生を決定している。また、法科大

学院生は、「駒澤大学法科大学院奨学金」（特に学業成績優秀な学生を対象に、授業料及び

施設設備資金全額相当額又は半額相当額を給付）、「駒澤大学法科大学院新入生奨学金」（特

に優秀な成績で合格し、入学した学生に授業料及び施設設備資金全額相当額又は半額相当

額を給付）、「駒澤大学法科大学院特別奨学金」（大学の早期卒業制度又は大学院への入学制

度を利用して入学した学生及び本学卒業・修了して法科大学院に入学した学生を対象に、

授業料及び施設設備資金全額相当額又は半額相当額並びに月額 8万円を給付）を運用して

おり、8人が受給している（根拠 7-40【ウェブ】）。 

学生への周知は、冊子体として「奨学金案内 2019」を配布しているほか、大学ホームペ

ージや学生ポータルサイトにより、広く情報を提供している（根拠 7-41【ウェブ】）。 

ウ 奨学金以外による経済的支援 

 奨学金以外の支援制度として、「家計急変学生に対する一時給付金制度」の中で、主たる

家計支持者の死亡等により、修学が困難になった学部生に対して、一時金 30万円を給付し

ている（根拠 7-42）。 

 このほか、2019年度より、「学生納付特例の申請に関する事務取扱規程」を新たに制定

し、国民年金保険料を納める経済的余裕がない学生が、保険料の納付を猶予することがで

きるようにするため、本学が「学生納付特例事務法人」の指定を受けることで、学生納付

特例の申請を大学で行えるように整備した（根拠 7-43）。 

 

３ 学生の生活に関する適切な支援の実施 

【1】学生の相談に応じる体制・環境の整備 

 学生からの悩み事やトラブルなど様々な相談に応じるため、学生部学生支援相談課に学

生相談室を設置し、受付を担当するインテーカー3人、主に心理的な問題を担当するカウ

ンセラー（臨床心理士）7人、主に学業に関する相談に応じるアドバイザー（各学部の専

任教員）8人、法律問題を担当する法律相談員（弁護士）2人による相談体制を整備してい

る（根拠 7-6【ウェブ】）。このほか、学生相談室の中に「学生サロン」を設け、学生が一

人で静かに落ち着けるスペースを提供している。2018年度の学生相談室の面談件数は、

2,170人であり、2013 年度の 1,731人と比較して増加傾向にある（根拠 7-44）。 

【2】学生の心身の健康や保健衛生等に係る指導 

 学生の保健衛生等に係る指導については、保健管理センターにより行われている。学生

の定期健康診断を毎年 4月に実施し、保健指導を実施している。健康診断の受診率は、例

年 80％台で推移しており、2018年度の受診率は 83.1％であった（根拠 7-45）。健康診断結

果は、学生ポータルサイトに掲載して学生自身が WEB上から確認できるようにしている。
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このほか、アルコールパッチテスト、応急手当（AED）講習会、栄養管理講習会を定例行事

として実施している）。感染症予防については、感染症発生状況の把握に努め、ホームペー

ジ・掲示等により学生への注意喚起を行うとともに、学生寮への保健指導を行い、環境衛

生面に重点を置いた感染症の蔓延防止対策に努めている（根拠 7-46【ウェブ】）。 

【3】ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制整備 

 ハラスメント防止のための体制として、「キャンパス・ハラスメント防止・対策に関する

規程」を定め、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラ

スメントの防止を目的として、キャンパス・ハラスメント防止委員会（以下「防止委員会」

という。）を設置している（根拠 7-47）。キャンパス・ハラスメント相談員（以下「相談員」

という。）からの報告に基づき、事実関係の調査、問題解決のための措置及び対処方法の提

案を行うためにキャンパス・ハラスメント対策委員会（以下「対策委員会」という。）を設

置し、対策委員会が詳細な調査の必要を認めたときは、対策委員会のもとにキャンパス・

ハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）を組織する体制が構築されている。

また、対策委員会からの答申に基づき、教職員の懲戒に関する事項を審議するため、キャ

ンパス・ハラスメント懲戒委員会（以下「調査委員会」という。）を設置することとしてい

る。 

 相談員は、学部等より 8人、法曹養成研究科より 1人、事務組織から 9人の計 18人が防

止委委員会から相談員として指名され、学長より委嘱されている。 

キャンパス・ハラスメントに関する相談は、学生相談室が窓口となり、学生からの連絡

（来室・受付専用電話・メール・FAX）を受付けている（根拠 7-48【ウェブ】、7-49）。 

しかしながら、キャンパス・ハラスメント防止に向けた規程や委員会等は整備されてい

るが、その運用体制が複雑化していることから、今後は相談者の立場に立った運用体制へ

の見直しが必要である。 

【4】留学を希望する学生への支援・サポート 

 留学を希望する学生への支援・サポートとして、国際センターを深沢キャンパスに設置

している（根拠 7-50【ウェブ】）。国際センターでは、語学学習や留学に関する情報収集が

可能な自習室や、外部英語検定試験、留学情報誌、協定校の大学案内・シラバス、留学経

験者のアンケート結果などの資料提供を行っている。しかしながら、国際センターは深沢

キャンパスに設置されていることから、学生の利便性を向上させるため 2018年度から供用

を開始した駒沢キャンパスの 3号館（種月館）の 5階ラウンジに留学相談室を新設っした。

留学相談室では、海外留学経験のあるスタッフによる留学相談や英語学習方法等について

相談に応じることの出来る環境を整備し、2018 年度には 467人の相談者数があった（根拠

7-51【ウェブ】、7-52）。 

また、国際センターでは、交換留学、認定校留学、短期語学セミナーへの派遣に関わる

事務手続き及び危機管理等のオリエンテーションを実施している（根拠 7-53）。2019年度

からは、通年休学に関する費用（在籍料）を従来よりも約 8割減額した 105,000円（教育

後援会費前期分 5,000 円含む）に改定し、留学を希望する学生の経済的負担の大幅な軽減

を図った（根拠 7-54、7-55【ウェブ】）。さらに、渡航前・渡航後の効果・成果を可視化で

きる SRSA（留学適応力）テストも導入した。 

このほか、外部英語検定試験の対策講座を開設し、留学を目指す学生の学習を支援し、
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2018年度には 84人の受講者が集まった。「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」の

応募者向けイベントを開催し、学生が選出されるよう支援を行い、2019年度には 2人の最

終合格者を輩出することができた（根拠 7-56【ウェブ】）。 

国際交流協定校数は、2013年度は 10校であったが、2019年度は 21校にまで増加し、学

生の派遣・受け入れ環境の整備が進展している（根拠 7-57【ウェブ】）。 

 

４ 学生の進路に関する適切な支援の実施 

【1】学生のキャリア支援を行うための体制の整備 

ア キャリアセンターの組織体制 

学生のキャリア支援を行うことを目的としてキャリアセンターを設置している（根拠

7-58【ウェブ】）。キャリアセンターは、「駒澤大学就職業務規程」に職業安定法第 33条の

2 に基づいて本学卒業生及び卒業年次生の就職業務を行うことを定めている。キャリアセ

ンターには 13 人の職員を配置し、学生からの相談に応じている（2018 年度進路相談件数

8,730件）。職員のうち 5人は、キャリアコンサルタントの有資格者である（2019年 10月

現在）。また、毎週水曜日と木曜日にハローワークより就職活動に関する知識や経験が豊富

なジョブ・サポーター1人が来校し、大学内で就職支援に当たっている（根拠 7-59）。キャ

リアセンターでは毎週部内連絡会を開催し、職員間でキャリア支援に対するミーティング

を行っている。なお、学生との個別相談を実施するうえで、学生部学生支援相談課学生相

談室のカウンセラー（臨床心理士）と連携し、様々な悩みを抱えた学生からの相談にも対

処できるようにしている。キャリアセンターでは、「就職委員会」を隔月 1回開催し、学生

支援担当の副学長を委員長とし、各学部等の教員及び財務部、教務部、学生部、キャリア

センターの部長が委員となり、就職指導に関する基本方針、就職講座、求人開拓、学内選

考などについて審議・決定している（根拠 7-60）。 

イ キャリアセンターの環境 

 キャリアセンターには、求人票や企業説明会等のポスターが掲示されているほか、就職

活動に関連する専門書籍や情報誌を配架している。また、学生の就職活動を支援するため、

就職システム「キャリナビ」を運用し、求人情報の検索、OB・OGの就職活動体験報告の閲

覧、求職登録、就職支援行事の予約、志望企業やスケジュール管理に関するサービスを提

供している（根拠 7-61【ウェブ】）。こうしたシステムを利用しやすいよう、キャリアセン

ター内には PCを約 20 台常設している（根拠 7-62【ウェブ】）。 

このほか、キャリアセンターでは、就職活動を行う学生のためのスケジュール帳として

の機能を併せ持つ「キャリアハンドブック」を毎年作成しており、就職活動が活発になる

学部 3年次生の就職ガイダンスで配布している。就職活動を終えた 4年次生から内容につ

いて意見を聴き、改善を行っている。 

ウ 全国の各自治体との UIJターン就職促進に関する協定締結 

 学生の各自治体の企業への UIJターン就職活動支援について、相互に連携・協力をして

取り組むことを目的として、就職促進に関する協定を締結している。この協定締結により、

学内において各自治体の就職イベントなどの事業周知や UIJターン就職相談会や保護者向

け就職説明会を開催するなど様々な連携が行われている。2019年 9月現在、北海道（札幌

市）・岩手県・宮城県・山形県・福島県・新潟県・福井市・静岡県・ 長野県・山梨県・茨
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城県・栃木県・群馬県・福岡県の計 14自治体と就職支援に関する協定を結んでいる（根拠

7-63【ウェブ】）。 

エ キャリアサポート制度 

 在学生のキャリア・就職支援の更なる充実を図るためにキャリアサポート制度を設けて

いる（根拠 7-64【ウェブ】）。現在、様々な分野で活躍されている卒業生がキャリアサポー

ターとなり、自身の就職活動の経験や社会人としての心得について、これから就職活動を

迎える在学生のために直接アドバイスして頂く取り組みである。2018年度は 499人の登録

者がおり、79人の学生が制度を利用した（根拠 7-65）。 

オ 内定者による就職活動支援 

 内定を得た学部 4年次生による就職活動支援団体「クルーセイル」を編成し、学部 3年

次生へ向けた支援イベント（内定者相談会）の実施を支援し、学生同士によるピアサポー

トを行っている（根拠 7-66）。2018年度は、43 人の 4年次生がクルーセイルの活動に協力

した。 

【2】学生の社会的及び職業的自立に向けたキャリア教育 

 キャリアセンターでは、学生一人ひとりの希望する進路に応じた就職支援を実現するた

め、学年や業界・業種別の様々な課外プログラムを提供している（根拠 7-67【ウェブ】）。

初年次生向けには、キャリアガイダンス（4月）、キャリア講座を開講し、大学 4年間のキ

ャリア形成に役立つ情報を提供し、指導を行っている。上級学年向けには、就職ガイダン

ス、就活集中セミナー、インターンシップ、合同企業説明会・業界研究講座等を開講し、

就職活動に向けた準備や実践的な指導を行っている。このほか、論作文個人指導、公務員

試験対策講座、教員採用試験対策講座、マスコミ・エアライン講座、外国人留学生就職ガ

イダンス等を開講し、学生個々の進路に応じた就職支援を行っている（KOMANABI2020(P.76)。 

 以上の体制により学生の就職支援を行った結果、学生就職相談件数は 8,730件（2018年

度実績）、本学への求人件数 16,178件（2018年度実績）、求人倍率 5.38倍（2018年度実績）、

学部における就職決定率（就職決定報告者／就職希望者）は、2016年度（97.90％）、2017

年度（98.40％）、2018 年度（98.46％）と 3年連続で向上し、高い水準を維持している（根

拠 7-68【ウェブ】）。 

 

５ 学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

【1】学生団体 

 本学における課外活動は、大学の直接的な指導を待たず、共通の目標を持った学生が自

発的に行う文化･学術・スポーツ等のグループ活動を中心に展開されている。この自主的な

活動を「構成員一人ひとりが社会性を培う場」として、また「個人の資質や能力を発展さ

せる場」として位置付けている（根拠 7-1）。各々の独自性を尊重するとともに、専任教職

員による技術指導等のために部長・顧問制度を設け、安全に配慮している（根拠 7-69）。 

 サークルは、体育会が 40団体、文化部が 23 団体、任意団体が 100団体、その他の団体

が 3団体活動している（根拠 7-70【ウェブ】）。学生部では、毎年 3月中旬に全公認団体に

対して代表者説明会を行い、「サークルマニュアル」等を配付し、新入生勧誘活動や学生団

体活動継続の手続き、施設の使用、助成金・祝賀金、学研災などに関する説明・指導を行

っている（根拠 7-71【ウェブ】、7-72）。 



 

104 

 

学生の正課外活動（部活動等）に関することは、学生部長の諮問機関である「学生部委

員会」において審議決定しているが、体育会に関する全般事項（スポーツ推薦入学試験の

対象競技種目や駒澤大学スポーツ奨学金給付に関すること等）については、学長の諮問機

関である「体育審議会」において審議・決定されている（根拠 7-73、7-74）。「体育審議会」

の委員は学長が任命しており、各学部等から推薦された者各 1人、体育会部長の互選によ

る者 4人、体育指導者の互選による者 2人、学生部長、教務部長及び入学センター所長の

17 人で構成され、学生部が幹事となり運営されている（根拠 7-75）。 

【2】学生の表彰 

 体育会のスポーツ推薦入試対象サークルに所属する学生で、スポーツに秀れた才能を有

するものに奨学金を給付することにより、学業とスポーツの調和のとれた活動の奨励をし

ている（根拠 7-76、7-77）。なお、奨学金の給付は、学費の減免をもってこれに充ててお

り、1学年次当たり 42人を採用している。 

 このほか、駒澤大学学則第 56 条に基づき、学長により学生の表彰を行っている（根拠

7-78）。表彰は、人物及び学業又は研究業績とも優秀な者、特に善行があって他の模範とな

る者又は学生団体、研究・文化・体育活動等の分野で目覚ましい活躍をし、大学の名誉高

揚に著しく貢献した者または学生団体に該当する者に対して行われ、賞状及び賞品又は賞

金の授与が行われている。 

【3】大学スポーツ協会（UNIVAS）への加盟 

 スポーツ庁が 2019 年 3月 1日に設立した大学スポーツ協会（UNIVAS）に、正会員として

2018年度に加盟した。UNIVASに加盟することで、学生のキャリア設計や学修環境、競技環

境が向上し、学生にとって安心して競技に専念できる環境が提供され、大学スポーツを通

じた応援文化や愛校心の醸成に繋げることを目指している。さらに、大学のブランディン

グや地域活性化、外部資金の獲得、指導者の質向上、教育効果の向上などに波及していく

ことを目指している。 

 

６ その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 修学支援に関して、教務部では、履修相談に訪れた学生に「相談受付票」を記入・提出

してもらい、相談内容をデータベース化して窓口対応方法や履修要項の改善の参考として

いる（根拠 7-79）。国際センターでは、短期語学セミナーに参加した学生にアンケート調

査を行い、今後のセミナー実施方法を改善するための参考としている。また、国際センタ

ーが駒沢キャンパスに設置している留学相談室の活動には、学生の意見を取り入れて「英

語勉強法セミナー」「留学とキャリアを考えるゼミ」「トビタテ！留学 JAPANワークショッ

プ」などの運営を行っている。さらに、2019年度からは留学相談室を平日は毎日開室する

ように見直し、学生の要望に応えている。 

 生活支援に関して、保健管理センターでは、栄養管理講習会に参加した学生にアンケー

ト調査を行い、次年度のテーマに反映させ、食生活に対する学生の意識向上に努めている。 

 進路支援に関して、キャリアセンターでは、就職ガイダンス及びキャリア講座等におい

て学生にアンケート調査を行い、改善点を把握し、次回以降のイベントの改善に反映させ

ている（根拠 7-80、7-81）。 

 正課外活動支援に関して、学生部では、体育会による体育会総会において学生から「体
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育会行事意見要望書」を提出してもらい、大学に対する要望を聞いている（根拠 7-82）。 

 

点検・評価項目③：学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。  

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１ 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

 既述（点検・評価項目②-6）のとおり、修学支援、生活支援、進路支援、課外活動支援

に応じた様々な調査結果を収集しており、関係部署や委員会等においてこれらの調査結果

を活用し、点検・評価を行っている。 

 

２ 点検・評価結果に基づく改善・向上 

 事務組織は、学校法人駒澤大学施策体系「中期事業計画（2018年度～2021年度）」に掲

げられた各行動計画を具体化することを目指して毎年度の事業計画書を作成している。ま

た、毎年度実施している自己点検・評価結果を踏まえて、毎年度の事業計画書を作成して

いる（根拠 7-83）。 

修学支援について、教務部では、教務部長の諮問機関である教務部委員会を年 8回程度

開催している。教務部委員会では、全学部で履修系統図（カリキュラムマップ）及びナン

バリングの策定、「駒澤大学進級規程」の見直し、成績調査手続の WEB化、全学部の専任教

員のオフィスアワーの公表、1 年次から 3 年次までの終了時点の修得単位数及び GPA の結

果により修学指導を行うようにするなど、改善が図られている。 

生活支援について、学生部では、学生部委員会を年 9回程度開催している。学生部委員

会では、円滑な奨学生の選考及び奨学金制度の運用を図るため、「駒澤大学の奨学金に関す

る規程」並びに「奨学生選考委員会規程」を新たに制定し、2020年度より施行する。また、

大学院においても、法曹養成研究科を除く大学院独自の奨学金制度を確立するため、「駒澤

大学大学院の奨学金に関する規程」及び「大学院奨学生選考委員会」を 2020年度に新たに

設置し、大学院生への経済的支援を目的として 1人あたり年額 50万円を給付する「大学院

給付奨学金規程」も制定するなど、学部生及び大学院生に対する奨学金の運用体制の見直

しを図っている。。 

 進路支援について、キャリアセンターでは、就職委員会を年 6回程度開催している。こ

こでは、2018年度より海外インターンシップや WEB資格講座の導入について検討を行って

いる。 

 課外活動支援について、既述（点検・評価項目②-6）のとおり、体育会総会において「体

育会行事意見要望書」などを通じて、大学に対する要望を聞き、改善を図っている。 

このように、本学では各組織において多様な学生支援の取り組みが行われているが、そ

れらの活動を統括する事務組織又は委員会組織等が存在しないため、責任の主体や手続き

等が明確になっていないため、統括的組織の設置が必要であると考えられる。こうした問

題について、2019年度に「駒澤大学学生支援に関する基本方針」の策定の際にも問題提起

がなされ、令和元年 11月開催の教学運営会議において、学修・学生支援センター（仮称）
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設置準備ワーキンググループを設置することが審議・承認され、センター設置に向けた検

討が進められている。 

 

（２）長所・特色 

点検・評価項目②に既述したとおり、国際交流協定校数は、2013年度は 10校であった

が、2019年度は 21校にまで増加し、学生の派遣・受け入れ環境の整備が進展している。

これは、「駒澤大学教学に関する施策体系中期事業計画（2018年度～2021年度）」において、

「国際交流協定校の新規拡大（30校）」を具体的な行動計画として掲げており、この目標

を達成するために「国際センター委員会」において協定校の増加に向けた検討が行われて

きた成果によるものである（根拠 7-84）。2019 年度現在では、オセアニア地域 1校、北米

地域 4校、ヨーロッパ地域 6校、アジア地域 9 校であり、特にアジア地域の協定校数の増

加を試みている。アジア地域は、中国、台湾、韓国の大学と協定を締結しているが、今後

はさらにタイ、カンボジアなどの東南アジア諸国の大学との協定に向けた検討を進めてお

り、2019年度に新たに 3大学（カンボジア：王立プノンペン大学、タイ：マヒドン大学、

ランシット大学）との協定締結を行うことが理事会承認された（根拠 7-85）。東南アジア

地域は北米やヨーロッパ地域と比べて比較的安価に留学に行くことができるため、今後の

学生の受け入れ・派遣数の増加に繋げていく見込みである。 

また、通年休学に関する費用（在籍料）について、従来は半期分の授業料を納める必要

があったが、2019年度からは約 8割減額となる 105,000円（教育後援会費前期分 5,000円

含む）に改定し、留学を希望する学生の経済的負担の大幅な軽減を図ることができた。な

お、この取り組みは中期事業計画の具体的な行動計画「休学時の学費見直し」として予め

掲げられていたものであり、その事業計画の達成により実現した成果である。 

 

（３）問題点 

【1】国際センター事務室について 

 点検・評価項目②の現状説明「【4】留学を希望する学生への支援・サポート」に既述し

たとおり、国際センター事務室は、駒沢キャンパスから徒歩 5分程度の距離にある深沢キ

ャンパスに設置されているが、学生の留学支援などをさらに充実させるためには、メイン

キャンパスである駒沢キャンパスに移設する必要があると考えられる。今後のキャンパス

再開発について検討する委員会等において、事務室移転について検討を行うことが必要で

あると考えられる。 

【2】「キャンパス・ハラスメント防止・対策に関する規程」について 

 点検・評価項目②の現状説明「【3】ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラ

ル等）防止のための体制整備」に既述したとおり、「キャンパス・ハラスメント防止・対策

に関する規程」は制定されているものの、関連委員会が複数ある点や、その委員会に応じ

て所管部署が異なっていることにより、複雑な運用ルールとなっている点が問題であると

考えられる。相談窓口の所管部署は学生部（学生相談室）、親委員会にあたる「防止委員会」

を開催する所管部署は総務部、その下部に属する「対策委員会」及び「調査委員会」の所

管部署は人事部であり、手続きや審議の内容によって担当する部署が異なっている。さら

に、相談員が連絡調整及び対応協議等を行うための「相談員連絡会」が別に設けられてお
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り、その座長は相談員の中から互選で選ばれる仕組みであり、恒常的な管理体制にはなっ

ていない。相談員は、「防止委員会」が指名し、学長が委嘱し、学部等より 8人、法曹養成

研究科より 1人、事務組織から 9人の計 18人が相談員として委嘱され、任務の遂行上必要

な研修を受けなければならないことが規定されている。しかし、任期は 2年であるため、

相談員の専門性が継続的に向上するとは考えにくい。このほか、各委員会の委員や相談員

は、守秘義務として申立者及び被申立者のプライバシー保護に十分配慮し、他に漏らして

はいけないことが規定されているが、委嘱時に誓約書にサインをするわけではなく、違反

した場合の処分に関する規定は特に定められていないため、相談体制の整備が不十分であ

ると考えられる。このほか、キャンパス・ハラスメントとして定義している種類が、セク

ハラ・アカハラ・パワハラの 3種類に限定されており、厚生労働省がホームページ上で公

表しているハラスメントの種類や事業者が講ずべき措置からすると、不十分であると考え

られる。 

 以上の点から、相談者の立場に立った運用体制へと見直し、より合理性・実効性のある

体制となるよう、規程の改正等の改善を図る必要があると考えられる。 

 

（４）全体のまとめ 

 学生支援について、「駒澤大学学生支援に関する基本方針」において、修学支援、生活支

援、進路支援、正課外活動支援の 4つの観点から定められ、事務組織を中心とした支援体

制が整備されている。現状説明において詳しく述べたとおり、学生の能力に応じた補習教

育・補充教育、資格取得及び学生の自主的な学習を促進するための支援・取り組み、留学

を希望する学生への支援・サポート、新入生に対する修学支援・サポート、障がいのある

学生に対する支援・サポート体制、留年者・成績不審者・退学希望者の情報把握と対応、

留学生に対する支援・サポート、授業料減免、奨学金等の経済的支援制度、学生の相談に

応じる体制・環境の整備、学生の心身の健康や保健衛生等に係る指導、キャンパス・ハラ

スメント防止のための体制整備、学生のキャリア支援を行うための体制の整備、学生の社

会的及び職業的自立に向けたキャリア教育、学生の正課外活動（部活動等）を充実させる

ための支援の実施などに対して、関連規程が適切に整備され、関連部署による支援が行わ

れている。また、中期事業計画に沿った毎年度の事業計画が着実に具体化されることで、

学生支援の取り組みの改善が図られている。 

ただし、国際センター事務室の立地、キャンパス・ハラスメントに関する規程の見直し

等の問題点もあるため、今後改善に向けた取り組みを進めていく必要がある。 

 以上のことから、「第 7章 学生支援」については、大学基準を満たしているといえる。 
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第８章 教育研究等環境 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備

するための方針を明示しているか。 

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究等環

境に関する方針の適切な明示 

 

「学校法人駒澤大学行動規範」の「1．建学の理念に基づく人材の育成」において、教育

及び学習環境を整備することについて定めている。これに加え、2019 年度には、「駒澤大

学教育研究等環境の整備に関する基本方針」を制定し、大学ホームページにおいて公表し

ている（根拠 8-1【ウェブ】）。 

また、2019 年 3 月開催の理事会において、「駒澤大学キャンパスマスタープラン（以下

「マスタープラン」という。）」の一部が承認され、その理事会議決は専任教職員間におい

て共有されている（根拠 8-2、8-3）。マスタープランの検討は、理事会の小委員会として

設置されている学校法人駒澤大学法人政策検討委員会の作業部会である施設整備部会にお

いて、専門委員として設計会社を交えて検討が進められた。施設整備部会では、本学が抱

える施設整備上の課題解決、キャンパスの高度化並びに学生ファーストの姿勢を根底に据

えた学生スペース充実等を目的として、建学の理念や長期ビジョン「駒澤 2030」を重ね合

わせながら、玉川キャンパス及び深沢キャンパス等の活用可能性も含めたマスタープラン

を検討し、その第一段階として駒沢キャンパスの施設整備中長期計画案の方向性を確認し

た。理事会決定されている施設整備計画は、第二段階のステップ 2までとなっている。ス

テップ 1では、2019年に築 52年となる老朽化した大学会館を解体し、その解体跡地に「駒

澤大学新図書館棟（仮称）」（以下「新図書館」という。）を建設し、正門側に「新教場棟(1)

（仮称）」を建設して現図書館及び8号館を解体する。ステップ1の完了後、「新教場棟(2)(仮

称)」及び「新研究棟（仮称）」を建設し 4号館・7号館・第 3研究館を解体するステップ 2

を開始し、その後、ステップ 3以降で耕雲館（禅文化歴史博物館）及び 3号館（種月館）

を除く、駒沢キャンパスにある全ての建物を更新していく計画を検討している。大学に求

められている教育上の取り組みや財政上の変化を考慮しながら、各施設を建設する際にそ

れぞれの建設委員会を設置し、施設の規模・内容等の詳細については学内の教職員で構成

するワーキンググループ等を設置し、教職協働による全学的な体制のもとで検討すること

を予定している。 

 

点検・評価項目②：教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、

かつ運動場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備している

か。 

評価の視点１：施設、設備等の整備及び管理 

       ・ネットワーク環境や情報通信技術（ICT）等機器、備品等の整備 

       ・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 
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       ・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境

整備 

       ・学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

評価の視点２：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 

 

１ 施設、設備等の整備及び管理 

 本学の主な校地は、全て東京都世田谷区に所在しており、世田谷区駒沢一丁目にある「駒

沢キャンパス」、同区深沢六丁目にある「深沢キャンパス」、同区宇奈根一丁目にある「玉

川キャンパス」から成る（根拠 8-4【ウェブ】）。なお、駒沢キャンパスには、「法科大学院

棟（大学院法曹養成研究科専用棟）」、「コミュニティ・ケアセンター（大学院人文科学研究

科心理学専攻実習施設）」を併設している。学生・教職員の多様性を尊重しながら、必要か

つ十分な教室、実験・実習施設及び研究施設を整備している。大学設置基準上必要な校地

面積は基準面積129,840㎡に対し163,600㎡、校舎面積は基準面積53,708㎡に対し118,976

㎡を有し、大学設置基準を充足している（大学基礎データ（表 1）、基礎要件確認シート(表

16)）。 

【1】ネットワーク環境や情報通信技術（ICT）等機器、備品等の整備 

 「駒澤大学教育研究等環境の整備に関する基本方針」では、アクティブ・ラーニングや

ICT を活用した教育など新しい教育手法に対応するほか、幅広い学修支援を行い、学修効

果を高めるより良い教育・学修環境を追求し、整備することを定めている。これに基づい

て「駒澤大学総合情報センター運営委員会」及び「駒澤大学情報システム委員会」におい

て検討のうえ、5年度ごとにネットワーク環境や PC教室などの ICT機器の整備を行ってい

る（根拠 8-5、8-6、8-7、8-8）。 

教務事務システムについても同様に定期的な機器更新等を行っているが、全学部等の教

育課程に対応するために複雑化したシステム構築と、情報セキュリティや大規模自然災害

に対応したサーバの管理方法、更新に係る高額な経費が課題となり、機器更新の度に関連

委員会等において検討が行われている（根拠 8-8（P.8））。 

ネットワーク環境について、本学は国立情報学研究所（NII）が構築・提供している学術

情報ネットワーク SINET5に参加しており、安定性の高い高速回線が利用できる環境を整備

している。無線 LANは、各キャンパスにアクセスポイントを配備しており、教室内外にお

いて無線 LANが利用できるように整備されている。また、本学は国際学術無線 LANローミ

ング基盤「eduroam（エデュローム）」に参加しており、他の eduroam参加機関の所属者も

本学の各キャンパスにおいて無線 LAN の利用ができるように整備されている（根拠 8-9、

8-10、8-11）。 

PC教室は、駒沢キャンパス 1号館に 8部屋、3号館に 8部屋の計 16部屋を配置しており、

30 席から 194 席まで幅広い規模の PC 教室を整備している。毎年、学部等に利用ソフト調

査を実施し、各 PC教室で利用できるソフトを精査したうえで、選定している（根拠 8-12）。 

授業・学修支援のための LMS（Learning Management System）として、YeStudy（イエス

タディ）と C-Learning（シーラーニング）を運用している。YeStudyは、総合情報センタ

ーが独自開発を行い、2008年度より運用している（根拠 8-13【ウェブ】）。C-Learningは、

教務部が導入しているクラウドサービスであり、2014年度より運用している。どちらの LMS
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も、授業資料の掲載、課題レポートの授受、教員と学生間の質疑応答、小テスト、アンケ

ート機能など、授業を支援するための機能が満遍なく備わっている（根拠 8-14）。 

学生の履修登録、休講情報・教室変更情報・大学からの掲示連絡情報等の配信、教員の

採点・シラバス入力等を行うためのシステムとして、 KONECO（Komazawa Network 

Communication System）を教務部が中心となり開発し、運用している（根拠 8-15）。 

【2】施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 

 中長期的な施設整備計画を策定し、安全で衛生的かつ利便性の高い快適な教育研究環境

を提供することを「駒澤大学教育研究等環境の整備に関する基本方針」に定めており、こ

れに準拠した維持・管理となるよう検討・実施している（根拠 8-1【ウェブ】）。管財部で

は、駒澤大学消防計画に基づき、毎年度各部署より火元責任者の選出を行っている（根拠

8-16）。また、各種法令に基づき、3年に一度の特定建築物等定期調査及び毎年の建築設備

定期検査を実施しており、定例的な保守点検としては、空気環境測定の法定点検、非常用

放送設備保守点検、構内各建物消防設備点検、エアコン保守点検、エレベーター・エスカ

レーター保守点検等を定期的に実施している（根拠 8-17、8-18）。 

医療健康科学部等が利用する放射線関係施設の安全及び衛生の確保については、学校法

人駒澤大学放射線障害予防規程に基づき「放射線障害防止委員会」を設置し、安全の管理・

維持に努めている（根拠 8-19、8-20）。 

その他の施設、設備についても、駒澤大学施設管理規程に基づき、適切に維持・管理を

行っている。。 

【3】バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境整備 

 キャンパスのバリアフリー化については、総務部が管財部・学生部・教務部等と連携し

ながら、利用者のニーズを調査しつつ対応・整備を行っている。これまでに、正門付近の

専用駐車スペースの確保、車椅子兼用エレベーターの設置、点字ブロックの設置、ドアの

引き戸化、多目的トイレの増設などを行い、利用者に配慮した環境整備を進めている。 

  

【4】学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

学生が ICT機器を自由に利用できる施設として、2018年に供用を開始した 3号館（種月

館）に情報自習室と情報グループ学習室「PAO（Project Area for Active Organization）」

を整備している。情報自習室には、Windowsの PCが配備された 72席とプリンター2台が設

置されており、PC 教室にインストールされているソフトが自習室の一部の PC においても

利用できるように整備されている。PAO には、利用人数に応じて移動可能な可動式のテー

ブルと椅子に加え、大型（55型）液晶ディスプレイ、ホワイトボード、プリンター及びコ

ピー機が設置され、グループワークやミーティングなど多目的に利用できるよう設備が整

備されている。さらに、天吊プロジェクターを配備したプレゼンテーションエリアが設け

られており、学生の主体的・協働的な学びの場となるよう整備されている。PAO の受付カ

ウンターでは、ノート PCの貸出も行っている（根拠 7-11）。 

 また、教務部前のロビーには、アクティブ・ラーニングスペースとして可動式の机・椅

子が設置されており、ノート PC・液晶ディスプレイ・ホワイトボード・マーカー等の貸出

のほか、プリンターも設置されており、ゼミやサークル等の自由な活動場所として提供さ

れている。3号館（種月館）の供用開始により、小規模（40席）の教室が増設され、アク
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ティブ・ラーニングに利用しやすい環境を提供することができた（根拠 8-21【ウェブ】）。

このほか、後述（本章点検・評価項目③）の図書館にもグループ学修室が設置されており、

学内各所に学生の自主的な学習を促進するための環境が整備されている。 

 

２ 教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 

 2010年に「駒澤大学情報セキュリティ基本規程」を制定し、情報システムの運用管理体

制上の責任を明確化し、規程に沿った運用を行っている（根拠 8-22）。さらに、2011年に

基本規程に沿った対策を適正に実施するため、「情報格付け及び取扱制限に関する規程」を

制定している（根拠 8-23）。また、「駒澤大学教職員研修制度推進委員会」が所管する教職

員研修制度の一環として、情報セキュリティ研修を eラーニング形式で実施している（根

拠 8-24）。新入生（学部生・大学院生）に対しては、入学時オリエンテーションにおいて

情報セキュリティに関する講習を実施している。大学ホームページにも掲載し注意喚起に

努めている（根拠 8-25【ウェブ】）。 

 

点検・評価項目③：図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。 

また、それらは適切に機能しているか。 

評価の視点１：図書資料の整備と図書利用環境の整備 

       ・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

       ・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネット

ワークの整備 

       ・学術情報へのアクセスに関する対応 

       ・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整

備 

評価の視点２：図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者

の配置 

 

１ 図書資料の整備と図書利用環境の整備 

 「駒澤大学教育研究等環境の整備に関する基本方針」において目的を定め、「図書館収書

規程」に基づき、本学の学部構成に沿って情報資源の収集・保存を行い、運用は「駒澤大

学図書館利用規程」に基づき行っている（根拠 8-1【ウェブ】、8-26、8-27）。 

2019年に築 46年となる本学図書館は、老朽化が進み、2011年に発生した東日本大震災

の影響を受けて耐震工事を行ったものの、壁面のひび割れや床面の起伏発生などの影響は

依然として残っている。また、図書館には主に業務スタッフが利用するエレベーターは設

置されているが、利用者用のエレベーターは設置されておらず、バリアフリー化が遅れて

いる点や、トイレや空調等に対する設備面への改善要望が図書館利用者アンケート結果に

挙げられている（根拠 8-28）。図書館内には約 91万冊を収蔵しているが、収蔵可能数は既

に限界であり、収蔵しきれない分は外部保管庫を借用して対応している状態である。こう

した書庫狭隘化を改善するため、閲覧スペースを開架書架に変更して 18万 7千冊を配置し

たが、開架率は約 15％にとどまっている。また、閲覧席の大部分は対面式のグループ席を

中心に配置しており、個人席はごく僅かである。このほか、建築基準法による日影規制へ
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の対応も求められている。 

こうした問題を解決するため、2016年 12月開催の理事会において、「駒澤大学新図書館

棟（仮称）建設準備委員会」、2017年 5月開催の理事会において「駒澤大学新図書館棟（仮

称）建設委員会」を設置することが承認され、その後「新図書館の基本設計」が承認され、

2022年 10月の供用開始を目指し、「駒澤大学図書館棟（2019年 6月名称決定）」の建設準

備が進められている（根拠 8-29）。新図書館では、旧来の書庫型図書館から、学生の主体

性・協働性を高めるオープンスペース型図書館への転換を図り、収蔵力と開架率の向上を

両立し、図書館滞在時間や貸出冊数を増加させ、学生の授業外学修時間の増大を図ること

を目指している。 

【1】図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

 2019 年 3 月末時点の本学蔵書数は、図書 102 万 862 冊、和雑誌 10 万 9,506 冊（5,945

種類）、洋雑誌 12万 259冊（3,895種類）、データベース契約件数 58件、電子ジャーナル 1

万 9,514 タイトル、マイクロフィルム 43 万 7,307 点、DVD2,201 点、電子ブック 1,188 タ

イトルとなっている（根拠 8-30）。また、本学が作成したコンテンツは、紀要・論文集を

中心に生成し約 1万 3,800件、貴重図書は 2,775 点の画像情報を「駒澤大学電子貴重書庫」

として大学ホームページ上で発信している（根拠 8-31【ウェブ】）。なお、学生の図書館利

用の増加を図るため、毎年度シラバスに掲載された参考書等について収集を行っている（根

拠 8-32）。このほか、授業に関連する図書館所蔵資料を図書館メインカウンターに取り置

き、多くの学生が利用できるように禁帯出（館内に限定した閲覧）にする取り組みを行っ

ている（根拠 8-33）。加えて、講義の課題・レポートに必須となる図書や受講学生必読の

図書について、図書館 2階指定図書コーナーに複数冊所蔵し、学生が広く利用できる取り

組みを行っている（根拠 8-34）。 

【2】国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備 

本学が所蔵する図書、雑誌等の情報資源を本学のオンライン蔵書目録である Kompass（コ

ンパス：駒澤大学図書館蔵書検索)として構築し、国立情報学研究所（NII）と共同してリ

ポジトリを形成して、教育研究支援を担い、学術情報基盤として整備している（根拠 8-35

【ウェブ】）。電子ジャーナルにおいては、大学コンソーシアム連合（JUSTICE）に加盟して

他大学との情報共有を行うことで、利便性の向上を図っている。また、電子資料の効果的

な検索を共有するため、ディスカバリーサービスの導入を行っている。相互利用の面にお

いては、OCLC（Online Computer Library Center,Inc.）への参加により世界 56か国との

相互利用による資料が容易に取得できる。地域においては世田谷 6大学コンソーシアム横

断検索を設定し、相互利用を行っている。 

【3】学術情報へのアクセスに関する対応 

 利用者の利便性については、学術情報へのアクセスとして、学内ネットワークからはも

ちろん、VPN 接続により自宅・外出先からでも Kompass に接続し、上記のネットワークシ

ステムで検索することが可能となっている。 

【4】学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備 

座席数は、1階は新聞・雑誌エリア・PCコーナーに 130席、2階は閲覧エリアと PCコー

ナーに 273 席、教員・院生閲覧室に 48 席、3 階は閲覧エリアと PC コーナーに 313 席、ガ

イダンスルームに 54 席、AVブース室・マイクロリーダー室に 26席、4階は閲覧エリア・
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PC コーナーに 354席、グループ学修室と多目的読書室に 151席、合計 1,349席となってい

る（根拠 8-30（P.31））。なお、2・3・4階の閲覧エリアには、窓際にカウンター席を配置

している。 

貸出冊数は、2017 年度の 12 万 1,221 冊から 2018 年度は 13 万 2,002 冊に増加している

（根拠 8-30（P.20））。 

開館日数は、利用者の便宜を図り毎年少しずつ開館日を増加させており、2018年度は 297

日開館した。この内、31日は休日に開館し、前年度よりも5日間増加した（根拠8-30（P.19））。 

開館時間は、平日は午前 9時から午後 8時、土曜日は午前 9時から午後 6時まで開館し

ている。このほか、授業実施日と定期試験実施日は、午前 8時 30分から 1階フロアの開館

を行い、学生への利便性向上を図っている（根拠 8-36【ウェブ】）。 

入館者数は、2018 年度は合計 37 万 6,892 人であったが、2014 年度から 2017 年度は 41

万人以上の入館者数であった（根拠 8-30（P.19））。2018年度の来館者数が減少した要因と

しては、同年に 3号館（種月館）の供用が開始され、ラウンジや自習室が増加したことで、

学生の自学自習環境が増えたことが考えられる。 

 

２ 図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者の配置 

国家資格である図書館司書の資格を有する委託職員によるカウンター業務のほか、図書

館の各種ガイダンスによる情報リテラシー教育を担うレファレンス担当職員を配置し、利

用者サービスの向上に努めている。また、専門的知識を有した大学院生（博士課程）、本学

名誉教授及び本学を退職した専任教職員から成る図書館学習支援員「ライブラリー・アド

バイザー（LA）」を設け、レポート作成、論文作成のための相談やガイダンスを開催してい

る（根拠 8-37）。LAは、図書館資料を利用した学生の学修支援や卒業論文・修士論文に関

する支援に加え、図書館案内や展示などの図書館の企画・運営にも参画している。LAの利

用状況は、2016年度は 95人、2017年度は 128 人、2018 年度は 142 人と増加傾向にある。

利用内容は、卒業論文の作成やレポートの書き方に関する相談が多い（根拠 8-30（P.26））。 

 

点検・評価項目④：教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の

促進を図っているか。 

評価の視点１：研究活動を促進させるための条件の整備 

        ・大学としての研究に対する基本的な考えの明示 

        ・研究費の適切な支給 

        ・外部資金獲得のための支援 

        ・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

        ・ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）

等の教育研究活動を支援する体制 

 

１ 研究活動を促進させるための条件の整備 

【1】大学としての研究に対する基本的な考えの明示 

本学は、建学の理念に基づき、本学で実施する多種多様な研究活動の維持・向上及び活

性化を図り、本学の知的財産の創出及びその研究成果の公表などによって社会に貢献する
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ため、研究活動の基本となる事項を定め、研究活動を推進していくことを「駒澤大学研究

活動の基本方針」に掲げ、大学ホームページに公表している（根拠 8-38【ウェブ】）。ま

た、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19

年 2月 15日文部科学大臣決定、平成 26年 2月 18日改正）及び「研究活動における不正

行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26年 8月 26日 文部科学大臣決定） を踏

まえ、本学においても諸規程の制定・改正を行い、研究活動における不正を防止するため

の適正な管理・運営及び研究倫理の啓発を行うなど、適切な研究活動が推進されるよう取

り組んでいる。 

さらに、「学校法人駒澤大学憲章」及び「学校法人駒澤大学行動規範」に基づき、学問

の自由と主体的な判断に基づく学術研究活動が社会からの信頼と負託を前提として成立

するという認識の下、社会の信頼に応える高い倫理観をもって研究活動を推進すべく、本

学において研究活動を行うすべての者及び研究活動に関わる者が遵守すべき行動規範を

「駒澤大学研究活動における行動規範」として定め、大学ホームページに公表している（根

拠 8-39【ウェブ】）。 

【2】研究費の適切な支給 

教員の教育・研究に対して、本学の研究水準の向上、教育の質の向上に資することを目

的として、「教員教育研究費」を支給している（根拠 8-40、8-41）。また、WEB予算管理シ

ステム「Dr.Budget」を導入し、教員自身がリアルタイムで残高確認することを可能とし、

利便性を向上させた（根拠 8-42）。また、研究費利用の透明性を確保するために、各研究

館に物品の検収を行うためのサポート窓口を設置している。 

さらに、教員が専門分野において学問の進歩発展に寄与する高度な学術研究を行うにあ

たり、研究及び出版の助成をすることを目的に、「駒澤大学特別研究助成」及び「駒澤大学

特別研究出版助成」の制度を運用している（根拠 8-43、8-44、8-45）。 

【3】外部資金獲得のための支援 

科学研究費助成事業（科研費）の申請支援として、教務部に研究推進課（研究推進係）

を設置し、課長を含む 6人の職員（委託職員 2 人含む）が対応にあたっている。さらに、

ロバスト・ジャパン株式会社による「KAKEN.org システム」を利用した科研費申請書添削

支援体制を整備している（根拠 8-46）。 

科研費の獲得状況は、2018 年度においては学部・大学院を合計した申請件数 54 件のう

ち、新規採択件数 13 件（採択率 24.07％）であった。2016年度の採択率は 26.09％、2017

年度の採択率は 20.00％であり、過去 3 年間は 20％台で推移している（根拠 8-47）。外部

資金による研究への奨励として、応募者及び研究代表者・研究分担者の教員教育研究費に

対して割り増しを行う運用を行っている（根拠 8-41）。また、受託研究、学外共同研究、

奨学研究寄付金に関する制度を整備し、学外との協同研究を推進し、研究活動のための旅

費・滞在費・研究費を支援している（根拠 8-48、8-49、8-50）。 

【4】研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

各教員の研究室と、資料室・会議室等を配した建物である「研究館」は、文学部、医療

健康科学部、グローバル・メディア・スタディーズ学部の個人研究室を配した第 1研究館

と、仏教学部、経済学部、法学部、経営学部の個人研究室を配した第 2研究館から成る。

主に教養教育を担う総合教育研究部の教員の多くは第 1研究館（スポーツ・健康科学部門
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は第 2研究館）に個人研究室が与えられており、全教員への個人研究室の配置状況は 100％

である（根拠 8-51、大学基礎データ（表 1））。 

専任教員の研究時間を確保するために、在外研究（国内・国外／長期・短期）、自費留学

（国外）、特別短期国外出張のための制度・基準を整備している（根拠 8-52、8-53、8-54、

8-55、8-56））。2019 年度は、国外長期 4人、国内長期 4人、国内長期延長 1人、自費長期

1 人、特別短期国外出張 6人の教員が申請している（根拠 8-57）。 

【5】ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）等の教育研究活

動を支援する体制 

教育支援体制として、ティーチング・アシスタント（TA）及び学部等授業科目補助制度

を運用している。TA は、大学院に在学する学生が各授業科目担当教員の教育責任の下で、

大学院及び学部の授業内での実験・実習・演習等の教育補助業務や、講義担当教員の講義

用教材の調査や作成等の補助業務を行っている。一方、学部等授業科目補助業務は、TAに

関する規程適用外となる総合教育研究部が担当する授業科目の教育補助業務を本学学生が

行っている。主に教養教育科目の「コンピュータ基礎」、初習外国語、アクティブ・ラーニ

ング型授業の授業支援等を行い、教育活動を支援している（根拠 8-58、8-59）。 

 

点検・評価項目⑤：研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

評価の視点１：研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

       ・規程の整備 

       ・コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施 

       ・研究倫理に関する学内審査機関の整備 

 

【1】規程の整備 

本学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成 19年 2月 15日文部科学大臣決定、平成 26年 2月 18日改正）及び「研究

活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26年 8月 26日 文部科学

大臣決定）に基づき、研究活動における不正行為への対応等に関する規程として「駒澤大

学研究活動における不正行為への対応等に関する規程」を制定している（根拠 8-60）。研

究活動における公正性を厳正に確保することを目的に、研究活動における不正行為防止及

び不正行為発生後の対応として調査委員会の設置、調査結果の公表などに関して必要な事

項を「駒澤大学公的研究費調査委員会規程」に定めている（根拠 8-61、8-62、8-63【ウェ

ブ】）。また、公的研究費の管理・運営に関する必要な事項は公的研究費の適正な管理・運

営に関して「駒澤大学公的研究費委員会規程」及び「駒澤大学公的研究費の適正な管理・

運営に関する規程」に定め、不正を防止し、適正な管理を行うことにより、本学における

研究を推進している（根拠 8-64、8-65、8-66）。公的外部資金により専任教員が行う当該

研究に関しては、「駒澤大学利益相反委員会規程」を定め、適切な管理を行っている（根拠

8-67【ウェブ】）。 

人を対象とする研究を計画し、実施する際に遵守すべき事項を「駒澤大学『人を対象と

する研究』に関する倫理指針」及び「駒澤大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員

会規程」において定め、科学的にはもとより、研究対象者の人権等を擁護するとともに、
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適正かつ円滑な研究の推進を図っている（根拠 8-68【ウェブ】、8-69）。 

また、本学において動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を「駒澤大学動物

実験に関する指針」及び「駒澤大学動物実験委員会規程」に定め、科学的にはもとより動

物福祉及び環境保全の観点からも適正な動物実験等の実施を図っている（根拠 8-70【ウェ

ブ】、8-71）。 

【2】コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施 

 コンプライアンス教育等に係る研修会を、「公的研究費の適正な管理・運営に関する規程」

に規定し、公的研究費採択者を対象とし、コンプライアンス推進責任者である教務部長が

毎年実施している。2019年度は 3回実施し、研修会欠席者は eラーニングにより実施した

（根拠 8-72）。大学院生に対しては、日本学術振興会が提供する e ラーニングコースを受

講するよう指導しており、2019年度は 4月に実施した。ただし、一部の研究科・専攻では

受講率が低いため、受講率を高める必要があると考えられる（根拠 8-73、8-74）。 

 また、全教員を対象に、「駒澤大学研究活動における不正行為への対応等に関する規程」

に規定する研究倫理教育は、研究倫理教育の責任者である学長が 2015年度に実施しており、

次回は 2020年度に実施する予定である。 

【3】研究倫理に関する学内審査機関の整備 

 既述のとおり、公的研究費の適正な執行に関しては「駒澤大学公的研究費委員会」を設

置し、公的研究費の不正の調査に関しては「駒澤大学公的研究費調査委員会」を設置し、

規程に基づき適切に運用している（根拠 8-64、8-61、8-62）。 

 

点検・評価項目⑥：教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。 

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１ 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

 教育研究等の環境整備については、財務担当執行理事が部会長を務め、管財部が幹事と

なって開催されている施設整備部会において検討が行われている。施設整備部会では、10

年間の施設・設備整備のシミュレーションを作成し、これに基づく施設・設備整備が行わ

れている。今後の施設整備計画については、既述のとおり（本章点検・評価項目①）、マス

タープランに基づき、新図書館の建設等が進められている（根拠 8-2）。 

 施設・設備等の維持及び管理については、既述のとおり（本章点検・評価項目②）、管財

部において各種法令等で必要とされる定期点検を実施している。この定期点検の結果を、

修理や事業計画の優先順位に反映している。また、施設・設備等の安全管理についても管

財部において整理点検を実施し、大学全体の危機管理については、総務部が所管する「危

機管理委員会」において実施している。医療健康科学部に関する安全管理については、「放

射線障害防止委員会」を設置し、毎年度、年間を通じた活動報告と次年度の活動計画の確

認を行い、研究実験環境の適切性について点検し、教育研究等環境の安全・整備に努めて

いる（根拠 8-20）。 

 ネットワーク・ICT 環境・教務事務システムについては、既述のとおり（本章点検・評
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価項目②）、5年ごとの機器更新に合わせ問題点と需要の把握を行い「駒澤大学総合情報セ

ンター運営委員会」や「駒澤大学情報システム委員会」において、次期更新にかかる設備・

機器等の整備方針や概要を提示し、審議・合意のうえ、学内手続きを進めている。3 号館

（種月館）に移設された情報自習室及び新設した PAOについても満足度調査を実施し、改

善点を確認している。PC教室で使用する教材ソフトの導入については、利用教員に対して

毎年度利用実態調査を実施し効率的な運用を図っている。 

 図書館及び禅文化歴史博物館については、それぞれの所管する委員会を定期的に開催し、

利用者サービス、資料の選定、催し物の開催等について検討・検証を行っている。図書館

では、毎年度の年次報告書を作成し、大学ホームページに公表している。禅文化歴史博物

館では、禅ブランディング事業の進捗状況及び自己点検・評価結果を作成し、大学ホーム

ページに公表している（根拠 8-30、1-17【ウェブ】）。 

 大学院生（法科大学院生含む）については、年に１回ヒアリングを行い、院生室の環境

整備をはじめとする教育研究環境等の改善を行っている（根拠 8-75、8-76）。 

 

２ 点検・評価結果に基づく改善・向上 

 既述のとおり、ネットワーク環境の整備や PC教場の ICT環境は、機器更新時において教

員学生などの利用者に向けたアンケートを実施し、総合情報センター運営委員会で検討し

ている。また、2018年度に駒澤大学情報システム委員会において、2023年度までの情報教

育環境整備に関する中期事業計画を策定し、実施に向け学内手続きを進めている（根拠

8-77）。 

 図書館では、図書館委員会で図書館利用状況を審議し、図書館利用率向上に向けた改善

策に取り組んでいる。資料の選定については、図書選定委員会において審議し、教育研究

に必要な図書・資料の収集を行っている（根拠 8-30、8-78）。 

 教員の研究活動に資するため、教員教育研究費の運用について教員・職員の間でワーキ

ンググループを設置し、検討を行った。その結果、「教員教育研究費取扱基準」及び「教員

教育研究費取扱要領」を改正し、より的確な表現で分かりやすい基準・要領に改正するこ

とができた（根拠 8-40、8-41）。 

 

（２）長所・特色 

点検・評価項目②に既述したとおり、2018年 4月から、3号館（種月館）の供用を開始

したことにより、学修環境と学生生活環境が大きく改善した。 

学修環境としては、小規模の演習教室が増加し、授業外で学生がゼミ活動を行うための

教室を確保することができた。また、40人・80人・150人規模の教室を中心に設置し、移

動可能な机・椅子を配置したことで、少人数教育が可能な教室やアクティブ・ラーニング

を行いやすい教室が増加し、学生の主体的・協働的な学修環境を整備することができた。

また、80人規模以上の教室全てには、プロジェクターをはじめとする AV機器を設置し、

ICT対応の教育環境を整備することができた。 

学生生活環境としては、3号館の各所にラウンジを設け、キャンパス内に授業時間外に

滞在するための居場所を増やすことができた。また、ラウンジは、従来からある教務部前

ロビーのアクティブ・ラーニングスペースに加え、学修スペースとしても利用可能な環境
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となっている。さらに、ICTを重視したアクティブ・ラーニングのための学修空間として

は、「PAO」を開室し、学生が ICT設備をより利用しやすい環境に整備されている。 

 

（３）問題点 

点検・評価項目③に既述したとおり、図書館及び 8号館の建替えを行い、教育研究環境

等の改善を進めることが喫緊の課題となっている。2019年に築 46年となる本学図書館は、

老朽化が進み壁面のひび割れ等があり、収蔵スペースも限界を迎えており、閲覧スペース

は画一的なグループ席が中心となっているなどの問題がある。8号館も築 52年と老朽化が

進み、図書館と同様に日影規制に適合していない箇所があり、早急に改善にあたる必要が

ある。これらの課題を改善するため、マスタープランに基づき、2022年 10月の供用開始

を目指して新図書館の建設準備が進められている。 

また、教務事務システムは、定期的に機器を更新しているが、機器更新毎にかかる経費

が高額となっていることから、システム更新の際にかかる経費について検討が必要である

と考えられる。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学における教育研究等環境の整備については、本学の理念・目的を踏まえた「駒澤大

学教育研究等環境の整備に関する基本方針」を定め、これに基づき施設・設備等を整備・

管理している。図書館の建替えについても、進捗状況を学内で共有しつつ検討を進め、よ

りよい教育研究等環境の改善が図られることが期待されている。教育研究等環境の適切性

については、各委員会や、学生アンケートの結果を踏まえながら定期的に点検・評価を行

うとともに、改善・向上に取り組んでいる。 

2018年度より 3号館（種月館）の供用を開始したことにより、学生のアクティブ・ラー

ニングスペースは徐々に整備されつつあり、授業外のゼミ活動等の学修環境についても大

幅に改善されている。小規模の教室を中心に整備したため、アクティブ・ラーニング型授

業の実施環境も改善され、より充実した教育研究等環境を提供できるようになった。 

研究倫理、研究活動の不正防止に関しては、各種規程に基づく全学的な運用を行うこと

で不正防止に努めている。また、教育研究活動を支援する環境等の整備を行い、教育研究

活動の促進を図っている。 

 以上のことから、「第 8章 教育研究等環境」については、大学基準を満たしているとい

える。 
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第９章 社会連携・社会貢献 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会

貢献に関する方針を明示しているか。 

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた社会貢献・社会

連携に関する方針の適切な明示 

 

社会連携・社会貢献に対する本学の姿勢は、建学の理念のもと、「学校法人駒澤大学憲章」、

「学校法人駒澤大学行動規範」、「駒澤大学産学官連携ポリシー」の中において触れられ、

大学ホームページ等で社会一般に示してきた（根拠 3-15、3-16、9-1【ウェブ】）。 

この方針は、『駒澤大学（以下、本学）では、建学の理念のもと、自分の道を見つけ出す

ための“よりどころ”として、こころ（自分と向き合い、学びと繋がりを通して心を育む）・

まなび（多元的・学際的な学びによる多様な知と、専門性の追求による最先端の知）・つな

がり（様々な価値観や広い社会につながる、豊かで温かな人的ネットワーク）をコンセプ

トに、教育・研究等の諸活動を展開しています。このコンセプトを実現するための社会連

携・社会貢献に関する基本方針を以下のとおり定めます。』と目的を掲げたうえで、以下の

5 項目の沿った方針を示している。なお、「社会連携・社会貢献に関する基本方針」は、大

学ホームページにおいて公表している（根拠 9-2【ウェブ】）。 

1.研究成果の社会への還元と教育・研究活動に対する理解の促進 

2.卒業生等との連携 

3.社会人向け教育プログラムの推進 

4.地域等との連携 

5.適切な社会連携・社会貢献を実現するための組織構築 

 

点検・評価項目②：社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に

関する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を適切に社

会に還元しているか。 

評価の視点１：学外組織との適切な連携体制 

評価の視点２：社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進 

評価の視点３：地域交流、国際交流事業への参加 

 

１ 学外組織との適切な連携体制 

 現在、社会連携・社会貢献に関する取り組みは、各学部等、研究科、研究所、大学事務

等の組織単位で推進されているが、事業によって関連する組織間が連携・協同して実施し

ている事例もある。 

 社会連携・社会貢献に関する学外組織との取り組み事例について、以下に記述する。 

【1】世田谷プラットフォーム（担当組織：学長室） 

 世田谷プラットフォームは、「地域における高等教育の活性化並びに区内産業界、更には
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世田谷区全体の発展に寄与することを目的」として、産官学連携の形式で発足した（根拠

9-3【ウェブ】）。区内産業界等（東急株式会社）、自治体（世田谷区）、世田谷区内に所在す

る 6大学（国士舘大学、昭和女子大学、成城大学、東京農業大学、東京都市大学、駒澤大

学）が参画し、2017年 10月 20日に「世田谷プラットフォーム形成事業に係る連携・協力

に関する包括協定書」を締結している（根拠 9-4）。 

世田谷プラットフォームでは、2019年 2月 28 日現在、公開講座 31件、区内小中学校へ

の教育活動支援 10校、地域振興・交流イベントの開催・協力件数 48件など、大学の教育

研究活動の成果を社会に還元する取り組みを多く展開している（根拠 9-5【ウェブ】）。 

【2】世田谷区社会福祉協議会（担当組織：学生部） 

2018年 7月、世田谷区社会福祉協議会と本学は、「地域福祉の推進に関する包括協定」

を締結した（根拠 9-6）。互いに協力し、世田谷区の住民が個人として尊ばれながら、住み

慣れた地域で安心して生活するために、さまざまな場面で地域福祉の向上に努めること、

地域福祉の向上に駒澤大学の学生が貢献することで、学生の自己形成が進むことを目的と

している。この包括協定の締結により、日常的に情報交換を行い、協働により地域の福祉

に貢献している。一例としては、3月に本学で開催している「みんなの発表会」では、大

学と地域社会との交流および地域貢献を通した課外活動による学生の自己形成促進、並び

に近隣住民の方々に教育活動の機会を提供することを目的として、本学サークルと地域サ

ークルがステージ演奏や作品展示を行っている。上馬及び深沢まちづくりセンターととも

に同協議会が協力団体として参画しており、地域の方々とともに実施している（根拠 9-7

【ウェブ】）。 

【3】世田谷 6大学コンソーシアム（担当組織：図書館、教務部、学長室） 

世田谷区内に所在する 6大学（国士舘大学・昭和女子大学・成城大学・東京都市大学・

東京農業大学・駒澤大学）が 2001年 12月に締結している相互協力協定で、世田谷区に所

在する利点を活かし、教育・研究の交流による相互啓発と地域社会へ貢献することを目的

としている。2003年度からは図書館の相互利用を、2015年度からは協定大学間で相互に教

員を派遣し、授業を担当する連携授業事業を実施している（根拠 9-8【ウェブ】）。本学で

は医療健康科学部を除く全学部において、全学共通科目教養教育科目のライフデザイン分

野に「世田谷６大学連携総合講座Ⅰ～Ⅴ」を開設している（根拠 9-9）。 

【4】防災拠点としての取り組み（担当組織：総務部） 

世田谷区と本学は、2006年 3月に「災害時における協力体制に関する協定書」を締結し

ている（根拠 9-10）。これは、世田谷区内に災害が発生した場合に、区民、在学在勤者等

の安全確保、生活復興等の応急対策を迅速に推進するものである。2007年 3月には、新た

に「災害時における協力体制に関する協定実施細目」を締結し、駒沢・深沢・玉川キャン

パス及び祖師谷グラウンドが、地域住民の一時避難施設として提供対象となっている（根

拠 9-11）。2019年 10 月に発生した台風 19号接近の際は、世田谷区からの要請を受け一時

避難施設として玉川キャンパスを提供し、約 1,200人の地域住民が避難所として利用した。 

【5】南房総市との連携（担当組織：総務部） 

本学の富浦セミナーハウスの所在地である千葉県南房総市とは、2011年 9月に「津波警

報発令時における一時避難施設（場所）としての使用許諾書」を交わしており、地域住民

の津波警報発生時の避難場所として提供することとしている（根拠 9-12【ウェブ】）。 
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２ 社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進 

 本学は全てのキャンパスが世田谷区内に所在しており、また全学部ワンキャンパスとい

う立地を活かし、本学教員等が講師を務める多様な学びの機会の提供や産官学連携による

取り組みを通じ、教育研究活動の成果を社会に還元することで、知の拠点としての役割を

果たしている。社会連携・社会貢献の取り組みは、学部等の教育研究組織のみならず、複

数の事務組織においても実施されている。 

 社会連携・社会貢献に関する教育研究活動の取り組み事例について、以下に記述する。 

【1】せたがや eカレッジ（担当組織：総務部） 

eラーニングによる生涯学習サイト「せたがや eカレッジ」は、世田谷区教育委員会及

び世田谷区に所在する 6大学（国士舘大学・昭和女子大学・成城大学・東京都市大学・東

京農業大学・駒澤大学）が共同で運営している。インターネットを通じて区民や全国に向

けて世田谷区の豊かな知識財を発信し、文化創造型の新しい学習サービスを無料で提供し

ている（根拠 9-13【ウェブ】）。 

【2】現代応用経済学科ラボラトリ（担当組織：経済学部） 

持続可能な地域経済社会の実現のために、地域社会に開かれた研究拠点として、2018年

4 月に現代応用経済学科ラボラトリを設立した（根拠 3-29【ウェブ】）。本ラボラトリでは、

アントレプレナーシップ（起業活動）を軸に置き、地域に根差した「産官学金」のオープ

ンな連携のもとで、研究・教育・地域貢献を融合させる地域プラットフォームのエンジン

となることを目指して活動している。本ラボラトリが開催する各種シンポジウムやアント

レプレナー交流会等の活動は、経済産業省中小企業庁「創業機運醸成事業」に採択されて

おり、起業家育成に向けた様々な事業を展開している（根拠 9-14【ウェブ】）。 

【3】放射線治療人材教育センター（担当組織：医療健康科学部） 

2016年 11月に、株式会社バリアンメディカルシステムズとの産学連携事業として「放

射線治療人材教育センター」を設立した（根拠 3-26）。これは、癌治療の 3つの柱の一つ

である放射線治療の専門技術者の人材育成のため、共同で人材教育センターを設立し、癌

治療のための高度な放射線治療の実施を支援する医療従事者と学生のための教育コースを

提供することを目的としている。さらに、地域高校生に対する模擬授業体験の実施、地域

社会に対する「がん教育の講習会」の貢献活動を実施している（根拠 9-15）。 

【4】グローバル・メディア・スタディーズ・ラボラトリ（担当組織：グローバル・メデ

ィア・スタディーズ学部） 

グローバル・メディア・スタディーズ・ラボラトリは、学内外の共同研究の活性化・研

究成果の発信・社会的貢献を目的として、2010 年度に設置した（根拠 3-28【ウェブ】）。メ

ディアや ITに関する研究は学際的かつ産学連携の研究活動の基盤として活動し、研究成果

を外部に公開している（根拠 9-16【ウェブ】）。また、本学のジャーナリズム・政策研究所

と共催して「社会人ゼミ」を開催している。2019年 1月には、「社会とメディア」プロジ

ェクト公開研究会「映像で学ぶ、映像を学ぶ」を開催した（根拠 9-17）。 

【5】無料法律相談、市民ロースクール（担当組織：法科大学院） 

法科大学院では、東京第一弁護士会とともに、地域住民を対象に無料法律相談会を年 2 

回（春・秋）開催している。春季は本学法科大学院、秋季は渋谷シビック法律事務所にお

いて無料法律相談を開催している。2004年 10 月に開催して以来、毎年開催を継続してい
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る（根拠 9-18【ウェブ】）。さらに、2012年 11 月からは、身近な法律の問題に関する情報

や知識を広く一般の方へ提供することを目的に「市民ロースクール」を開講し、2019年 11

月現在、累計 15回実施している（根拠 9-19【ウェブ】）。なお、市民ロースクールは、講

演修了後はせたがや eカレッジのコンテンツとして Web配信されており、社会貢献の一端

を担っている。 

【6】駒澤大学日曜講座（担当組織：深沢校舎事務室、禅研究所） 

1962年から開講している「駒澤大学日曜講座」は、駒沢キャンパスの坐禅堂において坐

禅の実践と仏教学の講座を年間 30回ほど開催している（根拠 9-20【ウェブ】）。50 年にわ

たる歴史と、建学の理念に直結したその内容から、本学における公開講座の礎であり、今

もなお、申込者数が増加傾向にある社会的ニーズの高い講座となっている。 

【7】駒澤大学公開講座（担当組織：深沢校舎事務室） 

1984年から開講している「駒澤大学公開講座」は、例年、「仏教や禅をテーマとする講

座」及び「人文科学・社会科学・医療分野など多様なテーマとする講座」の 2 講座（各 8 回）

を深沢キャンパス 120 周年アカデミーホールにおいて開講している（根拠 9-21【ウェブ】）。

また、利用者の要望から「フラワー講座」や「英会話教室」も新設している。「健康づくり

教室」は、玉川キャンパスにおいて、ジョギング・成人体操・ジュニア体操の 3コースを

設定し、3期に分けて実施している。 

【8】コミュニティ・ケアセンター（担当組織：コミュニティ・ケアセンター事務室） 

コミュニティ・ケアセンターは、地域の方々に対する臨床心理学的援助活動を行ってお

り、臨床心理学研究の成果を地域社会の福祉向上に活かせる心理相談機関であるとともに、

本学臨床心理学専攻の大学院生の研修機関として公認心理師・臨床心理士の指導のもと、

研修相談員（本学臨床心理学専攻の大学院生）が相談に陪席又は担当して相談業務を行っ

ている（根拠 9-22【ウェブ】）。さらに、無料の公開講座、発達検査・知能検査等を実施し

ている。このほか、講習会として、定期的に自律訓練法講習会、ソーシャルスキルトレー

ニング（SST）を行っている。 

【9】学術機関リポジトリ、電子貴重書庫（担当組織：図書館） 

図書館では、本学の教育研究活動の成果を公開している。本学において生成された学術

論文は、「駒澤大学学術機関リポジトリ」として Web上に公開され、検索可能な状態に整備

されている（根拠 6-39【ウェブ】）。本学の学術情報資源は、研究資料として発信するとと

もに、長年かけて収集・保存してきた貴重図書 2,775点の画像情報を「駒澤大学電子貴重

書庫」として、書誌事項の詳細と解題、翻刻を掲載し、研究資料として広く利用に供して

いる（根拠 8-31【ウェブ】）。また、仏教図書館協会による研修会や世田谷 6大学コンソー

シアムによる相互利用の専門委員会、講演会の開催を行い、相互の情報共有を行い図書館

運営の連携を図っている（根拠 9-23【ウェブ】）。さらに、一般の方にも図書館を開館して

おり、館内閲覧や書籍等の貸出（2週間・5冊まで）を行っている（根拠 9-24【ウェブ】）。 

【10】禅文化歴史博物館（担当組織：禅文化歴史博物館事務室） 

禅文化歴史博物館は、元々は 1928年に図書館として建設・利用されていた建物であり、

現在の図書館が完成後「耕雲館」の名称変更し、仏教行事等を行う施設として利用されい

た。1999年に「東京都歴史的建造物」に選定されたことを契機に博物館としてリニューア

ルする計画が進められ、2002年に開校 120周年記念事業の一環として「禅文化歴史博物館」
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の名称として開館した（根拠 9-25【ウェブ】、根拠 9-26【ウェブ】）。年間を通じて開館し

ており、常設展示室、企画展示室、大学史展示室において、大学の所蔵品を地域社会に公

開している。 

その他、各学部・研究科、附置研究所においても公開講演会等を実施し、広く一般にも

門戸を開いている。また、研究者情報データベースを Web検索できるなど、教員の研究に

関する情報を公開しており、世田谷シニアスクールなど世田谷区内で活動する団体に本学

教員が講演等で協力するなど、学術資源の提供を多方面で展開している（根拠 2-40【ウェ

ブ】）。 

 

３ 地域交流、国際交流事業への参加 

【1】大学学長と区長との懇談会（担当組織：学長室） 

2014年 7月より開催されている「大学学長と区長との懇談会」は、世田谷区内に所在す

る大学（国士舘大学、産業能率大学、昭和女子大学、成城大学、多摩美術大学、テンプル

大学ジャパンキャンパス、東京医療保健大学、東京都市大学、東京農業大学、日本女子体

育大学、日本体育大学、日本大学、明治大学、駒澤大学）の学長と世田谷区長との定期的

な懇談を通じて、区と区内大学（学部）とによる連携の取り組みの推進について共通理解

を深めることにより、知のネットワーク「大学が輝くまち せたがや」の着実な進展が図

られることを目指して開催されている（根拠 9-27【ウェブ】）。「第 6回大学学長と区長と

の懇談会」は、駒沢キャンパスの種月ホールを会場として開催され、各連携プロジェクト

の進捗状況報告、世田谷プラットフォーム等に関する報告及び協議、大学と自治体との連

携等について意見交換が行われた。 

【2】地域における国際交流事業（担当組織：国際センター事務室） 

ア 地域グローバル化推進講座 

国際交流事業について、2016年より地域住民を対象に「地域グローバル化推進講座」を

開講している。語学講座のみならず、イギリス、スペイン、ドイツといった外国文化に関

する講座を本学教員が講師となり開講してきた（根拠 9-28）。 

イ 来日プログラム「KOMSTUDY」 

毎年、オーストラリアのクィーンズランド大学からの短期留学生を受け入れている KOMS

TUDY（コムスタディ）では、地域の方々にホストファミリーとして運営に協力していただ

いている。KOMSTUDY で来日した短期留学生は、11月下旬から 12月中旬の間、本学に留学

し、日本語学習や様々な日本文化を体験している。本学学生が短期留学生の生活をサポー

トするボランティアとなることで、学生にとっても異文化交流や英語によるコミュニケー

ションを実践する機会になっている（根拠 9-29【ウェブ】）。 

ウ 世田谷区「国際化プロジェクト」への参画 

世田谷区との大学連携プロジェクトの 1つである「国際化プロジェクト」のリーダー校

として、世田谷区の魅力発信プロジェクト「Pick-up SETAGAYA」を担当し、学生・留学生

と協働し、Facebookによる情報発信を行っている（根拠 9-30【ウェブ】）。また、同プロジ

ェクトの「せたがや国際交流ラウンジ」は、本学の交換留学生がナビゲーターとして参加

し、各テーマに対する母国と日本との比較をプレゼンテーションし、「せたがや」の現状と

可能性をグループごとに語り合い、参加者間でシェアする取り組みを年 4回にわたり実施
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している。（根拠 9-31）。 

【3】スポーツ等の課外活動やゼミ活動、ボランティアによる地域連携・地域交流事業（担

当組織：学生部、各学部等） 

課外活動の一環として地域に貢献することによる学生の自己形成達成を目的として「こ

ども大学」、「スポーツフェスティバル」、「みんなの発表会」を開催している。中でも「ス

ポーツフェスティバル」「みんなの発表会」は実行委員会形式を採用し、行政、地域自治会、

児童館及び小学校等の意見も汲み取り、高齢者や障がい者向けのプログラムも実施してい

る。 

ア こども大学 

2018年より、大学と地域社会との交流及び地域貢献を通した課外活動による学生の自己

形成促進、並びに近隣住民の方々に教育活動の機会を提供することを目的として、本学文

化系サークルが小学生の夏休み自由研究の支援を行っている（根拠 9-32【ウェブ】）。2019

年は 7月に開催し、1,358人の来場があった。 

イ スポーツフェスティバル 

 2016年より、「地域は家族」を大きなテーマとし、「教育活動の機会提供」と「地域にお

ける共生社会の実現」を目的として、スポーツ教室・体験会、運動会企画などを開催して

いる。スポーツ教室・体験会は、体育会に所属する現役学生アスリートがそれぞれの部の

スポーツについて地域の子どもたちに優しく楽しく実演・指導を行っている（根拠 9-33【ウ

ェブ】）。本取り組みは、世田谷プラットフォームに後援をいただくとともに、世田谷区、

玉川キャンパス近隣のまちづくりセンター、小学校、児童館、社会福祉法人、地域のサー

クル並びに企業等の協力により開催されている。2019年は 11月に開催し、1,123人の来場

があった。 

ウ みんなの発表会 

 2019年より、大学と地域社会との交流及び課外活動を通した地域貢献による学生の自己

形成促進、並びに近隣住民の方々に教育活動の機会を提供することを目的として、本学サ

ークルと地域サークルがステージ演奏や作品展示を行っている（根拠 9-7【ウェブ】）。本

取り組みは、世田谷プラットフォームに後援をいただくとともに、世田谷区、世田谷区社

会福祉協議会、近隣のまちづくりセンター、小学校、自治会の協力により開催されている。

2019年は 3月に開催し、1,450人の来場があった。 

エ オリンピック・パラリンピック教育への協力 

2017年度より、世田谷区内の小中学校で実施されているオリンピック・パラリンピック

教育においては、体育会に所属する学生及び総合教育研究部スポーツ・健康科学部門の教

員及び課外活動指導者（本学職員）が、近隣小学校の体育の授業に協力している（根拠 9-34

【ウェブ】）。これまで、空手道部、サッカー部、ボクシング部、陸上競技部、体操競技部

による協力が行われており、本学施設のみならず、近隣の小中学校に出向いて行われてい

る。また、小学校のサマースクールには、経営学部のゼミがワークショップを行うことで

企画運営に参画し、地域交流事業を展開している（根拠 9-35【ウェブ】）。このほか、児童

館主催の地域交流イベントには、体育会学生が運営に協力している（根拠 9-36【ウェブ】）。 

【4】地域の清掃活動（担当組織：総務部） 

上馬まちづくりセンターを拠点に年 3回行われている「上馬クリーンキャンペーン」に
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学生・教職員が参加し、上馬地域の自治会の方々とともに駒沢大学駅周辺の清掃及び放置

自転車対策の活動を行っている（根拠 9-37【ウェブ】）。さらに、大学として年 2回（2週

間ずつ）、月 1回の「地域環境クリーン活動」を実施し、学生の通学経路である駒沢大学駅

～駒澤大学エリアや、深沢キャンパス周辺、駒沢公園等、地域の美化活動に取り組んでい

る（根拠 9-38【ウェブ】）。 

【5】庭園開放（担当組織：深沢校舎事務室） 

2007年より、深沢校舎建設時に住民への説明会で提示された使用管理体制に基づき、深

沢キャンパスの日本庭園を春（桜の時期）・秋（紅葉の時期）の 2回、それぞれ 2週間程度

（日・祝日含む）、地域の方々に開放している（根拠 9-39【ウェブ】）。 

【6】地域との融合を目指す取り組み（担当組織：総務部、教育振興部、同窓会等） 

自治会等での催しなど、地域コミュニティへ積極的に参加している他、施設使用につい

ては、自治会からの要望に可能な限り応えている。また、2002年より開催している本学同

窓会東京都支部主催の「駒沢ふれあい夏まつり」は、駒沢キャンパスを会場に行われてお

り、地域住民には駒沢エリアの夏の風物詩として認知されている。さらに、近隣住民との

意見交換会を実施している（根拠 9-40【ウェブ】）。 

  

点検・評価項目③：社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行

っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料・情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

社会連携・社会貢献の適切性に関する点検・評価は、活動内容を踏まえ学部等、研究科、

附置研究所、大学事務等において行われ、各組織の点検・評価結果に基づき、全学的な点

検・評価を全学自己点検・評価委員会において検証し、その内容を「全学自己点検・評価

結果報告書」に取りまとめている。 

また、各組織がそれぞれの取り組みに関するアンケート調査等を実施し、アンケート結

果を踏まえ、次回以降の取り組みの改善・向上に繋げている。例えば、公開講座について

は、受講者アンケートの結果を公開講座運営委員会において委員間で共有し、受講生の意

見を参考にしながら、公開講座の運営改善に努めている。改善事例としては、例年、公開

講座は土曜日に開講してきたが、受講者の要望等をもとに検討し、2019年度から、英会話

講座、フラワー講座等の講座を新たに平日にも設定した（根拠 9-21【ウェブ】）。また、「こ

ども大学」、「スポーツフェスティバル」、「みんなの発表会」等、学生部主管の取り組みに

ついては、年 8回開催する学生部委員会において、各種実施計画及び実施結果の総括を報

告・審議するとともに、必要な改善点、次年度の取り組みにつなげている（根拠 9-41）。 

しかしながら、本章点検・評価項目②において既述したとおり、本学では各組織におい

て多様な社会連携・社会貢献活動が行われているが、それらの活動を統括する事務組織又

は委員会組織等が存在しないため、責任の主体や手続き等が明確になっていない点は課題

であり、「2019 年度全学自己点検・評価結果報告書」においても統括組織の検討が優先検

討課題として示されている。 
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本課題については、2019年度に策定した「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方

針」において、「5.適切な社会連携・社会貢献を実現するための組織構築」を掲げており、

その具体化を図るため、令和元年度 11月開催の教学運営会議において、「社会連携センタ

ー（仮称）設置準備ワーキンググループ」を設置することが審議・承認され、センター設

置に向けた検討が進められている。 

 

（２）長所・特色 

 2019年 11月に策定した「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」や、「学校法

人駒澤大学憲章」「学校法人駒澤大学行動規範」「駒澤大学産学官連携ポリシー」に示され

ている「社会連携・社会貢献」に関わる事項とともに、学校法人駒澤大学長期ビジョン「駒

澤 2030」においても「産業界、官庁（地方公共団体）、地域社会といった社会からの要請

に応じ本学の教育・研究活動の成果を社会に還元するとともに、社会からは本学の教育研

究の発展に資する資源の提供を受け、双方が発展していくための“繋がり”（連携体制）を

強化し、社会課題の解決に直接貢献します。」と将来を見据え、明示している。 

 本学の社会連携・社会貢献についての特色は、上述のとおり、現在、社会連携・社会貢

献に関する大学としての取り組みは、活動内容に即した学部等、研究科、附置研究所、大

学事務等を中心に推進しており、事業によっては、関連する大学事務組織等が協同で実施

している。 

 産学官連携の推進や自治体との地域連携活動および、社会一般に向けての貢献活動とし

て、多様なジャンルに取り組んでいることである。 

【1】学外組織との連携 

 点検・評価項目②に既述したとおり、世田谷プラットフォームは、世田谷区、区内産業

界及び本学を含む世田谷区内に所在する 6大学が、各大学の特色化と資源集中を促し、世

田谷区民、同区に通う学生・生徒、所在企業、訪問者、同区と交流する地方自治体等に、

各大学の得意分野を活かした高等教育や実務教育、地域の課題解決のための調査・研究協

力等を実施することを目指し発足した。それをもとに、2018年度私立大学等改革総合支援

事業タイプ 5「プラットフォーム事業【発展Ⅱ型】」に申請し、採択された（根拠 9-42【ウ

ェブ】）。なお、2019 年度も「令和元年度私立大学等改革総合支援事業タイプ 3「地域社会

への貢献」に申請し、採択されている。事業としての実績は、協同で保護者向けの大学説

明会の実施、教育支援活動、合同企業説明会の実施等がある。さらに、「世田谷プラットフ

ォーム報告会」を開催している。本学で既に実施している公開講座、せたがや eカレッジ

の講座、区内小中学校への教育支援・学生ボランティア活動、障がい者支援活動、地域進

行・交流イベント、防災教育、区内産業界のインターンシップへの学生参加促進、社会人

向け教育プログラムの提供、創業機運醸成のためのイベント開催、国際化推進イベント参

画・協力、6大学の協同 FD・SD研修会の開催、6大学の単位互換科目の開設、施設の共同

利用、6大学の共同学生募集活動、学生ボランティア派遣活動等の取り組みを、世田谷プ

ラットフォームの取り組みとして提供し、また参画している。 

 せたがや eカレッジについては、各大学が持つ学術分野の特長を活かし、コンテンツを

作成しており、多くの人が、端末の種類にとらわれず、また、通勤時等にも利用できるよ

う、YouTubeで配信している。 
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【2】学術資源を活用した地域連携・社会連携事業 

点検・評価項目②に既述したとおり、現代応用経済学科ラボラトリの各種シンポジウム、

アントレプレナー交流会などの活動については、経済産業省中小企業庁「創業機運醸成事

業」に採択されており、大学内外で同事業に関わるイベント等を開催している。 

2018年度に設立した「放射線治療人材教育センター」については、放射線治療を中心と

した産学連携研究や企業の技術者の技能向上の為の交流事業や地域高校生に対する模擬授

業の実施、地域社会に対する「がん教育の講習会」の貢献活動が、特色として挙げられる。 

【3】国際交流事業 

点検・評価項目②に既述したとおり、世田谷区の大学連携国際化プロジェクトのリーダ

ー校として、「Pick-up SETAGAYA」のウェブサイトを在学生・留学生の協力により情報発信

し、同プロジェクトの「せたがや国際交流ラウンジ」では、本学の交換留学生がナビゲー

ターとして地域との交流を進めている。 

【4】スポーツ等の課外活動やゼミ活動、ボランティアによるによる地域連携・地域交流

事業 

点検・評価項目②に既述したとおり、「スポーツフェスティバル」、「みんなの発表会」

は実行委員会形式を採用し、行政、地域自治会、児童館及び小中学校等の意見も取り入

れて開催され、本学の学生が運営に携わり、活躍している点も特長である。来場者数は

1,000人を超えており、地域の方の関心も高く、評価に値する取り組みといえよう。 

 

（３）問題点 

点検・評価項目①に既述したとおり、「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」

は、2019 年 11 月に制定されたばかりであり、本方針を具体化するための事業計画が大学

各組織において現状では策定されているわけではないため、今後は本方針を踏まえ、各組

織における社会貢献・社会連携のあり方について検証し、事業計画を策定することが求め

られる。また、点検・評価項目②及び③に既述したとおり、本学では各組織において多様

な社会連携・社会貢献活動が行われている一方で、それらの活動を統括する事務組織また

は委員会組織等が存在しないため、責任の主体や手続き等が明確になっていない点は課題

であり、統括的組織の設置が必要であると考えられる。特に、産官学連携を行うための大

学としての窓口にあたる組織が存在しないため、今後、より活発に産官学連携を推進して

いくために、産官学連携を統括・推進するための新たな組織の新設あるいは事務組織改編

が必要であると考えられる。 

現在、駒澤大学教学運営会議において、社会連携センター（仮称）設置準備ワーキング

グループを設置し、社会連携センター（仮称）設置準備ワーキンググループメンバーが各

組織から選出され、センター設置に向けた検討が進められている。 

 

（４）全体のまとめ 

社会連携・社会貢献については、建学の理念のもと、「学校法人駒澤大学憲章」、「学校法

人駒澤大学行動規範」、「駒澤大学産学官連携ポリシー」に明文化している。これらに加え、

明確な方針として、2019 年 11 月に「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」を

新たに策定・公表している。これらの方針に基づき、教育・研究の成果を社会に還元する
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ために学部等・研究科、研究所、大学事務等の各組織において社会貢献等の活動を推進す

るとともに、学外組織と連携し、地域における国際交流事業、スポーツ等の課外活動やゼ

ミ活動、ボランティアによるによる地域連携・地域交流事業、自治体等との連携事業に取

り組むなど、その活動範囲は多岐にわたっている。 

具体的な取り組みでは、教員の研究の還元のみならず、学生からの多大な協力を得なが

ら進められている取り組み事例も多く、また老若男女問わず様々な世代を対象とした取り

組みも多い。 

今後は、社会連携・社会貢献の窓口となり、地域社会や産官学等との連絡調整を行い、

学内の様々な部署等への橋渡し、社会連携の体制を構築する役割を担う組織の設置あるい

は組織改編を行うことにより、自治体・自治会、産業界等からの要望にも対応できる体制

構築を進め、社会連携・社会貢献に関する取り組みを一層充実させることが可能になると

考える。 

以上のことから、「第 9章 社会連携・社会貢献」については、大学基準を満たしている

といえる。 
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第１０章第１節 大学運営 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現

するために必要な大学運営に関する大学としての方針を明示してい

るか。 

評価の視点１：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現す

るための大学運営に関する方針の明示 

評価の視点２：学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知 

 

１ 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するための大学運

営に関する方針の明示 

本学では、2019年度に「駒澤大学大学運営・財務に関する基本方針」の制定・公表して

いる（根拠 10-1-1【ウェブ】）。 

本学では、既述のとおり（第 3章）、従来は「学校法人駒澤大学憲章」及び「学校法人駒

澤大学行動規範」を掲げ、これらを大学運営に関する方針と位置づけ、大学運営を行って

きた。また、2017年度には「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤 2030』」を定め、これ

に基づく「学校法人駒澤大学施策体系」及び「学校法人駒澤大学中期事業計画」を策定し、

これを具体化する単年度の事業計画を策定し、大学運営を行っている。 

 

２ 学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知 

 「駒澤大学大学運営・財務に関する基本方針」は、2019 年 10 月開催の教学運営会議に

おいて審議・承認された後、全学教授会（11月開催）及び事務部長会への報告が行われた

（根拠 10-1-2）。また、大学ホームページ上に公表しており、広く社会に周知し、高等教

育機関としての説明責任を果たしている。 

 

点検・評価項目②：方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組

織を設け、これらの権限等を明示しているか。また、それに基づい

た適切な大学運営を行っているか。 

評価の視点１：適切な大学運営のための組織の整備 

       ・学長の選任方法と権限の明示 

       ・役職者の選任方法と権限の明示 

       ・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

・教授会の役割の明確化 

・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

       ・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

       ・学生、教職員からの意見への対応 

評価の視点２：適切な危機管理対策の実施 
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１ 適切な大学運営のための組織の整備 

【1】学長の選任方法と権限の明示 

 学長の選任は、「駒澤大学学長選考に関する規程」に基づき、駒澤大学の教授のうち、告

示日に本学において 5年以上の教授歴を有する者の中から選考し、理事会の議を経て理事

長が任命する（根拠 10-1-3）。学長の任期は 4 年であり、再任する場合は 2 回の任期を超

えて在任することはできない。選任に際しては、学長選挙管理委員会を開催し、選挙は投

票用紙による投票が行われ、選挙人は本学に勤務する勤続 1年以上の専任教職員が対象と

なる。また、学長の解任請求は、「駒澤大学学長解任請求に関する規程」に基づき行うこと

ができる（根拠 10-1-4）。解任投票申請には、申請代表者 1 名及び選挙人の 3 分の 1 以上

の自筆による署名及び捺印を必要とし、学長選挙管理委員会に申請を行う。解任投票申請

が受理された場合は学長解任請求投票を行い、選挙人の過半数の賛成をもって解任請求が

成立する。 

 学長の職制については、「駒澤大学学則」「駒澤大学大学院学則」「駒澤大学大学院法曹養

成研究科（法科大学院）学則」において、「駒澤大学学長が校務をつかさどり、所属教職員

を統督する。」と規定されている（根拠 1-3（P.11）、1-4（P.7）、1-5（P.2））。また、「学

校法人駒澤大学寄附行為」第 9条及び第 25条において、学長は本法人の理事となり理事長

を補佐し学校法人の業務を掌理すること、学長は評議員に選任されることが規定されてい

る（根拠 1-1）。 

【2】役職者の選任方法と権限の明示 

 本学の役員は、「学校法人駒澤大学寄附行為」において、理事 13人、監事 3人を設ける

ことが規定されている。理事の内訳は、寄附行為第 9条第 1項第 1号に定める理事 2人（総

長及び駒澤大学学長）、同第 2号に定める理事 1 人（駒澤大学高等学校長及び駒澤大学附属

苫小牧高等学校長のうちから理事会において選任した者 1 人）、同第 3 号に定める理事 4

人（曹洞宗責任役員会の推薦した者）、同第 4号に定める理事 2人（評議員のうちから評議

員会において選任した者）、同第 5号に定める理事 4人（理事長の推薦する者 2人、この法

人の教職員のうちから駒澤大学長の推薦する者 2人）である。監事は、この法人の理事、

教職員又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会

の同意を得て、理事長が選任することが規定されている。また、「学校法人駒澤大学寄附行

為施行細則」において、理事会において選出する監事候補者のうち 1人を常勤監事とする

ことが規定されている（根拠 10-1-5）。 

ア 総長 

 総長は、「学校法人駒澤大学寄附行為」に基づき、理事会において選定し、理事長が任命

する。任期は 4年とし、再任を妨げない。ただし、8年を超えて在任することはできない。

総長の権限については「仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神の具現につとめ、この法人が

設置する諸学校の建学の理念にかかる教学を総括する。」と規定されている。 

イ 理事長 

 理事長は、「学校法人駒澤大学寄附行為」に基づき、曹洞宗責任役員会の推薦した者（4

人）の中から 1人を、同第 9条第 1項第 5号で定める理事を除く理事総数の過半数の議決

により選任する。任期は 4 年とし、再任を妨げないが、8 年を超えて在任することはでき

ない。理事長の職務は、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」と規定さ
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れている。 

ウ 執行理事 

 執行理事は、「学校法人駒澤大学寄附行為」に基づき、理事のうちから理事会の議を経て

選任する。任期は、理事長の在任期間中とする。「学校法人駒澤大学理事会規程」に基づき、

担当執行理事（駒澤大学教育・研究担当、駒澤大学学生支援担当、総務・人事担当、財務

担当、法人諸学校担当）を任命している（根拠 10-1-6）。なお、法人諸学校担当は、総務・

人事担当執行理事が兼務している。執行理事の職務は、「理事長を補佐し、この法人の業務

を分掌する。」と規定されている。また、「学校法人駒澤大学寄附行為施行細則」に基づき、

理事長が執行理事会議を設け、「執行理事会議規程」に基づく業務執行の確認を行っている

（根拠 10-1-7）。 

エ 副学長 

 副学長は、職制については「駒澤大学学則」「駒澤大学大学院学則」「駒澤大学法曹養成

研究科（法科大学院）学則」において「副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさ

どる。」と規定されている。職位については「学校法人駒澤大学事務組織規程」において「担

当副学長は、それぞれの業務を担当する執行理事及び本学の学長の命を受け、当該担当事

務群の事務全般を所掌し、事務の円滑な運営に努め、担当部署における事務の相互の連携・

調整をはかる。」と規定されている（根拠 7-2）。 

 なお、駒澤大学教育・研究担当執行理事が教育・研究担当副学長を、駒澤大学学生支援

担当執行理事が学生支援担当副学長を兼務している。また、副学長の職務権限を明確化す

るために、現在、教学運営会議において規程の制定に向けた審議が進められている。 

オ 学部長・研究科委員長・研究科長 

 学部長・研究科委員長・研究科長は、「駒澤大学学則」「駒澤大学大学院学則」「駒澤大学

大学院法曹養成研究科（法科大学院）学則」に基づき、学部長・研究科委員長・研究科長

を置き、学長を補佐して学部・大学院・法科大学院に関する校務をつかさどることが規定

されている。学部長の選任は「学部長の選任に関する規程」に基づき、当該学部に所属す

る教授の中から学長がこれを委嘱する（根拠 10-1-8）。任期は 2 年とし、再任を妨げない

が、引き続き 4年以上在任することはできない。研究科委員長の選任は「駒澤大学大学院

学則」に基づき、当該研究科委員会において推薦し、学長がこれを委嘱する。任期は 2年

として、再任を妨げない。研究科長の選任は「駒澤大学法科大学院法曹養成研究科（法科

大学院）規程」に基づき、研究科教授会において互選し、学長がその意見を聴き、これを

委嘱する。任期は 2年とし、再任を妨げない。 

 なお、総合教育研究部については、「駒澤大学学則」及び「総合教育研究部教授会規程」

に基づき、学部長に準ずる職制として総合教育研究部長を置き、学長を補佐して総合教育

研究部に関する校務をつかさどることが定められている（根拠 1-3（P.12）、6-19）。 

【3】学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

 「学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令」が 2015年 4

月 1日から施行されたことに伴い、学長の権限と責任について明確にするよう学内諸規程

の総点検・見直しを行った（根拠 10-1-9）。例えば、「学部教授会規程」第 3条審議事項に

おいて、「学部教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議し、意見

を述べるものとする。」と改正され、学部教授会による審議を受けて最終的な意思決定を行
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うのは学長であることが明確にされた（根拠 10-1-10）。 

【4】教授会の役割の明確化／学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

本学の教授会機能として、各学部及び総合教育研究部には教授会、大学院には研究科委

員会、法科大学院には研究科教授会が置かれている。教授会は、学長が決定を行うに当た

り審議事項（学生の入学・卒業、学位の授与、教育研究の基本方針、教育課程及び教育組

織の編成、教育研究予算計画、学業成績の認定、教育内容・教育方法等の検証及び改善、

教員の任用・休職・退職等身分に関する事項、兼任教員等の委嘱等）について、意見を述

べるとしている。このほか、学長・副学長・学部長等がつかさどる教育研究に関する事項

（講義分担等授業、休学・復学・退学・除籍・転学等学生の身分、試験及び卒業論文等、

学生の指導及び賞罰並びに奨学生等の推薦、学部長候補者の推薦、全学教授会委員及び各

種委員の選出、全学教授会に提案あるいは付託すべき事項等）について審議し、学長等の

求めに応じ、意見を述べることができる。各学部に属する各学科には、それぞれ「学科委

員会」を置き、学部教授会に提案すべき事項等について審議が行われている（根拠 10-1-11）。 

大学院には「駒澤大学大学院学則」に基づき「大学院委員会」を置き、学長が決定を行

うに当たり、大学院の学位の授与、大学院全体にわたる教育研究に関する重要な事項につ

いて審議し、学長に意見を述べることができる。なお、大学院の人文科学研究科には「大

学院人文科学研究科専攻委員会」を置き、研究科委員会に提案・付託すべき事項等につい

て審議が行われている（根拠 6-21）。 

 また、本学では「駒澤大学学則」に基づき「全学教授会」を置き、学長が決定を行うに

当たり、全学にわたる教育研究に関する重要な事項、全学にわたる教育研究に関する基本

的事項並びに各学部等間の連絡調整について審議し、学長に意見を述べることができると

している（根拠 2-2）。「全学教授会」には、学長、各副学長、大学院各研究科委員長及び

法科大学院研究科長、各学部長等、図書館長、教務部長、学生部長及び入学センター所長、

各学部等から選出し学長の委嘱を受けた 3人（医療健康科学部及びグローバル・メディア・

スタディーズ学部を除く）、医療健康科学部及び法科大学院から選出し学長の委嘱を受けた

1 人、グローバル・メディア・スタディーズ学部から選出し学長の委嘱を受けた 2 人の計

46 人により構成されている。 

【5】教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

 理事会の小委員会として「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」を設置することが

2017年 4月開催の理事会で議決された（根拠 10-1-12）。「学校法人駒澤大学法人政策検討

委員会」では、理事長が委員長となり、本法人の経営計画に資する総合的な法人全体の政

策（施策体系）を策定し、理事会への提言を行う機能を担っている。年度内に 2～3回程度

開催され、理事会に提案する事項について確認を行っている。 

委員は、理事長、学長、総長、執行理事 4人、法人諸学校の校長のうち 1人、曹洞宗責

任役員会の推薦した者のうち 2人、学部長理事 1人、駒澤大学学部長等及び駒澤大学法曹

養成研究科長のうちから駒澤大学長が推薦し理事会の議を経て理事長が任命する者 2人の

計 13人で構成されている。また、「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」の下には、各

法人の政策を検討するための作業部会として、「事業計画策定部会」「財務計画策定部会」

「施設整備部会」「人材職場環境整備部会」「法人諸学校管理運営部会」の 5つの部会が設

置され、それぞれの部会に関連する執行理事、局長及び事務組織の部長が構成員として出
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席している。 

【6】学生、教職員からの意見への対応 

学生からの意見は、学生生活実態調査に該当する取り組みとしてアセスメントテストを

毎年実施し、学修時間数や学修行動調査の把握と共に行っている（根拠 4-79、10-1-13）。

このほか、新入生オリエンテーション時のアンケート調査、卒業時調査アンケート、英語

能力テストの取り組みを毎年実施し、入学時から卒業時までの学生に成長等に関する情報

の収集・分析も行っている。調査結果の一部は、学生や教職員に公開している。また、学

生 FDスタッフからは、学長との意見交換会の場が設けられている（根拠 6-36【ウェブ】）。 

教員からの意見は、各学部教授会等から出された意見を「全学教授会」に提案し、学長

に意見を述べている。職員からの意見は、毎週開催されている「執行理事会議」に各事務

組織からの提案が出されており、理事長、学長、各執行理事が確認を行い、理事会に提案

すべき事項を調整している。 

 

２ 適切な危機管理対策の実施 

 本学では、震災その他あらゆる危機に適切に対処し、人命を守り、財産を保護するとと

もに、大学の秩序と平穏を維持することを目的として「駒澤大学危機管理に関する規程」

を 2003 年に制定した（根拠 10-1-14）。同規程に基づき、学長が委員長となり教職協働体

制による「危機管理委員会」を開催し、危機管理についての意思決定等について審議を行

っている。このほか、危機管理問題について検討するため「危機管理問題検討委員会」を

設置し、突発的災害に対するマニュアルの作成等を行っている（根拠 10-1-15）。 

 また、各キャンパス及び飛び地にある施設に関して、防火管理について必要事項を定め、

火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を

図ることを目的として、消防計画を定めた規程を制定している（根拠 10-1-16）。「駒澤大

学消防計画」に基づき、職員による「自衛消防隊」を結成し、毎年玉川消防署主催の「自

衛消防活動技術大会」に参加し、訓練の成果を披露している（根拠 10-1-17）。このほか、

学生・教職員が参加可能な消防訓練を年 1回開催している。さらに、「応急手当講習会」を

開催し、体育会団体所属学生を中心に AED（自動体外式除細動器）等の操作方法を学ぶ訓

練を実施している（根拠 10-1-18【ウェブ】）。 

 このほか、情報資産を守るための情報セキュリティ対策を「駒澤大学情報セキュリティ

基本規程」に定めている。2017年 3 月からは、インシデント発生時の対応手順を「情報セ

キュリティ事故対応マニュアル」として学内グループウェア上に公開している（根拠

10-1-19）。また、「駒澤大学ソーシャルメディアガイドライン」を策定し、大学ホームペー

ジ等へ公表し、インターネットを通じた情報発信のルールについて教職員及び学生に周知

している（根拠 10-1-20【ウェブ】、根拠 10-1-21【ウェブ】）。なお、2019 年 11 月 8 日に

開催された「文部科学省関係機関 CISOマネジメント研修」には、本学の総合情報センター

を担当する教育・研究担当の副学長が出席し、最高情報セキュリティ責任者（CISO）が備

えるべき情報セキュリティに関する知識等について研修を受けている。 
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点検・評価項目③：予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

評価の視点１：予算執行プロセスの明確性及び透明性 

       ・内部統制等 

       ・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定 

 

１ 予算執行プロセスの明確性及び透明性 

予算は、「学校法人駒澤大学予算会議規程」に基づき、理事長が議長となる「予算会議」

において次年度の予算編成方針等について審議し、その編成方針に基づき各事務組織は次

年度「事業・業務計画書」を作成している（根拠 10-1-22）。「事業・業務計画書」に記載

された各事務組織の次年度予算は、「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」の作業部会で

ある「事業計画策定部会」や財務部及び法人企画部が全ての事務組織に対して行う予算ヒ

アリング等の場を通じて確認・検証が行われ、予算の透明性・客観性・妥当性の確保に努

めている。また、予算執行時には稟議決裁を行うとともに、必要に応じて「契約審査会」

で審査を行い、支払稟議により支出内容を精査している（根拠 10-1-23、10-1-24、10-1-25）。 

 予算執行に伴う効果を分析・検証する取り組みとしては、契約予定価額が 500万円以上

及び重要な物件等の調達について、事業の起案部署に「契約事項伺書」の作成を指示し、

財務担当執行理事が委員長となる「契約審査会」を原則月１回開催し、契約（調達）の透

明性と合理的かつ経済的な発注・契約であるかを審査している。金額が高額ではない（500

万円未満）契約については「契約事項企画書」の作成を指示し、稟議書に添付して稟議を

行っている。また、各部から各月の予算執行状況を記載した「月別予算執行管理表」を提

出させ、予算執行状況を把握するとともに、「予算会議」においてその状況を報告している。 

 

点検・評価項目④：法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大

学運営に必要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適

切に機能しているか。 

評価の視点１：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

       ・職員採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況 

       ・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備 

・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協

働） 

       ・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善 

 

１ 大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

 大学の事務組織については、「学校法人駒澤大学事務組織規程」に基づき、法人本部（総

務局及び財務局で構成）、駒澤大学（学長室、教育・研究事務群及び学生支援事務群で構成）、

内部監査室の 3部門で構成されている（根拠 7-2、10-1-26【ウェブ】）。なお、総務局と財

務局に置かれた事務組織は、法人本部と駒澤大学の両方の事務組織を兼ねている。 

 職員の採用については、「職員採用に関する規程」に基づき、「職員人事委員会」の議を

経て理事長が決定している（根拠 10-1-27）。職員の昇格は、「駒澤大学職員の資格に関す

る規程」に基づき、資格基準表に定める必要滞留年数を充たしている者を職員人事委員会
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の議を経たうえで、一段階上位の資格に昇格させている（根拠 10-1-28）。また、参事（部

長相当）、参事補（課長相当）、主事（係長相当）の資格昇格については、前述の資格基準

に加え、その者の勤務成績が特に良好であることが明らかでなければならないことを昇格

の条件として定めている。 

 専門的な知識及び技能を有する職員の育成については、資格取得支援制度を設け、業務

に関する資格を取得するための支援を行っている（根拠 10-1-29）。 

人事配置については、専門職として採用した職員及び常勤嘱託については専門分野を考

慮した配置を行っている（カウンセラー、看護師、SE、学芸員）。事務職として採用した者

については、専門職制度を設けていないため、今後、必要に応じて別の給与体系を視野に

入れた専門職制度を検討する。 

 教職協働による大学運営・教学運営については、「駒澤大学教学運営会議」「駒澤大学新

図書館棟（仮称）建設委員会」「禅（ZEN）ブランドプロジェクトチーム」など、教員と職

員が構成員となっている会議・委員会・プロジェクトチーム等において連携して取り組ん

でいる。例えば、「駒澤大学教学運営会議」は、学長、副学長、学部長等、法曹養成研究科

長、局長、部長により構成されており、これ以外にも学長が必要と判断した者を参加させ

ることができる（駒澤大学教学運営会議規程。 

 人事考課については、2017年度より「駒澤大学職員人事評価制度」の運用を開始し、「駒

澤大学職員人事評価制度マニュアル」に基づき、適切に行っている（根拠 10-1-30）。具体

的には、目標達成度評価と能力行動評価の 2項目の合算による総合評価を行い、目標達成

度評価は 5段階、能力行動評価は 4段階で評価している。目標達成度評価は、各部ごとの

業務目標及び個々の職務分掌に基づき、職員一人ひとりの仕事を挑戦度や目標の達成度の

視点から評価している。評価は、上司と面談のうえで決定し、期末に 1年間の取り組みに

対する評価を付けている。能力行動評価は、該当する資格等級等に求められる職能要件基

準と照らし合わせた仕事の経過や行動から評価している。一般的な部署の場合、1 次評価

は自己評価を基に主に課長と面談を行い、2 次評価者は主に部長による評価の客観性の確

認を行い、最終評価をつけている。また、評価に不服のある被評価者が異議申し立てを行

う制度も 2018 年度より設けている。なお、2019 年度からの評価については、3 年間で 2

回以上、70点以上の評価を得ることで任用の候補者となることとした。処遇改善について

は、各人や各部の状況を把握しながら、可能な限り対応している。当該年度の職員人事評

価終了後には、全職員にアンケート調査を実施し、職員人事評価制度に対する意見を聴取

し、制度の改善及び定着を図っている。 

 

点検・評価項目⑤：大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲

及び資質の向上を図るための方策を講じているか。 

評価の視点１：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施 

 

１ 大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施 

 スタッフ・ディベロップメント（SD）については、「駒澤大学教職員研修制度推進委員会」

が毎年度作成している「教職員研修会実施要項」において、実施方針及び実施計画を明示

している（根拠 10-1-31）。2019年度の実施方針は「本学の事業目的を達成するうえで、高
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度化・複雑化する諸課題に対応するために人材の育成が求められている。その解決方策と

して本学の教職員が、業務に必要な知識及び技能等を計画的に付与され、習得することに

より、各自の能力を開発、啓発することができる機会を設ける。なお、SD の機会について

は、学内で企画して実施する研修のほか、関連団体等が実施する研修に積極的に教職員が

参加することを促すこととする。」としている。 

 学内で行う研修制度は、全体研修、階層別研修、その他の研修の 3つで構成されている。

全体研修の具体的な事例としては、「meet up！Presentation＆Pitch」として、職員による

プレゼンテーション会を開催し、発表者のプレゼンテーションスキルの向上を図るととも

に、参加者（教職員）と知識・課題等について情報等を共有している（根拠 10-1-32（P.1））。

階層別研修の具体的な事例としては、「昇任時研修」として、管理職（部長・課長）及び監

督職（係長）としての心構え等について学ぶ研修会と通信教育（課長昇任者対象）を行い、

役職者として資質向上を図っている（根拠 10-1-32（P.5））。 

 

点検・評価項目⑥：大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：監査プロセスの適切性 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

１ 大学運営の適切性の定期的な点検・評価 

 大学運営の適切性の点検・評価について、次年度の事業計画作成を行う際は、理事会・

評議員会、理事会の小委員会である「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」及び本委員

会の一部会である「事業計画策定部会」において次年度の事業計画策定方針について調整・

確認を経たうえで、最終的に理事会において承認されている。これに加え、次年度の事業

計画策定に関する実施方針の検討は、法人企画部、人事部、財務部の 3部署が連携して行

っている。具体的なプロセスとしては、9月以降に「事業計画策定部会」を開催し、次年

度事業計画策定の方針について確認した後、「法人・駒澤大学組織運営に関する施策体系「中

期事業計画書」（2018 年度～2021年度）」の「No.4中期事業計画・単年度事業計画の進捗

管理体制を構築する」に基づき、「2019（平成 31）年度事業計画の進捗状況」及び「2020

（令和 2）年度新規事業の計画概要調査」の確認を実施した（根拠 10-1-33）。その後、11

月に次年度事業計画作成依頼を大学各事務部署・法人諸学校に行っている。事業計画は、

部署単位の事業計画書（様式 A・法人企画部所管）、様式 Aの事業計画を課・係単位の業務

計画に細分化したもの（様式 B・人事部所管）、各事業計画に係る新規事業又は計画変更事

業に特化した所要経費内訳（様式 C・財務部所管）の 3つの様式を作成している。作成さ

れた「事業・業務計画書」に基づき、1月に財務部と法人企画部による全部署に対する予

算ヒアリングを実施し、予算申請内容の妥当性・適切性等について各部署の担当者と確認・

調整を図り、予算と事業計画の精査を行っている。作成された「事業・業務計画書」は、

各事務部署の担当執行理事の承認を経たうえで、法人企画部により要点を抜粋・編集した

次年度『事業計画書（案）』が作成され、「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」におい

て確認が行われた後、理事会・評議員会へ諮り、審議・承認されている。承認された次年
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度『事業計画書』は、4月中に大学ホームページ上で公表している（根拠 2-42【ウェブ】）。 

 財政に係る運営の適切性の点検・評価について、明確な責任主体・組織・手続きのもと、

定期的に検証を実施している。予算編成は「学校法人駒澤大学経理規程」に基づき、「予算

会議」において審議するとともに、理事会・評議員会においても審議している（根拠

10-1-23）。執行後の検証としては、公認会計士による会計監査を実施し、予算執行状況に

ついては「予算会議」において月ごとの予算執行の状況について報告を行っている。さら

に事業実施後には『事業報告書』に財務の情報を掲載するとともに、理事会・評議員会で

審議・承認がされている。また、内部統制の監査という観点から、公認会計士による業務

手順等に関する監査が強化されており、定期的に検証が行われている（根拠 10-1-34）。 

 

２ 監査プロセスの適切性 

 監査は、監事、公認会計士、内部監査室によってそれぞれ行われている。監事は、「学校

法人駒澤大学監事監査規程」に基づき監査を行っており、毎月行われる理事会に出席し、

理事会の審議状況及び評議員会への諮問状況を監査するほか、常勤監事 1人は、毎週開催

される「執行理事会議」に出席しており、稟議決裁を確認するなど理事の日常的な執行状

況を監査している（根拠 10-1-35）。さらに、監事会を開催し、常勤監事の監査状況や内部

監査の状況等の報告を受け、監事相互の情報共有を図っている。公認会計士による会計監

査は、「私立学校振興助成法」第 14条に基づき行うことを「学校法人駒澤大学経理規程」

に定めて適正に行っている（根拠 10-1-23）。 

内部監査室による監査は、「学校法人駒澤大学内部監査規程」及び「学校法人駒澤大学内

部監査実施細則」に基づき監査計画を作成し、毎年一定数の部署の定期監査を実施するほ

か、フォローアップ監査を実施して実効性を高めている（根拠 10-1-36、10-1-37）。この

ほか、「駒澤大学公的研究費の適正な管理・運営に関する規程」第 18条に基づき、公的研

究費監査を行い、公的研究費が適正かつ効率的に使用されているか精査・検証を行い、指

摘提言を行っている（根拠 8-65）。監査結果は『監査報告書』を作成し、常勤監事及び理

事長に報告を行っている。また、内部監査室では「公益通報者保護法」に基づく「学校法

人駒澤大学公益通報保護規程」により「公益通報窓口」を設置し、学外の担当弁護士と連

携して公益通報者の保護と法令遵守の向上を図っている（根拠 10-1-38）。 

以上の三様監査により、それぞれに情報交換する場を設け、個々の監査の合理性、有効

性を高め合っている。 

 

３ 点検・評価結果に基づく改善・向上 

 当該年度の事業が完了する 3月以降に、法人企画部より大学及び法人諸学校の各組織へ

「事業・業務報告書」の作成依頼を行っている（根拠 10-1-39）。今年度の「事業・業務計

画書」の計画内容に対して、どのような結果になったのか「達成度（％）」「自己評価」「今

後の取り組み」等について点検・評価結果の報告を求めている。各組織が提出した「事業・

業務報告書」の内容を一覧形式に編集した資料を執行理事会議に提供し、執行理事会議に

おいて確認を行っている。併せて、理事会・評議員会提出用に「事業・業務報告書」から

要点を抜粋・編集した『事業報告書（案）』を作成し、法人の概要（建学の理念、沿革、設

置する学校、所在地一覧、学生・生徒数、事務組織図、役員等の概要、教職員数、施設等



 

138 

 

の概要）、主な事業の概要、財務の概要について掲載している。最終的に理事会で承認され

た『事業報告書』は、大学ホームページ上で公表されている。 

 作成された「事業・業務報告書」とこれを一覧形式に編集した資料は、翌年度の「事業・

業務計画書」の作成の際に参考資料として各組織に公開し、達成率の低かった事業計画の

結果の改善を意識しながら次年度事業計画を作成することで、PDCAサイクルがまわるよう

に工夫している。また、当該事業が計画通りに進展するように、「事業計画策定部会」や担

当執行理事間において情報共有を行い、各組織へ適切な指示が行われるようにしている。

加えて、2019年度からは全学自己点検・評価において作成した「自己点検・評価チェック

シート」において自己評価を「Bまたは C」の評価としたチェック項目の改善方策が進展す

るように、全学自己点検・評価の結果と次年度事業計画の作成を連動させた作成要領へと

見直しを図った（根拠 7-83）。 

 

（２）長所・特色 

 点検・評価項目⑤に既述したとおり、学内で行っている全学的な研修制度の 1つとして

「meet up！Presentation＆Pitch」の取り組みが挙げられる。この取り組みは、2017年度

から開始されたものであり、以前は「業務研修成果発表会」という名称で行われていた研

修制度が基になっている。「業務研修成果発表会」の頃は、学外研修会に参加した職員を中

心に 1日 2組の応募を受付け、応募が予定人数に満たない場合には人事部から声がけをし

て発表者を募っていた。前期と後期の各 1回、17時以降に 2時間程度の学内報告会を開催

する取り組みであったが、参加し難い等の理由により近年の参加者数は 80人程度にまで減

少していた（根拠 10-1-40）。このため、2017年度の駒澤大学教職員研究制度推進委員会に

おいて、制度の見直しを提案した。その結果、20分から 30分という短いプレゼンテーシ

ョンを通し、限られた時間内に簡潔にまとめて話す技術を身に着け、さらにはその内容を

教職員に必要な知識、情報として学内で共有し活用していくことを目的に開催する研修会

へと見直されることとなった（根拠 10-1-41）。なお、meetupは「出会う」というイメージ

であり、部署間の壁を越え、お互いが顔を合わせる教職協働の機会にする目的も持ち、各

プレゼンテーションを通じ、得た知識や情報、新たな課題などを参加者全員と共有し、日々

の業務への活用や意識改革へと繋げることを目指している。発表時間は 1人（1グループ）

あたり 30分以内に短縮し、1日につき 3人（3 グループ）の発表を行えるように見直し、

複数のテーマを短時間で発表することで、教職員が参加しやすい環境が構築された。発表

テーマも、過去に参加した研修会の内容に拘らず、若手職員にも関心を持ってもらえるよ

うな自由なテーマによる応募を受け付けるように見直した。例えば、2019年度前期には「デ

ータで変わる？大学におけるデータ活用の可能性を考える」、「令和を越えろ！怒涛の業務

効率化 ICTツール 5連続」、「私立大学等経常費補助金とは」と題した発表が行われ 72人の

参加者が集まった。こうした取り組みにより、2014年度は 88人にまで落ち込んだ参加者

数は、2018年度には 216人（2014年度比 245％）まで増加した。研修会後は、大学が契約

しているクラウドサービスである G Suiteを活用し、研修会のスライド資料等を専任教職

員間で共有できるように学内公開することで、業務の参考にできるように整備されている。

なお、研修会終了後には、アンケートを実施し、教職員の関心のあるテーマ等について意

見を収集し、次回以降の改善に役立てている。 
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（３）問題点 

点検・評価項目②に既述したとおり、危機管理委員会は、「駒澤大学危機管理に関する

規程」では「定例会」を年間 2回開催することが規定されているが、現状は委員長（学長）

が必要とするときのみ開催する「臨時会」のみが開催されており、規程に従った運用が行

われていない。規程に従い「定例会」を年間 2 回開催し、危機管理計画の確認や、危機管

理に関する情報共有等を図る必要があると考えられる。 

このほか、消防計画は各キャンパス及び飛び地にある建物ごとに規程が制定されている

が、千葉県南房総市に設置されている富浦セミナーハウスについては、消防計画が制定さ

れていなかった。2019年 9月 9日に千葉県に上陸した台風 15号の際は、富浦セミナーハ

ウスも大規模停電等の被害を受けているため、消防計画を制定する必要があると考えられ

る。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学では、大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するため

の大学運営に関する方針として、「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤 2030』」を策定し、

これに基づく「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021年度）」及び「学校法人駒澤

大学中期事業計画（2018年度～2021年度）」を策定し、さらにこれらに基づく単年度の「事

業・業務計画」を各組織において作成し、大学運営が行われている。学内構成員に対して、

「学校法人駒澤大学中期事業計画（2018年度～2021年度）」は学内グループウェアを通じ

て専任教職員に公開し、「大学運営・財務に関する基本方針」は大学ホームページ上で公開

されている。 

 学長や役職者は、関連規程に基づき適切に選任されている。学部等・研究科には教授会

が設けられ、学長は教授会等の意見を聞いて、適切に意思決定が行われている。教学組織

と法人組織における事業に関する検討は、理事会の小委員会である「学校法人駒澤大学法

人政策検討委員会」において検討されている。危機管理に対する体制は、関連規程に基づ

き適切に整備されているが、規程に従い年 2回の危機管理委員会が開催されていないこと

から、適切に委員会を開催して危機管理対策を講じることが今後の課題である。 

 予算編成・予算執行については、理事長が議長となる「予算会議」において次年度の予

算編成方針等について審議し、その編成方針に基づき各事務組織は次年度「事業・業務計

画書」を作成している。予算執行は、「契約審査会」において契約（調達）の透明性と合理

的かつ経済的な発注・契約であるかを審査し、適切に行われている。 

 職員採用及び昇格については、関連規程に基づき「職員人事委員会」を開催し、理事長

が決定している。業務内容の多様化・専門化に対応する職員体制の整備については、資格

取得支援制度を設け、業務に必要な資格を取得するための支援を行っている。専門職とし

て採用した職員及び常勤嘱託については、専門分野を考慮した配置を行っている。教職協

働による大学運営は、各種委員会のほか、プロジェクトチームやワーキンググループにお

いて教員と職員が連携した取り組みが行われている。職員の適正な業務評価及び処遇改善

については、「駒澤大学職員人事評価制度」に基づき、目標達成度評価と能力行動評価の総

合評価により、人事考課が行われている。 

 大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施については、「駒
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澤大学教職員研修制度推進委員会」が毎年度作成している「教職員研修会実施要項」に基

づき適切に行われている。 

 大学運営の適切性の定期的な点検・評価については、各組織が前年度作成した「事業・

業務計画書」の進捗状況を確認し、年度末に作成する「事業・業務報告書」の作成を通じ

て点検・評価を行っている。監査プロセスの適切性については、監事、公認会計士、内部

監査室による三様監査が行われている。点検・評価結果に基づく改善・向上については、

当年度事業の終了後に作成する「事業・業務報告書」に加え、毎年度実施している全学自

己点検・評価において課題・問題点を確認したうえで、次年度の「事業・業務計画書」で

は改善方策を踏まえて作成することで、PDCAサイクルが回る仕組みを構築している。 

以上のことから、「第 10章第 1節 大学運営」については、大学基準を満たしていると

いえる。 
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第１０章第２節 財務 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切

に策定しているか。 

評価の視点１：大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の

策定 

評価の視点２：財務関係比率に関する指標又は目標の設定 

 

１．中・長期の財政計画の策定 

本学では、長期的に安定して教育研究活動を遂行することが可能かどうか検証するため

に、10年間の財務計画を作成し毎年更新している（根拠 10-2-1）。2008年度に発生した財

政状況等の変化に対応するため、日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を完済する 

2014 年度までを「財政再建期」と定め、安定的な財政基盤を確保しながら 2014 年に借入

金の完済を達成した。次の段階として、2015年度からは「財政健全化期」と定め、安定し

た財政的基盤を確立するため、引き続き経費削減、人件費抑制、施設設備整備計画の見直

し等を総合的に組み込んだ以下の取り組みを実施し、改善状況を検証している。 

① 教育改革、教育研究環境の充実等により学生数を確保し、安定した学納金収入を得る。 

② 人件費を含めた経費削減による事業活動収支差額の増額。 

③ 駒沢キャンパス再開発のために自己資金を充実させ、自己資金構成比率を上げる。 

 10年間の財務計画作成に際しては、収入の約 8割を占めている授業料等の学納金や、支

出の約 5割を占めている人件費、さらには多額の支出を伴う建設費について詳細かつ慎重

に積算している。特に今後 5年間をかけて新図書館の建設や施設設備の大規模修繕等を予

定しており、教育研究を充実しつつ、建設に向けて資金計画を立てているところである。

本計画は、理事会の小委員会として設置されている「学校法人駒澤大学法人政策検討委員

会」の作業部会である「財務計画策定部会」において、財務担当執行理事を中心に検討を

重ねている（根拠 10-2-2）。 

 

２．財務関係比率に関する指標または目標の設定 

 財務関係比率の指標については、同規模、同系列の他大学や日本私立学校振興・共済事

業団発行の『今日の私学財政』を参考に比較検討している。2018年度の大学部門における

経常収支差額比率は 13.7％、人件費比率は 49.1％であった（大学基礎データ 表 10）。経

常収支差額比率については、施設整備を含めた将来への教育投資の充実を図るためにも重

要視し、2019年度の予算編成方針では 8％程度を目標とした。また、固定費として減少さ

せることが難しい人件費についても注視し、予算編成方針では駒澤大学の人件費比率 50％

以内を目標として設定するとともに、統計データとの比較を常に行っている。 
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点検・評価項目②：教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を

確立しているか。 

評価の視点１：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するた

めに必要な財務基盤（又は予算配分） 

評価の視点２：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

評価の視点３：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄付金、受託研究費、共同研

究費等）の獲得状況、資産運用等 

 

１．財務基盤の確立 

「駒澤大学大学運営・財務に関する基本方針」の「7.財務」にも示すとおり、教育研究

水準の維持や将来を見据えた計画等を実現するため、計画的に特定資産の積み立てを行っ

ている。具体的には、将来の校舎建設等の施設設備を維持するために、第 2号基本金引当

特定資産を 33億円、減価償却引当特定資産を 54億 340万円等の特定資産の積み立てを行

っている。また、安定的に教育研究水準を維持するために、毎年度の経常収支差額を注視

し、2018 年度決算では 20 億 8,434 万円の収入超過となり、一定水準の財政基盤を確立し

ている（根拠 10-2-3）。 

 なお、2018年度の大学部門における主な財務比率については、以下のとおりである。 

事業活動収支計算書関係比率における教育研究環境を表す「教育研究経費比率」は

32.9％、教育研究環境を維持、充実するための財政的基盤である「事業活動収支差額比率」

は 14.0％、貸借対照表関係比率における自己財源の充実度を表す「純資産構成比率」は

78.7％、総資産に対する他人資本の比重を表す「総負債比率」は 21.3％であった（大学基

礎データ 表 11）。 

 

２．教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

毎年度の予算編成については、中・長期財政計画の中の短期計画として捉え、理事会で

承認された事業計画及び予算に基づき、適切な予算編成・執行を行うこととしている。予

算編成は「学校法人駒澤大学経理規程」及び「学校法人駒澤大学予算会議規程」に基づき、

予算会議及び理事会において審議決定している（根拠 10-1-22、10-1-23）。 

予算編成過程では、「学校法人駒澤大学法人政策検討委員会」の作業部会である「事業計

画策定部会」において事業計画を精査するとともに、理事長が発信する予算編成方針に従

い予算が適切に編成されているか確認するため、財務部が主管となり、予算単位ごとにヒ

アリングを実施する仕組みとなっている（根拠 10-2-4）。予算執行は、常に予算と実績と

の比較検討を行い、「駒澤大学予算統制等に関する細則」に基づき適正な執行に努めている

（根拠 10-1-24）。 

また、予算執行に伴う効果を分析・検証する取り組みとして、財務担当執行理事を委員

長とする「契約審査会」を原則月 1回開催し、本学の重要案件としている 1契約 500万円

以上の調達案件を対象に調達の透明性と合理的かつ経済的な発注・契約について審議して

いる（根拠 10-1-25、10-2-5）。 
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３．外部資金の獲得状況、資産運用など 

 収入の約 8割を占めている授業料等の学納金以外の外部資金を獲得するために、以下の

取り組みを行っている。 

寄付金については、学校法人駒澤大学施策体系「中期事業計画」（2018年度～2021年度）

「（No.41）学生生徒納付金以外の収入源の強化」に基づき、寄付金収入の増収を目指して

いる（根拠 1-13）。2012年度から 2017年度の間、開校 130周年事業として「駒澤大学開校

130周年記念棟建設基金」の募金活動を行い、約 15億円の寄付金額となった。 

2018年度（2018年 9 月）より新たな寄付制度として「教育研究振興募金」、「学生ファー

ストプロジェクト募金」、「古本募金」、「遺贈・相続財産の寄付」を開始した。「教育研究振

興募金」は、教育支援、学生支援、キャリア・就職支援、キャンパス施設環境整備への寄

付を主な使途と定めて募金活動を行い、2018年度の実績は、寄付件数 371件、約 980万円

の寄付金額となった。「学生ファーストプロジェクト募金」は、学長が推進するプロジェク

トとして、海外連携研修支援、自主的なスキルアップ支援、OB・OGとの交流支援、社会連

携・貢献活動への参画支援を主な使途と定めて募金活動を開始し、2019年 4月から 9月末

までの間に、約 60万円の寄付金額となった。 

2020年 3月より、新たに「駒澤大学新図書館建設事業募金」を開始し、目標額 3億円を

目指して募金活動を開始している（根拠 10-2-6）。 

また、学校法人駒澤大学が 100％出資して設立された事業会社である株式会社 KUサポー

ト並びに企業等から、受配者指定寄付金の制度を利用した「教育研究に要する経常的経費

寄付金」として寄付され、2018年度は総額 1億 400万円の寄付金額となった。 

募金活動は、学生保証人や同窓生、企業等への趣意書送付のほか、大学ホームページに

広く一般へ向けて募金制度の周知が行われている（根拠 10-2-7【ウェブ】）。2018年度から

は、新たに WEB寄付受付システムの運用を開始し、オンライン上で寄付（クレジットカー

ド決済）が可能となった。 

このほか、2019年度に教員の研究費調達のためのクラウドファンディングが行われ、第

一段階の目標金額である 250万円を達成することができた。引き続き、第二段階の目標金

額として 500万円を設定して募金活動を継続し、第二段階の目標額も達成し、最終的に総

額 525万 8,000円の寄付金を集めることができた（根拠 10-2-8【ウェブ】）。 

また、外部資金のうち文部科学省科学研究費補助金、受託研究費、共同研究費等の獲得

については、本学の研究活動を推進するとともに、公的研究費（科研費）採択件数増を目

指し、かつ、大型研究プロジェクトにも対応できるような体制とするため、2015年度に教

務部研究推進課を設置し、外部資金による研究活動支援体制を強化している（根拠 1-32）。 

例えば、文部科学省科学研究費補助金の採択推進のため、2017年度より、ロバスト・ジ

ャパン株式会社による「KAKEN.org システム」を利用した申請書添削サービスを導入した

（根拠 8-46）。その結果、2018年度採択において採択率 33.0％（52件中 17件）となり、

全国平均の採択率 24.9％を上回った（根拠 8-47）。 

2019年度における科学研究費補助金以外の獲得については、受託研究費 2件、奨学研究

寄付金 2件、その他が 1件（厚生労働省科研費・研究分担者）であった。 

資金運用については、「学校法人駒澤大学資金運用規程」に則り、安全性を第一とする運

用の原則に従い、適切に資金運用を行っている（根拠 10-2-9）。資金運用に際しては、理
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事会で定めた資金運用方針に基づき資金運用を行うこととし、外部専門家を委員に含めた

資金運用委員会で運用商品の選定を行っている（根拠 10-2-10）。また、理事会において半

期に一度、運用状況の報告を行うこととしている（根拠 10-2-11）。 

 

（２）長所・特色 

点検評価項目①・②に既述したとおり、教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るた

めの仕組みに関して、本法人では、2017年に理事会の小委員会として「学校法人駒澤大学

法人政策検討委員会」（以下「同委員会」という。）を設置した。同委員会は、経営 IRを強

化し、収入増加、恒常的な支出抑制、重点配分事業の決定、新旧事業の見直し、正確な財

務計画などを行うことで、事業と予算を連動させた政策立案機能、経営機能の強化を図り、

法人全体の政策案を理事会に提案している。 

同委員会の作業部会として、法人の事業計画案を策定する「事業計画策定部会」におい

て、毎年度の予算編成過程で各予算単位から提出される新規事業を含めた事業計画を策定

している。また、法人の財務計画案を策定する「財務計画策定部会」において、10年間の

財務計画に基づく長期の資金計画が策定されている。事業計画策定部会と財務計画策定部

会は連携し、毎年度 1月に各組織より提出された次年度事業・業務計画書及び予算につい

て予算ヒアリングを実施し、理事長の発信する予算編成方針に則した予算編成が行われる

よう調整を図っている。 

 

（３）問題点 

点検・評価項目②に既述したとおり、本学では様々な寄付金や外部資金を獲得している。

2018年度の募金実績としては、教育研究振興募金が 886万 7,000円（328 件）、古本募金が

約 1万 3,000円（9件）、教育研究に要する経常的経費寄付金が 1億 400万円（2件）、開校

130周年記念棟建設基金が 1,000万円（1件）であり、総額が約 1億 2,288万円であった（根

拠 10-2-12）。また、2018年度の外部資金獲得実績としては、科学研究費の直接経費が約

3,952万円（新規採択 13件・継続採択 35件）であった（根拠 10-2-13）。 

しかしながら、教育研究に要する経常的経費寄付金は、主に本学の事業会社からの寄付

であること、周年事業の新校舎建設基金 1,000 万円を除くと、教育研究振興募金と古本募

金を合計した約 888万円が経常的な募金活動による獲得金額であり、大学の予算規模から

すると経常的な寄付金収入は少ないといえる。こうした状況を踏まえ、2019 年度に新たに

「学生ファーストプロジェクト募金」、「遺贈・相続財産の寄付」を開始し、またクラウド

ファンディングを活用した研究費の獲得を行っており、今後も寄付金等外部資金の獲得を

増やすため、制度等の見直しを進めていく必要があると考えられる。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、2014年度までを「財政再建期」、2015年度からの期間を「財政健全化期」と定

め、安定的で持続可能な大学運営を実現してきた。10年間の財務計画を策定し、新図書館

建設をはじめとする施設設備整備計画及び教育研究活動を遂行している。 

 第 2号基本金等の特定資産の積み立てを計画的に行い財政基盤の確立を図っている。毎

年度、事業計画と予算の精査を予算ヒアリングの場を通じて行い、予算執行の際は契約審
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査会を開催し、調達の透明性と合理的かつ経済的な発注・契約について審議している。学

納金以外の外部資金として、寄付金及び科学研究費等の各種補助金の獲得に努めている。

また、関連規程に基づく資金運用によって外部資金の増収を図っている。 

 以上のことから、「第 10章第 2節 財務」については、大学基準を満たしているといえ

る。 
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終 章 

 

 終章では、本章の各章において記述した現状説明、長所・特色、問題点の内容を踏まえ、

要点をまとめた総括を行ったうえで、今後の展望について述べる。 

 

１．本章を踏まえた全体の総括 

【第 1章】理念・目的 

 本学は、建学の理念に「仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神に則り、学校教育を行うこ

とを目的とする」ことを定め、学内外に広く公表し、また全学共通科目に「仏教と人間」

の授業を開設しているなど、建学の理念を踏まえた教育活動を展開している。学則には、

各学部等・研究科の目的が建学の理念を踏まえて定めていること明記している。2016年度

文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業 タイプ B（世界展開型）」において、「『禅

と心』研究の学際的国際的拠点づくりとブランド化事業」が採択され、当該研究活動の成

果を特設ページ等により国内外に向けて発信し本学のブランド化へ繋げている。 

将来を見据えた長・中期の計画体系としては、「学校法人駒澤大学長期ビジョン『駒澤

2030』」、この長期ビジョンを達成目標とした「学校法人駒澤大学施策体系（2018年度～2021

年度）」、これを具体的に計画化した「学校法人駒澤大学中期事業計画（2018 年度～2021

年度）」を策定し、さらに中期事業計画を踏まえた実施計画「単年度事業計画」を事務部署

が中心となり策定し、その具体化に向けて取り組んでいる。 

 

【第 2章】内部質保証 

 「駒澤大学内部質保証の方針」を定め、大学の理念・目的に基づき、本学の教学諸活動

の質的充実と向上及び社会貢献を持続的に推進することを目的（mission, vision,raison 

d'être）とし、学長を中心とした教学運営上の恒常的検証・改善サイクル(PDCA)を構築す

ることを明示している。この方針に基づき、内部質保証の推進に責任を負う組織として

2019年 1月に「駒澤大学教学運営会議」が設置され、教学運営上の重点方針の策定や、全

学自己点検・評価委員会による大学全体の観点からの評価結果に基づく改善取組計画等の

策定に取り組み、教育活動の PDCAサイクル構築とその推進及び加速に向けた取り組みを進

める体制が整備された。 

また、本学の「強み」や「特色」を全学的規模で実質的に確認する実践作業を通して、

将来に向けた本学のあるべき姿の根幹を確認し、2019年度に「駒澤大学ブランドコンセプ

ト」を策定した。このブランドコンセプトを踏まえ「教学運営基本指針」を策定し、今後

はこの基本指針との整合性に留意しつつ、各学部等・研究科レベルでの将来計画（中期及

び単年度の事業計画）をより具体的に確認・策定し、その実現に向けた取り組みを推進す

る。 

 

【第 3章】教育研究組織 

 2019年 5月 1日現在、7学部 17学科、8研究科、9研究所、2ラボラトリを設置してい

る。また、本学の教養教育科目及び教職課程科目を主に担当する総合教育研究部を設置し

ている。2020年 4月には新たに「仏教学研究科仏教学専攻」が開設され、基盤となる仏教
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学部との教育の一貫性が高めることが可能となった。 

 

【第 4章】教育課程・学習成果 

 本学の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー（DP））は、学士課程全体、学部別、学科・

専攻別の 3階層で構成されており、それぞれが連関するように策定している。ディプロマ・

ポリシーと学習成果の観点はマトリクス表により対応関係が可視化されている。教育課程

の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー（CP））も、DPと同様に学士課程全体、学部

別、学科・専攻別の 3階層で構成され、また DPと CPの対応関係もマトリクス表によって

可視化されており、DP で定める能力がどのような教育内容により育成されるのか示されて

いる。DPと CPを踏まえて、各学部・学科・専攻のカリキュラムは体系性を持って開設さ

れており、履修系統図に明示されている。なお、DP・CP共に大学ホームページ上で公表し

ている。 

また、学生の学習を活性化させる取り組みとして、シラバスの見直し、FD活動、eラー

ニングシステムの活用、アクティブ・ラーニングや自学自習の促進、英語による教育、リ

メディアル教育、キャリア教育等が行われている。成績評価は「GPA評価ガイドライン」

に基づき行われ、成績評価に対する疑義がある場合、学生は成績調査の制度を利用して担

当教員に採点内容の確認を求めることができる。進級基準は明確に設けられており、基準

に満たない場合は原級に留め置かれる。学則及び『履修要項』に定める卒業要件を満たし

た学生は、各学部教授会において卒業（成績）判定会議が行われ、厳格かつ適切に学位授

与が行われている。 

 そして、学習成果の測定は、CPの中にアセスメント・ポリシー（評価の方針）を定めて

おり、入学から卒業までの学生の成長を経年推移により測定するための調査を実施してい

る。なお、ルーブリックや学修ポートフォリオの活用は十分に意識しているが、組織的な

実践企画には至っておらず、今後の課題である。 

 

【第 5章】学生の受け入れ 

学士課程全体の学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー（AP））は、DP・CPと

連動した内容となるよう策定している。APで明示した入学者を選抜するため、求める学生

像と入学者選抜方法との対応関係をマトリクス表に示し、受験生に分かりやすいように工

夫し公表している。 

入学者選抜実施のための運営体制は、関連規程に基づき整備・運営されている。公正な

入学者選抜を実施するため、過年度の入試結果データを大学ホームページ等で公表し、ま

た合否判定方法に関する情報は入学試験要項に掲載し、合否判定の透明性を高めている。 

 学部全体における2019年5月1日現在の入学定員に対する入学者数比率は、0.99であり、

過去5年間（2015年度～2019年度）の入学者数比率の平均は、1.10であった。2019年度の収

容定員充足率は1.12であった。2019年度の編入学定員の充足状況は、学部単位では文学部

全体の編入学定員50人に対し、入学者数14人となっており、過去5年間充足率の低い状況が

続いている。また、大学院においても、多くの研究科・専攻において入学定員・収容定員

共に未充足の状況が続いている。 
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【第 6章】教員・教員組織 

 「大学の求める教員像及び教員組織の編成方針」及び「各学部等・研究科の求める教員

像及び教員組織の編制方針」を制定し、大学ホームページで公表している。 

すべての学部・研究科において、大学設置基準、大学院設置基準及び法科大学院設置基

準上必要な専任教員数は満たしている。一部の学部の年齢構成に若干の偏りもみられるが、

概ねバランスの良い構成となっている。2019年度の女性専任教員比率は 19％であり、2016

年度の 16％と比較して改善が進んでいる。民間企業等出身者の専任教員の割合は、全学で

は 16％であるが、多くの学部では研究業績を中心とする採用方法をとっているため、特に

積極的な採用がされているわけではない。外国籍専任教員比率は、全学では 5％であるが、

実践的な英語教育を取り入れているグローバル・メディア・スタディーズ学部では 26％で

ある。学士課程における教養教育は、総合教育研究部が中心となり運営が行われている。 

 FD活動は、従来から定例的に行われてきた学生による授業アンケートや公開授業等の取

り組みに加え、2016 年度から新たに学生 FDスタッフが編成され、学生目線を取り入れた

FD 活動が行われている。 

 

【第 7章】学生支援 

 「駒澤大学学生支援に関する基本方針」を制定し、大学ホームページに公表している。

本方針は、修学支援・生活支援・進路支援・正課外活動支援の 4つの観点により構成され

ており、この方針に基づき関連する事務部署による多種多様な学生支援が行われている。

障がい学生の支援については、「駒澤大学障がい学生支援方針」に基づき、専門の委員会を

整備して対応している。就職支援については、キャリアセンターが中心となりキャリアガ

イダンス、企業説明会、各種課外講座等を企画・運営しており、学生の希望に十分に対応

する体制を採っている。 

 

【第 8章】教育研究等環境 

 「駒澤大学教育研究等環境の整備に関する基本方針」を制定し、大学ホームページに公

表している。また、「駒澤大学キャンパスマスタープラン」を策定し、駒沢キャンパスの施

設整備計画が進められている。ネットワーク環境や ICT機器等の整備は、駒澤大学情報シ

ステム委員会において検討され、整備が行われている。学生の自主的な学習を促進するた

め、アクティブ・ラーニングスペースや ICT機器を自由に利用できる施設環境を整備して

いる。教職員に対する情報セキュリティ研修を実施し、情報倫理の確立に努めている。図

書館は、老朽化のため新図書館の建設準備が進められており、新図書館では収蔵力と開架

率の向上、学生の授業外学習時間増加を目指している。 

 「駒澤大学研究活動の基本方針」を策定し、研究活動に関する基本となる事項を定め、

研究活動の推進を図っている。科学研究費の申請支援体制を整備し、外部資金獲得による

研究活動支援に努めている。また、公的研究費を適正に管理・運営するための各種規程の

整備や、研究倫理に関する規程を定め、コンプライアンス教育が行われている。 

 

【第 9章】社会連携・社会貢献 

 「駒澤大学社会連携・社会貢献に関する基本方針」を制定し、大学ホームページに公表
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している。本方針を踏まえつつ、世田谷区や同区内の大学等と連携した様々な事業に参画

し、社会連携に資する取り組みを行っている。eラーニングや公開講座等の提供により、

教育研究活動の成果を社会に還元している。地域の国際交流事業として、世田谷区「国際

化プロジェクト」に参画し、交換留学生の協力による地域情報発信やイベントへの参加が

行われている。地域交流に関する取り組みとして、オリンピック・パラリンピック教育の

一環として、近隣小学校の体育授業運営に本学の学生や教職員が協力している。このほか、

課外活動の一環として、地域の小学生に対する支援やスポーツ教室、地域住民の方々への

学習の機会提供ないし教育実践などに取り組んでいる。 

 

【第 10章】大学運営・財務 

 大学運営・財務に関しては、「駒澤大学大学運営・財務に関する基本方針」を制定し、大

学ホームページに公表している。適切な大学運営のための組織整備は、関連規程に基づき、

学長や役職者の選任、権限の明示、教授会の役割等について適切かつ明確に定めている。

予算会議を開催し、次年度の事業計画に基づく予算の申請内容を確認・検証し、予算の透

明性・客観性・妥当性の確保に努めている。予算執行の際は、契約審査会を開催し、合理

的・経済的な発注・契約となっているか審査している。 

 危機管理体制については、「駒澤大学危機管理に関する規程」を定め、大規模自然災害等

の突発的な問題が発生した際は、危機管理委員会を開催し対応に当たっている。迅速な対

応が必要なときには、臨時対策本部を立ち上げることになる。 

 職員の人事考課については、「駒澤大学職員人事評価制度」を運用し、「駒澤大学職員人

事評価制度マニュアル」に基づき、適切に行っている。また、スタッフ・ディベロップメ

ント（SD）については、「駒澤大学教職員研修制度推進委員会」が作成している「教職員研

修会実施要項」に基づき、毎年度の研修実施方針や実施計画を定め、全体研修、階層別研

修、その他の研修に取り組むことで、人材育成に努めている。 

 財務に関しては、中・長期の財政計画を毎年更新し、安定した教育研究活動を遂行する

ことが可能となるよう検証している。財務関係比率の指標については、同系列の他大学等

の情報を参考に比較検討している。特に、予算編成方針では大学の人件費比率を 50％以内

となるよう目標設定している。財務基盤の確立のため、計画的に特定資産を積み立て、将

来の校舎建設等の施設整備に備えている。募金活動の見直しを行い、2018年度から新たな

寄付制度を開始し、寄付金収入の増加に努めている。このほか、「学校法人駒澤大学資金運

用規程」に則り、資金運用委員会を開催し、客観的で公正な資料・情報に基づき、リスク

の最小化に努めた厳格な資産運用体制を整備している。 

 

２．今後の展望 

 この度、2019年度自己点検・評価を実施し、大学基準に定められている各基準に沿って、

「現状説明」、「長所・特色」、「問題点」を取りまとめた。各章に挙げた問題点については、

内部質保証推進組織である「駒澤大学教学運営会議」を中心として、大学全体の改善方向

とその方策を具体化し改善取組計画等を策定していく。そのために､自己点検・評価が重要

であることとの認識を全学的に共有し、継続的に、各学部等・研究科・附置研究所・大学

事務の各部門における実情分析と自己評価に基づき、また大学当局と当該部門との協力・
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連携のうえで、全学的な共通認識と了解に基づく改善に向けた取り組みを推進していくこ

ととなる。 

 この度受審する大学評価（認証評価）の結果は、第三者による客観的評価ないし指摘で

あると認識し、次期中期事業計画における重点課題として取り上げ、また、関連する組織

の単年度の事業計画に反映し、改善方策の具体化を図っていく予定である。さらに、重点

課題の改善状況については、毎年実施している自己点検・評価において検証・評価を行い、

その結果を駒澤大学教学運営会議に報告・共有し、学長のリーダーシップのもと、改善に

向けた具体的な取り組み指示が出され、着実に推進していくことで、内部質保証システム

のさらなる機能向上を目指すことにしたい。 

また、2019年に新たに策定した「駒澤大学ブランドコンセプト」は、本学の強み・特色

を明確化した人材育成像の構築を行うことを目的とし、このコンセプトに基づき策定され

た「教学運営基本指針」では、学部等の PDCA サイクルの実質化を図り、学修成果を重視

した学部等の計画策定に向けた取り組みを進めていくことが予定されている。 

終わりに、グローバル化や人口減少が進み、またビッグテータ、IoT、AIなどの進化と

活用により作り上げられる予測不可能な時代（Society 5.0）の到来を見据え、本学の独自

性として建学の理念に立ち返り、学修者本位（学生ファースト）の教育への転換を図って

いくことが、より一層重要になると考えている。そのためには、学生一人ひとりを大切に

するということ（教育理念・教育実践）、そして学修を支援するために学生の学修状況を客

観的かつ多面的に把握・分析し（エビデンス・IR）、教育課程や学生支援のあり方の全学的

視野での検証に活用することが必要である（アセスメントポリシー・PDCAの実質化）。ま

た、学生が大学 4年間で何を学び、何を身につけたのか、学生が自らの学修の過程を振り

返ることで、成長を実感し、学修意欲を高める仕組みを構築（成長実感・主観的評価）す

ることも急がれる。 

今後は、本学の教育に関する取り組みや成果を社会に向けて積極的に発信していくこと

（教育情報や成果の可視化・公表）で、学生さらには社会から評価される大学としてあり

続けられるよう、改善に努めていく。  



 

 

２０１９（令和元）年度  全学自己点検・評価委員会委員名簿  

 
委 員 長  副 学 長  日 笠 完 治 

副 委 員 長  副 学 長  猿 山 義 広 

〃  総 務 局 長  土 合 一 夫 

〃  財 務 局 長  多 良 和 己 

委 員  仏 教 学 部  村 松 哲 文 

〃  文 学 部  中 嶋 真 也 

〃  経 済 学 部  渡 邉 恵 一 

〃  法 学 部  三 竹 直 哉 

〃  経 営 学 部  中 川 淳 平 

〃  医 療 健 康 科 学 部  奥 山 康 男 

〃  グローバル・メディア・スタディーズ学部   吉 田 尚 史 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
 

 総 合 教 育 研 究 部  山 縣   毅 

 経 営 学 研 究 科  中 村 公 一 

 経 済 学 研 究 科  溝 手 芳 計 

 禅 研 究 所  石 井 清 純 

 司 法 研 究 所  小 松 良 正 

 学 長 室 関 係  橋 本 政 景 

〃  総 務 関 係  藤 野 幹 之 

〃  財 務 関 係  岩 井 貴 生 

〃  教育・研究事務関係  中 野 達 哉 

〃  学 生 支 援 事 務 関 係  兼 村 栄 哲 

〃  特別問題自己点検・評価実施委員会  日 笠 完 治 

幹 事  法 人 企 画 部 長  山 口 永 倫 

〃  法人企画部法人企画課長  新 井   淳 

〃  法 人 企 画 部 係 長  金 原 円 応 

〃  法 人 企 画 部 係 長  堀   創 一 

書 記  法 人 企 画 部 主 事 補  長 﨑 弘 子 

  法 人 企 画 部 主 事 補  木 村 美 子 

〃  法 人 企 画 部 書 記  若 林 将 也 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度全学自己点検・評価報告書 

脚下照顧 Vol.５ 

 

２０２０（令和２）年３月３１日発行 

 

編 集 全学自己点検・評価委員会 

発 行 駒澤大学 

      〒154-8525 東京都世田谷区駒沢 1－23－1 

事務局 駒澤大学法人企画部 

    TEL 03-3418-9043  FAX 03-3418-9037 


	表紙
	目次
	序章
	本章
	第１章　理念・目的
	第２章　内部質保証
	第３章　教育研究組織
	第４章　教育課程・学習成果
	第５章　学生の受け入れ
	第６章　教員・教員組織
	第７章　学生支援
	第８章　教育研究等環境
	第９章　社会連携・社会貢献
	第10章　大学運営・財務　
	第１節　大学運営
	第２節　財務


	終章



